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ロータリー・クラブ

に地区大会終了後にクラブ協議会を開
他するよう奨励されている。

この法人設立の準拠法である－

州／県の法令の規定の認める範囲内
で､この法人は国際ロータリーの統

輔に従うものとする。

この法人は､法人設立定款に列挙
されている趣旨に沿い、かつ、法人

設立の触拠法である＿州／県の法

令に反しない細IMIを採択できるもの

とする。

この新しく設立された法人を、国際

ロータリーと調和したものにするため

に、法人は、ＲＩが力Ⅱ盟クラブのために

定めた標準ロータリー・クラブ定款と

推奨クラブ細則のIIU係規定を細則とし
て採択しなければならない。

法人波立定款には、このほかに、法

人設立の準拠法が定める文言を、もち

ろん、排きしるしていなければならな

い。法人となったクラブがあらゆる点

においてＲＩの加IMLクラブである、とい

う明白な趣旨に反しない限り、ここに

述べた規定を変更しても差し支えない。
既存クラブがこのような条件に従って

法人化されたとしても、ＲＩとの110係に

は何の変化もなく、従来と変わりない
と認められるものとする。

事務総長は、ＲI理事会に代わって、

法人申iiW識の裁定をするよう要諦され
ている。苔らに方針声明が必要となる
ような状況の場合、事務総長は、この
申請譜を執行委倒会に付議するものと

する。（40,57〕

クラブ資金の取扱

(HandlingClubFunds） 
クラブは、支払小切手に対する副署

と毎年度の会計監査など、蕊務的に}廿

務を処理するよう要請されている｡(41）

保険と法人組織

(lnsuranceandIncorporation） 
クラブは、クラブ自体(またはその活

動)を法人組織にするか､あるいは適切
な賠償責任保険に加入することによっ

て、クラブ・プロジェクトと活動から

発生しうる事故や損害に対する賠償沈

任から保護される手はずを整えるべき

かどうかについて、法律顧問または溌

任保険の顧問から助言を受けるよう要

諦されている。ロータリー・クラブの

法人化の是非に111ＩするIMI題は、地元の

状況に照らし合わせてクラブが決める

問題であるとIRI理事会は考えている。

ロータリー・クラブが、クラブ側に激
任がかかるような特別な活動に拙わろ

うとする場合、クラブ自身よりむしろ

活動を法人化することが望ましい。

(57,83） 

ＲＩ理駆会は、ロータリー・クラブが

その法人設立定款の中に、今後の改正

も含め、ＲI定款・細則に忠実に従うと
いう文言を加えるなら、ロータリー・

クラブの法人化に反対するものではな
いＣ

ＲＩ理邪会は、法人設立定款として、
次のような一般規定を承翅している：

この法人の名称は、

法人

ロータリー・クラブと他団体

(RotaryClubandOtherOrganizations） 
ＲＩの榊成貝として、クラブは他のい
かなる団体にも加入すべきでなく、ま

た、他団体の会員としての義務を負う

べきものでもない。クラブの役員およ
び委員が他の団体の役員や委貝と会議
を開くことはよいし、そうせねばなら

ぬ場合もあろうが、しかし、クラブを

束縛する権限はない。（80-102〕
必要もしくは望ましいと思われる場

合、ロータリー・クラブは奉仕プロ
ジェクトの後援に協力することができ

凶（111／県）（市）

ロータリー・クラブとする。

この法人は､非営利団体法人とす
る。その目的は、慈善、博愛、かつ、

国際ロータリーの目標を奨励、推
進、拡大することと、国際ロータ

リー加盟クラブとしてのI1U係を維持
することである。

第１部一管理 ５ 



タリ クラブロ

る。しかし、 の管理の枠内に入らな クラブ例会の欠席

(AbsenceFromCIubMeetings） 

ＲＩ 

い目的のためにロ タリー・クラブの

連合雌を設立することは、塾４２－皇－１Lを
い゜ロータリー・クラブには、その会Ｈ１

を、他の団体に加入させたり、結びつ

けたりする権限はない。（70）（第２厳
の「地区とロータリー・クラブによる

他団体との協力」も参11(1のこと)。

国法の遵守

(CIubCompIiancewithNationaILaws） 
各ロータリー・クラブは、クラブが

存在し、その機能を果たしているlHlの

法律に従うことが期待されている。１２１
国の法律がRI組織規定と矛盾する場合

は、１１０係クラブは必ず理ﾘﾄ会に１１１１組を

提砒し､助言と指導を仰ぐものとする。

(75） 

陪審員としての職務

陪審貝としての任務を果たすためク

ラブ例会を欠席した会日を出席扱いに

できる規定はない。(23,25）

鵬会

iiR会に出席しなければならないため

クラブ例会を欠席した会員を川席扱い

にできる規定はない。（52）

非公式の会合

船上、リゾート地、同業者大会等で

側かれる非公式なロータリアンの会合

を出席とiillめる規定は存在しない。

(56,69） 

仲介（Arbitration） 他の奉仕クラブの会合

他の奉仕クラブの例会出席を、ロー

タリー・クラブ例会出席とみなすとい

う規定はない。（26）

標抑{ロータリー・クラブ定款第１４条

にはクラブ内の意見の衝突の仲介手

が規定負iL工いる。RIjFI11I会の合愈に

よると、この手続に訴えた場合：
I） 出席義務規定の免除

(LeaveoIAbsence） 
会員が例会に欠席する場合は１１iもっ

て欠席許nJを求めなければならない、

という規定を設けることは現戈的でな

い。（25）

の意思の通知後１５Ⅱ以内に投定

するものとする；

クラブ会長は、仲介人が中立の２） 

裁定人を指名する｢1を、（''１介入
の指名後ｌ５ｕ以内に設定するも

のとする

職業分類(CLASSlFICATIONS）

職業分馴の原則を守ることは必要不

Ⅱ｢欠である。ロータリー・クラブの各

'１{会貝は、会貝のﾘﾄ業または（ｿ'111職務

に従って職堆分類される。「職業分類」
はロータリアンの所楓する商社、会社

または団体の主要かつ一般世ⅢIがその

ように認めている邪業活動を示すもの
か、または、会貝の12要かつ一般世|Ｈ１

がそのように認めている事業または専

'''1職務を示すものでなければならない。

クラブは、このような定義の1『で、Ⅸ

城内のりi雄およびMﾉ[１１１職務活動を表す

]） 

を修正できる。（94）

出席（Attendance）

ロータリー・クラブ会Llは、標準

ロータリー・クラブ定款輔１０条第５節

に述べる出席条件を満たすことができ

ないと121動的に会且身分を失うことに

なる。しかし、第７条第１節には、クラ

ブ例会欠席を#IIi城する几体的方法がi氾
載されている。

６ 1995年手続要覧



ロータリー・クラブ

適切な職業分瀬を設定すべきである。
クラブは、ＲI定款第５条と標準ロー

タリー・クラブ定款第５条に規定する
原則の下に、できる限り、地元地域社
会の､一般に認められたあらゆる事業、
専門戦勝の代表新を会員に迎えるべき

である。組織的な職業分類衣はクラブ

発展の理論的雌礎である。この表は地
域社会の徹底的な職業分顛捌査を行う
ことによってのみ作成できるものであ

る。職業分類は、特定個人の占めてい
る地位によってではなく、むしろその
瓢堆iili肋もしくは社会的に果たしてい
る仕１１によって定められるものである。
分かりやすく言えば、銀行の頭取のカル

合、その職業分ｌＷｉは、「銀行Ⅵ(収」では
なく「銀行業」または「銀行経営」であ
る。

戦巣分類を決定するのは、商社、会

社または団体のＺｉﾐ婆かつ一般１１t間から
もそのように認められているリI業活ｌｉｂ
か、または、その人の主要かつ一般世

間がそのようにi鰹めていろりl業または
専1ml職務活動である。例えば、鉄道会
社、鉱推会社、製造会社における常勤
のi峰(技師、保険清算人または支配人

などは、その人が直接担当している特
定の仕事の代表者とみなすこともでき

るし、あるいは、その人が､Ｗ【門的な仕
事に卑従している商社、会社または団
体の代表者とみなすこともできる。

れらを指称する茜蟠として用いる。す
なわち、卸売、仲Ｈ１、委託販売、ブロー
カー、輸出および輸入を指すものとす

る。どのような場合に上記の司壌の一
つを職業分類用諦としての配布という

言葉に杵えて用いることにするかは、

各クラブの職業分類委貝会が決定すべ
きことである。

職業分類の調査（C1assificationSurvey）
各クラブは、その職業分類委貝会に

よって、８月３１１１までのなるべくロー

タリーイド度の早い時期に、その地域社
会の職楽分類調充を行わなければなら

ない。その調査から、職業別地話帳そ
の他のり｢業別名柳を用いて、充填未充
填職業分類表を作成する。分類衣には、
ある職撚分類にかかわる事業i門勅がた
とえクラブの区域内で行われていなく

ても、その職業分類を貸与されている
会貝がクラブの区域内に居住している
場合には、そのIli上難分類も記依されな
ければならない。

一事業体内の独立部門（Separateand
DistinctDivisionsofOneConcern） 
ＲＩ理１１会は、「ﾘﾄﾞ業」「専門戦勝」「業

務」「企業」あるいは「会社」等の用語
の解釈に次のものを含めている。
１）商業的活動

２）工業的活助

３）WIIil職務活動

４）Ｈ１体の活動

のいずれかに属する111業活動
で、たとえ、その二つあるいは

三つの業務にまたがって財務に

IlUする管理椛限とか財政政策に
閲する最終決定権が、一つの法

人または個人事業主に柵属して
いる場合でも、そのおのおのの

業務全般にわたる運営方針の決
定、任務遂行について十分な独

立性をもつならば、その耶業活

助を、一つの｢事業｣｢卵１１'１職務」
「業務」「企業」「会社」とみなす
ことができる。

産業の区分（DivisionofIndustries）
ほとんどの産堆は、それぞれ他のも

のと明らかに異なる事業形態をもった
次の四つの部Ｆ１)に分けることができ

る。生産（または製造）Producing（or
ManuIkhcluring)；配布DismbuIing；小
売RelaiIing；サービスSewicing。これ
ら四つのグループは、すべてこれを

ロータリー・クラブにおいて代表させ
ることができる。

配布（Distribuling）
「配布」という雛は、ここでは、次に

掲げる市場活動のすべてについて、こ

第１部一管理 ７ 



ロータリー・クラブ

ることとなってもやむを得ないとされ

る場合も考えられるが、しかし、均衡
のとれた会員組織の原則はあくまで維

持されるべきである。古いクラブで、

現在、充填されている職業分類が均衡
を失している場合には、均衡のよくと

れたクラブ会員組織にするため、ほか

の職業分類の正会貝およびアデイシヨ

ナル正会風の数を墹力Ⅱするように努め
なければならない。

一例を挙げれば､大規模な大学内に、
おのおの明確に独立した三つの学部が

存在し、各学部ごとに学部長と教授会

があり、それぞれ学部の迎営一般に111Ｉ

する独自の方針の決定と賀任遂行とに
ついて十分な独立性をもっている場合

には、クラブは､職業分類表に、各学部

別に、それぞれの主要かつ一般IU7llIか
らもそのように認められている活動に

対応して次のような職業分類を設定す
べきである。例えば：医学部；工学部；
法学部。

大規模な大学内の明らかに独立した

各学部の職業分類の股定に用いられた

この原則は、また、大規模な法人にお
いてそれぞれの部門の職業分類の股定

についても適用される。地域社会にお

いて－つまたは少数の法人が主要な産

業を運営しているとしても、その地域
社会に明確に異なる業務が存在する賜

合、この原則を適用できる。（52,62）

新クラブ（NewCIubs）
クラブを結成する場合には、さまざ

まな分野から会貝を1#られるよう考え

ておくことが大切である。従って、結

成のときに、相互にＩＨＩ巡のある職業分

類グループから、一つの職業分類だけ

を充填するようにすること力埋ましい。

但しu1HWによっては、ＩＭＩ連のある職業

分類を二つ以上充填しなければならな

いような場合も考えられるが、しかし
創立会風となる正会風の総数の10パー
セントを超えてはならない。職業分類の貸与

(LoaningClassifications） 
特定の戦業分類の下に会風となるに

は､商業､工業､弊１１１１職務または団体に

かかわる活動の少なくとも60パーセン
トを、当該職業分薊となっている活動

に捧げており、かつ当人が主として当
該馴業または専門職務活助に従瓢して
いることがその地域において一般から

認められていなければならない。各ク

ラブはこのような規定を採用するよう
に勧告されている。

報道機関、宗教および外交官（Ｎｅｗｓ
Media,ReligionandDipIomaticSeMce） 
一つの職業分類を代表する会風の数
に制限を設けているが、二つ以上の宗

派の代表者、二つ以上の報道機UU、二

つ以上の政府を代表する外交官は、そ

の職業分類の下に正会貝となる費格条
件を側えている（4.070.；標準定紋第５
条第，節)。

会社合併（MeIgedComPanies）
会社の合併にIMI逃して起こる職業分

類の1111題を処理するための指針を次に

挙げる：

ｌ）貯容される堀合：一つまたはそ
れ以上の会社が合併されてでき
た企業体で、たとえ財務が一つ

に統制されているとしても、そ

の各事業所がそれぞれ独立して
製造販売を営み、かつ既に載業

分類表に戦っている職業分類と
は明らかに異なる業務を社会に

均衡のとれた会員組織：１０パーセント

のルール

(BalancedMembership‐１０％Rule） 
相互に側迎または類似する事業、ま

たは同一の法人その他の211業主の所ｲ『
もしくは管理に属する耶業を職業分顛

とする正会員およびアディショナル正

会員の数は、当該クラブの正会、およ
びアデイシヨナル正会風総数のICパー

セントを超えないことが望ましい。聯

珠なY1IIWのため、１０パーセントを超え

1995年手続要覧８ 



ロータリー・クラブ

提供している場合には、新たに

別々の職業分類をその職業分馴

衣に追加することができる。
２）許容されない場合：合併された

会社が、一つの経営管理の下で

一個の製造工ＭＩＩおよび販売所に

統合された場合には、一つの職
業分類しか設けることができな

い。そして、この職業分類は合

併前の一つ一つの会社の業務で
なく、合併されてできた会社全

体の業務を表すものでなければ
ならない。

３）この指針は新旧会員に適用でき

る：上述の指針は新会側に対し

てのみ突施されるのではなく、

合併されたそれぞれの会社の主
要な業務を表す職業分類の下で

既に以1ｉｉｉから会貝である人々に

も適用されるものである。
４）職業分類は重複してはならな

い：この原則は上述の指針に

従ってj作容された職業分類がク
ラブ内に既に存在する他の職雛

分類と現実に放複しない場合に
のみ適川されるのでる。

上記の勧告によって既に会11である

者が無理にその会貝身分を剥嘩きれる
ことはない。（３７）

t｣であったことがないバスト・サービ

ス会員には前職業分類がない。

営利化と配布

(COMMERClALlZATlONAND 

ClRCULARIZAT10N） 

ロータリーの営利化

(CommercializingRota｢y） 
ＲＩの公式名簿は、全ロータリアンヘ

愉報を伝えるために毎年出版されてい

る。ロータリアンはこれを商川の郵送
名獅として用いてはならないし、何様
のⅡ的のために他人に使川lきせてもな

らない。ロータリー・クラブ会１１が自

己の商取り|に営利を目的として公式名

簿を利用することは妥当でない。（29‐
12,80-102） 

ロータリー・クラブへの配布

(CircularizingRotaryC1ub） 
いかなる団体もＲＩ加盟クラブに文書

その他を一律に配布することはできな

い。しかし、国際大会の決定あるいは
RI理事会の勧告によって定められる限

度内において、営利に関係のない事柄
に'1(1)、他のクラブに配ｲi丁することが

許されている。但し以下の限定条件に
よる：

ｌ）いかなるＤＩＩ項に関しても、他の

クラブの協力を得ようとする加
盟クラブは、まずそれぞれのガ

バナーに対して、その目的と計
画を提１１}し、その承認を↑\なけ
ればならない。

２）いかなる加盟クラブも、まずＲＩ

理pH会の承認を受けるまでは、
他のクラブ、あるいは自クラブ

の会貝以外の、個々のロータリ

アンに財政的援助を求めてはな

らない。（80-102〕
ＲＩの公式名簿にせよ、あるいは地区

またはクラブの会１１名轍にせよ、ロー
タリアンまたはロータリー・クラブ、

シニア・アクチブ会員またはバスト・

サービス会員のバッジと職業分類

(CIassiIicationonBadgeofSenio「
ActiveorPastSeMceMember） 
シニア・アクチブおよびバスト・

サービス面会11のバッジには、「シニ

ア・アクチブ」または「バストサーピ

ス」の文字の下に、括弧で囲んだ(前興
業分類….…）という欄を股け、その会此
がシニア・アクチブ会klまたはバスト・

サービス会員になる直IMIまで、保持し
ていた職業分顛を書き込むようにし、

さらにこの戦業分類をクラブ会貝名柳
やその他氏名、職業分頒を必要とする
クラブild録類に脊き入れておくように

することが望ましい｡(45）一皮も正会
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ロータリアンの親族

(RelativesoIRotarians） 
すべてのロータリー・クラブとロー

タリアンは、諸活動を計両する際、

ロータリー・クラブ会員の配偶者と家

族のことを孝噸に入れなければならな

い。これらの配偶者と家族は、ロータ

リー・クラブ在籍に伴う楽しい親睦と

孵化目標に寄与できる。（89-139）
多くのクラブは、ロータリアンの奉

仕活動並びにロータリー・クラブの諸
椚勤に協力し、それを支持するロータ
リアンの親族をもって榊成される委貝
会もしくはその他の組織を有し、その

恩忠に浴してきた。ＲI理事会は、その
ようなグループの有鑑な働きを奨励し、

称賛するものである。
ＲI理事会は、ロータリー・クラブに

汁し、次の指針の範囲内で、ロータリ

アンの配偶者グループの結成を非公式

に提唱するよう奨励している，

Ｉ）賛助グループ、委員会作Ⅱ体は、
地元のロータリー・クラブと提

抑し、定期的な連絡をとり続け

ること；

２）この団体のI]標には、ロータ

リー・クラブ奉仕活動の支援、

会fllll1の友好の奨励、ロータ

リーの全般的理想の推進が含ま
れていること；

３）このようなグループの活勅、プ

ロジェクト、プログラムは、主

として、地元ロータリー・クラ

ブを支援または補足するもので
なければならないこと。

この趣旨は、賛助グループまたは団

体が、地元のクラブと単に非公式に提
郷するということにすぎない。ＲＩの方
針として、他団体の活動およびプログ

ラムをＲＩが保証することはできない。

地区は、これを文書配布を目的として

利用してはならない、ということが慣
行として確立されている。（36）

ロータリー・クラブおよびロータリア

ンの名簿

(ListsofRotaryCIubandRotarians） 
ＲＩは、ＲＩ理ⅢI会のｌｉｉ１意がなければ、

目的のいかんをＩｌｌｌわず、、常、ロータ

リアン名簿を他に提供しない。（20）ク
ラブ会員の名禰を入手したい人は、そ

のクラブ自身から入手するか、あるい
は会ロ名簿を他へ提供することを承認

したＲｌ事務局宛の当該クラブの11F面

を、まず手に入れなければならない。

(37） 

ガバナーが111務総災に地区内の全

ロータリアンの名簿をiii求した場合、

事務総長はガバナーに鉛簿を支給する
クラブ名柳あことになっている。（9３

るいはクラブ役側または委貝の名柳は、

ロータリー以外の機関に渡されること

はない。但し、政府機IlUより非1i↑緊急

の合法的な饗iiliがある吻合、あるいは

事務総長、Ｒ'理邪会または執行姿、会
の同意がある場合はこの限りでない。

(40,83）他の団体に対してクラブまた
はロータリアンの名簿を提供したり、

ロータリー文献を配布したりすること

は、ＲＩまたはその加盟クラブの活助範
囲内にあるとは考えられていない｡(54）

親睦（FELLOWSHlP）

名を呼び合う習悩

(Fi｢stNameCustom） 
ロータリアンliil士が、いに相手の姓

ではなく、名（lirstnamc)で呼び合うの
は単なる習憤である。クラブがこの晋

`慣を採用するかどうかは自由である。

この刊慣がそのクラブの存在するｌｌｉｌの
人々の一般の刊憤と一致しない場合も

ある。

このようなグループは、第１８章(84） 

に記載されているロータリーの名称と

徽章の便＃１に関する制約を兄lrIざjbE-li

れぱならない。
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て、クラブまたはクラブ会員が長期Ⅲ
同一人を来賓とすることは望ましくな
い。（72）

クラブの例会

(MEETlNGOFCLUBS） 

例会場（MeetingPlaces）
各クラブは、自己の権限で例会場を

ロータリー・クラブ例会への学生招待

(StudentsasRota｢yCIubGuests） 
クラブは、大学および各種学校の学

生にMU心をもち、学生にロータリーの
理想と原則を知らせるよう配慮してほ
しい。学生をゲストとしてクラブの例
会に招待する計画は奨励するが、学生
は、学生というだけでクラブの会員と

はなることはできない。（26）

決定できる。 しかし､l”5年３月]日以

l簔鰐鍔竺鶉響:i鶉詫
に例会をMII1iすることはできないｂ但

ＦＵ￥ｈＺと＜管

ﾙ合は、ガバナーに付議し、その決定

を仰ぐものとする里各クラブの正会員、
シニア･アクチブ会員あるいはバスト．

サービス会貝は、いずれも他のロータ

リー‐クラブの例会に出席する権利が

あるから、各クラブは、世界中のどの
クラブのどの会貝でも出席できるよう

な場所で例会をＭ１〈ものとjM侍されて
いる。（46,95）

例会の取消

(CanceI1alionofWeekIyMeetings） 
クラブは楓地ロータリー・クラブ定

款に定められている場合を除き季節的
または祭日の理由により例会を取りや
めることはできない。(５５，６２，７２)。し
かし、クラブ理事会は、その裁斌で、１
ロータリー年庇に２回まで例会を取り
やめることができる｡理由はIlIlわない。
但し、クラブが３回以上続けて例会を
Ｍ１かないようなことがあってはならな

い。（標準定款第４条第１節）

来訪ロータリアン（VisitingRotarians）
クラブまたはロータリアンに招待さ

れた場合を除き、来訪ロータリアンは、
クラブで行われている憤行に従い食券

を自分で買うものとする。（80-102）

偽ロータリアン（ImposIo｢s）
他の町から来たロータリアンだと称
する人がクラブや会風個人を訪れ、財
政援助を求めることがよくある。訪ね
られたほうでは仲1mのロータリアンを

助けたい気持から金品を与えたり世話
をしたりするのであるが、これが実は
｢偽者｣だったということが後で分かる
ことがある。来訪ロータリアンから援
助を求められた場合には、本人が会側
だと称するクラブに池話その他の方法
で確かめるのが一番よい。本当のロー

タリアンであったらこのような照会に
異存はないはずである。

来賓(Guest） クラブ・プログラム（ClubPrograms）
各クラブは、その細則中に剥睦、卓

話その他の特別プログラムを具体的に
規定した明確なクラブ例会繊事順序を
規定することが並要である。（62)単に
ＩＮＩ心の高いテーマまたは娯楽を意図し
たプログラムより、ロータリーに関す
るプログラムを心がけるよう尽力しな
ければならない。このようにしてロー
タリー・クラブを単なる昼食クラブと

する風潮を慨さなければならない｡(32）

ロータリー・クラブ例会への来賓

(GuestsatRolaryClubMeetings） 
例会で特に興味深いプログラムが予
定されている場合、クラブは、個々の
会員に対して、ロータリアンでない地
元の人を招待するよう勧めてほしい。
一般の人々にクラブの役割とその目的
を理解してもらうためである。報道関
係者または他のクラブの会貝は別とし
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ことができる。奉仕プロジェクトの交換およびクラブ
1Ｈ１の円満な関係を1M逃する手段として、
クラブは、その例会に来賓として同一

地区内の他のクラブ会佳を招待し、来

訪会長にそれぞれのクラブのプログラ

ムと活動についてiii潔に報告する機会
を提供するよう奨励されている。（72）

他の奉仕クラブとの連合会

(JointMeetingsofServiceClubs） 
ロータリー・クラブが他の奉仕クラ

ブと合同例会を開くことが、クラブの

プログラムおよび活動を雌もよく推進

するとは思われない。従って、ＲI理事

会は、ロータリー・クラブが他の奉仕

クラブと合iilで週例会を開くことに反

対である。しかし、ＲＩ理瓢会は、特別
の場合に、他の奉仕クラブと合同例会
を開くことがあってもこれに反対する

ものではない。（42）

また、クラブは、クラブ用務とji5動、ク

剛演者と来訪者への謝礼

(PayingExpensesofSpeakersand 
Visitors） 
クラブがRIの現または元役只あるい

は他のロータリアンを招く場合は、そ

のクラブが費用を負担しなければなら

ない。招かれた識減者のほうから、Ｙｌ

ｊｌｌの支払を請求しなければならないよ

うな羽目に陥れてilliiij〔者を当惑させて

はならない。（14）

会員身分（MEMBERSHlP）

クラブの会員身分

(MembershipinClubs） 
各クラブは、ＲI定款および細則と標

準ロータリー・クラブ定款に規定され

ている資格条件を備えた人から織成さ

れる。ロータリー・クラブの会員身分

はあくまで個人個人のものと考えられ
るべきであって、個々の会、が所属し

ている尖ITJ]企業体(Panne応hip）または
法人(CmPomlion)のものではない。(80
102） 

クラブ例会の運営

ConductofCIubMeetinqs 

いろいろな宗教的偲仰あるいは価'１１蛾

をもち、人類への奉仕に結束している

会側がいる。各ロータリー・クラブは

ロータリーの基本原則を汲み、人道的

事業場または住居の所在地

(LocationofBusinessorResidence） 
クラブの各正会員とある柵のLバス
ト・サービス会員は、クラブで分類さ

れる瓢栄または専門職務に、［lらかつ

現実に搬わっていることを甥する。但

し別段の規定による場合を除いて、そ

の事業場またはその住居がクラブの区

域限界内になければならない（RI定款
第５条第３節；標準定款第５条第３節)。

｢事業場」とは、正会員または推鱒され
ている正会、候補者が通常自己の事業

または弊１，１職務活動をなし、資務を果

たす所を指すものと了解されている。

(61）組織規定中で「住居」と述べる場
合、それは、その個人の主たる居住地

奉仕プロジェクトへのロータリアンの

参加を奨励するような方式で良識を'111
かせて例会を行うべきである。（9５

例会における酒類飲用の可否

(AIcohoIicDnnksatMeetings） 
ロータリーの会合で酒類を供するか

どうかは、各クラブが決定すべきこと

である。この問題にＩＭＩしてロータリー

は何ら公式の方針をもっていないが、
長いあいだの経験と多くのロータリア

ンが表明した意見によって、少なくと
も、酒類を食事の－邪として供する刊

慣のない国においては、ロータリーの

会合では酒類を供しないほうがロータ
リー運動のためによいであろうと蘭う
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を指すものと了解されている。（69）正
会貝候補者を審査するに当たって、ク

ラブは、クラブで分類される予定の職
業にクラブ区域限界内でｌｉ１らかつ現爽

に鵬わっており、かつまたその事業｣WlI
をクラブの区域限界内にもつ候補者を

優先させなければならない。（68）
クラブは、Ｐｌｌ業場または化居が、以

下に該当する人を会貝として入会させ

ることができる。

Ｉ）クラブの区域限界内

２）クラブが所在する市の行政区域
内

３）直接に隣接するクラブの区域限

界内

理由があるとみなした｣ﾋﾙ合、クラブ理

事会によって、これを終結することが

できる。他の奉仕クラブにおいて引き
続き会貝であるために、会員としての

義務を果たしていない場合も、その会

且身分を終結させることができる｡(60）

同一のクラブで同時に

正会員および名誉会員になること

(ActiveandHono｢aryMembershipin 
SameCIub） 
同一のクラブで同時に正会貝と名拝

会員を兼ねることは、ＲI細則第４条第

4050節と標池ロータリー・クラブ定款
第５条第７節の下に禁じられている。

4） 既存ロータリー・クラブの区域

に含まれない直接に隣接する地
アディショナル正会員

(AdditionalActiveMembers） 
クラブはアデイショナル正会貝の規

定を利用し、より多くの人々をロータ

リーに入会させるべきである。各クラ

ブはまた、アデイショナル正会貝のｆｒ

格条件は1K会貝と同一であるというこ

とに留意しなければならない。（52）ア
デイショナル正会員を選挙するという

ことは、他の地域社会へ移極するロー
タリアンにその会且身分を引き続き保

持させる方法である。（65）

域社会向(RI定款第5条第３節；
標触定紋第５条第３筋）

クラブの区域限界外へ移転する正会

ロは、理事会の承認を得て、その会脹

分を保持できる。但しその会員は何

－の職業分葱仁おいて依然として活ｒ

しており、ロータリー会且身分に伴う

出席その他QErべての条件に引き続き

従わなければならない。（RI定款第5条
第３節(a)項;標ilg定款第10条第２節(a)項）

他の団体の会員

(Membe｢shipinOtherOrganizations） 
ロータリー・クラブにおける会員の

黄任を果たすためには、ロータリアン

は、会員としての義務を来たす機会を
１１実上減らしかねない何梛の地域クラ
ブまたは奉仕クラブに所属してはなら
ない。（91）ロータリー・クラブの会貝

の選考に当たっては、既に他の奉仕団
体の会貝であるか否かをIﾘ】らかにしな

ければならない。（9】）ロータリー・ク
ラブの会貝が、同種の地域クラブまた

は奉仕クラブに入会しようとする場合
は、あらかじめ所属ロータリー・クラ
ブの理事会の承認を求めなければなら

ない。（91）
会員身分は、クラブ理事会が十分な

シニア・アクチブ会員

(SeniorAcliveMembership） 
元ロータリアンがシニア・アクチブ

会員に選ばれるためには、かつてシニ

ア・アクチブ会貝であったか、あるい

は会員でなくなったときに既にＲI細則
および標準ロータリー・クラブ定款に
定められた規定によってシニア・アク

チブ会員となれる条件を備えていた肴
でなければならない。シニア・アクチ

ブ会員身分の条件の中に示された年数
は連続的でなくてもよい。シニア・ア

クチブ会瓜は、出席条件その他の会貝

としての錐務を果たす限り、居住地に

かかわりなくシニア・アクチブ会員身
分を続けて保持できる。
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名誉会員（HonoraryMembe｢Ship）
ロータリーの理想推進に著しい功績

のあった人だけを名梼会貝に選ぶよう
にクラブは心がけなければならない。

名誉会貝の地位はクラブが与えうる脆
高の栄脊であり、従って特別な場合に
のみ与えられるべきものである。もし

名誉会瓜を安易に承翅すると、ロータ

リーの会且選考の規定を完全に守ろう

とする試みは徒労に終わろう。（52）
クラブ会且候補者を椎IMIする特典を

名誉会側がもつことは、ＲI組織規定の
精神に反するので、その特典を名群会

員に与えることは許されない。そして

各クラブは、会員侯袖考の推鱒はクラ
ブの暇疵なき正会員、シニア・アクチ

ブ会貝またはバスト・サービス会11に

よってのみなしうるという規定をクラ

ブ細llllに波けるよう示唆されている。

(60）ロータリー財団奨学生等を名撚会
員にすることはとりわけ望ましくない。

(52,58） 

会員増強（MEMBERSHlP

DEVELOPMENT） 

次のＩ１ｌｆ点に亟点をIHlき、クラブの会

員墹強の並要性を強iiMすること。

Ｉ）会且選考委貝会と職業分類委貝
会の委員の継続性を図ることが
望ましい；

２）地元地域社会に有益な業柧で、
代表者をクラブに入会させるべ

き業種を度々調査する。ｌ＃せ

て、恒久的かつ股新の充喚未充

帆職業分類表を整備する；

３）未充填の職業分類は、全部を大

部の一覧表にして発表するより
少しずつ分けて公表すべきであ
る。（39）

Ｉﾘl確かつ継続的会貝墹強計画を1M発

し、ＷＩ種的にこれに取り組むことが必

要だが、そのよりどころとしてクラブ

は、股新の職業分類綱査を整鯛・活用

するよう奨励されている。最新の充填

未充蝋職業分類表は会員増強に不可欠
の手段であり、会興iII強に成功するた

めの方途として効果的である。(69,74）
クラブが地元地域社会と完全なつな

がりをもちかつ地域住民の要望に応え
るためには、適格な人物を１人奴らず

会貝に迎えることが極めて大事である。
従って、クラブが勝手に会員数を制限
することは、ロータリーの原則に沿わ

ないし、また反することである。吾ら
に、クラブ会貝墹強の方途や新会貝推

聴方法、あるいは新会風をクラブに溶

け込ませる方法を知らなかったり、無

関心であったりするために、会貝のjIl
強ができないのは、適正なこととはい

えない。
取要なのは、各クラブが、適切な純

増員数を確保できるような会貝in強の

方途を股定、維持することである。各
クラブは、会貝数の墹加が、会貝の質

の低下につながってはならないという
ことを腿識しつつ、会貝期強に対して

甜極的な姿勢を取るべきである。会員

移範会員(T｢ansferedMembers）
あるロータリー・クラブの会貝が他

･の別のクラブに当然に移籍できるとい
うような規定は存在しない。（38,61）

元ロータリアンの団体

(organizaIionofFormerRotarians） 
元ロータリアンの団体はRIと何のｌｌＵ

係もない。ＲＩは、このような団体がＲＩ
とのＤＩＩ係を示すような名称を使うこと

を承認しない。（２４，４９，６２）

会員カード（MembershipCards）
各クラブは、各会側に会員証を発行

するものとする。ロータリアンがクラ

ブを訪ＩＮＩする際には必ずこの会員iiil；を

提示して自己紹介をしなければならな

い。（80-102）
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iii強は常に、クラブが、ロータリーの

プログラム推進に確実に寄与してもら

えると思われる典に適格な人物を会L-l
に避雅することによってのみ達成され

るべきものである。

ロータリーの目的の本li1iは、個人に

よる湘仕の理想の突践という責任の受

諾にある。そして、また並饗なのは、こ
のfilItの中には、個々のロータリアン

が他の人とロータリーを分かち合い、

通絡稀を会員に椎蝿することによって

ロータリーの拡大に助力するという義
務も含まれているのを認識することで

ある。（75）
「5名で１名の新会且血;１．画は、クラ
ブ会ロを堀やすうえで効果的な方法で

ある。クラブ会災は、このiilldliの下に、

全会１１を5名ずつのグループに分ける；

各グループは、可能な限り、新会貝1

名、比較的会貝雁の長い人1打、元会催
1名、理馴『または元理耶lifiと委貝会委

貝腱］縞で綱成される；そして各グ

ループごとに会合し委員催と杏記を決
める。

行グループは､次の計画を推進する。

1）年度内、できれば上半191中に、

新会員1名を獲得すること；

２）グループ・メンバーに、プログ

ラムおよびプロジェクト案を考
え、提出するよう勧め、クラブ

の健全かつ円滑な発展に役立つ

クラブ巡常並びに湖助而にEIIす
る提案もしくは建彼的批判を提

出するよう勧めること。このよ

うな全提案および勧告は、グ
ループ:ｉｌ；iHlが適切な11ﾄ式に作成
し、クラブ理班会に促出するこ

と。

クラブ会員jOl強委員会（またはクラ
ブ会催の任命した総括委瓜l造）は全グ
ループおよび全体的プログラムを銃慨

し、次のことに注意を払うｉｌｉ勝を負わ
なければならない：

ｌ）委貝長と111:記の指潴後速やかに
会合がＭＩＩかれているか；

２）プログラムが遂行されており、

かつ各グループからの効待事項
が会長および理事に途している

か；

３）５人緬成のグループは適格な候

補者を推醐しているか。（69）
1人でも多くの適格者にロータリー

に入会したいという興味を与えるため、
またクラブ会、の減少を防ぐため、ク

ラブは次のことを行わなければならな
い｡

Ｉ）会此琳強のための現行規定を十

分かつ意図的に利用すること；
２）クラブの奉仕活動を常にその地

域社会のニーズに合致きせかつ

奉仕をさらに一層有意義なもの
とすること；

３）ＩＭＩ々の会貝を効果的に参加さ

せ、そのllll心を絶えずり|き付け

るようなクラブ活動を行うこ
と。

さらに

’）クラブは自己の会貝1m強の傾向

を調べ、満足すべき成果を上げ

ているか否かを検討し、それに

よって健全な発展を成し遂げる

ための対策を講じなければなら

ない；

２）ガバナーその他の人々は、より

一咽の会n噸強のために助力を

必要とするＩＪＩ々のクラブを対象
に、なぜ会、が増えないのか、

その根本の11i(因に真正ｍから取
り組む努力をすべきである；

３）ロータリアンが、住居または事
業所の変更のため退会を申し出
たとき、元クラブは、移転先の
一つまたはいくつかのクラブ

に、この人を推薦しても差し支
えない。また、移転先のクラブ
は、そのような元ロータリアン

とｲjli極的に接触し、元ロータリ

アンのクラブ入会に対する関心

を評価してほしい。(61,89-137）
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均衡のとれた会員組織

(BalancedMembe『Ship）
各クラブは、地元社会の業界の横断

面となる均衡のとれた会貝組織を維持

しなければならない。その地域の馴業

または導111職務グループが少数に限ら

れているような場合、クラブはその互

いに側巡ある職業グループの中から各

職業分類ごとに何名の正会員を入会さ

せるべきか、その限界を決定しかねる
ことがしばしばあろう。しかし、多柧
多様な邪怖を考慮すると、このような
状況において上限をどこに設定するか

は、クラブが決めることであって、Ｒｌ

理事会が、全体に適用する上限を定め

ることはできない。（51）各クラブは可
能な限り、クラブの地元地域社会にあ

る、一般に認められたすべての耶業、

専門職称の各代表者を会貝にもつべき
である。

クラブ内に、その地域社会の瓢業お

よび弊'101職務活動が適切に代表される

ようにするため、いずれのクラブも、

その会且組織において、クラブの区域

限界内に馴業場を有する会貝の十分な
数と均衡を保つように努力しなければ

ならない。各クラブは、居住地に蕪づ

く正会風致が総数の50パーセントを超

えてはならないという規定を採用する

ことを勧告きれている。（68）
ロータリーに新会員を引き付け、現

会員をロータリーにfWめておくうえで、

適切な広報がいかに､ｉ要であるかを、
クラブ、特にクラブ会貝琳強委瓜会に

強調し続けなければならない。（71）

元ロータリアンを会風に選挙

(ElectionofFormerRota｢ians） 
引退者が特に多数居住している地域
のロータリー・クラブにおいては、自
己の地域に移転してくるシニア・アク

チブ会、、バスト・サービス会員、元

ロータリアンで会貝資格条件を側えた

人を会側に選挙するよう奨励されてい

る。（73）

会員資格とロータリー財団寄付

(MembershipandRoIaryFoundation 

ConIribulions） 
ロータリー・クラブは、ロータリー

財団への寄付を入会条(!':としてはなら

ない。（“）

広報によってロータリーに新会員を

引き付ける(AIhacIingNewMembersto
RotarythIoughPublicRelations） 
ロータリー・クラブは次のことを行

わなければならない：

１）現在その数をmしつつある、鞭

業および尊｢Ⅲ職務分野で責任あ

る地位を占める若い人達にロー

タリーへのＩＨＩ心を深めさせる手
段、方法を見いだす；

２）ロータリーの綱領をよりよく伝

えかつ表現する、適切な例会プ

ログラムの方莱を講じる；

３）広報の効果を一段と高める方法
として、より明確に広報に鱗点

を合わせた活lIMlを採用すること

を考慮する；(69）
新会貝をロータリーに引き付けｕ現

会員を引き止めておくのに広報が１K要

である。ロータリー・クラブ､特に、ク

ラブ会、墹強委員会に対して広報のZ1i

要性を強鯛しなければならない。（71〕

若い人に入会の機会を与えること

(PIDvidingMembeIshipIOrYOungPe画ns）
クラブはあらゆる努力を傾けて艦い

人を会圃とすべきである。クラブは、

アデイシヨナル正会瓜の規定を活用し、
適切であれば、正会貝がシニア・アク

チブ会貝となり空席となった職業分jWi

を若い人で充填すべきである。（42〕

会員候補者をクラブ例会に招待

(lnvitingProspectiveMembertoCIub 

MeeIings） 
クラブは、会且候補者を数回クラブ

例会に招待してから、会貝申込用紙に
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署名を求める慣例を取り入れることが

望ましい。（41）

を得て、クラブが記入する。但し、その

後の変更は、ＲI理事会の承認を得なけ

ればならない。各クラブは、ある一定

の場所(地域)に結成されなければなら
ない。その地域とは、クラブ定款に定
めるところの区域限界を意味する。

クラブの名称または区域限界の変更

手続は、標準ロータリー・クラブ定款

第17条第４筋に規定されている。「クラ

新会員の入会式

(lnductionofNewMembers） 
ロータリー．クラブは次のことを行

わなければならない：

１）新会貝のクラブへの入会式を厳

粛に行う手続は、各クラブが自

クラブに合わせて考案しなけれ

ばならない。

２）標準もしくは一定の入会式次第
が作成されることはないし、ク

ラブに示唆されることもない。

３）クラブは、新会員を直ちに一つ
またはいくつかの委員会の委貝

に任命し、その委貝会の黍日長
が、新委員を然るべくクラブに

溶け込ませる責務を負うべきも

のとする。

４）ガバナーは、さらに一屑ロータ

リー教育を行わなければならな

いことを強調し、そして、この

面において日本サービス・セン

ターから有益な助言が得られる
旨クラブの注意を喚起しなけれ

ばならない。

５）ガバナーは地区内のクラブを一

つ選び､地区協議会で、１０分間、
そのロータリー・クラブ例会で

行っている厳粛な入会式を実演

させるよう要請されている。

６）事務総長に要請すれば、数種類
の入会式次第を指針としてガバ

ナーに送付する。（44）

プ」という語が不穏当な意味をもつ

国々のクラブは、ＲI理事会の承認を得

て、名称にクラブという語を使うには

及ばない。（RI定款第５条第３節に〕項）

社会的貢献をする仕事に活発に従事

している、事業および専門職務に携わ

る人が十分な人数いて、その事業場ま

たは住居が互いに近接しており、クラ

ブとして活動できる適当な広ざの区域

があれば、ＲＩはこれを前記のような地

域と認めることができる。このような

地域にクラブを結成する場合には、ＲＩ

でクラブの区域限界を定めこれをクラ

ブ定款に記載して当該クラブの区域を

規定するものとし、以後は、ＲＩとクラ

ブ双方の同意がなければ変更できない

ものとする。

仮クラブは、それぞれ、その名称に

所在地を表す文言を用い、これを定款

の中に入れるものとし、この名称はあ
らかじめＲＩの承認を得なければならな

い。この承認を得た後は、ＲＩおよびク

ラブ双方の同意によるほかこれを変更

することはできない｡(標準定款第17条
第４節；３８，７４，８７)。（第２章の拡大の
項も参照のこと）
クラブの区域限界が、クラブの所在

する市町村名もしくは他の自治体名に
よってのみ表示される場合は、そのク

ラブの区域限界は、クラブの所在する

市町村もしくは自治体の行政上の境界
と同一とする。クラブの区域限界の表

示が、その地域の行政上の境界と一致

している場合、その後その地域の行政

上の境界が拡大されても、クラブの区

域はそれに従って自動的に拡大きれる
ことはなく、従来のままとする。区域

名称と区域

(NAMEANDTERRlTORY） 

クラブの名称と区域

(CIubNameandTerritory） 

標準ロータリー・クラブ定款の本文
中の、それぞれのクラブの名称および

区域限界については、ＲI理事会の承認
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限界を拡大するにはＲＩ組織規定に従っ

てクラブが改正措置を講じなければな

らない。（67）

クラブの区域限界に関する文書中の

｢近接区域」とは、特定のロータリー区

域にじかに接している、つまり直接地

続きになっている区域に限定される。

ロータリーの区域とは、クラブの結成

並びに運営を成功させるために当然必

要と考えられる広さをもつ地域で、住

民が自己の社会、市民、事業上の諸櫛

の活動並びに共通の利益をもたらす奉

仕を行う主たる場とみなすことのでき

る地域を指す。（66）

広報（PUBLICRELATIONS）

ロータリーの広報の目的

(PurposeofRotaryPublicRelations） 
ロータリーの咳報プログラムの目的

は、ロータリーの綱領とプログラムへ

の理解、認識、支援を育成することに

ある。そのプログラムは、ロータリア

ンのあいだに、次のような意識を高め
るものでなければならない。つまり、

広報の目的を達成し、人類への奉仕を

広げるなら、よい意味でのパブリシ

テイー、好ましい広報、肯定的イメー

ジは、ロータリーにとって望ましく不

可欠の目標となる。（83）区域の割譲または共有

(RelinquishingorSharingTerritCry） 
ＲＩの承認の下に、クラブはその区域

の一部を割譲するか、あるいは、同一

区域を共有して、アデイショナル・ク

ラブを結成することができる。1995年

広報における個々のロータリアンの責

務（Responsibilityofthelndividual
RotarianinPublicRelations） 
各ロータリアンは、ロータリーの綱

領、プログラム、活動に十分精通し、そ

の交友および職業上の知己を通じて

ロータリーの意図と業績を推進する機

会を求めるものと期待されている。

(83） 

3))１日より、新クラブに区域を割魏し

たクラブは、その新クラブの加盟が終

結したとき、その終結前に割識も共有

も行われていない場合、その区域を恥

I)戻すことができる。（94）

クラブが区域限界に関し自己の定款

の規定を改正するとの決議報告書を理

事会に提出し、その承認を求めるに当
たっては、改正理由説明書を添付する

ものとする。他のクラブが近接地にあ

る場合、近接クラブと協議し、改正に

ついて近接クラブからの異議のない旨
明記した説明許も併せて添付しなけれ

ばならない。（“、７１）

ロータリーの理想と原理を他の地域

社会にも均衡を保った組織的な方法で
押し広めていくためには、もしそのク

ラブの区域限界が不明確であったり、

必要以上に広い場合は、クラブの現会

員の地位に影響しないという条件の下

にクラブはその区域限界を調整または

縮小することを考慮するよう要望され
ている。

広報におけるロータリー・クラブの責

務（ResponsibilityoftheRota｢yClubin
PublicRelations） 
各クラブは次のことを期待されてい

る：

Ｉ）建設的な対報道機関関係を維持
する；

Ｚ）成功を収めた奉仕プロジェクト

や活動でロータリーの近図と業

績を明らかに示すものを報道機

関を通じて広報する；

３）ロータリアン誌、ロータリーの

地域雑誌および他の推進力法を

利用して、ロータリーの意図と

業績を地域社会内に広める；

４）ロータリーの意図と業績を家

族、友人、知人に知らせるよう

ロータリアンに勧める；

５）地域社会の指導者、青少年、関
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係団体が、ロータリーとその綱

領、規模、プログラム、活動を
認識するように、その理解を助

長する；

6）ロータリーの声価を損ない、そ

の効果を制約しかねない地域社

会内もしくはクラブ内の状態を

防止、矯正するための積極的措
置を講じる。（83）

7）報道関係者をできる限り会貝に

迎える。（35）

に必要であれば、奉仕プログラムの強

化によってこの誤解の是正に努めなけ

ればならない。

他のクラブまたはＲＩに影響を及ぼす
ような事態が存在したり、あるいは、

問題が発生した場合、クラブはできる

だけ早い機会にガバナーに報告し、協

力してその問題に対処できるようにし

なければならない。地域社会との関係

において問題の発生を抑制し解決する

ためにクラブに助肯および援助を与え
るのはガバナーの責務である。事務総

長は、ＲI会長およびRI理事会に絶えず

報告し、もしその審議を必要とする問

題であれば、これをＲＩ会長およびRI理
事会に回付して、ガバナーやクラブを

援助する。（82）

広報における国際ロータリーの貿務

(ResponsibilityoIRota｢ylntemationaIin 
PublicRelations） 
会長は、国家元首、政府の指導者､市

民の指導者、報道機関、一般社会の

人々に、ロータリーの意図と業績を知

らせるものとする。ガバナーは、クラ

ブの広報と対地域社会活動が効果的に

運ぶよう激励、指導、支援するものと
する。

ガバナーは、広報分野に経験豊かな

ロータリアンを含む広報委只会を識世

しなければならない。ＲI事務局は：

１）一般社会にロータリーを紹介、
説明、推進する；

２）会長、ＲI理事会、事務総長が効
果的な広報プログラムを立案・

実施するのを援助する；

３）効果的な広報プログラムを推
進、実施するためにロータリー

地区およびクラブの窓欲を高

め、手法を示し、指導する。(83）

広報とクラブ・プロジェクト

(PublicRelationsandCIubProiects） 
いずれのロータリー・クラブも毎年

主要な社会奉仕活動を一つ提唱するこ

とが望まれる。成功裏に完了した奉仕

プロジェクトは、ロータリーに対する

一般の人々の認識、理解を普及徹底さ

せるのに非常に効果的な方法の一つと

考えられている。従って、ロータリー・

クラブによって見事に遂行されたプロ

ジェクトについてこれを一般の人々に

広く知らせる活動はロータリー広報に
とって不可欠である。地域によっては

ロータリーに否定的な態度を示す傾向
があり、それがロータリーのプログラ

ムに好ましくない影響を与えているこ
ともある。そのような場合、その地域
に絶えず注意を払わなければならない。
また、そうした地域にあるクラブには、

建設的な奉仕プログラムを開始して、

このような否定的態度を一掃するよう

要萌しなければならない。（72,76）

不利な広報(AdversePublicReIations）
各クラブは、ロータリーの声価を投
ないかねない、もしくはロータリーの

効果を制約しかねない地域社会内もし

くはクラブ内の状態を防止または矯正
するための積極的措置を論じなければ
ならない。ロータリーの目的もしくは

活動への誤解から否定的な１１t論が生じ
た場合、クラブは、正確な一般向け情
報並びに対地域社会関係の改善、さら

ロータリーと報道機関との関係

(Rota｢yandNewsMediaRelationships） 
クラブとガバナーは、ロータリーと

報道機関との関係改善のために適切な

措置を論じ、さらに、地域的、社会的、
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文化的諸条件と地元の報道機関との関

係を考慮に入れ、両者の関係を改善す

るために、次のようなクラブ並びに地

区の活動に藩手するよう要請されてい
る：

１）報道関係者による報道機関の役

割に関する卓話；

２）ロータリアンと報道関係者で構

成される小規模のグループ討論

会；

３）ロータリアンと報道関係者がＨ１

席するフォーラムとセミナー；

４）青年ジャーナリストにその見聞

を広めさせる目的で奨学金を支

給し、研修終了後、報告書をク

ラブに提出きせるという青年

ジャーナリスト対象のロータ

リー・クラブ奨学金州11度；

５）ロータリー財団研究グループ交

換チームに報道機関の代表を参

加させること；

６）報道機関の代表者をロータ
リー・クラブ会貝に加えるよう

なお一層の努力をすること；

７）ロータリーと報道機関相互の理
解と関係向上を図り、地区内の

ロータリアン達と報道機関の指

導的な地位にある人との討論会

をガバナーが手配すること。

（77） 

た、クラブの基本的奉仕活動を妨げ、

かつ、活動締小をもたらしかねない場

合もよくあるものである。このような

記念品交換に参加するすべてのロータ

リー・クラブおよびロータリアンは、

交換準備に当たって、慎重な判断力を
行使しなければならない。

このような交換を実施しているクラ

ブは、バナー、旗、ペナントに、クラブ

の所在地、国、地域を明瞭かつ適切に

強く表現することを心がけつつ、デザ
インを入念に研究すれば、プログラム

の効果を高める機会に恵まれるであろ

う。（58）

ロータリアンでない者に対する

証明書その他の発行

(Credentials,etcIorNon-Rota｢ians） 
クラブは自己のクラブの会貝以外の

者に対して信用証明書、身分証明書あ
るいは紹介状を発行すべきではない。

ロータリアンはそのクラブに所属して

いるからその会貝証をもっているので

ある。

ロータリーと政治(RotaryandPolitics）
ＲＩとその加盟クラブは、党派的政治

声明を発表することを控えなければな

らず､かつ、ロータリアンは、政府もし

くは行政当局にいかなる団体的112力を

もかけてはならないのであるが、次の

ことを行うのはロータリアンの義務で

ある。

ｌ）クラブ内で：lIt界理解と平和と

いうロータリーの目標の追究

と、自己の戦業および地元地域

社会への奉仕に影響を及ぼすも
のに限り、地元地域社会および

世界各地の政治状況を検討す

る。問題を公平な立場で全体で

討論し合った後、各会貝がそれ

ぞれ自分自身の結論を「せるよ

うに、釣り合いのとれたプログ

ラムと討論を通じて、信頼でき

る情報を得ることを期待してい

る。

識演者の斡旋（SpeakersSeMces）
ロータリー・クラブは、ロータリー

について効果的に話のできる識演者を、

地元のグループに紹介しなければなら

ない｡（72）

雑則（MISCELLANEOUS）

クラブのバナー（CIubBanners）
ＲI理事会は、ロータリー・クラブ間
のバナー、旗、ペナントなどの交換が

適切で有益な目的を果たしていること

を認識している。このような慣例の誤

用が、不必要な財政的負担をロータ

リー・クラブにかける場合もある。ま
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2）クラブ外で：すべての人々の騨
さを理解し、個人の必然的人権

を蝋寵することを言葉ばかりで
なく立派な行為で推進するため

に、できるだけ多くの合法的グ

ループおよび団体で個人として

蔵極的に行動する。（８２；８９－
１３４） 

幅広く広大な調整責務をもつ重要な高
い地位におかれるものである。従って

ロータリー怖報委貝には、考えうる職
適任の人を任命しなければならない。

ロータリアン誌の購読

(SubscnptionstoTHEROTARlAN） 
米国およびカナダ内の各クラブは、

そのクラブの正会員、シニア・アクチ

ブ会風およびバスト・サービス会貝が

すべて機関雑誌の有料購読者となるこ

と、そして会員資格を保持する限り購

読を続けることを、会貝資格取得の条
件としている。

米l玉lおよびカナダ以外のクラブは、

その正会且、シニア・アクチブ会風お

よびパストサービス会員のそれぞれ

が､ＲＩの機111j雑誌またはＲＩの理事会が

承認し、当該クラブに対して指定した
ロータリーの地域雑誌の有料-耽読者と

なり、そして本人が会貝となっている

限り、その1俳読を続けることを、会員
身分保持のための条件としなければな

らない。但し、会貝が機関雑誌および

クラブ用に定められた公式地域雑誌に
用いられている言語を読めない場合は、

RI理事会によって、そのクラブに対す

る前記の規定の適用が免除される。

(20.030.；標準定款第12条第１節）

ロータリー情報（RotarylnIormation）
会員に対して、そのロータリー知識

と理解を広げるような情報を伝えるこ
とに各例会の初めの3分ないし5分IHIを
充てることがいかに有益であるかとい

う点についてクラブの注意を促したい。
クラブのロータリー慨報委貝会は、全

会貝、特に新会員が、ロータリーを十

分理解し、ロータリー会、の特典と蘭

務を把撮できるよう援助することに刀
を注がなければならない｡年ll1jを辺じ

少なくとも毎月１回、奉仕の四つの部
l1Ijのそれぞれについて、ロータリアン

個人の知識と行動を1M幅するようなプ

ログラムを提供しなければならない。

(35,52）ガバナーは、ロータリー教育
の格段の必要性を強調し、この方面に
おいてRI瓢務局から有益な助言が得ら
れることにクラブの注意を喚起しなけ

ればならない。（44）
クラブのロータリー愉報委員会は、
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第２章地区(TheDistrict）

地区綱成委員会は、次のような任務
を果たす：

l）クラブ数が多い、地区が広い、言語

や文化が異なる、あるいは、いろい

ろな理由が並なり合って､地区の迦

営が難しくなっている場合、地区

は、地区再綱成の計画を立てて、IHI

題の解決を回ろうとすることがよく

ある。地区担当のRI事務局職員が、
再綱成を考噸するように地区指導者
に提団する場合もある｡地区繕成委
貝会とＲＩ理事会は、こういったこ

とに籾通しているので､地区に再綱

成を零噸するように助言する場合も
ある。

2）地区綱成委員会が地区再編成案を瀞
縦するのは、通常、国際協議会のと

きだけである｡他の時期に地区再縞
成案の審識を求めるには例外的な理
由がなければならない。

3）地区指導者が、ＲI事務局職員の協
力を得て、地区編成委員会やＲＩ理
馴会の要求する情報を含む再綱成案
を作成する。綱成案は、国際協議会
lWl会日のｇｏ日前までに事務総長の
手元に届けられなければならない。
縞成案には次のことが記載されてい
なければならない：

ａ）現在の地区を管理するに当たっ
て直面した問題の説明；

ｂ）その111]題を軽減するために立て

た計画の説明；
ｃ）その地域の広さ、再綱成後の地

区の境界、クラブの所在状況を
明確に示す地図；

。）既存クラブの名称、この３年1111
における各クラブの会員数、再
細成後の地区それぞれにおける

拡大可能性のある地域；
ｃ）再細成後の地区それぞれにおけ
る地区大会開催地に11ＩするＩＷ

地区とは、ＲＩの管理の便宜上主とめら

れた一群のロータリー・クラブの所在

する、一定の地理的区域である。ロー
タリー地区の活助並びにその組織は、

個々のロータリー・クラブがロータ

リーの綱領を推進するのを助けること

を唯一の目的とするものであり、地元
レベルにおいてロータリー・クラブや

個々のロータリアンが提供するいろい

ろな奉仕を減殺するようなことがあっ

てはならない。（72）

地区の纒成（DisIricting）
ＲI理事会は、新しく地区を編成し、
また現存地区の境界を変更する権限を
有する。但し、地区境界の変更は､それ
によって影騨を受ける地区内の過半数

のクラブの反対を日して行われてはな

らない（15.010.)。地区編成に関して統
一ある実施方法を確立するため、地区
間の境界の修正力動力を発生する日は、

１月１日および７月１日のうち、事憶に

より都合のよいほうを選ぶものとする。
(42,②ＲＩ理Ｚ１Ｉ会は､新たに編成され
た地区の境界が決定､発表されてから１
カ年間は、同地区の境界の修正を考慮

しないものとする。（48）
新しいクラブが、現在の地区の境界

外においてRIへの力IlHMを許されたとき

は、その新クラブを地区に編入すべき

か、それとも、無地区クラブ群の中に
入れるべきかについて、決定が行われ

るものとする。効采的な迎営を行うた
めに、全ロータリー・クラブは、できる

限り速やかに、地区に緬入されるもの

とする。（67,71）
ＲＩ理211会は、ＲI細則の第１５条第

15.010.節に規定するように地区の境界
とその綴成について補佐する地区糧成

委貝会（DistriclingCommittce）を設極で
きる。
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報；

ｆ）再絹成後の地区それぞれにおけ

る交通の仇に関する説明；

ｇ）再編成案にIIu逆のある、地域内
の地理的、文化的、言語、政治、

経済状況の説明；

ｈ）この再綱成案を地区内のクラブ

に提示し、どのクラブが承認

し、過半数となったかを知らせ

る報告聾へのガバナーの署名；

4）ＲI地区編成委瓜会は、ガバナー提

出の再繍成案を調査研究するため

に、毎年、国際協議会開催地で、Ｒｌ

理事会の要荊に応えて､会合を開く
ものとする。ガバナー・ノミニーは

地区の提案のあらゆる面に完全に梢

通しているよう要請されている｡地

区編成委貝会が、ガバナー・ノミ

ニーに､追加１W報を求める場合もあ

るからである。再編成案を調査後、

地区縞成委口会は、ＲI理事会の群
議を求めるために、その勧告をＲＩ

理事会に報告する。

5）ＲI理事会が､地区内のクラブを、ＲＩ

細則第15条第15.010.節の規定の下

に、再編成する場合、会長は、上記

地区内のクラブに､決定事項と地区

再編成の発効日を通知するものとす

る。

6）影響を受ける地区内のクラブの過半
数が、ＲＩ理耶会の示す期間内に異

議を申し立てない場合には､事務総

長が、ガバナーにその旨通知し、次
にガバナーから110係クラブに書面で

通知するものとする。

7）地区編成委瓜会は､提出されている

地区再編成案を国際協議会で調査し
たうえ､地区再綱成問題について識

し合いたいと思っているガバナー・

ノミニーの相談に栄らなければなら

ない｡打ち合わせの約束などの手配

は､地区綱成委只会に協力している

ＲＩ事務局職貝が行う。

地区内のクラブ数

(NumberofCIubsinaDistrict） 
地区を櫛成するクラブ数と地理的な

、積とに関する典体的な規定を設ける

ことはできない。しかし、ＲI理事会の

合意事項としては､蚤地区に1.200人以
上のロータリアンと40以上のクラブが

あるのが理想である. 地区は、原則と

してRIの財政とガバナーの管理に不当

な負担をかけるような規模であっては

ならない。こうしたＩＩＪで、決め手とな

るのは、地区それぞれの状況である。

(31,92）地区細成を決めるのは一定の
クラブ数でも、一定の面積でもないが、

一般的な考えでは、会Ｈ１数がlﾕ00人未
満で、クラブ数が40未満の場合は地区

を設定してはならない。（８２，８７，９４）

国家間に跨る地区

(InternaIionaIDistricts） 
言語、風習および距離が許す場合、

国家間に跨る地区を新たに編成するこ

とは、原則として、望ましいことであ

る。しかし現存の地区の境界を改調し、

２以上の地区あるいは地区の一部を結

合して国際的な地区を編成することは、

ＩＨＩ係クラブにとっても、また、ＲＩの全

般的迎営にとっても望ましいことでは

ない。（46）

ガバナー（Governor）

地区に縞成されている地区内のクラ

ブは、ガバナーのin:接監仔の下に管理

される。ガバナーホ'１度を効果的に速営

するためには、地区におけるＲI役員と

してガバナーに週ばれるロータリアン

が、完全な適格者であり、その任務お

よび責務について籾通しており、注意
深く選ばれ、その任務および責務を果

たす意思があり、身体的にもその他の

意味においてもこれを果たすことがで

きるということが、不可欠である。ガ

バナー・ノミニーの選考に当たっては、

ガバナー職の資格および必要条件を明
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確に理解しかつ十分に考感を払うこと

が必要である。（61）

れぱならない。そしてそのために元ガ

バナーおよびロータリー研究会等の会

合を活用すべきである。（69）
地区は、クラブ群または地理的地域

のあいだで回り持ちによってガバナー

を指名する、という従来の方式に煩わ
されない手続によって、ガバナーとし

て最適の人を探し、指名するよう要請

ざれている。（69）

ガバナー・ノミニーの選出

（SeIectionoIGovemor-Nominee） 
地区内のクラブは、ロータリーの原

則に合致した厳粛で信頼できる方法で、

ガバナー・ノミニーを選出しなければ

ならない。ガバナー候補者の支援活動

は、ガバナーのⅢ要かつ重大な識務に
ふさわしいものでなければならない。

候補者支援の文啓の内容は、写真およ

び候補者のロータリー活動、市民とし

ての活動、そして事業または専門職務

活動の説明に限定されるべきである。
このほかにガバナー候補者を支援する

いかなる措置も識じるべきではない。

(64） 

ＲI細則第１０条第10.050.節の規定に

よると、選挙によって任命されるＲＩの

役職につくために選挙運動もしくは投

票依頼を行ったロータリアンは、ＲＩ理

郵便投票手続によるガバナー・ノミ

ニーの選出（SelectionofGovernor‐

NomineeUTDu､hBaIbtBvもMailPmocedurc

地区は、やむを得ない事情がある場

合、ＲI理事会の承遡を得れば、郵便投

票でガバナー・ノミニーを選出するこ

とができる。ガバナー・ノミニー選挙
のための投票用紙に添付する略歴に記

鮫するのは、次のものだけである

l）候補者Ｑ』f５名；クラブの名称と

所在地；ロータリー在籍年数；

職業分類または元戦業分類；現

会の定める一定期間、当該役職およ または元の会社の名称；現また

ぴ将来の役職の被選資格を失うことに は元の会社における役職；最近
なる。地区は、ガバナー・ノミニーが国

際協繊会で研修を受け、年次ＲI国際大
会でガバナーに選挙されるロータリー
年度の直前のロータリー年庇中にガバ
ナー・ノミニーを選出することになっ

ている。（13.010.）

その場合、ガバナーに就任する年度

の前年度にガバナー・ノミニーは：

１）ガバナーから、その地区の各梛

委員会または地区組織に関し、
特別の任務が与えられる；

２）ガバナー・ノミニーを参加者と
して指定していないすべての地

区会合にオブザーバーとして出

席するよう、ガバナーから要訓
される；

３）地区大会のプログラムにどのよ

うな任務で参加するかをガバ

ナーによって考噸される。（66）
ガバナーは、次期ガバナーの適応指

導、教育を行い、さらに職務に対する
意欲を刺激するという賀務を負わなけ

５年間に出席した会合；ローダ

リーにおいて選挙または任命ざ

れている現役職と任務；ローダ

リーにおいて選挙または任命さ

れたことのある元役職と任務；

2）候補者がti鰹Ｈし工きた特別の
ロータリー奉仕および／または

特定のロータリー活動、例え

ぱ、候補者がロータリーを推進
するために何をしてきたか；

3）耶業お_よび専門職務活動におい

紙；

4）公共奉仕活助において非常に意

膳深い褒賞または業繍。（8６

新地区におけるガバナー・ノミニーの

選出（SeIeclionofGovernor-nominee

inNewDistncts） 

既存地区のクラブが、新地区に再編

成される場合､新地区は、できれば､再

縞成前に当該クラブが使っていた手続
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と同じ手続で、新地区発効前に、ガバ

ナー・ノミニーを選出するものとする。

このような手続が実施できない柵合、

理事会は郵便投票の実施を承認し、ガ

バナーにその任に当たらせるものとす

る。

３）本人がガバナー・ノミニーの候

補者として推鮒される年の前の

会ｉｌＩ･年度の蛾終日において、ＲＩ

に対して負俄孜高をもたない、
，義務機能を果たしている暇疵な

きクラブの有資格会貝でなけれ

ばならない。

４）クラブ会長を全期務めたことの

ある者でなければならない．
５）ここに規定するガバナーの任務
と資任を果たす意思があり、身

体的にもその他の意味において
もこれを果たすことができる者

でなければならない。

６）このほかに、就任時までに必要

な資格条件を満たそうとする能

力と熱意がなければならない。

（15.070.） 
ガバナーは、就任の時点で、－つま

たはいくつかのクラブで通算７年以上

会貝であり、国際協識会に全期川を通

して出席していなければならない

(15.080.)。ガバナーは、また、
１）所属クラブの尊敬の的であり、
かつ信頼されていなければなら

ない；

２）本人の鞭業または専ﾄﾞﾘ職務にお

いてその経営力が示きれてい

る、職業上令名ある人物でなけ

ればならない；

３）ロータリーの仕駆を遂行するの
に必要な時IIIjを提供できるよう

に、自己の事業またはwl1Il職務
をうまく編成しなければならな

い；

４）本人並びにその近親者の品行が

非難の余地のないものでなけれ
ばならない；

５）ロータリーとその目的、綱領お

よび規則をよく心得ており、ＲＩ
に対し忠実であることが溺めら

れているロータリアンでなけれ

ばならない；
６）ロータリーのあらゆる面におい

て信服させうる方法で論じるこ
とができ、悩報を明確に伝達で

ガバナーの身分、資格および任務

(Status,QualificationsandDutiesof 
Govemor） 
ガバナーに蝋適の候補者を得るため

に、ガバナーは､毎年､所管地区内のク
ラブに対し、あらゆる鐡料を綱在しガ
バナーにふさわしい候補者を推蝋する

よう要請してほしい。ガバナーは、地

区内の全クラブに対し､ＲI細則の規定

に従って、ガバナー候補者の推卿案と

候補者の履歴および資格を伝達しなけ
ればならない。

このような指名に対する被推蝋者並

びに推腐者がガバナーの我務に糀皿で

きるように､毎年､ガバナーの身分､資

格および任務に関する次のような文轡

を全クラブに配布している｡(29,31,74）

身分
ガバナーは所管地区内のクラブに

よって指名され、ＲI国際大会によって

選挙きれるRI役員である。７月１日に就
任し、1カ年ilIlまたは後任者が選挙さ

れ、資格が確定するまでその任に柵ま
るものとすろ。

資格
ガバナー・ノミニーは、選出の時点

で次の資格条件を備えていなければな

らない：

１）本人が指名を受ける地区内のク
ラブの名誉会員以外の暇疵なき
会員であることを要する。

２）会員規定の厳格な適用に照らし
て、完全に会員資格を有する者
でなければならない。そしてそ

の職業分類の正当性が疑問の余
地のないものでなければならな

い。
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きなければならない。 るいはＲＩ理事会から要請があった場合

は、速やかにＲＩへ報告をし、そして地

区におけるＲＩ役貝としての賀任に属す

るその他の任務を遂行しなければなら

ない。（15.100.）
このほか、ガバナーは、次のことを

遂行すべきものと考えられている：
１）ロータリアン誌、承認ざれ指定
されたロータリー地域雑誌、

ロータリー・ワールド、その他

任務

ガバナーはＲＩ理事会の一般的な指
揮、監督の下に職務を行うその地区に
おけるＲＩの役員である。地区内クラブ

に対する直接監僻の責任を果たすに当
たってガバナーはロータリーの綱領を

推進する特別の任務を課せられており、
自ら次の諸項の責務を負うものとす
る：

１）新クラブ結成。

２）既存クラブの強化助成。
３）地区内クラブ相互側の友好関係

およびクラブとRIilllの友好関係
の増進。

４）地区大会を計画・主宰するこ
と。会長エレクト研修セミナー
と地区協級会の計画・準備に当
たる次期ガバナーに協力するこ
と。

５）できるだけ年度の早い時期、な
るべく前半６カ月１１Uに地区内の
全クラブを公式訪IHIすること。

６）地区内各クラブの会長および幹
事に対して月信を発行するこ
と。

７）会長またはRI理事会の要請があ
れば速やかにRIに報告を提出す
ること。

８）次期ガバナーに対して、国際協
議会のiiilに地区内クラブの状況
について詳細な情報を提供し、

併せてクラブ強化策の勧告案を
提供すること。

，）地区で保存すべき文11fを次期ガ
バナーに引き継ぐこと。

10）地区におけるRI役貝としての職

責に属するその他の任務を遂行
すること。

しかしながら、グレート・プリテン

およびアイルランドにおいては、ガバ
ナーの任務は、RIBI審議会の指示の下
に、RIBI定款並びに細則にMIIり、当該
地域の伝統的慣行に従って遂行される
ものとする。ガバナーは、また、会艮あ

ＲI事務局から発行されるすべて

の公報、文献類、および地区内

各クラブの出版物などに月を通
す；

z）各クラブに対し、少なくとも毎
年１回は都市連合会に参加する
よう奨励する；

3）国際大会への出席を勧奨する；
4）必要があれば、クラブ会長と幹
邪のいずれかまたは両者の特別
会議を開脳する；

5）毎月地区内クラブの出席報告の
摘要を作成し、この報告を事務
総長に送付する。

ガバナー・ノミニー（Govemor‐

Nominee） 

指名に必要な資格の取得

(QuaIiIyingforNomination） 
ガバナー・ノミニーとしての資格条

件を認められるためには、候補者は、
細則に定められているガバナーの資格
条件、任務および尚任を熟知している
ことを示巻なければならない。候補者
は、ガバナーの資格条件、任務および
責任を明確に理解していること、およ
びガバナーとしての資格条件を備えて

おり、ガバナーの任務と責任を引き受
け、これを忠実に来たす意思があI〕、
それができる状態にある旨の)if明書に
署名し、これをＲＩに提出しなければな
らない。（15.070.）

ＲＩ細MlIは、所定の資格並びに必要条
件に合致しないガバナー．ノミニーの
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指名は拒否されるべきものとし、鞭務
総長はこれを選挙のため国際大会に提
出しないものとすることを規定してい

る。（13.070.1）
もしも､前述の規定の皿りガバナー・

ノミニーから聯名ある声明轡を受理し
たにもかかわらず、そのノミニーが細

則に定める任務と責任を十分に来たす
ことができないであろう、とＲＩ理鞭会

が信じる理由があれば、ＲI理事会はそ

の指名を一時保留することができる。
このような一時保留が行われたならば、

ガバナーとそのノミニーに、その旨通

告しなければならない。そして、その
ノミニーは、ガバナーおよび事務総長
を経由して、ガバナーとしての任務と
費任を取り、忠実にこれを遂行するこ
とができることについての再度の申し

立てをIRI理耶会に提出する機会が与え
られるものとする。このようなIlL立
てを含めすべての関巡邨悩を審議した
うえで､ＲＩ理馴会は、３分の２の多数を
もってそのノミニーの指名を拒否する
か、あるいは一時保留を解除するもの
とする。（13.070.2）
もし上述の規定のいずれかに鑑づい

てガバナー・ノミニーの指名が拒否さ
れた場合は、馴務総長は、関係地区の
ガバナーに、その旨、並びに理由を通

告しなければならない。そしてガバ
ナーは、これを当該ノミニーに皿告し
なければならない。そこで、時川が許
すならば、その地区は、細則の規定に
従って、ガバナー指灘の下に、地区大
会または郵便投票のいずれかにより、
ガバナー・ノミニーを再度選ばなけれ

ばならない。地区が、ガバナー・ノミ

ニーとして理那会の満足するような適
任者を選出することができなかった場
合、ノミニーは、ＲＩ細則第’３条第
13.020.節の規定に従って選出されるも
のとする。

地区ガバナー・ノミニーの

国際協繊会出席

(AttendanceofDistrictGovemor‐ 
NomineeatIntemalionalAssembIy） 
ガバナー・ノミニーが国際協繊会に

出席することは、ＲＩの地区レベルの管
理に不可欠である。さらに、各ガバ
ナーが、その地区におけるＲＩの代表者

として効果的に行動し、かつＲＩの役員
としてガバナーに期待されている地区

内クラブの指導、指揮および助言を行

おうとするには、国際協議会に参加す
ることから得られる避本的経験と訓練
が不可欠である。

各ガバナーは、ガバナー候補者全員
および地区内の全クラブに対し、次の

ことを強測すべきである。ガバナー・
ノミニーはガバナーとして必要な準備

をするため国際協識会に出席しなけれ
ばならない。また、候補者が国際協識
会にその全lIllllH出席できかつ実際出席
するのでなければ指名は承認されない。

理由のいかんにかかわらず、ガバ
ナー・ノミニーが国際協議会に出席す

ることができない塒合は、ノミニーお

よび地区内クラブに対し公平に考え、
かつ、世界を通じてのＲＩの賦轤の利益
のために、その人は、国際協識会に全
期Ⅲl出席できかつ耶爽出席する被指名
者の選択ができるようにするため、直
ちにその指名を辞退することが期待さ
れている。

ガバナーまたはガバナー・ノミニー

戦の空席を補充するに当たって、ＲＩ理

z1I会は、次の方針を採択した：
ｌ）国際協議会前に２回目の就任が
決まった元ガバナーは、ＲＩの費
用で国際協識会に出席するよう
要諭きれる；

２）国際協議会から９月１日までの
あいだにガバナー職の空席を補

充するために選出きれた元ガバ
ナーは､ＲＩの澱用で､サービス・
センターにおいて１日ないし２

日1111、強化研修を受けるものと
する。
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費川が必要としても最小限にと

どめ、人頭分担金または賦課金

その他といった形で強制しては

ならないし、また、そのように

ほのめかしてもならない；

６）地区内のすべての多地区合同活

動の詳細を、ガバナーを通じて

「R】への報告」に記載するもの
とする；

７）関係ガバナーの承認を先に得た

のでなければ、クラブにいかな

る文啓も配布してはならない。

一つの地区が｢援助提供者」となり、
もう一つの地区が「援助受領者」また
は「プロジェクト提唱者」となる世界
社会奉仕活動において地区が協力して

いるプロジェクトについては、この方

針は適ｌＩｌされない。

多地区合同奉仕活動またはプロジェ

クトへの参加に終止符を打とうとする
参加地区は、地区内のクラブの３分の２
の承誕を得なければならない。ガバ

ナーは、その終結の６０日前までに、そ

の決定を、聯務総長と他の関係ガバ

ナーに通知するものとする。

ＲＩ理叩【会は、二つ以上の地区のクラ

ブのIHI係する機ＩＨＩまたは他の椅理組織

を投ＩＩＴすることを好ましいとは思わな

い。しかし、ＲI理事会は、二つ以上の

地区のクラブの協力を必要とする規模

のプロジェクトまたは活動があること

を認めているので、ガバナー達が、数

地区のクラブに対してこのような迎励
の迎懲に力を貸すための諮問グループ

または鋼縦グループの設置を承認する
ことに馳縦を唱えない。但し、二つ以

上の地区の参加する活動またはプロ

ジェクトは、多地区合1iii活動に関する

RI理JlJ会の方針に記戟されている規定
に従うものとする。〔６６，７５，８０）

活動（ACTIVITIES）

地区出席競争

(DistnctAttendanceContests） 
各ガバナーは、地区内のクラブ間の
出席競争を実施し、この競争の結果を

ガバナー月侶に発表することを要望き

れている。（67）

多地区合同活動（Multidist｢ictActivities）
２地区またはそれ以上の地区のクラ

ブが参加する、ロータリー提唱の奉仕
活動およびプロジェクトが奨励されて

いる。このような多地区合同奉仕活動
およびプロジェクトは：

１）クラブ・レベルでロータリーの

プログラムを推進するというク

ラブ本来の活助の規模や有効性
を妨げたり、損なうようなもの

であってはならない。クラブや

ロータリアンの力iiiの範囲内の

規模および性格でなければなら

ない；

２）関係地区の各ガバナーがまずこ

のような合同活助に賛成したう
え、それぞれの地区のクラブの

３分の２の承認があって初めて

着手するものとする；

３）関係ガバナーの直接監督下にあ

るものとする。このような活動

のために募金もしくは徴収した

全資金の保符は、たとえ関係地
区のロータリアンから成る委員

会が設liTされ、このような資金
の管理を援助するとしても、関
係ガバナーの資勝とする；

４）関係ガバナーが、理事会を代行
する耶務総鎚の承認を事前に合

同で得てから満手するものとす
る；

５）ロータリー・クラブおよび／ま

たはロータリアンの参加は任意

とし、任意ということを明確に
打ち出すものとする。クラブま

たは個々のロータリアンの参加

地区とロータリー・クラブによる

他団体との協力

(DistrictandRotaryCIubCooperation 
withOtherOrganizations） 
地区とロータリー・クラブは、次の
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ことを定めたプロジェクトと活動にお

いて、他団体を支援し、他団体と協力
することができる：

管理(ADMlN1STRATION）

ガバナーの職務管理に関する方針

(PolicyonAdministrationoIOfliceof 

GovemoO 
RIの定軟並びに細則は、ガバナーが

遂行する具体的任務を規定している。
ガバナーは、総括的斑務を保持しなが

ら、地区の規律正しい管理に堀も役立

つと思われる任務の多くを、適切であ
れば分区代理とガバナー・ノミニーに

委任してもよい。（84）
ガバナーの職務管理に柵わる人の参

考および指針とするため、次のことを

この方針の一部として掲げておく：

’）ロータリーの理想と目的に沿っ

て藩手すること；

２）関係クラブまたは地区内の会員
がこの協力活動を承認している

こと；

３）活動の継続期間中クラブ会長ま

たはガバナーの任命したロータ

リー委員会が直接協力し、責任

を負うこと。毎年見直すこと；

４）独立した組織体としてのクラブ

または地区の自主性を保持する

こと；

５）ロータリーとその奉仕活動を一

般の人々に知らせるために、協
力という性格の範囲内で、クラ

ブまたは地区が適切な形で認め

られること；

６）クラブまたは地区と協力団体と
が合同プロジェクトの性格を一

般の人々に伝達するという共同

箕任を負うこと；

７）クラブまたは地区は、合同プロ
ジェクト参加に当たって継続的

義務を引き受けないこと；

８）クラブまたは地区は、他団体へ

の継続的財政義務を引き受けな
いで、地区内のロータリー．ク

ラブに対して、地区大会その他

の適切な手段により、このよう

なプロジェクトまたは活動への

継続的支援を検討し、決定を下

せるような機会を提供するこ

と；

９）クラブまたは地区は、協力団体

のメンバーとならないこと；

10）クラブと地区は、他団体にクラ

ブ名簿またはロータリアン名簿
を提供したり、他団体に資料を

配布したりしないこと。但し、
ロータリー・プログラムのため

になるような具体的目的（募金
を含まない)のある場合を除く。
（88） 

分区

ガバナーは、地区内においてＲＩの管
理役員とi凹められている唯一の人物で

あるが、地区内のクラブ数および地区
の地理的範囲に応じて、地区内の隣接
しているクラブが－つのグループとな

るように地区内を二つないしそれ以上

の地域に区分して、各地域にガバナー

代理として適格なロータリアン（直前
クラブ会長を優先的に）を任命すべき
である。この代理は、日常の管理耶務

についてガバナーを補佐し、その地域

内のクラブおよびガバナーの非公式の

助言者として行動するものである。ガ

バナーは、また、地区内のロータリー・

プログラムを推進する地区諮問委員会

を一つないしいくつか任命、監督する
ことができる。

ガバナーの分区代理

ガバナーの分区代理は、地区内にお
いてあらかじめ決定した分区にある３

クラブから７クラブの管理溌任者を援

助するための非公式なガバナー代理で
ある。これらの代理は、その分区内の

クラブ会長とガバナー1111の迎絡風で、

公式の椛限をもつものではない。ガバ
ナーは、自分が直接斑任をもつべきも

のと考えられている職務を分区代理に
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委任してはならない。

ガバナーの分区代理は、所属クラブ

の管理者として成功した元会長でなけ

ればならない。ガバナーの分区代理は、
分区内のクラブに、年２回か３回くらい

非公式の訪問をしなければならない。
これらのクラブ内部の進展状況をガバ

ナーに知らせ、分区内の都市連合会を
計画準備し、分区内または他の分区と
の出席競争を地価する。非常事態の発
生した場合、特別訪問をする。クラブ

に講演者の紹介その他有用な援助を与
え、ガバナーの要諦珊項や勧告事項の
実行を推進するようクラブに奨励しな
ければならない。分区代理は、クラブ

の充填未充填職業分類表作成に助力し
なければならない。また、クラブが会

員数を徐々に確実に墹加きせるために

は上手に立案されたプログラムを作成
することがクラブにとって大切である

ことを、役貝並びに必要な場合には会
員にも理解させるのに協力しなければ

ならない。さらに、地区大会のプログ

ラム委員会の委貝として活躍しなけれ
ばならない。

普通クラブ１１１１の距離が接近している

ため、経費は通附分区代理の自己負担
とする。

分区代理制度の跿所として次のもの

が挙げられる：将来のガバナーを養成
することができる；ガバナーとして出

席することが好ましくないような場合
に、非公式に援助できる；分区代理の
いない場合よりも多く都市連合会を開
催できる；出席率を高める；分区内の
クラブの全般的椅理が改善される；地
域社会における一般に認められた有益
な事業並びに専門職務活動の真の横断
面をクラブ内に実現するために、上手
に立案されかつ符理される計画がいか
に大切かを分析、検討するようクラブ
を督励できる；ガバナーに援助と思い
やりと刺激を与え、かつ、地区内に健
全な士気を高める。

地区脳間委員会

地区諸'111委貝会は、ガバナーの直接

の監督と指導を受けて活動するために

任命されるべきもので、その目的は地
区符理のあらゆる面についてガバナー

に助司することにある。この委員会の
委只は地区内の元RI役員の中から選ぶ

よう提案されている。（本章の「元ガバ
ナー」の項も参照のこと）

一般

ガバナーは、地区を管理する役員で

あるから、地区内クラブに関する権限
または武任をいささかも軽減させるこ

とはできない。ガバナーは、分区代理
または地区諮問委員会が任命されてい
ないかのように、クラブを訪問し、ク
ラブの報告を受ける等々のことをしな

ければならない。ＲＩは、分区代理また

は地区諮ＩＮＩ委員会の仕事に付随する総
費のiiW求には応じない。ガバナーによ
るクラブの直接監督という一般に認め

られた方針を乱すような副ガバナー、
代理ガバナー、常任の地区幹事、また

はいかなる正式な組織の設置を承認し
ない。

１Ihliが腓せぱ、ガバナーは、地区内
の弱体クラブを強化するため、慎鉱に
選考された補佐の奉仕を活用すべきで

ある。分区代理または地区諮問委員会
が既に任命されている場合は、弱体ク
ラブの強化に当たってガバナーを援助

する補佐を、上記の分区代理または地

区諮問委貝会委貝の中より任命しても
差し支えない。

ＲＩ理耶会によ')随時特に勧告され、
所定の方法により撫成された委員会を

除き、次期ガバナーの権限または責任
をいかなる方法でも弱める結果となる
ような継続的役風、組織、または委員
会などを地区内につくってはならない。
ＲＩの資金は、極々の地区委員会に関
係するいかなる経費にも使用してはな
らない。（46）
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化を承認する既存の方針は、地区規模

の活動を法人化してもよい、と示唆す

るものである。（87）

地区組織（Dist｢ictO｢ganization）
いかなる地区においても、恒久的地

区組織を股け恒久的地区幹事をおくこ

とは賢明なことではない。援助を要す
る駆項については、ガバナーは、元ガ
バナーや他のロータリアンに非公式に

助力をiiWうことができる。(２５，３７，５７）
ガバナーは、甑々の地区委員会の委

員長の人選に際して経験豊かなロータ
リアンを任命しなければならない。ま
た地区委風会組織は、ガバナーがロー
タリー・プログラムの効果的推進に必

要と考える、その程度の規模でなけれ

ばならない。（66）
ガバナーは､次の指針に従ったうえ、

地区組織を通じて資務を委任するよう

奨励苔れている：

ｌ）ガバナーは、地区組織の継続性
を図るよう要iiWされている；

２）ガバナーによる分区代理の任命
および活用を絶えず推進すべき

である；

３）地区組織図試案には弾力性をも
たせ、ガバナーが地区のニー

ズ、プログラムおよび地形に応
じて勝正できるようにしておく
ことをガバナーに強調する；

４）ガバナーは、その就任前に地区
鯨馴を選定するよう奨励きれて
いる。地区幹馴は、ロータリー

に糟通しかつ地区会合の経験も
班徹なロータリアンで、地区会
合の準側、適切な轡iii処理、諸
地区会合の識躯録の綴染、諸秘
の記録保存等の日常の管理事務
の面でガバナーを補佐できる者

でなければならない。但し同一

人を通算５年を超えて地区幹卯
に任命してはならない｡(68,75）

ガバナーの記録および書類

(RecordsandFilesofGovernor） 
退任するガバナーは、次期ガバナー
に対し、地区内ロータリーに最も賛献

できるような方法でガバナーの任務を

遂行するのに役立つ燗報をすべて引き
渡すよう期待きれている。ガバナーは、

代々相伝の地区記録を全部次期ガバ
ナーに引き渡すものとする。

ガバナーは、ガバナーの就任準備と

地区の問題の処理やその他の資務の遂

行に役立つ悩報を盛り込んだ地区記録

または手引書を作成することを奨励き
れている。なおこのような響類は、ガ

バナーが術に股新の状態に雛附し、次

期ガバナーに引き渡さなければならな

い。（68）

ＲＩへのガバナーの報告
一

(GovemorsReporttoRI） 
ガバナーは、ロータリー年庇の第２

半期中にＲＩに一般報告を提出しなけれ

ぱならない。その報告には、ＲＩｑＪ務局

がクラブと将来のガバナーへの業務を

める。ガバナーは､地区の符理､地区内

プログラムの活動への地区の参力Ⅱ状況

RI出版物と資料に対する意見、地区の

状況とＲＩ駆務局の支援についての総

的な所見を具体的に響き記す｡_この郭

告は、４月１５日までにサービス・セン

ターに送付する。（95）

ガバナー月信

(GovemorsMonthlyLeⅡer） 
地区内のクラブ会長と幹事それぞれ

に月憎を発行するのはRI細則輔15条第
15.010.節に規定きれているガバナーの
任務である。月信は、地区内クラブの

その月の会負数と出席報告など、将に

地区と法人股立

(Districtandlncorpo｢ation） 
地区の法人化は、1938年以来RI理事

会によってはっきりと否認されてきた。

地区規棋の活動の法人化は特に否認さ
れてはいない。多地区合同活動の法人

1995年手続要覧3２ 



地区

関心も高く正要な事頂を直接、公式に

伝達するものである。ガバナーは、適
切であれば､その月侭第１号に、日本語

版で入手可能なロータリー出版物を紹
介するよう要謂きれている。ガバナー
が月信でクラブ会興数の墹減を報告す
るときは、前月の報告との比較増減の
代わりに、またはそれに加えて、当該
ロータリー年度の７月１日以降の会員の

墹減を示す数字を入れるよう勧奨する。
(67） 

ガバナー月信を個々のロータリアン

に送るにはＲＩの資金では不十分であ

る。地区の費用でガバナー月信を個々
のロータリアンに送ることにするかど

うかは、各地区が決定すべきことであ

る。（33）

クラブの会員地強

(ClubMembeIshipDeveIopmenO 
ガバナーは次のことを行うよう勧め

られている:

１）地区会員増強委瓜会を設置す
る。同委員会は：

ａ）クラブの会員糊強委員会、
特に会員数が減少している
かあるいは、ほとんど、また

は、まったく地加していな

いクラブの会興地強委員会
と直接に協力活動すること；

ｂ）地区の会貝刈強の進展に関
する情報をあらゆる地区会
合並びに地域研究会に提供
し、また求められた場合は
それらの会合やクラブにお

いて会凰刈強にIHIするプロ

グラムを提供する責任を負

うこと；

ｃ）地区会員地強委員会の目標
達成に適切と考えられるそ
の他の活動をなすこと。

２）ガバナーは、会興墹強のための
諸活動に関連して分区代理をよ

り効果的に利用する。分区代理
の任命後､ガバナーは、会員増
強に関する分区代理の任務と責
任の範囲を明砿に税明する；

３）会員増強委員会の股極とその積
極的な活動をクラブに奨励す
る。そしてクラブ会風増強委員
会による会風候補者推薦という
ことは決して、会j面Ｉ個人の新会

員推薦の資任を免除するもので
はない点をクラブに力説する；

４）週例会、悩報集会、フォーラム
でスピーチをしたり、クラブ会
報に記事を戦せたりすることに

よって、会員に多くのliW報を伝
達するようロータリー・クラブ

ＩＭＩ報委員会に要８Wする；
５）股高の会員墹加率を示したクラ
ブを適切な形で表彰することを
考慮する。

クラブ幹事は、会風減少の原因をガ

ガバナーのクラブ肋間

(Govemor,sVisitIoClub） 
ガバナーは、自己の地区内全クラブ

を公式訪問しなければならない。効果
的なクラブ協議会をlliしたり、クラブ
に対し総合的なロータリーのスピーチ

をしたり、あるいはまた、クラブ内に

ロータリーに関する知識を普及強化す
る目的でクラブ・フォーラムを開いた
りすることによって、クラブと協議す
る機会がもてるように、公式訪問に十
分な時間をかけるべきである。(46,41）
ガバナーに就任してから６カ月のあ

いだにＲＩに加盟したクラブがあり、そ

のクラブを公式訪ＩＭＩする必要があると
醒めた場合、事前に鞭務総長の承認が
得てあれば、そうした訪問に要した費
用はRIから支弁してもらうことができ
る。

ガバナーが所管地区内の外国に法律
上入国できない地区においては、会長
がガバナーと相談のうえ、ガバナーに
代わって理事あるいは他の適格なロー

タリアンにこれらの国のクラブを訪問

させる権限をもっている。（49,50）
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バナーと地区会員珈強委貝会に報告す

るよう要請きれている。そして次に、

ガバナーと地区会貝墹強委員会は、ク

ラブの会員減少防止措111を講じる。

居住地に基づくロータリー・クラブ

正会風身分の規定は、Ｒｌ出版物を通じ

また地区協議会や地区大会のプログラ

ムにおいて絶えず広報すべきである。

ガバナーと地区会ＦＷ強委員会は、ク

ラブがRI理事会推奨の範囲内でこの会

貝墹強方法を利用するのを努めて援助
しなければならない。会員を増加し砦

い熱心な会員を獲得する方法としてア
ディショナル正会員規定の活用を鐙も

強調しなければならない。

クラブの会員墹強委且会の任命に当

たっては、推奨ロータリー・クラブ細

則に定められている手続に雑づいて、

委貝会委員の継続性を図らなければな

らない。（69）

将の下に地区内における新クラブの結

成を監督する特別な任務を託されてい

る。

拡大に関する一般方針

(GeneraIPolicyonExtension） 
クラブは、ロータリーのプログラム

を推進し、ロータリーの綱領を実現す

る媒体である。従って、ロータリーが

広大な影響力を殿も発揮できるように、

クラブの保持が成功しうると縫理なく

見込むことのできる場合は、どこでも、

いつでも世界中に新クラブを進んで設
立すべきである。

新しい国への拡大

ロータリー・クラブは、ロータリー

の基本原則を何の制約も受けずに守る

ことのできる地域であれば、どこにで

も設立することができる。ロータリー

の存在しない国において､ロータリー・
クラブや地区並びにロータリー財団管

理委貝会の粉手する教育、人１Ｍ交流、

人道的援助などの領域での非公式の活

動が増えていることに、ＲＩ理鞭会は、

好意を寄せている。このような活動を

手がけるのは、ロータリーの存在しな
い国の政府または国民に、ロータリー

が､親睦､奉仕、国際理解と平和の推進

への献身という数々の成果をもたらす

ことができるということを示すからで

ある。しかし、次のことが前提とされ
る：

１）複雑な問題がからむため、ＲI理

事会による明確な弘前の承認な

しに、このような国にロータ

リーを正式に拡大しないこと；

２）ロータリーの綱領によって感銘
を受け、ロータリーの親睦にす

ぐ溶け込めそうな人で、事業お

よび専門職務に携わる人が十分

いて、初めて、クラブの存在し

ない国にロータリーを拡大する
ことが正式に承認される。この

ようなIHIのロータリー・クラブ

は次のことができる、とＲＩ理事

会員数の最小限

(MinimumNumberofMembers） 
ロータリー年度の最初の月にロータ

リー・クラブが会員数25名未満と報告

した場合、ガバナーは同クラブと迎絡
して会員数減少の理山を確認し、どの

ような再建措置が鋼じられているかを

砿魁するものとする。ガバナーは、そ

の調査結果を会長に報告し、かつ会11

数のＩＭＩ題の解決に対して、どのように

クラブを援助してきたか明らかにする

ものとする。（53,62）

多地区合同組織

(MuItidistrictOrganization） 
同一国内の数地区もしくは全地区を

含む機関、その他の組織体制、管理体
制を股世することは好ましいとは思え

ない(本章の「多地区合同活動」の項参
照)。（69,80）

拡大（Extension）

各ガバナーは、ＲI理事会の全般的艦
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地域の目的は、指定された無地区地域会が確信をもてなければならな
い：

a）政治に関係のない国際団体、

すなわち、人類への奉仕の

理想と、生活の質の向上に

献身している国際ロータ

リーの一員として制約を受

けずに機能できること；

b）標準ロータリー・クラブ定
款に定める通り、規則正し

く会合を開くこと；

c）他国のロータリー・クラブ

とロータリアンとの交流を

築き、深めることによって、

世界中に善意と理解を広げ

るという役割を果たすこと；

｡）ＲI細則に規定する財政的義

務を果たすこと；

e）ロータリー財団の全プログ

ラムに参加することを含め、

四大奉仕部門それぞれにお

いて奉仕プロジェクトを立

案、実施すること；

f）すべての国の人､人種､信念
を尊重すると同時に、自国

に忠実で、奉仕する国民で

あるよう会員に奨励するこ

と；

g）クラブ内と国内でロータ
リーの親睦を推進すること。

（92） 

に－つまたはいくつかのクラブを設立、

育成することである。特別拡大地域内

のため、－つまたはいくつかのローダ

リー地区に編入される。

特別拡大地域の資務は､3年を超上迄を

い任期でRI理事会がガバナーか会長任

命の拡大責任者に担当させる。その任

期は、さらに最高３年まで更新できる。

12旦上
特別拡大地域にあるクラブは、特別

拡大地域を担当する地区のガバナーの

選出に一時的に投票権を有することが

できる。但し、ガバナーと地区内クラ

プの過半数がそのことを承認し、同時

に特別拡大地域内のクラブが財政的義

｣里1

会長任命の拡大責任者

会長任命の拡大責任者（Presidential

ExtensionAdministmto炉-PEA）は、ＲＩ設

定の目標を特に重視する地域でローダ

リーの拡大を推進する会長を補佐する

ために会長が任命する。ＰＥＡは、ロ_

タリーについて知識が豊富で、担当地

域の地理､歴史､文化､言語に精通して

いる。ＰＥＡの任務には、次のものが含

まれる。̄
 

ｕＰＥＡに預けられているクラブと
ユ 戦争または他の大災害のため梶 RI間の主たる連絡役を務めるこ

迷のざなかにある国では新クラ と。

プを発足きせない。但し、会長

ユ
ユ
坐

新クラブの所在地として有望か

と事務総長が然るべき理由があ どうか評価すること。
る、と合意した場合はこの限り 旨定された地域で支援チームを
でない。（93） つくること。

個々のクラブでオリエンテー

特別拡大地域 ションを担当する人の研修を行

特別拡大地域とは、地区に編入され うこと。

ていない地理的地域で､地理的な孤立、 ユロータリーについて草の根しべ
ロータリー経験の欠如、特殊な言語、 ルの情報を提供し、隔月倍で基

社会的経済的事情のためRIの自立した 本的なロータリー用語を解説す

－頁として新たにクラブを結成するの ること。̄
 

その地域の仮クラブまたは既存が遅れている地域に拡大を進めるため 里
にＲＩが開設したものである。特別拡大 クラブをそれぞれ定期的に訪贋
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すること。 適格の会貝を優に入会させることがで

きるであろう。そうすれば、少なくと
も25名の会員を有する成功を収めるク

ラブを必ず長く維持できることになる。
ある地域が、クラブをうまく持続し

ていくことができそうだと考えられる

場合、できるだけ早くクラブを結成す
べきである。その地域がロータリーを
欲しているという気持を外に示すまで

待つという考えは適切ではない。ロー
タリーを欲する気持をつくり出すのが

ロータリアンの義務である。ロータ

リーを拡大しているロータリアンは、
与えることを求めているのであって、
何かを得ようとしているのではない。
しかし､僻地でクラブを結成する場合、
その地域の住民からクラブ設立の明確
な要望が出されるまで、クラブ結成を
待つものとする。

7）既存クラブと結成可能性のある

クラブの現在の活動と奉仕につ

いて､また特別拡大地域とその

クラブの進展についてRI事務局

'二報告すること。旦
辺

財政問題についてクラブの相談

に乗ること。

PETSとロータリー情報研究集

会を開催すること。

10）その地域の有望な財団活動を評
価し事務総長に報告すること。

11）クラブ間の定期的な相互交流を

図り、地域内の国で拡大５カ年

計画を練ること。（93）

地区拡大カウンセラー

(DistrictExtensionCounselors） 
ガバナーは、地区拡大カウンセラー

のセミナーを開くよう要請されている。

それぞれの地区には､３名の拡大カウン

セラーのチームが任命きれている｡3名

の拡大カウンセラーが地区拡大委員会
を構成する。拡大カウンセラーの任期

は３カ年で、毎年1名が任命され、任期
の３年目に当たる委員が拡大委員会委
貝長となる。

調査（Surveys）
ガバナーは、できるだけ早く、なる

べく前半の６カ月間に、まだクラブを

有しない地域の調査を行い、かつその

結果を記録すべきである。そして、立

派なクラブを結成できるかどうか決定
する。もしクラブがその年度中に結成

されない場合は、その調査記録は、後

任のガバナーに引き継ぐものとする。
新ロータリー・クラブを結成しようと

しているすべての地域については、人

口にかかわりなく、調査を行い、ガバ

ナーの承認を得てから、結成活動に若
手しなければならない。
クラブの結成に取りかかる前に、地

域が新クラブを支持できるかどうか確

かめるために、ガバナーが有望な地域

を訪れなければならない。人口5,000人
未満の地域、また、既存クラブ(一つま
たは二つ以上）と同一区域を共有する
アデイショナル・クラブで、既存クラ

ブの承認を受けた地域の場合は、特に

そうである。このような訪問が、かな
りの費用と時間を伴う場合、ガバナー

は、調査結果､および､その地域に詳し
い１名または数名のロータリアンから

将来クラブを結成するのに有望な地域

(prospectiveLocalitiesforClubs） 
ロータリーの職業分類の原則の下に、

少なくとも25名の会貝を有するクラブ

として成功を収めるには鍛低40の職業

分類が必要であるが､それだけの数の、

一般に認められた有益な事業または専

門職務の持主、共同経営者、法人役貝
または支配人である善良な人がいる地

域で、まだクラブが結成きれていない

地域は、クラブの結成に有望な地域で

あると考えてよいだろう。

－つ以上の既存クラブと区域限界を

同じくする新クラブの結成を考慮する
場合、最小限40の職業分類がなければ

ならない。新クラブはこの40の職業分

類から既存クラブとかち合うことなく、
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得た報告と助言を大いに参考にしてク

ラブの結成準備をしてもよい。新クラ

ブを結成できると思われる場合でも、

ガバナーは、会員候補者を募る前に、

｢拡大調査報告書」と「新クラブの結
成」の各項に漏れなく記入し、署名の
うえ事務総長に提出しなければならな

い。（91）

割諌計画の立案に協力・援助する。区

域が決められると、クラブは、事業場

または住居がRI定款第５条に合致する

人を会員に選ぶことができる。

1995年３月１日より、新クラブに区域

を割譲したクラブはその新クラブの加

盟が終結したとき、その終結前に割譲

《)共有も行われていない場合、その区

域を取り戻すことができる。（94）

クラブの区域(TerritoryofaC1ub）
クラブはある一定の＊“LocaIity,,場

所(地域)に結成ざれ存在しなくてはな
らない。社会的貢献をする仕事に活発

に従事している、事業および専門職務

に挽わる人がいて、その事業場または

住居が互いに近接しており、ロータ
リー・クラブとして活励できるような

適当な広さの区域があれば、ＲＩはこれ

を前記のような地域と認めるであろう。

このような地域にクラブを結成する場

合には、ＲＩでクラブの区域限界を定め

これをクラブ定款に記戦して当該クラ

ブの区域を規定するものとする。以後
は、ＲＩとクラブ双方の同意がなければ

変更できないものとする。クラブは、

RIの同意を得て、その区域の一部を割

譲するか、あるいは区域を共有するこ

とによってアデイショナル・クラブの

結成を承認することができる。

ロータリー・クラブの区域限界は、

境界設定時に存在する行政上または自

然の境界ばかりでなく街路または道路

によっても定めることができる。仮ク

ラブが、既存クラブから割譲された区

域に結成されることになった場合、事

務局は、求められれば、その関係資料
を提供し、スポンサー・クラブの区域

＊この“LocaliWw場所(地域）という言葉
には、市、区、町、村、村落等の種々の

名称で呼ばれているものがすべて含まれ

ている。また、大都市の各部分、あるい

は二つ以上の小さい町村の隣接したもの

も含まれている。．､Communily”（社会、
都市町村)という言葉がクラブの区域を

示す場合に使用されるがその鋤合は

Localityと同義である。

特別代表（SpecialRepresentatives）
あらゆる機会を利用して、立派な新

クラブを結成することはガバナーの義

務であり、これに協力するのは、あら

ゆるクラブとロータリアンの義務であ

る。ガバナーは、新クラブ結成のため

に新クラブの近隣クラブから、それも

なるべくスポンサー・クラブから十分

事情を心得ている会員1名をガバナー

の「特別代表」に任命しなければなら
ない。

このガバナーの代表はもちろんロー

タリーの理想に精通していなければな

らないし、この理想を説明することが

でき、自己のロータリーへの熱情を人

に伝える力がなければならない。特別

代表は、ロータリー・クラブの組織と

機能について実際に役立つ十分な知識

をもつことも必要であるし、この仕事

をするのに必要な時間を捧げることの

できる人でなければならない。特別代

表は、クラブの結成に至るまでの細目

についてガバナーを代表して事を行う

権限を有している。時には(常にとは限
らないが)、殿終の結成会合にガバナー
に代わって出席するようガバナーから

要請されることもある。できれば、加

盟認証状はガバナーが自ら伝達すべき

である。

ガバナーは退任に際して、次期ガバ

ナーに自分の任命した特別代表のリス
トを引き渡すべきである。これらの代

表は新ガバナーが就任後30日以内にそ

の任命を更新しない限り自動的にその

任を終わるものとする。
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スポンサー・クラブ（SponsorCIubs）
特別代表の所属クラブが新クラブの

｢スポンサー」となるのが普通である。
スポンサー・クラブは次の責務を負う：

１）特別代表の立案・実行を助け

て、新クラブの結成を成功させ

ること；

２）新クラブの初期のプログラム；

３）ロータリー連動の1単位として、

発展し始めた新クラブを指導す

ること。

－つ以上の既存クラブがその区域限

界内にアデイショナル・クラブの結成

を承認した場合は、常に必ず既存クラ

ブ(複数の場合はその中の一つ)が新ク
ラブのスポンサー・クラブになるもの

とする。スポンサー・クラブは慎重に

選ばなければならない。スポンサー・

クラブに選ばれるクラブは、少なくと

も２５名の会員を有し、円滑に機能して
いる暇疵なきロータリー・クラブでな

ければならない。スポンサー・クラブ

はＲＩに負債がなく、釣り合いのとれた

ロータリー奉仕プログラムを実施して

いなければならない。ＲI加盟直後の数

カ月間、新クラブは援助を必要として

いる。従ってスポンサー・クラブは、少

なくとも１年間、新クラブを援助する

ことが要請されている。

同意しないクラブはＲＩに加盟できないと

いうことを知っていなければならない。

例会場（MeetinqPIace

坦堕年３月１日以降に加盟したクラ

プは、別のクラブの区域で、そのクラ

プの合意なしに例会を開催することは

できない。但し、当該クラブが正当な

理由なく合意を拒否したり、意見の衝

突がある場合は、ガバナーに付議され、

その決定を仰ぐものとする。（9４

クラブの名称（NameofClub）
クラブの名称は、そのクラブと区域

を示すことになっている。その名称は、

その地域の地図を見れば、容易に所在

地が分かるようなものとする。その地

域をよく知らない人でも、大体の位置

が把握できるようでなければならない。
一つの地域に二つ以上のクラブがある

場合、アデイショナル・クラブは、他の

クラブと区別できるように、地域の名

称のほかに、何か他の字句を付け加え

るものとする。クラブの名称に都市名

を使う場合、クラブの区域限界の一部
は都市の行政区域内になければならな

い。クラブの名称が適切かどうかは事

務総長が決定する。事務総長は、新ク

ラブの名称または既存クラブの名称変

更が近隣クラブの異議または不必要な

混同を招く恐れがある場合、この名称
を否認する権限を有する。このような

決定について、事務総長は会長へ報告

するものとする。（86）

仮クラブ（ProvisionalCIub）
結成集団は、毎週定期的に会合を開

くことを条件として、その結成グルー

プの第１回会合のときからＲＩの加盟ク

ラブに認められるまでは“仮ロータ

リー・クラブ，,と呼ばれる。仮クラブは

標準ロータリー・クラブ定款およびそ

れに調和した細則を採用しなければな

らない。

創立会員（CharlerMembership）
＊25名以上の創立会員名を記載した

申し分のない名簿を提出しなければな

男性のみ、 女性のみを会員資らない。

毎週の会合（WeekIyMeetings）
仮クラブは標準ロータリー・クラブ

定款の規定に従い毎週定期的に会合を
開くように定めなければならない。ク

ラブの結成または結成監督の責務を負

うＲI代表者は、毎週例会を開くことに

に沿わないし､ＲＩのためにもならない。

Ｑ」

＊特別の場合には、Ｒ【理事会は創立会貝が

２５名未満のクラブの加盟を承認すること

がある。
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仮クラブの創立会員の中に「アデイ

ショナル正会員」または「シニア・アク
チブ会員」を含めることは、少なくと

も過半数が｢正会員」で、バスト・サー
ビス会員が10パーセント以下である場
合には差し支えないものとする。（82）
創立会員は、職業重視の観点からいっ

て多種多様でなければならない。従っ
て新クラブ結成のときは、関連のある
一群の職業分類中の一つの業種だけを

充填することが望ましい。事情により

特別の場合として、このような職業分

類を二つまたはそれ以上充填すること

を考える必要があるかもしれない。し
かし、創立会且総数の10パーセントを

超えないものとする。（67）
仮クラブの創立会員の少なくとも半

分は、クラブの区域限界内に事業場か

住居がなければならない。（87）ある職
業分類に２名の候補者が推薦された場
合、他の条件がすべて対等であれば、
クラブの平均年齢を引き下げるため、

若いほうを選ぶべきである。
新クラブのＲＩへの加盟を承認するに
当たり、ＲI理事会は、現存のクラブに

見られる違反逸脱行為や誤解のために

生じた特別な妥協の前例を顧慮するこ

となく、クラブ内の会員資格に関する

規定を厳守する義務があり、また厳守
する所存である。もしガバナーやその

特別代表が同じように会員資格に関す
る規定を厳守しない場合には、創立会
貝の何名かが会員資格の規定に従わな
いで選ばれているという理由で、クラ

ブの加盟が拒否されたり、延引された

りするような困った事態が生ずるであ
ろう。

クラブの加盟申請書の一部としてＲＩ

理事会に提出された会且名簿は、クラ
ブの創立会員全員の名簿とみなされる。
申請に関するＲI理事会の決定が行われ

るまでは、この名簿に載っている以外
に新たに会員を入会きせることはでき

ない。（27,83）

入会金および会費（FeesandDues）
米国およびカナダにあるクラブで、

少なくとも米貨２５ドルの入会金、米貨

４０ドルの年会費を徴収しないクラブに

はＲＩ理事会はその加盟を認めない。そ
の他の国々では、ガバナーが、米国お
よびカナダの新クラブに対してRI理事

会が決定した金額に等しい購買力のあ

る金額によって新クラブの入会金およ

び年会費を定めるものとする。

加盟金（Cha付erFee）
ＲＩに加盟するためには､仮クラブは、

RI理事会の随時定める加盟金を申請書
に添えて提出するものとする。加盟金

は現在創立会員１人に付き米貨１５ドル

である。（2010.；８８）

クラブの加盟認証状（ClubCharter）
クラブがRIに加盟を認められたとき

には、会長、事務総長およびガバナー

の署名のある加盟認証状が世界本部か
らそのクラブへ発行される。この加盟

認証状は大切に保存しなければならな

い。なるべく額に入れてクラブ事務所

か例会場あるいは幹事の事業所の目に

つきやすい場所に掲げておくのがよい。
RI理事会によって加盟を許された日か
らクラブはＲＩにおける公式の櫛成単位

クラブとなるのであって、これは認証

状が伝達された日とは関係がない。

新クラブのプログラム

(ProgramsIorNewCIubs） 
ガバナーまたはクラブ結成者は、新

クラブの最初の８週ＩＨＩないし１０週間ま

での例会プログラムを提供する責務が
ある。これは、誕生まもないクラブの

世話をするスポンサー・クラブの義務
を免除するものではない。このような

例は、ロータリーがまだしっかりと根
を下ろしていない国のクラブに特に当

てはまる。
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アディショナル・クラブ

(AdditionalCIubs〉
ロータリー世界の人口変動の結果、

大都市中心部に著しく人口が集中する

こととなった。そのような地にアデイ

シヨナル・クラブを結成することが賢

明であることは、そのようにして結成

されたアデイショナル・クラブの活力

と成功によって、また、区域を割譲し

たクラブのさまざまな面に、ひいては、

ロータリー全体の発展に、数々のプラ

ス面をもたらしたことによって、実証

されている。

既存クラブがその区域の割譲あるい

は共有によって、アデイショナル・ク

ラブを設立することはロータリーの発

展に股も貢献することである。ガバ

ナーは、ロータリーの職業分類制度の

下に少なくとも25名の会貝をもつ強力

かつ活動的なクラブとして永続しうる

場合は、必ず、大都市にアデイショナ

ル・クラブを結成することを奨励すべ

きである。

同一区域限界を有するクラブが三つ

以上ある場合は、クラブの過半数がア

デイシヨナル・クラブの結成を承認す

ることが必要である（クラブが二つの
みの場合は、ＲI細則の特別規定を適用

する)。区域の割譲または共有の提案が
関係クラブによって否決された場合、

ガバナーまたはＲＩ理事会は、関係クラ

ブに再審議を求めることができる。そ

の場合、否決を再確認するためには、

当該クラブの会合に出席し投票した人

の３分の２の投票が必要ときれる。

(2.020.4.） 

ガバナーの判断で､アデイショナル・

クラブ結成のための必要かつ十分な理

由があるなら、ＲI理事会は、関係クラ

ブの承認を得ることなく、区域の割譲

または共有を承認できる。ガバナーは、

RI理事会への勧告に当たって該当する

拡大調査報告書を提出することになっ

ている（2.020.5.)。

不明確または必要以上に広範な区域

を有するクラブは、その区域の一部を

割譲するか、または区域を同じくする

アデイショナル・クラブの結成を承認

して、ロータリーの会員の特典をその

地域社会のさらに多くの人々に与える

ようにすべきである。会貝２４名以下の

ロータリー・クラブの所在地にアディ

ショナル・ロータリー・クラブを結成

することは原則として好ましくない。

都市の行政区域内で、その市の主要

な商業または取引の中心から離れたと

ころに二つ以上の「商業上の中心」が
あり、そのいずれもが強力かつ活動的

なロータリー・クラブに必要な多種多

様の会員をもちえない場合は、これら
の中心を２カ所以上含む区域を割譲し、

一つのクラブを結成することができる。

これらの中心が結合されると、ＲI細則

第２条第2.020.節に使われている“区

域'，を形成することとなる。クラブの

区域を一部共有するという規定はR1組

織規定にない。 (59,“、６６）

他の奉仕クラブのある地域（Localities
withOtherServiceClubs） 
ある地域にロータリー・クラブを結

成しようとする試みがうまくいかない

場合の主要な原因として、既にその土

地に奉仕クラブがあるという事実が挙

げられる例がある。しかし地域に既に

奉仕クラブが存在するということは、

その地域がロータリー・クラブを保持

できないということを決定する要因と

はならない。（45）

Ｒ|への加盟

(AdmissiontoMembershipinRI） 
申請書類が完備するよう注意を払う

ことは、ガバナー（ガバナーが結成グ
ループの会合に欠席した場合は特別代

表)の責務である。ＲI理事会は、国際大
会…つまり、全ロータリー・クラブ…

に対して、加盟承認されるクラブが基

本的加盟資格を備えているようにする

責任がある。従って、ＲI理事会は、こ

の資格の厳守を力説しなければならな
い。
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クラブが加盟を承認されると直ちに
事務局からガバナーにその通知が送ら

れ、さらにガバナーがクラブに対しＲＩ

加盟が認められた旨を通知することに

なっている。クラブに対して発行され

る加盟認証状は、ＲI理事会がIRIの公式

用語として認めている英語で書かれる

ことになっている｡(53）加盟認証状は
ガバナーに送付され、ガバナーが署名

する。ガバナーもしくはその特別代表
が加盟祝賀の特別会合において加盟認
証状をクラブに伝達する。グレート・
プリテンおよびアイルランドのクラブ

に対する加盟認証状は、RIBIに送付さ
れ、その会長および幹事が署名したう

え、各クラブに伝達されることになっ

ている。Ｒ】加盟が認められたときにク

ラブに加盟認証番号（ChaT1erNumbcr）
を与える方式は、1951年７月１日をもっ

て取り止められた。（ｓｏ）
新クラブがガバナーの居住地から遠

距離の地にある場合には、加蝦認証状

伝達式をその公式訪問と同じ時に行う
とか、また特別代表もしくは他のスポ

ンサー・クラブの会員がガバナーの代
理を務めることによって、ＲＩの資金を

節約するよう留意しなければならない。

(35） 

われるのであるが、その目的は、ガバ

ナーが、ＲＩの組織規定と所定の方針に
従って、地区内においてガバナーの任

務と責務を遂行するに当たって、妥当
かつ必要な費用を支払うことである。

旅饗は、地区内のクラブ数、旅行距

離、運賃に基づいて見積もられる。ＲＩ
は、地区内の旅行に対してガバナー個

人にかかった費用だけを支弁する。但

し、ガバナー・ノミニーとして国際協

議会に出席した費用は例外とする。

(46,71）ガバナーは、ＲI理事会の承認
を事前に受けることなしに自己の予算
額を超えて支出することはできない。

(41） 

ＲＩは、ガバナーの予算額と別個に、
新クラブ設立と加鱒認証状伝達のため

の費用もガバナーに支払う。この金額

は、新ロータリー・クラブが支払う加

盟金の５０パーセントを上限とする。
(８２）新クラブ設立と加盟認証状伝達に
関して、加盟金の半額以上の支出を招

く前に、ガバナーは、ＲI事務局と協議
し、資金が得られるかどうか確認しな
ければならない。（65）

地区内のＲＩ公式活動のほかに、ガバ

ナーの参加出席を必要とする、または、
望まれる特別なクラブ・地区活動や行
事があることをR】理事会は認識してい

る。しかし、ＲＩの永年の方針によると、

こういった追加活動に伴う費用は、ガ

バナーにかかる費用も含め、当のガバ

ナー自身またはクラブ・地区側の負う
責務とされてきた。

IRIは前記出費を、この割当の範囲内
においてのみ各ガバナーに支弁する。
グレート・プリテンおよびアイルラン

ドにおいては、ガバナーの任務遂行上

生じた費用は、グレート・プリテンお

よびアイルランド内RI加盟クラブがＲＩ

に納入した人頭分担金からRIBIに割り

当てられてRIBIが保有している資金か
ら、地域単位RIBIによって支払われる。

新クラブへの激励

(EncouragementtoNewCIubs） 
新クラブのＲＩ加盟については地区内

の近隣のクラブおよびRIの元役貝にこ

の旨を通知するとともに、元役員およ
び近隣クラブ会員の訪問は新クラブへ

の激励になると伝えるべきである｡(35）

財務（FlNANCES）

ガバナーの経費（ExpensesofGovBmoO

RIから支払われる基本経費

ガバナーは、任期の初めに、予算表
を受け取る。予算表に計上されている

金額は、ＲＩの方針を遂行するために使
地区資金から支払われる追加経費

ガバナーとガバナー・ノミニーは、
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地区から地区の活動を要請されるが、

このような責務や任務を遂行する際、
地区は、ＲＩの負担する費用とは別に、

財政的支援をするよう要請されている。

(86） 

クラブ創立記念日、家族会、役員交

替などは、ＲＩが費用を支払う公式行事

の範騨には入らない、という点をクラ

ブが銘記しておくことが重要である。

このような訪問にかかわる費用は、招

待側のクラブが負担するように、ガバ
ナーまたはガバナー・ノミニーから、

関係クラブに示唆しても差し支えない。

(41） 

地区資金負担金の額は、地区協議会

に出席した次期会長の4分の3の承認を
得て初めて決められるものとする。会

長エレクトが標準ロータリー・クラブ

款の第８条第４節に従って次期ガバ

ナーによって地区協議会出席を免除さ

れている場合は、会長エレクトの指定

した代理が、会長エレクトに代わって

投票する権利を有するものとする。

(15060.2.） 

ガバナーが任命した地区財務委員会

委員1名が､会計を務め、地区資金の収
支を正確に記録するものとする。地区

の名義で地区資金の銀行口座を開き、
符理は、財務委員１名と協力してガバ

ナーが行うものとする。この委員は、

できれば会計であることが望ましい。

ガバナーは、ガバナーとしての年度終

了後３カ月以内に地区内全クラブに対

し、地区財務委員会の報告とともに、

地区財務の年次監査報告を行わなけれ

ばならない。この年次監査報告と地区

財務委員会の報告は、次の地区大会に
提出され、正式に採択されなければな

らない。（15.060.4.）

地区は、地区大会における過半数の

投票または郵便投票によって地区資金

の他の運営方法を決定してもよい。但

し、「地区資金の設立」で定めている条
件を満たしていなければならない。地

区の決定がなければ、地区資金の迦営

方法は、前述に定められている通りと

する。

資金を合同地区青少年交換などの特
定の目的のために集めた地区では、経

費予算を作成し、ガバナーと財務委員

会に提出し、その承認を得るものとす

る。そして、この資金も地区資金委貝
会から地区協議会または地区大会へ提

出される会計報告に含まれるものとす

る。このような資金は別の銀行口座を

設け、合同青少年交換委員長もしくは

関係委員会委員長を署名者の1人とす

ることが望ましい。

地区資金負担金が、前述の推奨方式

と同種の方式で設けられ、決められた

地区資金の設立

(EstablishmentofaDistrictFund） 
ＲI細則第15条第15.060.1項は、ロー

タリーの管理・開発のため池区資金を

設ける手段について規定している。必

ず次のようにしなければならない。

】）地区資金負担金について予算を
提出し、地区協議会で承認を得

ること。

２）資金は一個人で管理しないこ
と。

３）収支の監査報告を次の地区大会
か地区協議会に、また、要望が

あれば、クラブにも提出するこ

と。

地区資金の管理

(OperationofaDistrictFund） 
地区財務委員会が設けられ、地区運

営に必要な費用を検討、調査するもの

とする。ガバナーは、1年任期の委員を

1名、２年任期の委員を１名、３年任期の

委員を１名任命する。翌年からは毎年、
在任中のガバナーが､３年を任期として

1名のロータリアンを任命し､空席を補

充することとする。何委員会は、ガバ

ナーと協力して地区経費の予算を作成

し、予算案を地区協議会の最低４週間

前にクラブに提出し、地区協議会の次
期クラブ会長の会議で承認を受けなけ

ればならない。

￣ 
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なら、この負担金の支払は、地区内全

クラブの義務である。この負担金未払
が６カ月以上に及ぶという証明普類を

ガバナーから受理したＲI理事会は、直
ちに、未納中のクラブへのＲI事務局の
サービスを停止するものとする。但し、

地区資金は、ここに規定する通り皿徹
されていなければならない。（15.060.3.)。
承認されている地区資金負担金の支払
を怠るクラブの加盟は、ＲI理事会にお
いてこれを終結させることができる。
(3030.1）地区資金を設けることは義務
づけられていないが、ロータリーは民
主的な閉体なので、前述の手続で地区
内の全クラブが必ず従うと思われる。
(82） 

の会合として開くこと、また、各会合

に必要な時間を削減することなく、各
会合の本質的特色を十分に正んじて、
開くように考慮すべきである。（68）

クラブ会長エレクト研修セミナー

(CIubPresidents-electTraining 
Seminars） 
クラブ会長エレクト研修セミナー

(PEIS）は、知識を与えるプログラムで

あり、ガバナー・ノミニーがＲＩに費用
をかけずにガバナーに協力・捌整して
立案･組織･実施するものである。その
目的は：

Ｉ）次期会長が発表したテーマおよ

びIRIと財団のプログラムの実施

について討議する；

２）次年度のクラブおよび地区のプ

ログラムと活動を立案する；

３）クラブ会長に自己の指導的役割

を開発･遂行する意欲を与える；
４）クラブ会長に地区の運営と活動
について情報を提供する；

ＰETSのプログラムでは次の論題を取
り上げなければならない：

Ｉ）右能な指導者を選ぶ基準を含

め、総合的なクラブ組織や指導
１，１(の櫛成、チームづくり

ｚ）クラブ・レベルでの目標設定と
汁画の立て方

３）ガバナー／クラブとの関係の確
立、強化

４）クラブ会長がクラブ指導者に地

区協議会への出席を推進するこ

となど、地区協議会の地備
５）ボランティアの管理能力、予算

の作成方法、スピーチの仕方、
会縦の運営方法

６）時間の管理、クラブ会長として
どのくらいの時間を捧げること
が期待されているか

７）クラブの管理に対する全般的オ
リエンテーション

計画作成に当たってはガバナー・ノ

ミニーの裁避で、次期地区幹耶を加え

ても差し支えない。（ｇｏ）

地区とガバナーのかける保険

(InsuranceforDist｢ictsandGovernors） 
ＲＩ理璽会は、地区に対して、地区プ

ロジェクトと活動から発生しうる事故
や損害に対する賠償責任から保護され
る手はずを整えるべきかどうかについ

て法微顧問または選任保険の顧問から
助言を受けるよう婆講している。（95）
ガバナーは、一般損害､所持品損害、旅

行および自動車による事故または損害、
人的負傷または死亡に備えて十分な額
の責任保険に加入することが望ましい。
(59） 

会合（MEETlNGS）

地区の諸会合の日程

(ScheduIingofDistrictMeetings） 
地区大会および地区協釧会は、それ

ぞれ特定の目的をもっているのである
から、それぞれの会合は別個に開かれ

るものとする。しかしやむを得ぬ事愉
により、もし地区大会がロータリー年
度の鹸後の３カ月中に開かれる場合は、
地区協議会と地区大会とを継続した会
合として開くように考慮しても差し支
えない。但し、このように会合を継続
して開く場合は、地区大会を第２番目
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ない。（54）計画作成に当たっては、ガ
バナー・ノミニーの裁趾で、次期地区

幹事を加えても差し支えない｡(90）地
区協議会のプログラムから娯楽および
レクリエーションをすべて除外しなけ

ればならない。（52）
次lUl会長は、地区協議会に必ず出席
しなければならない。次期ガバナーか

ら出席を免除された場合､次期会長は、
正式の代理を派過し、その代理の報告
を受けるものとする。（標準定款第8条

第４筋）また､次期幹ulIはその所属クラ
ブに対し地区協議会に出席することを

約束しなければならない。次期会長お

よび幹Ｊ１Iの地区協縦会出席に要する費
用は、クラブまたは地区が支払うよう

勧告されている。（63）
ガバナーは、次期クラブ会長および

幹馴が地区協議会に出席することの並
要性を特に強調しなければならない。
また、クラブ役員がロータリーのプロ
グラムに側する知識を得て、やる気を
起こし、さらに、クラブ協議会を通じ
て、個々のロータリアンに至るまで、
ロータリーのプログラムを浸透きせる

ことに特に努力を払わなければならな

い。（48）

次期クラブ会長並びに幹事は、地区

協織会llHllliに先立って、所属クラブの
会員珈強の形態を調べておき、健全な
発展を約束する計画について討搬でき
るようにしておいてほしい。（73）

ガバナー・ノミニーは、ガバナーの

協力を得て、できれば国際協議会後’
力月以内に、ＰＥＩｓを計画・実施するも
のとする。（'5.030.）実行可能であれ
ば､ＰETSは、多地区規模で実施して差
し支えない。

ＰETSと地反協議会は、時期を述えて
開他しなければならない。但し、距離、
天候、経費の点で、別個に会合をＭ１く
ことが実際的でない地区を除く。この

場合、同一の場所で迎続して開Ｍ１する

ことができる（15.030.）

地区協鵬会(DistrictAssembIy）
地区協織会は、次期会長、幹EIIおよ

びRI理馴会が指名したその他の次101ク
ラブ指導者に各自の斑務と奉仕の機会
についての理解を深めさせるため、

ロータリーについて指熱し、ロータ

リー悩報を提供し、jlIl区の活動をWM雛
することを目的として毎年開催される。
(15.020.）ガバナーは３月１日から７月
１日まで､できれば国際協議会後に、地

区協縦会を開催しなければならない。
但し、地区協議会参加者が国際大会に
出席できないような時期は避けなけれ
ばならない。（15.020.）
ガバナー・ノミニーは、ガバナーと

協力して、地区協議会を計画・実施す
ることとなる。（15.020.）

地区協議会のプログラムでは次の證
題を取り上げなければならない：
１）それぞれのクラブ役員の管理漉
務

２）クラブの人材や資力の効果的活
用

３）奉仕の機会と資務
４）プログラム実施の実際的措倣
５）地区という広い範囲内でのクラ
ブ・レベルの奉仕

６）クラブ指導者を鼓舞すること
７）年度の目標の股定
８）ＲＩの年次テーマ
，）年度計画

地区内で股適格の人が地区協識会の

識減に力を貸すようにしなければなら

広大な地区で旅行力f鍵し<、一つの

会を１Ｍ〈よう推奨されている。（4２

地区大会（DistrictConference）
ロータリアンの地区大会は、各地区

で、毎年、ガバナーと地区内過半数の
クラブ会長が同意した時期と地区内の
場所において閲１Mtされる。但し地区大
会のI1IlIMi時期は、地区協議会、国際協

議会、規定審議会一国際大会に選ばれ
た時llHとⅢならないようにしなければ

ならない。（15.040.1.）
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地区大会の目的は、交歓と、感銘深
い講演と、地区内クラブおよびRI全般
に関する問題の討議によって、ロータ
リーのプログラムを推進することであ
る。大会は、理事会から提出された特
別な問題あるいは地区内で生じた問題
について群縦する。

地区大会は、時として、大会での討
議の結果起草された立法案を規定審譲
会に提出して審縦を求めることもある。
地区大会は、審繊会が開かれる年度の
直前の年度には、規定審識会に送る代
表議員を１名選出する。（8050.）
地区は、地区大会をBMIiする期日の

少なくとも１年前、なるべく前地区大
会において、次の大会の期日と場所を
選ぶよう奨励されている。ガバナー・

ノミニーが地区によって選出きれ、事
務総長にこれが証明されたならば、そ

のガバナー・ノミニーがガバナーを務
める年度のその地区の大会はあらかじ

め計画することができ、その開催地は、
そのガバナー・ノミニーと地区内クラ
ブのその時点における会長の過半数と
の合意によって決定することができる。
ある極の地区大会委員会は、できるだ
け早期にガバナー・ノミニーによって

設瞳されるよう示唆きれている。しか
しながら、緒川･画の最終的決定は国際
協議会の終了後まで保翻すべきである。
(56） 

ガバナーが地区大会を必ず成功きせ

るために必要な時間を十分に取ること

ができるように､地区大会１１ＭM期日を、
ロータリー年度内のガバナーのクラブ
公式訪問完了後に予定することを勧奨
する。（69）

地区の境界外での地区大会の開催
型区大会は地区内の全ロータリアン

のためにlllIlliきれるものであり、でき

るだけ多くのローダｕアンが出席すべ

境界内、または､必要であれば､地区内
クラブとＲＩ理事会の溌誕を得て、隣接

{よ陸上交通で５１時間以ltlである。船上
でilh区大会をlmlliすることはできない
(80） 

優れた地区大会の１２原則
ＲＩ理耶会は、地区大会を成功させる
ため、ガバナーが次のことを行うもの
と確信している：

１）地区大会の立案、組織、述営に
十分参加すること。

２）定刻に1W]始終了する総合的かつ
バランスのとれたプログラム

で、ロータリーに関係のあるこ

とや、地元の関心の高い問題に
ついて斬新で意欲をかきたてる

ような離演を含むプログラムを

開発すること。ロータリーの奇
少年プログラムやロータリー財
団プログラムの参加者を活用す

ることなどもその一例である。
３）会腿代理は、地区大会中、会長
と同じ立場にあり、配偶者を含
め股多数の出席者を見込める大
会会識で20-25分Ⅱ主要な誠液
をする機会を用意しなければな

らないと認識すること。またＩＭＩ
会と閉会会議において、会長代
理がロータリーの現況報告と閉

会の辞を述べる機会も必ず用意
しなければならない。会長代理
のロータリー経験を発揮できる

ような肘議会その他の会合に会
長代理の参加をお願いしてもよ

い。しかしながら、会長代理の

挨拶を大会プログラムに組み入
れる前に、ガバナーはプログラ

ム参加にllUし会長代理の意向を

連合地区大会の開催

ＲI細則の規定によると、ＲI理事会は
二つ以上の地区の連合地区大会の開IMi
を認めることができる。（15.040.1Ｊ二
つ以上の地区の迎合大会の１１ＭMは奨励
されている。(63)2年続けて迎合地区大

会をIHIくことは望ましくない。（61）
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６１，，１） 

前述の規定に合致しない地区大会を
開いた地区では、地区大会の立案・推
進・主宰にかかるガバナーの総費はＲＩ
から支払われない。（82）

大会の111席率を高め、職大の効果を
上げるため、ガバナーは次のことを行

うよう婆ｉＷされている。

１）新クラブすべての会貝がことご
とく大会に出席するよう特に努

力する；

２）地区のほぼ中心に位１mする都市
で大会を開催するよう努力す

る；

３）クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉

仕、国際奉仕の各協識会を開く
よう準備する；

４）大会プログラムの立案に当たっ
ては、不必要な娯楽番組や競技

類をやめ、主題を厳格にロータ

リーの)Ⅱ務に限るようにする

（４２，４７，４８） 

ガバナーは、地区大会会期に展示場

を準備して、地区内全クラブに少なく
とも一つのクラブ・プロジェクトを展

示するよう饗iii$し、優れたプロジェク

トを表彰するようにしてほしい。この
ような展示には、地区規模のプロジェ
クトも含めなければならない。

可能な場合、地区内に居住するＲＩの

元役員であるロータリアン夫斐のため
に、何か社交的な染い、要会、提食会、
あるいはレセプションのようなものを
開くのがよいと思われる。このような
染いは親睦と社交のためのみに限るべ

きであって、ガバナーあるいは他のIRI

元役貝が地区大会の仕耶や方簸を組織
したI)支配したI)してはならない｡(41）
ロータリーの効釆的なパプリシ

テイーの方法として、ガバナーは、地

区大会のプログラムの中に知名の士を

１名ないし２名加えて、それらの人々の

メッセージまたは出席によって大会を

ニュース性のある行事とすること、そ
してその人達のメッセージをロータ

リーのiilmliljやロータリーの綱領に関係

聴くべきである。（48）会長代
理夫妻には、会長にふさわしい

歓待と丁正さで接しなければな
らない。

４）会期は溌小限２日、最大限３Ｈの
大会を立案し、明確にロータ
リーを内容とする本会縦とグ

ループ討論に少なくとも９時lIIl
を充てる計画を立てること。例
えば、ロータリアンでない識iii
者がプログラムに登場する場合
には、識iiiの主題をロータリー

の綱領に直接llU迎きせるよう努
めなければならない。

５）効果的に勧誘し、他の行耶とＨ
時が重ならないようにし、掛川
は妥当な額にして、地区内ので
きるだけ多くのロータリアンが

参加できるよう目指すこと。
６）大会プログラム・行耶の中に地
区内全クラブの代表者を参力Ⅱき
せることによって、全日無参加

のクラブが一つも出ないよう注

意すること。

７）配偶者やその他のためのｲﾃﾘﾄﾞの
時1Ⅲと本会縦の時1111を調雅し
て、あらゆる鑑録者が本会縦に

出席できるように配慮するこ

と。

８）グループ討論にできるだけ多く
の人の参加を求めること。

，）新ロータリアン、初めてⅢ席す
る人、クラブ会長、次期クラブ
会長と見分けられるように何ら
かの方法をあらかじめ講じるこ

と。

10）事前登録を奨励しながら、次lUI
地区大会を推進する会議をllI1I11Ｉ
すること。

11）地区大会前、会期中、大会後も
入念に計画した広報活動をし
て、報道機lIUを含め、地元地域

社会の参加を奨励すること。

1ｺ）地区中の多くのロータリアンに
できるだけ柾務を削り振るこ

と。(４２，４６，４７，４８，４９，５８，６３、
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づけることに尽力しなければならない。

(72） 

いては、会長からガバナーに迷絡する

のが普通である。ガバナーはこの意見

を注意深く守るものと期待されている。
いかなる事情があっても、地区大会に
おいて会長代理に対し金銭を賄っては

ならない。（46）

ガバナーはすべての公式会合を計画、

推進、主宰するものと認識し、地区大

会の会跿代理には会長と同じ席次が与
えられるよう特に注意を払うべきであ

る。（第３章の「国際ロータリーの席次」
を参照のこと）

地区大会が会長代理の自国以外の国

で開かれる場合には、可能な限り、大

会の直前または直後に|可地区内の数ク

ラブを訪問できるよう計画すべきであ

る。但し、会長代理がその地区のロー

タリアンの使用する言語を知っている

ことが必要であり、また、訪|H1するク

ラブはガバナーが選択すべきである。

(48） 

立法毒

地区大会は、ＲI細則によると、地区内

の重要な事柄について勧告を採択する

ことができる。但し、このような勧告
は、Ｍ定款および細則と一致し、ロー

タリーの精神と本質に沿うものでなけ

ればならない。従って、地区大会で採

択きれた決議は、ＲＩの所定の方針に調

和したものでなければならない。（58）
各ガバナーは、立法年度には、地区

集会を開く手配をしなければならない。
地区内クラブの代表者は、次の目的の
ために地区集会に招かれる。

ｌ）規定審議会で審議する立法案の
理解を深める

２）規定審議会に地区から派遣きれ

る代表識瓜に立法案の各項に１１Ｕ

するクラブの総意を遡識させる

このような梨会を地区大会のプログ

ラムの一端として予定すべきである。

規定審議会のクラブ代表縦貝と立法
案の採否が投票に付せられる場合の1通ｌ
際大会へのクラブ代議貝は、自らの判
断に従って、討識に加わり投票するの

がRIにとって殿もためになる。代表識

貝は、立法案に対する地区またはクラ

ブの総意ばかりでなく、審識会や国際

大会の場での討識を考哩に入れる。
従って、審議会のクラブ代表議員と、
立法案の採否が投票に付せられる場合
の国際大会のクラブ代議貝に、案件の

賛否投票を指示して、その決定を制約

すべきでない。（69,72）

多地区合同会識

二つないし三つ以上の地区がロータ

リーのプログラムを推進するために、
地区協織会のほかに多地区合|可会議を

共同提IIBすることができる。（65）

雑則

(MlSCELLANEOUS） 

ロータリーの後援者

(PatmnsofRota｢y） 
ロータリーを支持する人々に謝意を

表するために適切な称号を授与するこ

とを希認する地区においては、そのよ
うな称号の授与は、政府の鹸商指導者、

王室の人々、またはその地区のロータ

リアンによって適切とみなきれるよう

な上記の人々の代理に当たる人のみに

限ることとする。（78〕

会長代理

地区大会には会長代理が柾命きれて

出席する。会長代理と配偶者の旅費は
RIが支弁する。会便代理夫変の地区大
会出席期間中は、夫妻のホテルおよび

他の大会関係の費用は地区大会が負担

するものと期待している。会長代理を
どのように歓待してほしいか、また、

プログラム参加回数、時ＩＩＬ種類につ

地区鯛演者斡旋

(DistrictSpeakersServices） 
地区内に講演者斡旋所のあるガバ
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会が直接監督すること。

3）ロータリーの地域雑誌綱染者に
は、ロータリーの方針の基本的

枠内において、完全な縞築の自

由が認められてはいるが、出版

斑任者であるガバナー('名また
は数名）もしくはその任命した
雑麓評議会または委員会によ

る、縞染並びに経営の面におけ

る適切な監撮を受け入れるこ

と。

4）その雑誌の網築内容はIRIの方針

に合致していなければならない

こと。そして、少なくともその

５０パーセントはロータリーある

いはロータリーと関連のある事

柄に関する記馴でなければなら

ない。

5）地元あるいは地域的性格の
ニュースに力Ⅱえて、ＲＩにｌｌｌｌする

１W報を褐戦し、かつ会長または

ＲＩ理事会から要調される話題や

特別教示鞭頑の発表を考掴に入
れること。

6）その雑誌は’年lIUに４回以上発
行きれなければならない。

7）その雑誌は、ロータリーの品位

と特質にふさわしく、全体的に

格調の高い内容と魅力的な外観

を保たなければならない。

8）その雑誌は、その目的と経済的

自立発展を維持できるよう、対

象とする地域のロータリアンの
ほぼ過半数に連する発行部数が
磁保きれなければならない。

9）その雑誌は、ＲＩに財政的負担を

かけずに、経営しうるだけの資
金をもっていなければならな

い。

ナーは、識演者リスト中に、ロータ

リー以外のグループにロータリーの話

を効果的に話せる人の氏名を加えてお
くことを理駆会は勧めるものである。

(72） 

地区あるいは地域の出版物

(DistrictorRegionaIPubIications） 
ロータリー地区または地域の出版物

は、米国以外の地区においてのみ必要

あるいは望ましいものである。全地区
を通じて、ロータリーの名称を付した

いかなる出版物も、必ずRIの管理下に

あるのであり、かつ、その地区におけ

るＲI代表であるガバナーの直接の監枅
を受けなければならない。ガバナーが
ロータリー地区または地域出版物を出

版することができず、しかも地区内の

クラブが地区出版物を望んでいる粉合

には、ガバナーの直接監督の下に刊行

することのできるロータリアン個人に、

RIから、出版許可を与えるものとする。
既に公遡されているもの以外に、この

ような出版物を出す場合には、それに

対してMF可を与えるiiiに、地区内の全

クラブで投票を行い、ロータリー地区

または地域出版物をもつことを過半数

の会員が望んでいるかどうか、どのよ

うな雑鱗が望まれているか、そして財

政をどうするか零を綱在すべきである。

(23,72） 

ロータリーの地域雑誌の定義
ロータリーの地域雑臆は、ロータ

リーのあらゆる面にわたってロータ

リーの綱領を推進するためのものであ

る。次の基準に合致するロータリー出
版物をロータリーの地域雑誌と翅める

ことができる：

１）その雑誌は２地区もしくは２国
以上の地域を対象に発行きれる
ものであること。

２）その雑誌の出版については、全
面的に、関係ガバナーかあるい

はガバナー（1名または数名)の
任命した雑誌評縦会または委貝

地区ロータリー出版物に対する指針

地区ロータリー出版物は、ロータ

リーのあらゆる面にわたってロータ

リーの綱領を推進するためにある。地

区ロータリー出版物は下記の基地に合
致するものとする：
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1） その出版物は特定の１地区を対

象に発行されるものであるこ
と。

その出版物は、あらゆる面にお

いて、当談地区のガバナーの直
接監糖下になければならないこ
と。

当該ガバナーは、綱染者に任命
されたロータリアンとともに、

地区出版物の續染内容に対して

共同責任を負うものとし、かつ
その内容はRIの方針に合致すべ

きこと。

局地的あるいは当該j1h反全体に

関するニュースに加えて、ＲＩに

側する悩報および会僅から要iiW
される悩報および特別教示耶項

を掲載すること。（77）

である元ガバナーから成る審議
会を特に股慨すること。このよ
うな審織会は、ロータリーのプ

ログラムに、またガバナーの補

佐に著しい貢献ができるものと

遡識されている。但し、元RI役
興から成る正式な組織は、ガバ

ナーの指示、監督の下にあり、
この組織により、ガバナーの権

限も責務も少しも損なわれては

ならない。（,2-278）
４）元ガバナーから成る諮llIl審議会
の会合の銀長を務めること。こ

のような会合はガバナーの裁量

でＭ１催されるものとする。しか
し、少なくとも２回招染される
ものとする：

（a)１月中に、地区内の諸問題を
話し合うための会合

（b）国際協織会後１カ月以内に、
ＲＩの現況、特に地区に関係
のあることについて、次期

ガバナーの報告をⅢき、同

時に地区に関する|W報を次
期ガバナーに伝えるための

会合。（,2-278）
５）拡大努力、次期ガバナーの指
灘、国際大会推進を援助するこ
と。

６）地区協議会と地区大会で何らか
の役割を来たすこと。

７）行少年交換、世界社会奉仕、他
の国際交流・国際協力分野など

地区外の交流活動に力を貸すこ

と。（76）
クラブ内に元RI役員がいるかもしれ

ない。元ＲＩ役員は、ロータリーの仕事

に経験も能力もあるので、困難と思わ

れるクラブ諸問題の解決に協力できる。
(41） 

2） 

3） 

4） 

元ガバナー（PastGovemors）
ガバナーは地区内におけるＲＩの公式

代表者である。ガバナーの任務または

管理上の権限の一部を元ガバナーもし

くは他の人に委任することは賢明でな

い。（39）しかし、地区の元ガバナーの
経験とその奉仕をできる限り利用すべ
きである。（36）
ガバナーは、元ＲＩ役員に次のことを

含む援助と協力を求めるよう奨励され
ている。

１）成し遂げ難い職務に直面したと

き､ガバナーの努力を補うこと。
２）プログラムの資料を必要として

いる地区内の弱体クラブを諭ＩＭＩ
して弱体クラブを強化し、財務

について助言し、委風会組織お
’よびクラブの適正な戦務遂行を

援助するなど補佐役を務めるこ

と。ガバナーが、クラブに元ガ

バナーを招待したらどうかと
言ってもよいし、元ガバナーの

来訪を歓迎するかどうか尋ねて

も差し支えない。（４１，６２）
３）ロータリーのプログラムの特定

の面に1111し縮問委鳳会を股慨す

ること。地区内クラブの現会風

クラブの意義ある業綱の表彰

(RecognitionforCIubSignificant 
Achievement） 
ガバナーは、地区内のロータリー・

クラブの意義ある業績を、それにふさ
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わしい証明轡によって表彰するプログ
ラムを股けることができる。

ガバナーが意義ある業紙質の受賞ク
ラブを選定する場合の参考基準を次に
挙げる：

１）プロジェクトは、その土地にお
いて、あるいはその土地のみに

限らず、誰の目からも重要とみ

られている問題またはニーズを

対象とするものでなければなら

ない。

２）プロジェクトは、」'1なる金鮫的

な奉仕でなく、クラブ会貝の大

半または全員が直接参加するよ

うなものでなければならない。

３）プロジェクトは、他のロータ

リー・クラブもこれに習って行

うことができるようなものでな

ければならない。

４）プロジェクトは当骸年度に始め

られたものであることを要しな

いが、そのプロジェクトが、現

に実施中のものであること、も

しくは、その表彰の行われる年
度に終えられたものであること

を立証するものを提出しなけれ

ばならない。

５）いかなるクラブも、同一プロ

ジェクトにつき、Ⅲねて業紙の

題証を受けることはできない。
次に、地区で選定を行う場合に適切

な手続方法を掲げる：

I）８月１日までに、ガバナーは､地
区選考委瓜を選任し、この選考

委興会においてすべての表彰の
申繭を受理すべきことを告示す

る．ガバナーは、この委凰会の、

職権上の委員となるものとす

る。

2）ガバナーは、その月信で、選定
基地とともに、この委側会に関
する発表を行い、申鋼樵の委員
会必藩蝋終期日を公示するもの
とする。

3）地区選考委員会は、１２月１日ま
でに会議を開き、５クラブまで

を限度として受賞候補クラブを
選び、これをガバナーに送達す

る。

4）ガバナーは、前記５クラブの中
から選定する。選定するクラブ
は１クラブのみとし、特別な事

情がある場合に限り、３クラブ

までの選定を考えるようにす
る。

5）ガバナーは、ＲI事務局に対して
自分の行った選定を証明する手
続をとり、馴務局は、これに対

する正式の認証状を作成してガ

バナーに送付する。

6）ガバナーが受賞クラブに遡証状

をMIIる鳩合には、これを広く一

般の人々に知らせる適切な方法
をとるようにしてもらいたい。

もしできれば、このＩＭＩ呈式を地

区大会の行駆に加えるべきであ

る。（73）
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第３章国際ロータリー（Rotalylnternational）

生活に常に奉仕の理想を適用する

こと；

第４奉仕の理想に結ばれた､事

業と卯門職務に携わる人の世界的

親交によって、国際間の理解と親

善と平和を推進すること。(RI定款
第４条）

概要

ロータリーの定義

(ADefinitionofRoIary） 
国際ロータリーは、世界中のロータ

リー・クラブの迎合体である。ロータ

リーは、人道的な奉仕を行い、あらゆ

る職業において商度の道徳的水準を守
ることを奨励し、かつ世界における親

善と平和の確立に寄与することを目指

した、事業および専門職務に携わる指

導者が世界的に結び合った団体である。

(76)ＲＩは、組織規定によって課された
義務をたゆまず遂行する加盟ロータ

リー・クラブによって榊成される。

ロータリアンは、それぞれのクラブ

の会乢であり、ロータリー・クラブは

国際ロータリーの会貝である。ＲＩの目

的は：

ｌ）全世界にわって、ロータリーを

奨励し、助長し、拡大し、そし

て管理すること；

２）ＲＩの活動を調整し、全般的にこ

れを指導すること。(RI定款第３
条）

国際ロータリーの使命

(TheMissionofRotaryIntemational） 
国際ロータリーの使命は、ロータリ

アンとロータリー・クラブがロータ

リーの綱領を遂行するための力となり、

併せて、ロータリーが発展を遂げたこ

の目覚ましい時代においては、個人と

団体による奉仕活励に第１の眼目を置

きつつ、人lliの品位と生活の賀を高め、

世界平和推進のため、あまねく人々の

大いなる英知を喚起することにある。

(91） 

ロータリーの基本的特色

(FundamentalCharaclensticsofRotary） 
ロータリーは、奉仕の理想を個人と

して、また、団体として､現実に適用す

ることを奨励するために、珈楽および

専門職務に携わる人がロータリー・ク

ラブにおいて世界的親交を結ぶ場であ

る。ロータリー・クラブは、地域社会の

生活面を広範に代表し、ロータリーの

綱領を推進するために、職業分類に基

づき、その会員を選考する。

会、身分を継続するために、少なく

とも所定回数はクラブ例会に出席しな

ければならない。知り合うことと親睦

とを永続的友情への第一歩としてはぐ

くむことができるようにするためであ

る。ロータリー・クラブは、会、に個人

活動および職業活動において高度の道

徳的水地を実証する機会を提供する。

ロータリアンの宗教的､政治的侭念は、

個人の１１１]題とみなされる。

ロータリーの綱領（ObjectolRota｢y）
ロータリーの綱領は、有益な事業の

基礎として、奉仕の理想を鼓吹し、こ

れを育成し、特に次の各項を鼓吹育成

することにある：

第１奉仕の機会として知り合
いを広めること；

第２嗽I業および弊''１繊務の道

徳的水準を高めること；あらゆる
有用な業務は懲重されるべきであ

るという認iMRを深めること；そし

てロータリアン各自が業務を通じ

て社会に奉仕するためにその業務

を品位あらしめること；

第３ロータリアンすべてがそ

の個人生活、事業生活および社会
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国際ロータリー

(IRI定款第７条筋1節）会長、Ｍﾘ会長お

よび名誉会i汁は、毎年RIBI大会によっ

て指名され、同際大会において出席投

票する選挙人によって選挙される。グ

レート・プリテンおよびアイルランド

RIの管理（RIAdministraIion）
ＲＩの管理の基本原llllは、加盟ロータ

リー・クラブの大幅な自治である。(62）
管理に関する定款および手続上の制約

は、ロータリーの基本的かつ比類ない

特色を保持するうえで必要股小限にと

どめられている。この範囲内で、特に

各地域において、ＲＩの方針を解釈、爽
施するに当たって鹸大限の柔軟性が翅

めらｵしている。（62）
ロータリーを通じてIfil際理解､親蒋、

平和を推進するためには、世界中の力Ⅱ

盟クラブの国際親睦を保持、推進する

ことの重要性が広く翅められることが

必要である。これは、加盟クラブがl2il

や地域のクラブ・グループでなく、Ｒｌ

に直接つながり、共通の責任を負うと

いうことに基づくのである。（６１，６２）

におけるガバナーは、その地区のクラ

プによって避ばれ、RIBI年次大会にお

いて指名され、ＲI国際大会において出

席投票する選挙人によって選準される。

RI役員（ＯＦＦｌＣＥＲＳＯＦＲＩ）

理事会（BoardoIDirectors）
ＲＩ理琳会は、１９名のメンバーから榊

成される:ＲＩ理事会の議長である会長、

会長エレクト、１７名の理事。１７名の理

事は、細則に明記されているゾーン内

のクラブから指名され、国際大会で選

挙される。（RI定款第６条第１節）各理
邪は、特定のゾーン内のクラブから指

名されるが、国際大会で全クラブに

よって選挙される。従って、各理事は、

ロータリーの衙理において全クラブを

代表する責務を負う。

ＲI理事会は、次の方法によってＲＩの

クラブの監督（SupeMsionofCIubs）
クラブの管理は、次のいくつかの肛

接監粁に加えて、ＲI理事会の総括的監

腎下にある：

ｌ）地区に謁成されている地区で

は､ｶﾞﾊﾞﾅｰによるｸﾗﾌﾞの『I:

接監督。

２）ＲI理事会によるクラブの直接Iiif
督（これは無地区クラブのため

に規定された監督形式である)。

３）地理的に隣接している二つ以lそ

の地区から成る地域内のクラブ

の場合は、ガバナーの監督に加

えて、ＲＩ理JlI会が適切と考え、
国際大会が承紐した方式による

監督。

グレート・プリテンおよびアイルラ

ンド内地区のガバナーの任務は、その

地域の伝統的１１k行に従い、RIBI群縦会

の指示の下に、RIBIの定款並びに細ｌ１１１

に基づいて、遂行される。RIBIの各ガ

バナーは、ＲI細則並びにR1BI定款の規

定により、自己の地区の監督につき、

R1理珊会とRIBI審鍛会に対して責任を

負うものとする。

避挙されるRIBIの役貝は、会艮、１１１
IMI会1と､副会長および塙祥会計である。

業務を指示・符理する：(1)組織の方針

を設定すること；(2)事務総長による方

針実施を評価すること;(3)定紋､細則、

1986年イリノイ州非営利財ﾄｶﾞ法および

その後の改正によって与えられた権限

を行使すること。ＲI理事会は、組織規

定に準拠してＲＩの業務と資金の監粁、

管理に当たる。また、ＲＩの現および次
期役ロおよびＲＩ委員会を管IWlし、加盟

クラブを総招的に監督する責務を負うｃ

ＲＩ理珊会は、ＲＩの目的の推進および

ロータリーの綱領達成、ロータリーの

離本原則の研究と教育、ロータリーの

理想、倫理および独創的組織の保全、

並びにロータリーを全世界に拡大する

ロ的のために必要なあらゆることを行

う義務を伺うものとする。（5.010）ＲＩ

理事会の決定は般終的であり、国際大
会に提訴する以外は、これを倒すこと

はできない。（5.020.）
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国際ロータリー

ＲI理事会は、職権上の委貝も含め５

名以上７名以下の理事会のメンバーか

ら成る執行委貝会を設置する。ＲＩ理耶
会は、この委貝会に、ＲＩ理珈会の会合

のないあいだ、ＲI理事会に代わって、

RIの方針が確立しているﾘI項を決定す

る権限を委任できる。毎年、ＲI理事会
は、執行委貝会の具体的職務権限を定
める。（5060.）

RIの役員（OIficersofRI）
ＲＩの中央役貝は、ＲI理事会のメン

バーと耶務総長である。他のＲI役員は

ガバナー（それぞれの地区内における

IRI役員)、グレート・プリテンおよびア

イルランド内ＲＩ（RIBI）会焚、直前会
長､副会長、名誉会計である。この役員

達は、ＲI細則の規定に従い指狛、選挙

される。（RI定款第８条）ＲＩ役貝は１１ｔ

界的迎動に奉仕するのであって、その

運動に楓す特定の1瓦1の奉仕者ではない。国際協躯会と国 大会における理事会

の役割

国際大会におけるＲＩ理馴会と個々の 会長

会長は、ＲＩの鹸商役員である。会長理１１の役割は次の通りである：指定ざ

れた同際大会行Ｊ１IでＲＩ理ＦＩＩ会を公式に はＲＩの第１の代弁将であり、国際大会

代表すること；本会議、研究集会また とＲＩ理耶会の会合を主宰し、耶務総長

{よフォーラムに参加すること；指定ざ の仕事を見守り、鞭務総捜に助言し、
れたときは、講演者、モデレーター、（ その戦両に属するその他の任務を行う。

(6.140.1） 

会任は：

Ｉ）ＩＦIの元首、政府および市民の指

導者、報道機関および一般社会

の人々に対してロータリーの主

たる代表者となる；

２）すべてのロータリアンを励ま

ネリストとして参加すること；ローダ

リー国際研究会､_青少年交換担当役世
会縦またはローターアクト会議などの

国際大会前の会鍛に参加すること；図

際大会中に開悩きれるＲＩ理J1Ｉ会の会合

に出席すること；ＲI昼食会､晩餐会、そ

の他の社交行邪に参加すること；会是

会長エレクトまたはＲＩ理珊会が指定し し、やる気を起こし、Ｒｌの国際

た他の資務を遂行すること。 的かつ第１のスポークス・バー

国l際協議会におけるＲＩ理珈会と個々 スンになる；

3）ＲI理事会、国際大会、地域大会、の理ﾘﾄﾞの役割は次の通りである：指定

されたときは、本会議や他の行事にお さらに会艮エレクトと協力し国
いて露演者、モデレーター、バネリス 際協議会のすべての会合を主宰
トとして参加すること；ガバナー・ノ する

ミニーの出席する行事で公式ホストの 4）ＦＩＩ務総長と協議して、ＲＩの奉仕
楽務と活動を推進し、喪行しや

すくする；

役割を務めること；研修のためのグ

ループ討證にオブザーバーとして参加

すること；ガバナー・ノミニーの研修 ､〔要事項または会長が関心を時5） 

と教Yqrの内容をよく知っておくこと にボした71噸についてﾘﾄﾞ務総長

RI理事会の注意を引くと思われるロ－ の相談に唯ろ；

タリーの問題または傾向を見極めるこ 6）Jll務総長の楽勝を監粁し、事務

総長および)１１務局の業務遂行に

ついて少なくとも年ｌｌｎｉＲＩ理事

会に報告する；

7）ロータリーのプログラムを遂行

と；協議会中に開かれるＲｌ理事会の会
合に出席すること；会長、会長エレク

卜またはRI理邪会が指定した他の責務

を遂行すること。（“）

{を務めるＲＩ委員会（会任指名

訓会を除く）の委口、ローダ
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国際ロータリー

を捧げる潤務を負う；

里 ガバナーにその職務の地備をざ

せるための国際協議会を指導次8） 
期ガバナーが国際協議会で十分

な指導を受けられるよう配噸
し、適切であれば、次期ガバ

ナーの業務遂行を検討し、必要
な助言、指導をする；

,）会長の任命したロータリアンを
会長代理として地区大会に派適

する；

し、就任年度のRI予算の作成に

協力する特別な役割を果たす；

型 会長と緊密かつ折り合いよく協

4） 

ゾーン研究会に参加するなど、

会畏に要調きれた任務を受諾す

る心１Wえであること；10） 会長職の責務と任務に釣り合う

くらいの程度、ＲI理事会が定め ユ 適切な財政支援と職風の支援を

受けること。（93）

副会長と財務長

副会長は、毎年国際大会終了直後に

開かれる次MRI理事の暫定会合におい

て次期会長によって選ばれる。

た予算と方針の範囲内で世界各
地を訪れるプログラムを実施す

るよう望まれ、奨励きれてい

る。但し、任期中の3分の1は世

11）在職年度中、ＲＩ中で遵守する適
切なテーマを遡ぶことができる
し、選ぶよう奨励されている；

12）会長は、その職務に関して会催
を直接補佐するエードを会長職

の任務に関して１名おくことが

できる；

(6.020.1.） 
直後に１１１１かれる櫛定会合において、

任期２年目の理耶の中から次期会長に

よって選ばれる。財務長は、７月１日よ

Ⅲその戯を務めるものとする。り１カ日

(6.0202） 

財務長は、財務に関するiW報を耶務
総長から、定期的に受け取り、時折､事
務総長と協澱する.財務長は、理馴会
に財務報告をするとともに、年次国際

大会でも報告をする。財務長は、理事

であることから生じる任務と板限のみ

を有するものであるが、会優またはＲＩ

理事会から、そのほかの任務を課せら

れる場合もある。（6.140.4.）
財務畏はまた：

１）職権上の投票権を有する委員と
して財務委員会の会合に出席
し、ＲI理事会と委員会の辿絡役
を務める。

２）ＲＩのl甘務に閲する馴項について
財務委員会とともにRI理耶会に
助言する。

３）収支見積額の作成に当たって財
務委瓜会と協力する。

４）任命されたなら、ＲＩ理耶会の執

行委貝会と監在委倒会の戦楡上

会長職に付随するその他の任荊

型
型 を遂行する；

限を他の理蛎および事務総fa三

委任できる;-

15）ＲI理事会またはその執行委貝会
が開かれていないときもしくは
これを容易に招染できないとき
に生じた緊急駆態については、

会長が、組織規定に従い、ＲＩ理

躯会に代わって決定することが

できる。（93）

会長エレクト

会長エレクトは、ＲＩ理駆会のメン
バーとなったことから生じる任務のみ

を負うが､会長もしくはRI理事会から
ざらに任務を課きれる粉合もある。会

長エレクトは：

IRIの指騨者としての戦務に{１Wえ旦
るために、かなりの時llUと努力
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の委員を務める。（75）
投資諮問委員会が設置された場合、

する；

ユ事務総長職の責務を遂行するに
会長が財務長を投資諮問委員会とＲＩ理

事会との連絡理事に任命することを、

RI理事会は推奨している。（88）

当たって、会長と緊密に協力す
る（93）

理事、クラブおよび地区

(Directors,clubsanddistricts） 
それぞれのゾーンの理事とガバナー

は、相互に絶えず接触するよう奨励さ
れている。理事の役割は、すべての

ロータリー・クラブおよび地区を代表

することであるのは明らかであるが、

自分を指名したゾーンに親近感をもち、

また、特によく知っているのは当然で

ある。この特別な関係をロータリーの

プログラムを高めるために活用するこ

とができる。理事は、次のようなこと

について非公式に協議するためにガバ

ナーと連絡を密にすべきである。例え

ば、ＲI理事会の決定事項の説明、地区

または地区間の深刻な問題、将来必要

な場合もありうる理事会との正式連絡

などについてである。また、指名され

たゾーンの地理､`臓習､慣行､住民を直

接知っていることが役立つような件に
ついては、ＲI理事会の他のメンバーに

助言する心構えが必要である｡(80）ＲＩ
の理事は、事情の許す場合、自分が指
名されたゾーン内の地区を、ＲＩに負担

をかけないで、訪問することを奨励さ

れている。このような訪問を活用して、

ガバナーや地区内のＲＩの元役員に会
い、またクラブ会長にも会って、ロー

タリーのプログラムの推進について意

見を交えたり、激励すべきである。

ガバナーは、自分のゾーン選出理事
を招き、地区訪問の日程を組み、地区
内の元RI役員やクラブ会長と話し合う

ための会合を１回もしくは数回手配す
るよう奨励されている。また、理事の
このような訪問に要した旅費と雑費を

地区が負担するようガバナーから示唆
しなければならない。

ＲI理事会のメンバーが個々のクラブ
の講演依頼を承諾するに当たっては、

できれば、クラブで都市連合会を雌備

理事

理事は、国際大会で選挙され、その

任期は２年間である。（6.060」.）理事
は、ＲI理事会のメンバーとなったこと

から生じる任務および資務を負う。一
般の人々は、理事をＲＩのスポークス・

パースンとみなしているから、ＲI理事

は、ＲＩの方針に粉通するよう期待され

ている。（80）ガバナーは、ＲI理事会の
総括的監督下におかれる。（5.030.）

事務総長

事務総長は、ＲI理事会の指示監督下
に実務を執行するＲＩの最高管理役貝で

ある。事務総長は、ＲＩの財務運営を含

め､方針の実施､運営爵管理について会
長とＲＩ理事会に責任を負うものとす

る。事務総長の年次報告は、ＲI理事会
の承認を受け次第、国際大会に提出さ

れる。（6.1403）ＲI理事会は、事務総長

の任期の最終年の３月３１日までに、７月

１日に新たに事務総長に就任する者を

選任する。事務総長の任期は５カ年以
内とする。但し、これには再選が認め

られている。（6.030.；6.140.3.）
事務総長は、

1）ＲＬＲＩ理事会、財団管理委貝会
の方針を実施する

2）事務局の運営すべての総括的替
理を行う。その業務は、財務、
プログラム、コミュニケーショ

ン、企画、ロータリー財団、運

営事項を含むが、これだけに限

られるものではない；

」ＲI理事会と管理委員会の長期計
画と方針作成を援助する；

坐権限を与えられた場合､ＲI理事
会に代わって決定を下す。巻ら
に、ＲＩと財団に代わって、すべ

ての法的書類および契約を執行
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することが必要である。できるだけ多
くのクラブやロータリアンと接するた

めである。

の活動に関する細則の禁止規定

に従わなければならない。候補

者、並びに、当該選挙に関わる

ロータリアンは、細則の字句お

よび精神の両方を守り、苔ら

に、立候補したロータリアンの

支援を宣伝、懇請することに

よって他の人に影響を及ぼすよ

うな目的と効果をもつ活動を控

えるものとする。このような活

動は、細則の精神およびロータ

リーの原則に反するものであ

り、失格の理由となる。

Z）選挙運動、投票依頼、当選を図

選出手続(SELECT1ONPROCESS）

R|役員の選出

(SelectionofOfficersofRl） 
ＲＩ役貝の選出手続はＲＩ細則の第５

条、６条、９条、１０条、１１条、１２条、１３

条に明記されている。さらにＲ【理事会
I土、選挙に関し次のことを採択した。

会長ノミニーと理事ノミニーの選出

は、もっぱら、関係指名委貝会の資務

である。同委員会の主な目的は、求め

うる蝋も有能なロータリアンを指名す

ることであるから、この点について委

員会の外部から委員会の決定に、影響

を及ぼそうとしてはならない。(62,69）
理事指名委員会は、指示や拘束力の

ある誓約を受け入れたl)、またこれに

よって候補者の審議に制約を謀されず、

委員会の慎重な討議の後、全候補者の

適正な資格条件を厳正に審議し、それ

に基づいて決定を下さなければならな

い。(69)もし理事指名委員会の判断で、
推薦された候補者の支援活動が厳正か

つ資任ある候補者推薦としての範囲を

逸脱すると考えられる場合、このよう

な候補者の推薦を無視することは委員

会の特権事項に属することとする｡(65）

るための活動とは、来る選挙で

自分への投票と支持を求める行

動、または文献・宣伝資料の配
布、あるいは、ロータリーの被

選役職への立候補を宣伝するこ

とを目的としたあからさまな行

動を指す。ロータリアンによる

通常のロータリー活動は、選挙

運動、投票依頼、当選を図るた

めの活動に関する方針に違反す

るとはみなされない。

3）選挙運動の禁止期間は、これら

の役職の一つにクラブが候補者

の氏名を提出できるとクラブに

通知したときから、選挙手続の

終了までとする。この手続は、

指名委員会選出の候補者（指名
委貝会によって選出する場合）
に対抗候補者を出すことのでき

る締切期日か、股終当選者の

発表のいずれかで終了するもの

とする。

4）前述の期間中に選挙区内で、候

補者は、同じ役職を目指す他の

候補者より不当に有利となるよ

うな行動を避けながら、慎重な

態度で、ロータリー奉仕と活動

を実施するものとする。

5）候補者が自分に代わって、選挙

運動や当選をl割るための活動が

実施されているのに気付いたな

ら、直ちに、その関係者に非難

被選役職候補者の指針

(GuideIinesforCandidatesforEIective 

Offices） 
ＲI理事会は､選挙運動､投票依頼､当

選を図るための活動に関するＲI細則第

１o条第10.CSO,節の規定に基づき、次の

指針を採択した。この方針は、会長､理

事、ガバナー、規定審議会代表議貝に

立候補することを考えているロータリ

アンに適用される。

ｌ）前記のRI役職の一つの候補者で

あるロータリアンは、選挙運

動、投票依頼、当選を図ろため
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の意を表明し、このような活動
を中止するよう指示しなければ

ならない。

6）選挙運動、投票依頼に関する

ロータリーの方針への違反は、

ＲI細則第10.0502.項に従って事
務総長に提出するものとする。

事態であったとしても、特定の

申し立ての審査を辞退しても差

し支えない。パネルの欠員は、

同じような方法で補充するもの

とする。

4）事務総長は、申し立ての要約と
分析書を作成し、自分が受け

取った全書類と回答省（所定の

期日までに回答を受理した場合）
とともにパネルに渡すものとす

る。

5）パネルは、申し立てを審査する
に当たって、ＲI細則の関係規

定、並びに細則の規定の解釈、

適用においてRI理事会の定めて
いる方針を考慮に入れるものと

する。パネルは、事務総長に対

して、告訴人、候補者、他の関

係者から追加情報または証拠を

入手するよう要請できる。

6）パネルは、通信で申し立てを審

査するものとする。しかし、会

長または理事という中央役員の

選挙の場合、会長（または会長
を代行する事務総長）は、パネ
ルの勧告を得て、さらに、選挙
審査委員会委員長と協議して、

事務総長の定める日時と場所
で、ＲＩの費用で、パネルの会合

の開催を認可する権限を有す

る。パネルは、審査中の選挙に
直接関与した当事者にこのよう
な会合に、自費で出頭する許可

を与えることができる。しか

し、候補者が、自費で、委貝会

のパネルに出頭する機会を与え
られることなしに、ＲI中央役員

候補者として失格とされること

ばないものとする。

7）パネルは、入手しうる情報を検
討し、それに基づき、調査結果、

結論､勧告をＲＩ理事会に報告す

るものとする。選挙審査委員会
委貝長がパネルのメンバーでな

いなら、委員長に報告書の写し

を渡すものとする。

選挙違反に対する手続

(PmceduresforEIectionViolations） 
ＲI理事会は選挙違反について次の手

続を設けた。

l）ロータリー・クラブ（少なくと
も他の五つのクラブの同意を得

て）または現ＲＩ役員は、ＲＩ被選

役職の候補者または関係者の活
動に関し、ＲI細則違反または不

正行為の疑いがあるとの啓面に

よる申し立てを、補助書類を添

付したうえ、事務総長に提出で
きる。このような申し立ては、

投票結果の発表後４５日以内に、
事務総長の手元に届かなければ

ならない。十分な証拠がある場

合、地区、ゾーン、地域の会合

に派遣きれた会長代理もまた申
し立てをし、その証拠を事務総

長に持ち込むことができる。
2）事務総長は、補助書類とともに

このような申し立てを受理して

から、当事者に、その申し立て
を告げ、所定の期日まで書面で
回答するよう要請する。

3）会長（または会長を代行する事

務総長）は、関係RI組織規定に
ついて誤解があれば解決し、あ

るいは、選挙審査委員会委只長

と協議して、申し立てを審査す

る委員会の委員３名を選任し、
パネルを榊成させるものとす

る。委員のうち１名は、関係ゾー
ン出身の人で、また、委員の】人
が委貝会会合の招集者に指名さ
れるものとする。しかし、委員

は、たとえ、関係ゾーン出身の
委員が１人もいなくなるという
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8）ＲI理事会は、この報告書を受け

取ってから、

ａ）申し立てを退けるか；

ｂ）３分の２の投票で、当該役職

なければならない。委員会は、所定の

戦務権限が別段規定する場合を除き、

本来、管理機能をもたず、もっぱらＲＩ

理事会に助言するものとする。

(16.090.；７４） または将来のＲＩ役靴あるい
(よ、その両方に対して、ＲＩ理

事会の定める一定期間、候 委員会の会合（CommiIteeMeetings）
多くの委員会は、会合を開かずに業

務を行う。会長またはＲＩ理事会が会合

の開催を是認した場合に限り、会長が、

会合の開催を認可する。ＲＩの委員会の

会合は通例エバンストンの世界本部で
開かれる。（46）

補者を失格とするか；

ｃ）不当な行為に対しロータリ

アンまたはロータリー・ク

ラブに警告するか；

。）公平で公正と思われる他の

適切な措置を講じる。

9）ＲI理事会の決定は、関係者全員

と選挙審査委員会の委員全員に

速やかに報告するものとする。

（l0o5o.） 

通信による投票

(VotingbyCommunication） 
委員会は､通常､電話、テレファクス

などの近代的コミュニケーション手段

によって議事を処理することができる。

このような方法で決定きれる提案に対

する投票は、３０日目をもって締め切る

ものとする。但し、委員の過半数が賛

成または反対の投票を終えていた場合

には､30日目以前に締め切ってもよい。

(52） 

選挙審査手続を完了できなかった場合

FailuretoCompleteElectionReview 

Procedure） 

ロータリアンとクラブは被選役職へ

の権利またはＲＩ選挙結果に異議を唱え

る唯一の方法として、細則に定める選

拳審査手続に従う義務逆ある。選挙審

査手続に従わず、選挙審査手続を完了

せず、ロータリー以外の機関または他 財務（FINANCE）
の紛争調停機関の介入を要請した場合、

当該役職に選挙される資格を失うもの
Rlの会計年度（FiscalYearoIR0
RIの会計年度は７月１日に始まり６月

30日に終わる。（17.010.）人頭分担金お

よび胱読料の徴収は､７月１日から12月

３１日までと１月１日から６月３０日まで

の二半期に分けて行われる。（17.040.1.）

とする。（10.050.5.）

委員会（COMMlTTEES）

Rlの委員会（CommitteesofRD
R1委員会は、ＲI細則に明記されてい

る委貝会か、あるいはＲＩに最もために

なるとＲＩ理事会が判断し、設置した委
員会である。（16.010.）会長は、すべて

の委員会と小委員会の委員を任命し、
各委貝会と小委貝会の委貝長を指名す

る。会艮は会長指名委貝会を除く全委

員会の職権上の委員である。（16.020；

16.040.） 
会長指名委員会を除き、すべての委

員会の決定は、Ｒ1理事会の承認を受け

財務（FinancialMatters）
ＲＩの業務および資金は、Ｒｌ理事会が

統制､運営し、毎年､次の会計年度の予

算を採択する。但し、総支出見積額は、

総収入見積額を上回ってはならない。

事務総長は、ＲI理事会承認の予算の範

囲内においてだけ、支払を認める権限

を有する。ＲI理事会は、非常事態に限

り、全理事の４分の3の投票により、収
入見積額を上回る費用を認める椎限を
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右する。但し、Ｒｌの純資産を121回lる負
債を生じるような支出を招いてはなら
ないものとする。超過支出とそこに至
るまでの経過は、会長が６０日以内に全
RI役員に報告したうえ次の国際大会で

報告するものとする。(RI定款第６条第
２節；17.050Ｊ

財務見通し５カ年計画

(Five-YearFinanciaIForecast） 
毎年、ＲI理事会は、財務見通し５カ

年計画を審議するものとする。その見
通しには、ＲＩの総収入と総支出の計画

と推測とともに、ＲＩの資産と負債と残
高の計画と推測をも記戟するものとす

る。財務見通し５カ年計画は、規定審議
会で審議予定の財務に関する立法案の
背景情報として毎回規定審議会にＲＩ理

事会から提出するものとする。規定審
議会に提出される５カ年計画の第１年目
は、規定審議会が開かれている会計年
度とする。（17060.〕

投資方針（lnvestmentPolicy）
ＲI理事会は随時、差し当たって使用
目的のない金についてこれを一般資金
投資勘定に積み立てておくようにする
ことを指示するものとする。一般資金
の投資として以前に職人されていた証
券の売却による収益は特に指示しない
が、このような収益は、ＲI理事会の指
示を待たずとも、一般資金投資勘定に
入れることができるものとする。また、
RI理事会は、一般資金投資勘定からの

利子や配当も、ＲI理事会による指定の
措置を待たずとも、一般資金投資勘定
に再投資することを認可している。ＲＩ
資金の投資は理事会が定める条件の下
に、理事会によって承認された国々に
おいて行われるものとする。投資マ
ネージャーの成果は米国のドル貨で
もって算定されるものとする。ＲIとし
ては、投資マネージャーの成果は、四
半期ごとの監査を実施しながら、３～５
年を期間として測ることが股も重要で
あると認識している。

一般資金の目標は、実質的価値の観
点から元金の安全と市場性を考えて、
そのうえで、岐高の収益率を目指して
行うものとする。この方針は、ＲI理事
会が定める「投資実施手続」に従って
実施されるべきものとする。

人頭分担金（PerCapitaDues）
各クラブはＲＩに、そのクラブの名誉

会員を除き会員１人当たり年額米貨３５
ドルの人頭分担金を支払う。
(17.030.L）人頭分担金は、毎年７月１日
および１月１日に、当日の会貝数に基づ

いて分納する。（17.040.1.）
毎年、１０月１日および４月１日に、各
クラブは、人頭分担金を支払う半期の

始まる日の翌日以降にクラブ会貝に選
ばれた会員について､名誉会員を除き１
人当たり米貨８ドル75セントの比例人

頭分担金を納める（17.040.2.)。

規定審議会の

クラブ代表識員のための会費
規定審議会の開かれる予定の年の７
月１日には、各クラブは、名誉会員を除
き会員１人当たり、1ドルの追加人頭分
担金を支払い、規定審議会に出席する
規定審議会クラブ代表議貝の旅澱とす
る。その支払様式は理事会が定めるも

のとする。さらに、前述の費用を全額
支払えた後は、できる限り、審議会の
運営費を賄うものとする｡ＲI理事会は、
審議会に関する資金の受領と支出につ
いてクラブに説明しなければならない。
(17.030.2.） 

RIの収入（RevenueofR0
RIの収入の主要財源は、加盟クラブ
の人頭分担金、国際大会および地域大
会の登録料、世界本部建物のテナント
の家賃収入、新クラブの加盟金、出版
物の代金、機関雑誌の鱗読料および広
告科、免許科および使用料並びに投資
に対する利子および配当金である。

新加盟クラブ

５月１５日またはその直前に新たに加
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持していること。（78）盟したクラブに限り、７月１日における

会員数を証明し、その日付による人頭
分担金を支払うものとする。同様に、

11月１５日またはその直前に加盟した新
クラブに限り、１月１日における会員数

を証明し、その日付による人頭分担金

を支払うものとする。

RI財務報告の年１度の出版と配布

(AnnuaIPublicationandDistributionof 

FinanciaIReporloIRI） 
会計年度終了後の１２月末までに、事

務総長は、ＲＩの監査済みの年次報告を

公表する。この報告書には、会長事務

所、ＲI理事会、Ｒ【の主要な運営部局、

年次国際大会の実際の支出額が記減さ
れている。支出額が､各項目において、

承認された予算額と10パーセント以上

異なる場合、報告書に、詳細と事情を

記職する。この報告害は、ＲＩの現およ

び元役員に、また、規定審議会の開催
される年の直前の年には審議会議員に

配布される。また、請求すれば、クラブ

も入手できる。（17080J

払戻しまたは比例部分の支払
半期の中途で退会した会員の人頭分

担金については、クラブはＲＩから払戻
しを受けることができない。ときとし

てクラブが（会費の徴収をすませる前
に）７月１日および１月１日に支払うべ
き人頭分担金およびロータリアン誌購

読料をとりあえず立て替えて送金し、
後に至りその期間の会費を未払のまま

死亡、退会あるいは会員資格を喪失し
た会員のＲＩに対する人頭分担金および

鱗読料をＲＩに支払っていたということ

になる場合を生じる。このような場合、

RI理事会は事務総長が珊情に応じた調
整をして払戻しをすることができるよ

うにしている。（34）

ＲI資金の支出

(ExpendituresofRIFunds） 

Rlの資金支出に関する一般手続

ＲI理事会は、ガバナーその他の支出

責任者の使う予算額を決定する責任を
もつ。ＲＩによる年間予算の編成によっ

てこのような予算額が決められる。こ

の予算には、来る年度におけるすべて

の見積経費が計上されている。ＲI理事
会が予算を承認すれば、それぞれの予

算額が決定されたことになる。もちろ

ん各費目の予算額はその必要（または

その一部の必要）を考えて計上された
ものである。換言すれば、各費目の最

大限度を定めたもので、もし経費を使
う者がその最大限度以下の金額で仕事

を遂行することができれば、それだけ
RIの資金が節約されることになる。
一方、いかなる目的のためであって

も、計上された予算額を超えた支出は、

事前にＲＩ理事会の承認を得ない限り、
行ってはならない。ある費目が特定の
目的のために計上されている場合、例

えば次期ガバナーの国際協議会出席の

経費のようなものは、あらかじめＲI理
事会の承認がない限り、ほかの人の経

納入義務金滞納クラブ（Ｃ１ｕｂｓｉｎ
Ａｒｒｅａｒｓ） 
クラブがRIへの納入義務金を支払わ

ない場合、支払期日を６カ月過ぎると、

クラブの加盟資格は一時停止処分され

ることになる。さらに90日未払が続く

と、クラブのＲＩへの加盟は自動的に終

結することになる。但し、ＲＩ理半会の
納得する条件と協定が事前に取り交わ
誉れている場合を除く。

外貨送金を制限されている国のロー

タリー・クラブで、鍍善の努力をして

もＲＩに送金できないクラブの場合は、

自動的に会員身分が終結することはな

い。このようなクラブは、ＲI理事会の
納得のいくように、次のことを証明す
る必要がある：必要額の準備金を備え、

クラブの所在国内で請求されればRIに
引き渡すか、あるいは、できるだけ早

い時期にＲＩの銀行口座に送金する、と

いう条件の下にＲＩへの納入義務金を保
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賛に流用してはならない。 行を望む場合には、これを行って差し

支えないが、その経費はＲＩの費用外で

賄わなければならない｡(55）いずれの
地区、ゾーンまたはクラブも、ロータ

リー名簿を発行する場合、その名簿の
中にロータリアン以外の人に配布する

ものではないこと、また営業用の名簿
に使用されてはならない旨の注意脅き

を明記しなければならない。（35〕

Ｒｌの資金に対する緊急措置

ＲI理事会は、緊急を要する場合に、

RIの資金および財政義務を保護するた
めに必要と考えられるいかなる措置を

もＲI理事会に代わって事務総長がこれ

を取り決めることができるという権限
を与えた。事務総長は、できる限り財

務長および／または財務委貝会委員長

と事前に協議しなければならない｡(76） 機関雑誌（OIficialMagazine）
ＲＩの公式雑誌は、理事会の認める数

だけの言語版が刊行されている。基本

版は英語のTHEROTARIANである。現

在世界各地に他の多くの雑誌がある。
その中にはＲＩ理事会が承認している公

式雑誌もある。

ロータリアン誌の基本目的は、ＲI理

事会がロータリーの目的を推進し、
ロータリーの綱領を達成するのを助け

る媒体の役割を果たすことである。
(20.010.） 

ロータリアン誌の目標：

１）会長のテーマや所信およびRI理

事会が承認した特別プログラム

を支持し、広めること。

２）ＲＩの重要な会合および各種の公

式ロータリー「月間」への参加
推進を図りかつそれらについて

報道すること。

３）ロータリー・クラブや地区の指

導者達のためのプログラムの宝

庫として、また教材としての役
割を果たすこと。

４）世界各地においてロータリー・

クラブやロータリアンが行っ

た、四奉仕部門での活動の実例

を報道することによって、ロー

タリアンに刺激を与え、その意

欲をかきたてて、奉仕活動の向
上、強化に助力すること。

５）国際友好の推進、強化に寄与す
ること。

６）ロータリー関係および非ロータ

リー関係の両面における重要な

諸問題を討議する場を提供し、

出版物（PUBLICATIONS）

名簿（Directories）
ＲＩは、毎年、世界中のクラブ、その
会長および幹事の氏名および住所、例
会場、例会曜日、時間、ＲＩの役目およ
び委貝の氏名、住所の一覧表、その他

名簿に一般的な事項を戦せた公式名簿
を発行する。この名簿は、クラブ役員、
RI役員および委貝の使用並びにロータ

リアンが旅行する際に役立つように発

行されるものである。この名簿はロー
タリアン以外の人に配布するためのも

のではない。ロータリアンが営利を目
的としてこれを利用するのは妥当でな

い。公式名簿は、新版が出るたびに各
クラブの幹事に１部無料で配布される

ものとする。クラブは追加分を何部で
も鱗入することができる。公式名簿に
は版権が設定されている。

公式名薄には、ホテルの有料広告を
載せている。このようなホテルの中に

はロータリアンの所有または経営して
いるものもあるし、ロータリー・クラ

ブの例会場または事務所のあるところ

もある。また、クラブ幹事その他が

ロータリーの徽章のついた商品を購入
するような場合の案内として、この名
薄には、ロータリー、インターアクト

およびローターアクトの名称や徽章入
りの物品の製造または販売をＲＩが特に
認めている会社の一覧表も載っている。
地区またはゾーンが、その地区また
はゾーン内のロータリアンの名簿の発
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それらの問題に対する参加ロー

タリアン達の見解、関心を特集

して、ロータリアン一般のロー

タリーに対する信念を刺激し、

深め、そして強めることに役立

たせること。このようなことを

了解したうえ、編集者の見解

で、特定の国民を不快にさせる

ような問題、または、特定の国

の最善の利益に反すると思われ

る問題は、どのような人が提出

するにせよ、その論評を減せて
はならないこと。

承認されている他のロータリー

雑誌、地区出版物およびクラブ

会報の協力を得て世界全域にわ

たるロータリー通信網の整備に

指導的な役割を果たすこと。

魅力的かつ新鮮で、時事に関す

る事柄や、ロータリアンのこと

やその生活に関連する記事を赦

せた雑誌を編集して、読者の関

心をかき立てること。（76,85）

ている興味深いロータリー・ニュース

も掲載している。この新聞は、ローダ

リー・クラブ役員への公式通信とも
なっている。

全ロータリー・クラブの会長には、

毎号３部送付するので、他のクラブ役

貝とクラブ会報縮集者に渡してほしい。

この３部のほかに、会員数40人を超え

るクラブは､４０名を超える20名ごとに

I部の割合でロータリー・ワールドを受

け取ることができる。クラブが、この

追加送付を受ける会員を指定する。

RI理事、理事エレクト、元理事、財

団管理委貝、元管理委員ＲI委員、財7） 

閉委員実行グループのメンバー、会
長任命の情報カウンセラー、ガバナー、

ガバナー・ノミニー、地区ＲI委員長、

地区ロータリー財団委員長、現および

元ロータリー財団地域コーディネー8） 

ター、ポリオ・プラス・ナショナル委員

会委日長、ローターアクトクラプ会

長にも１部送付する。元ガバナーは、希

望すれば、１部を受け取ることができ

る。ロータリー・ワールドは全員配布

を目的としていないから、希望するクロータリーの雑誌月間

(Rota｢y,sMagazineMonth） 
毎年、４月は「ロータリーの雑誌１１

間」に指定され、クラブはその月'１１１中
に雑誌に関するプログラムを実施しな

ければならないことになっている。こ

のようなプログラムを作成するための

資料は、ＲI事務局雑誌部から提供され

る。

ラブ会員は個人として有料で購読する
ことになる。

ロータリー・ワールドは、ローダ

リー90周年に当たる1995年に8ページ

の出版物として次の10カ国語版で、発

Ｔｌきれた:英語、フィンランド語、フラ

ンス語、ドイツ語、イタリア語、日本

語、韓国語、ポルトガル語心スペイン

ロータリー・ワールド（RotarvWorld

ロータリーの出版物と視聴覚資料

(RotaryPublicationsandAudiovisual 

Resources） 
特定の事柄やプログラムを取り扱っ

た各種出版物や視聴覚資料がRlから発
行されている。そのすべてについては、

｢カタログ」（CD3-O19-JA）を参照のこ
と。世界本部とＲＩサービス・センター

から入手できる出版物､パンフレット、

書式､供給品、ビデオ、スライド等の価

格も掲戦されている。

ロータリー・ワールドは、ローダ

リー・クラブ・レベル、地区レベル、国

際・レベルの指導者のために年５回発

行されるタブロイド版の新聞である。

これは、ＲＩとロータリー財間の全プロ

グラムに関する世界的情報源となるこ

とを目的としてＲI理事会が認可したも

ので、個々のプログラムについて特別

の出版物が必要ときれることのないよ

うに配慮したものである。ロータリー.

ワールドは、クラブや地区で実施きれ
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（よ、事務総長の監督と管理下に
あるものとする。このような出

版物と視聴覚資料はすべて事務
局に保待され、世界本部に在庫
目録の年次報告を行うものとす

る。（73,81）

6）ロータリー出版物または視聴覚
資料の各言語版は新版、または

敢大な変更がなきれた改訂版の

刊行される都度、事務総長の決

定に従ってい該当する言語版を

クラブに贈呈する。（57,81）

7）各国の優れたロータリアンの奉
仕を、できれば、ロータリー文

献の翻訳に、翻訳業務の調整

に、また翻訳担当職員の翻訳検

討に、ＲＩに費用をかけずに、活

用しなければならない。自発的

奉仕による経費節約に加えて語
法や慣行の地域的相違を見抜く

という貴重な機会を提供するこ

とになろう。（34,81）

ＲＩ理斗{会または国際大会の決定に

よって特に発行が認められている出版

物や視聴覚資料を除き、事務総長が新
しい資料をいつ、どの言語で発行する
か、出版物や視聴覚資料をいつ廃刊に

するかを決定する権限を有する。

ロータリー文献の翻訳

(TranslationoIRotaryLiterature） 
ＲＩの公式用語である英語以外の言語

版のロータリー出版物に関するＲＩの方
針は：

1）共通の言語を話すロータリアン

数が25,000人またはクラブ数
５００に達している国または地域

では、ＲＩの費用でロータリー出

版物と視聴覚資料を翻訳する。

ＲI資金またはクラブと地区の資
金に余裕があれば、前述の数に

満たない言語についても、一部

の出版物を翻訳する。（90）

2）経費節約のため、ＲI理事会は、
ロータリーの任務の基本となる

ＲI出版物で、事務総長が決定し

た出版物を優先するよう勧めて

いる；出版物を翻訳、印刷する

前に事務総長の承認を得なけれ

ばならない。（81,85）

3）まだ刊行されていないＲI出版物
の翻訳、印刷を奨励する。但し、

優先リスト案を考慮し、ＲI理事
会の承認を得、鍛新の英語版を
翻訳の埜盤として使うものとす

る。規定審議会またはＲＩ理事会

の決定が、出版物の内容に重大
な変更をもたらした場合は、各
地で翻訳、製作きれた版の在嘩

の配布は、英語の新版に合致し

た改訂版が翻訳・印刷されるま

で中止しなければならない。
（81） 

4）英語版出版物または視聴覚資料一
の価格を、ＲI製作の他の言語版
に適用するものとする。

5）ＲＩの経費で製作された全出版物
と視聴覚資料の保管および配布

事務局（SECRETARIAT）

事務総長が、職員とともに、ＲI事務
局を榊成する。世界本部は米国イリノ

イ州エバンストンにあり、ＲI理事会が
承認したサービス・センターはロータ

リー世界の各地にある。サービス・セ

ンターの所在地並びに住所は、公式名
簿に記載されている。

欝類の受理（ReceiptofDocuments）
事務総長が特定の日までに書類を受

理しなければならないとＲＩ組織規定で

明記している場合で、その締切日に現

実に事務総長事務所が開いていない場
合、事務所が開いた日の翌日に受理し
たすべての書類は有効なものとして扱

われる。（84）
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ない）のある場合を除く；
３）ロータリーとその奉仕活動を一

般の人々に知らせるために、協

力という性格の範囲内で、ＲＩが

適切な形で認められること；

４）ＲＩと協力団体とが、合同プロ

ジェクトの性格を一般の人々に

伝達するという共同責任を負う

こと；

５）ＲＩは、他間体との合同プロジェ

クト参加に当たって継続的義務

を引き受けないし、他剛体に対

する継続的財政義務を負わない

こと。（88）
ＲＩの資金は、加盟クラブによって

ロータリー自体の目的のためにのみ提

供されたものである。従って、他の団

体の活動に寄付することはできない。

liJ1時に、ＲＩは、その加盟クラブを通じ、

個々のロータリアンが地域社会におい

て立派な奉仕活動を支持し個人的に参

加することを奨励するものである｡(54）
ＲＩのいかなる役員も、ＲI理事会の承

認なしに、他の団体の役員、会貝籍と

ともにＲＩ役職名を公表することは許さ

れない。（80-102）

雑則(MISCELLANEOUS）

地域社会、国家および国際問題の方針

(PolicyinCommunity,Nationaland 

lnternationalAIfairs） 
どの問題を審議し、会員の理解を深

めるかについては各ロータリー・クラ

ブが自ら決定しなければならない、と

いうことがロータリー組織における管

理の基本原則の一つである。どこかの

政府もしくは国家のプログラムを是認、

奨励すると、当事国以外のロータリア

ンには受け入れられない場合もあるし、

推奨された政策に心から賛成できない

当時国のロータリアンを当惑させる場

合もある。（34-16)標準ロータリー・ク
ラブ定款第１１条には、クラブがこの点

についてどのように自己を津すべきか

が具体的に規定されている。これらの

規定は、1989年規定審議会で再確認さ

れた。（89-134）

国際ロータリーと他団体との協力

(RotarylnIemationalCooperationwith 
OtherOrganizations） 
ＲＩは、一般方針として、他団体の価

値ある活動に関心を抱き、称賛するが、

こういった団体を公式に支持するもの

ではない。しかし、ロータリーの目的

と活動に合致する目的と活動を有する

他聞体との協力活動やプロジェクトが、
RIプログラムまたは特別の奉仕分野の

実践に著しく役立つ場合、ＲＩがこのよ

うな他団体と協力することは、受当と

いえる。事務総長は、要請されれば､次

のことを定めた特定のプロジェクトと

活動において、他団体を支援し、他団

体と協力する権限を有する。

１）ＲＩは、他団体のメンバーになら

ないこと；

ｚ）ＲＩは、他間体にクラブ名ｉＷまた
はロータリアン名簿を提供した

りしないこと。但し、ロータ

リー・プログラムのためになる

ような具体的目的（募金を合ま

国際レベルにおけるロータリーの共同

事業（CorporateRotaryProiectsat
lnternationalLevel） 
ロータリーの目的は、個々のクラブ

およびロータリアンの活動を通じて最

も効采的に表れる。その活動はロータ
リーの各種奉仕部門にわたるもので、

各クラブが、自己の能力、資力、およ

び、会員がどのような特別なニーズと

奉仕に関心をもっているかを考慮して
その活動を決定する。しかし、そうで

はあるが、ＲＩが、クラブの連合体とし

て、ロータリーの綱領の推進に役立つ

プログラムやプロジェクトで、しかも

それに参加するクラブ(複数)と個々の
ロータリアン達との協同活動によって

有雌な結果が得られると思われるもの

を発表することは､妥当と言える。(74,
78） 
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非公式のクラブ・グループ

(UnoIficialGroupingsofClubs） 
非公式な地域的クラブ･グループは、

目的が何であれ、組織の統一を減少さ

せる第一歩になりうるとみなされてい

る。従って、これはＲＩ理馴会の要注意
１１項、場合によっては、対策を講じな

ければならない問題とみなきれている。

地域に関する那柄､あるいは、クラブ・

グループを軌化することを目的とする
活動を過度に強調し、専念することに
よって、グループ内のクラブとガバ

ナーの機能と活動が制約されるのを恐
れるからである。このように機能と活

動がlill約きれると、･世界中のクラブの

迎合体を通じて理解と親善を築く、

もっと大きな機会にクラブとガバナー

カ効果的に参加できなくなるであろう。

(61） 

会長（または会催代理）
会長エレクト

副会長

財務長

他の理事

元会長〔先任順）

管理委貝（委員量が上席）
駆務総長
会踵ノミニー

元理耶（先任順）
元管理委員（先任順）
元事務総長〔先任順）
理事エレクト

ガバナーと他のＲＩ役貝
理邪ノミニー

元ガバナー（先任順〉
次期管理委貝
次期ガバナー

一般に、現職のIHIj次が元役職より上

席である。元役職の席次は、以後役職

に就く予定の人より上席である｡2以上
の役職を保持している人は、高いほう
の役職の席次に就くものとする。配偶

者を同行している場合、同じ席次であ
る。公式行卯においては、役員に対し、

一度だけ、席次に従って敬称で呼びか
けるべきである。（９４）

国際ロータリーの席次

(RotarylnternationalPmtocol） 
次の席次が、ＲＩの会合と行ﾘlに出席

するＲ【と財団の現役貝、次期および元
役員とそれぞれの配偶者のために指針
として承認きれている：
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第２部

プログラム

(Program） 





第４章ロータリーのプログラムー般

（GeneralProgramofRotary） 

ロータリーのプログラムは、ＲI定款

第４条と標準ロータリー・クラブ定款
第３条に掲げられている綱領の中に不

きれている。すなわち：

ロータリーの綱領は、有益な事業の

基礎として奉仕の理想を鼓吹し、これ

を育成し、特に次の各項を鼓吹育成す
るにある：

第１奉仕の機会として知り合い

を広めること；

第２事業および専門職務の道徳

的水準を高めること；あらゆる有用
な業務は尊重されるべきであるとい

う認識を深めること；そしてロータ

リアン各自が業務を通じて社会に奉
仕するためにその業務を品位あらし

めること；

第３ロータリアンすべてがその

個人生活､事業生活および社会生活

に常に奉仕の理想を適用すること；

第４奉仕の理想に結ばれた、珊

業と専門職務に携わる人の世界的親
交によって､国際間の理解と親善と

平和を推進すること。

ロータリーの奉仕の四「部門」は、こ
の綱領の各項を反映している：クラブ

奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕。

その地域と遊離しないように、定期的

にクラブの奉仕活動を分析し、地域社

会の真の関心事項に取り組むことに力

を注ぐよう今まで以上に奨励されてい
る。クラブは、地域社会のニーズに取

I)組む奉仕プロジェクトを開発するに

当たって、次のことを行わなければな

らない：

I）得られる限})の情報をすべて

使って、地域社会の其のニーズ

を見つける；

2）ニーズを見極めたら、そのニー

ズに効采的に対処できるプロ

ジェクトを計画、遂行する；

3）プロジェクト遂行に当たって

'よ、クラブの専門知識と技術、

地区委員会、ＲI委員会または実

行グループ、ＲＩと財団からの

数々の援助や補助金などのロ_

タリーの人的、物的資源を活用
すること

4）地域社会ぐるみで、プロジェク

ﾄの目標を支援し、できれば、

プロジェクトの実施に地域社会

の人々を加えること。

Ｒｌの強調事項（RIEmphases）
ロータリアンのより一層の参加を必

要とするような世界的に重要な特定の

奉仕分野について、－．定期間、組織全
体の関心を注ごうというのがＲＩの強調

事項である。ＲＩの強調事項の期間は、３

年を超えないものとする。期間終了後、

RI理事会が、クラブと地区の活動レベ
ルを評価し、なお強調する必要がある

かどうか、またはＲＩ理事会が別の措置

を識じろ必要があるかどうかを決定す

るものとする。いかなるときでも、ＲＩ
の強調44項は三つまでとし、いかなる

ロータリー年度においても１年にＲＩの

強調事項は一つしか新たに指定できな

バランスのとれた奉仕プログラム

(ABalancedSeMceProgram） 
クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国

際奉仕の全奉仕部門にわたりバランス

のとれた奉仕プログラムを行う取要性

を認識して、ＲI理事会は、全クラブに
対して、四奉仕部門のバランスを図ろ

ため、プログラムの規模や範囲を入念

に考慮するよう奨励している。（89）

地域社会の関心事項

CommunitvConcerns 

クラブの実施中のプロジェクトが、
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ロータリーのプログラムー股

いものとする。（89） メッセージはすべてのロータリー・ク

ラブおよびロータリアンに知らせ、理

解させ、効果的に実行させなければな

らない。

Ｒ|会長の年次メッセージ

(RIPresident,sAnnualMessage） 
会長の年次メッセージは、特定のプ

ログラムあるいはテーマその他その発

表の形式のいかんを問わず、当該年度

におけるロータリーのプログラム遂行

上最大の重要性をもつものである。ガ

バナーが会長のプログラムもしくは

テーマを採り上げ、あらゆる適切な方

法によって強調することは、その役職

と切り離すことのできない任務である。

例えば地区大会その他地区会合のテー

マにするとか、ガバナー月信、公式訪

問その他地区内のクラブやロータリア

ンと接触する場で紹介することなどで

ある。ガバナーの掲げる地区の目標あ

るいは目的は、会長のプログラムまた

はテーマに関連させ、これを強調する

ようなものでなければならない。そし

て、前記の地区のIEI標か目的について

何か言う場合には、必ず会長のプログ

ラムまたはテーマをはっきりと分かる

ように示すことが必要である。会長の

R|超我の奉仕賞

TheRISeMceAboveSelfAward 

RI超我の奉仕賞は、ロータリーの標

語「超我の奉仕」を実現するＲI運動に
貢献したロータリアンに贈られる。

ロータリーの奉仕部門を問わず、この

賞は、ＲＩの目標の推進に際立った努力

をした人を表彰するものであり、ロ_

タリアンに対するロータリーの与えう

る鍛高の栄誉である。

現ガバナー、直前ガバナー、現理事、

元理事が受賞候補者を指名できる。
ロータリアンがロータリーを通じて成

し遂げた奉仕活動を指名書式に書きし

るし、これをＲＩ理事会に提出し、その

辮議を受ける。毎年､最高150名までが

受賞できる。ガバナーが特別の地区行

事で本賞を贈呈するのが望まれる。
(91） 
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第５章職業奉仕（VocationalSeMce）

VocMion(職業）という言葉は社会人
の「定職､稼業､耶業､専門職務、ある
いは業務」を指すものである。ロータ

リーは、職業奉仕という言葉を使用す

るに当たって、Service(奉仕）という文
字をその一瀞広い意味で使っており、

｣itに211業あるいは専門職務における取

引行為や販売された商品を指すのみで

なく、相手のニーズと境遇に対して正
当な考慰を払い、他人に対しいつも思

いやりの心をもつことも指しているの

である。

職業奉仕はロータリーの綱領におい

て次のような百葉によって強調されて
いる：珈業および専門職務の道徳的水
蛾を商めること；あらゆる有用な業務
は鰍Ⅲきれるべきであるという認識を

深めること；そしてロータリアン各自
が業務を通じて社会に奉仕するために

その業務を品位あらしめること；を鼓

吹育成する。

職業奉仕は、ロータリー・クラブと

クラブ会員両方の責務である。クラブ
の役割は、たびたび職業奉仕を実践し

てみせることによって、また、クラブ

自身の行動に職業奉仕を生かすことに

よって、模範となる実例を示すことに

よって、さらにクラブ会貝が自己の職

業上の手腕を発抑できるようなプロ
ジェクトをＭ発することによって、目

標を実践、奨励することである。クラ

ブ会貝の役割は、ロータリーの原１１１１に

沿って、自らと自分のIiiil業をi１tし、併
せてクラブがＩ１ｌ１発したプロジェクトに

応えることである。

吾らに、ＩＤ89年規定辮縦会は次の職

業宣言を採択した：

111業または専'''１職務に棚わるロータ
リアンとして、私は以下の要iiWに応え

んとするものである。

ｌ）職業は奉仕の一つの機会なりと

心に銘せよ。

２）職業の倫理的規範、国の法律、

地域社会の道徳規地に対し、名
実ともに忠実であれ。

３）職業の品位を保ち、自ら選んだ

職業において、蝋両度の倫理的

規地を推進すべ<全力を尽く

せ。

４））iH主､従業Ll、同僚､同業者､顧

客、公衆、その他珈業または専

門職務上側係をもつすべての

人々に対し、ひとしく公正なる

べし。

５）社会に有用なすべての業務に対

し、当然それに伴う名祥と敬意
を表すべきことを知れ｡

６）自己の職業上の手腕を捧げて、
i1f少年に機会を１Ｍき、他人から

の、格別の婆iii１１にも応え、地域
社会の生活の髄を商めよ・

７）広告に際し、また自己のEII業ま
たは卯ｌ１Ｉｊ戦勝にllUして、これを

職業奉仕に関する声明

(SlatemenIonVocationaISeMce） 
職業奉仕とは、あらゆる職業に携わ
る中で、奉仕の理想を生かしていくこ

とをロータリーが育成、支援する方法
である。職業奉仕の理想に本来込めら
れているものは次のものである：

Ｉ）あらゆる職業において最も高度
の道徳的水準を守り、推進する
こと。その中には、施主、従業
風、同僚への誠実、忠実さ、ま

た、この人達や同業者、一般の

人々、職業上の知己すべてへの

公正な取り扱いも含まれる；
２）自己の戦業またはロータリアン

の挑わる職業のみならず、あら
ゆる有用な職業の社会に対する

価値を掴めること；

３）自己の職業上の手腕を社会の１１１１
１mやニーズに役立てること。
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職業奉仕

世に問うに当たっては、正直専

一なるべし。

8）事業または専門職務上の関係に

おいて、普通には得られない便

宜ないし特典を、同僚ロータリ

アンに求めず、また与うること

なかれ･（89-148）

職業指導

(VocationalGuidance） 
行少年の戦業選択を援助する活動は

クラブの職業奉仕委員会の活動の一つ

である。クラブは、青少年奉仕委員会

の協力の下に、とI)わけ、青少年の職

業選択を援助する活動を進めるため、

職業奉仕委員会の下に「就職相談」小
委員会を設置するように示唆きれてい

る。（55）

四つのテストの複製並びに使用

(ReproductionandUseofTheFour‐ 

WayTest） 
四つのテストの複製はすべて次の形

式で作成されなければならない：

職業奉仕活動

(VocationalServiceActivities） 
クラブは、他国の文化的･経済的･地

理的状態に関するプログラムを例会で

実施し、また、地元地域社会の他のグ

ループでも実施するよう手配すべきで

ある。ある国から別の国へと労働者が

大移動した結果、言語障壁および文化

的・社会的背景の相違から苦難が生じ

るかもしれない。このような苦難を克

服する力になるのが、このようなプロ

グラムの目的である。クラブはその地

域に新たに移って来た人が新しい環境

に溶け込むよう援助するため市民相談

所を創設するとかあるいは支持する方

法を講じることを考究しなければなら

ない。

国家や地方自治体の政策は同業組合

雌ぴに労働組合双方の指導者の折衝と

協定にどれほど依存しているか、とい

うことを老MHするようクラブ会貝の注

意を促す。苔らにクラブ会員は同業組

合で指導的役割を果たすことに努力し

て、この分野における方針の確立に影

響を与えうる機会に恵まれているとい

う点にもクラブ会貝の注意を喚起する。

(63） 

ロータリー・クラブは、地元の商エ

会議所と絶えず連絡を取り合って、奉

仕の機会を探るよう奨励きれている。

合同で軒手すれば、より実り多き成果

を上げられると思われる奉仕プロジェ

クトを、適切であれば､開発する。この

ようなプロジェクトには次のものが含

まれるであろう：従業員研修､引退後の

四つのテスト

言行はこれに照らしてから

１）真実かどうか

２）みんなに公平か

３）好意と友情を深めるか

４）みんなのためになるかどうか

四つのテストを複製あるいは使用す

る唯一の目的は、人間関係における高

度の道徳的水準の向上を図り、それを

維持することでなければならない。複

製は販売や利益を増すための広告と結

びつけてはならない。しかしながら、

商社、団体または公共機関の人lllⅡⅢ係

のすべてが四つのテストの方針に沿っ

て実施きれることを願って真剣に努力

していることを説明するような方法と

してならば、脊而菱やその他の印刷物

に使用してもよい。（55）

四つのテストを、一つのロータリー・

クラブあるいはクラブ・グループが頒

布する物品の一部として、またこの物

品に関連させて複製する場合、当該

ロータリー・クラブが複製した旨の断

り書きをテストの本文の下方のどこか

に入れるべきである。これは、それら

のクラブがあらゆる人間関係を四つの

テストに照らして実施しようとしてい

ることを連想させるのにふさわしいか

らである。四つのテストは、いかなる

意味においても「規則」として取り扱
われてはならない。

1995年手続要覧7２ 



職雛奉仕

泰M:の機会、識字率の向上、職場の薬

物濫川防止と治娠、職業相談、職業活
鋤表彰プログラム。

戦業奉仕の範UHは、クラブとロータ

リアンの、意によって無限に広がる。
ロータリアンは、自己の職業に基づい

てクラブで職業分類されているのであ

るから、職業奉仕は、すべてのロータ

リー・プログラムを遂行するうえで不

可欠な嬰紫である：その影響は、他の
奉仕部門に及ぶ。

RIHl11l[会は、クラブに対して職業泰

奉仕委貝会の小姿IJI会としてローダ

リー・ボランティア姿、会を投ｌｌＨＬな

ければならない。（，I）ＲＩは、ロータリ

アンであるなしを1Mlわずボランティア

と、有熱な社会泰Ⅱgと１劃際奉仕プロ

ジェクト実施地を結び付け、さらにポ

ランテイア援助団体で、ボランティア

に活動の場を提IILし、ｌⅢ1純し、溢金を

提供しているものについては、その始

簿を諮備している。（補則1善11会９１）

ロータリアン、１吋１１１戦友、ローター

アクターが4週1111から8週lⅢ海外でボラ

仕活nillから発生しうる賠償資任から保 ンテイア奉仕をした場合、ロータリー
護される必要があるかどうかについて 財H1にロータリー・ボランティア補助

法iltMlulllまたは資征保険の顕１１Mから肋 金を申謝できる（符FⅡ姿口金９】）

蘭を受けるよう婆論している。適切で
あれば、保険加入の是非あるいはリス 職業奉仕月間

(VocalionalSeMceMonth） 
ＲＩ理耶会は、クラブだけではなく、

各ロータリアンも、職莱辨ｲl:の理想を

lE11iir実践するようにiMiiiMするために、

毎年10月を特に職難奉ｲ{:に雌点をし
ぼったプログラムを行う「職業奉仕月

ⅢI」と定めた。（78,81）

クを伴う他の管理業務の実施などにつ

いて助百を受はるよう婆論している。

(趣味・職業別親１膳活IMIについては、第
フボの「国際奉仕」を参照のこと）

ロータリー・ボランティア

(RotaⅣVDIunteers） 

ロータリー・ボランティア・プログ

ラムは、ロータリー提唱の奉仕プロ ロータリアン間の取引関係

(BusinessandProIessionalRelalions 

AmDngRota｢ians） 
ロータリアン1Ⅱ1の取りⅡ１１１係にllUする

ロータリーの方針は次のjmI)である。

すなわち、ロータリアンはその同僚

ロータリアンから、他のﾘﾄ業家に対す

る場合よ')も多くの利611を101侍しては

ならないし、ましてこれを要求するよ

うなことがあってはならない。鏡争業
者に対する義務として、また職業奉仕

の椚神において、ロータリアンは、取
引1111係にある他の!Ⅱ業家には杵迦与･え

ないような特典を同(Iiビロータリアンに

与えてはならない。いかなる塒合にお

いても、ロータリーの親睦を利便や利
益を得る手段として利川することは
ロータリーの粉神に反するものである。

(３３，７，）いかなるiii社も敬｣し（Yours

tTuIy）の代わI)に．`YOU旙Rolim]y,，と粁
名すべきでない。（29）

ジェクトにも、他団体の有意義なプロ

ジェクトにも、ボランティア奉仕の機
会のあることについてロータリアンの

理解を深めるために創設きれたもので

ある。このプログラムにより、クラブ

と地区は、地元では得られない専門職

ボランティアを見つけることができ、

ボランティアは、奉仕プロジェクトの

完了に協力できる。（88）ロータリア

ン、ロータリアンに同行した場合の

ロータリアンの配llll者が、ローターア

クター、財団学友、ロータリアンでな

い人（ロータリアンが直ちに得られな

い塒合）とともに、このプログラムに

参１１１１２丘きる（88,,0）
クラブ会艇とガバナーは、ロータリ

アンであるなしをＩＭＩわずロータリー

ボランティアの奉仕の活用と、ローダ

リー・ボランティアを活用できるプロ

ジェクトの１Ｍ１発を間ぬるために、職業
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第６章社会奉仕（CommunitySeMce）

ロータリアンは、最初のクラブのi没

立以来、自己の地域社会に奉仕するこ
とに深く鵬わってきた｡各ロータリー・

クラブの歴史には、ロータリーの網緬
の次の第３項を実行に移しているプロ

ジェクトが数多く記録されている。
｢ロータリアンすべてがその個人生活、
事業生nWおよび社会生活に常に奉仕の
理想を適用すること｣。（RI定款第４条、
標準定款第３条）

のである。この祈学は奉仕一

「超我の奉仕」の哲学であり、
「最もよく奉仕する者、蛾も多
く報いられる」という実践倫理
の原理に蕪づくものである。

2）本来ロータリー・クラブは、事
業および専門職務に携わる人の

代表として、ロータリーの恭仕
の哲学を受け入れ、次の四つの

ことを喪行することを目指して
いる人々の集まりである：

まず姉ｌに、奉仕の理論が職

業および人生における成功と幸
福の其の基礎であることを剛体

で学ぶこと；第２に、自分達のあ

いだにおいても、また地域社会

に対しても、その実際例を肌体

で示すこと；第３に、各人が個人

としてこの理論をそれぞれの職

業および日常生活において拠践
に移すこと；そして第４に、個人

として、また団体としても大い

にこの教えを説き、その実例を

示すことによって、ロータリア

ンだけでなく、ロータリアン以

外の人々のすべてが、理論的に

も実践的にも、これを受け入れ

るように励ますことである。

3）ＲＩは次の目的のために存在する
団体である：

ａ）ロータリーの奉仕の理想の
擁謹、育成および全11t界へ

の普及；

ｂ）ロータリー・クラブの設立、

激励、援助および運営の管
理；および

ｃ）一秘の情報交換所として、
各クラブの問題を研究し、
また、強制でなく有益な助

言を与えることによって各

クラブの迎営方法の標触化
を図I)、社会奉仕活動につ

社会奉仕活動に対する方針

(PoIicyTowardCommunityService 
Activities） 

社会奉仕に関する1923年の声明

社会奉仕に対するロータリーの方針
は、1123年国際大会で採択され、以後
の国際大会で改正された次の声明に述
べられている。

ロータリーにおいて社会奉仕とは、

ロータリアンのすべてがその個人生活、

W｢業生活、および社会生活に奉仕の理
想を適用することを奨励、ｆ『成するこ
とである。

この奉仕の理想の適用を災行するこ

とについては、多くのクラブが会員に
よる奉仕にその機会を与えるものとし

て、さまざまな社会奉仕活動を進めて

きている。以下に掲げるiMi原則は、
ロータリアンおよびロータリー・クラ

ブの指針として、また、社会奉仕活勒
に対するロータリーの方針をlﾘl確に衣
すものとして適切であり、また管理に
役立つものであることを認め、これを
採用するものである。

Ｉ）ロータリーは、基本的には、一

つの人生哲学であＩ)、それは利

己的な欲求と義務およびこれに
伴う他人のために奉仕したいと

いう感情とのあいだに常に存在
する矛盾を和らげようとするも
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タリー・クラブ結成の本来の!］

的を危うくするような社会奉仕

活動を行ってはならない。そし

てＲＩは、一般的な奉仕活動を研

究し、標準化し、推進し、これ

に1Ⅲする有益な示唆を与えるこ
とはあっても、しかし、どんな

クラブのどんな社会奉仕活動に

せよ、それを命じたI〕禁じたり

することは絶対にしてはならな

いものとする。

１Ｍ々のロータリー・クラブの社

会奉仕活動の選択を津する規定
は別に設けられていないが、こ

れに関する桁針として以下のiIk

IlIが推奨きれている：
勘）ロータリーの会員の数には
限りがあるので、ロータ

リー・クラブは､市民全体の

秋極的な支緋なくしては成
功しえないような広範UI1の

社会奉仕活動は、ほかに地

域社会全体のために発EIL、

行動する適切な市民団体な

どの存在しない土地のj鮒合

に限り、これを行うことと

すべきであり、商工会繊所

のある土地では、ロータ

リー・クラブはその仕ﾘﾄﾞの

邪魔をしたI)、横UlXI)をし
たりすることのないように

しなければならない。しか

し、ロータリアンとしては、

奉仕を符い、その理念の教
えを受けた11M人として、そ

の土地の商工会議所の会Ｌｌ

となって活蝿すべきであl〕、

また、その土地の市民とし
て、他の藩良な市民と一緒

に、広くすべての社会奉仕
活動にllU与・し、その能力の

許す限り、金銭や仕]jlのう
えでその分を来たすべきで

ある。

ｂ）一般的に河って、ロータ

リー・クラブは、どんな立派

いても、既に広く多くのク
ラブによってその価値が災

証巻れており、ＲI定款に掲
げられているロータリーの

綱領の趣旨にかない、これ
を乱すような恐れのない社

会奉仕活動によってのみ、

その標準化を図ること。

4）奉仕するものは行動しなければ
ならない。従って、ロータリー

とは単なる心搬えのことをいう
のではなく、また、ロータリー

の哲学もjiiに主観的なもので
あってはならず、それを客観的

な行動に表さなければならな

い。そして、ロータリアン(181人
もロータリー・クラブも、奉仕

の理論を実践に移さなければな

らない。

そこで、ロータリー・クラブ

の団体的行動は次のような条件
の下に行うように勧められてい

る。いずれのロータリー・クラ

ブも、毎年度、何か－つの主

だった社会奉仕澗動を－それ
もなるべく擁年度異なってい

て、できればその会計年肛内に
完了できるようなものを、後援
するようにすることが望まし

い。この奉仕活nMJは、地域社会
が本当に必要としているものに
基づいたものであり、かつ、ク

ラブ全貝の一致した協力を必饗
とするものでなければならな

い。これは、クラブ会貝の地域

社会におけるIMI々の奉仕を奨Hill
するためにクラブが継続的に災

施しているプログラムとは別に

行われるべきものとする。
５）折ロータリー・クラブは、クラ

ブとしてlllI心があI)、またその

地域社会に適した社会奉仕iiFlilI
を自主的に選ぶことについて絶

対的な権利をもっている。しか

し、いかなるクラブも、ロータ
リーの綱領を無視したり、ロ－

6） 
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な耶業であっても、クラブ
がその遂行に対する斑任の

全部または一部を負う用意

と意思のない限り、その後
援をしてはならない。

c）ロータリー・クラブが奉仕

活11,を選ぶ｣bMi合に宣伝をそ

の主たる目標としてはなら

ないが、ロータリーの影郷

力を拡大する一つの方法と
して、クラブが立派に遂行

した有益な珈莱については

正しい広報が行われるべき
である。

｡）ロータリー・クラブは、仕馴
の並複を避けるようにする

必要があり、総じて、他に機

IIUがあり、それによって既

に立派に行われている駆業

に乗り出すようなことをし

てはならない。

c）ロータリー・クラブの奉仕
活動は、なるべく現存の機
lIUに協力する形で行うこと

が望ましいが、現存機関の

般術や能力がＩｉ１的の遂行に

不十分であるj鮒介には、必

要に応じ、新たに機関を設

けることにしても差し支え
ない。ロータリー・クラブと

しては、新たに､i複した機
1111をつくるよI)も、現存の

機llUを活用することのほう
が望ましい。

f）ロータリー・クラブはその

すべての活勤において、宣
伝老として優れた働きをし、

多大の成功を収めている。
ロータリー・クラブは地域

社会に存在するIMI題を見つ
け出すことはしても、それ

がその地域社会全体の責任
にかかわるものである場合

には、単独でそれに手を下

すようなことはしないで、
他の人々にその解決の必要

を悟らせる努力をし、地域

社会全体にその責任をI当l党
させて、この仕覗がロータ
リーだけの責任にならない

で、本来その責任のある地

域社会全体の仕班になるよ

うにしている。また、ロータ

リーは、11$紫を始めたり、指

導したりするが､一方､当然
それに110心をもっていると

考えられる他のすべての団

体の協力を得るように努力

すべきであり、そして、当然

ロータリー・クラブに州す

べき功紙であっても、それ

に対する自分のほうの力を

殿小阪皮に評価して、その

すべてを協力者の手柄にす
るようにしなければならな

い。

クラブがひと固まりとなっ

て行動するだけで足りるよ

うな１１業よりも、広くすべ

てのロータリアンの個々の

力をqMILlするもののほうが

ロータリーの糀神によりか

なっていると言える。それ
は、ロータリー・クラブでの

社会奉仕活動は、ロータ

リー・クラブの会貝に奉仕

の訓練を施すために考えら
れたいわば研究室の災験と

してのみこれを見るべきで

あるからである。(23-34,26-
6,36-15、５１－９，６６４９）

g） 

社会奉仕に関する１９９２年の声明

1992年規定辮搬会は、社会素(}:にＩＭＩ

する次の声明を採択した〔国際大会決
離23-34､以後改正言れたものとともに

使用きるべきものである）：
ロータリーの社会奉仕とは、ロータ

リアンひとりひとI〕の個人生活、リド梁

生沿、社会生活に奉仕の理想を適Ｈ１す
ることである。
この奉仕の理想を実行するに当たつ
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て、地域社会にも参加を求める
こと。

７）社会奉仕の目標を速成するため
に、ＲＩの方針に沿って他団体と

協力すること。

８）社会奉仕プロジェクトが一般社

会の人々に十分翅められるよう

にすること。

９）社会奉仕活IMIにおいて他の団体
の協同参加を促進する触媒とし

ての役割を果たすこと。

１o）もしそれが適当であるならば、
公共組織、奉仕団体、その他諸

団体に、継続中のプロジェクト

を委瀬すること。そうすれば、

ロータリー・クラブは新プロ

ジェクトに柵わることが可能と

なる。

ＲＩは、ロータリー・クラブの連合体

として、社会奉仕のニーズや活動を伝

え、広め、かつロータリーの綱領を推
進し、参加を望むロータリアンやロー

タリー・クラブ、地区の力を結集すれ

ば役立つと思われるプログラムやプロ
ジェクトを適宜提案する斑務を負って

いる。（92-286）

ては、各ロータリー・クラブが多彩な
社会奉仕活動を111]発して、多くの会貝
による奉仕活､11に鰍かしい機会を与え
てきた。ロータリアンの心構えとして、

また、社会奉仕活動にl１０するロータ

リーの方針を明確にするために、その

原則は次のようにまとめられる。

社会奉仕は、ロータリアンひとりひ

とりが「超我の奉仕」を実証する機会
である。地域に住む人々の生活の質を
高め、公共のために奉仕することは、

すべてのロータリアン個人にとっても、
またロータリー・クラブにとっても献

身に値することであり、社会的責務で
もある。

この輔神に立脚して、各クラブに対

し次のように勧奨する：

１）地域社会における奉仕の機会を
定期的に綱撤し、各クラブ会側

に地域のニーズを検討させるこ

と。

２）社会奉仕プロジェクトを実施す
るに当たっては、会員の得意と

する職業上の能力や趣味の力を

生かすこと。

３）どのようにささやかであって
も、あらゆる社会奉仕活動が正
要であると樋織したうえで、地

域のニーズを汲み、地域内のク
ラブの立期や力逓を勘梁してプ

ロジェクトを始めること。

４）各種社会奉仕活動を秩序立てる
ために、ロータリー・クラブが
提唱するインターアクト・クラ

ブ、ローターアクト・クラブ、

ロータリー村落共同隊、その他

のグループと緊密に協力するこ
と。

５）国際レベルのロータリー・プロ
グラムと活動を通じて社会奉仕
プロジェクトを強化する機会を

確認すること。

６）社会奉仕プロジェクトの実行に
当たっては、望ましく、また、

実現可能な限り、必要とされる

資金や人材の提供までも含め

クラブと地区の

社会奉仕活動への参加

(ParticipationinCommunitySe｢vice 

AclivitiesbyClubsandDisIncis） 
地域社会のニーズに対して、政府お

よび民llIIの諸団体が活動しているが、
しかし、ロータリー・クラブやロータ

リアンが地元地域社会において効果的

かつ並複しない奉仕を引き受ける各秘
やりがいのある機会が依然として存在
する。効果的な社会奉仕をする基礎と

して、ロータリー・クラブ会長は、人11Ｍ
聴並、地域発展、環境保全、協同奉仕、
の社会奉仕小委瓜会の委員を務める
ロータリアンを任命するよう奨励され

ている。この小委鳳会は、次のことを

行うよう要謂きれている：

１）地元内のそれぞれの地域の特定
の相対的状況を総合的に調在、
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分析し、地域社会のニーズを砿
認する；

2）地域社会のニーズを見いだすた

めに個人的、また職業上の立場
を生かしてクラブの区域内を探

り、社会奉仕委員会の調査、分
析を補足、強化するよう個々の

クラブ会員に勧める；

3）他の地域団体との会合を、所定

の方針に合致して行うことがで

きる場合、そのような会合を開

き、話し合いと意見の交換をす

る；

4）地域社会のニーズに菰極的に関
心を示し、これに鞘通している

ことを会員候補者選考の一要素

に含める。（63）

の委貝会iIll交流を密にする。
６）アイディアを交換し、プロジェ
クトを推進するために、地区大

会や地便協議会その他の会合に

おいて、またはその前後に、ク

ラブ社会奉仕委貝長の地区レペ

ルでの会合を組織する。

７）悩報を分かち合ったうえで、ク
ラブの目標を股定し、ローダ

Ⅲノー以外の地元の奉仕団体とク

ラブ社会奉仕プロジェクトとの

川で協力できる分野を探す。

８）ガバナー月信で広報するため

に、クラブ社会奉仕委員長に、
成功を収めた社会奉仕プロジェ

クトについて定期的に報告する

よう要請する。さらに、出版物

に掲戦される可能性もあるの

で、ＲＩにも報告する。

，）地区およびゾーンの会合で、優

れた社会奉仕プロジェクトを展

示する。

１０）地区規模の社会奉仕活動を組織

する。（89）

募金運動への参加

(PanicipationinFundRaisingAciviIies） 
募金計画あるいは他の運動に参加ま

たは提携する場合、クラブは、クラブ

の信望を落とすような品位のないやり

方に陥らないよう常に注意を払うべき

である。（46）

特に関心の高い社会奉仕活動

(CommunityServiceAcliviIiesofSpeciaI 
Inte幅st）

地区社会奉仕委員会

(､isIricICommunitySeMceCommittee） 
すべてのガバナーは、地区社会奉仕

委員会を設慨するよう奨励きれている。
この委員会の役割と責務は次の通りで
ある：

ｌ）クラブが取り上げるとよいと思

われる地区内の新しい傾向、篭

点、または、新しいlMl題を探す

のを援助する。

２）成功を収めた社会奉仕プロジェ
クトについて講演し、クラブ・

プロジェクトの強化に役立つ

ロータリー・プログラムや強調

事項に111Ｉする情報を提供するた

めに地区内クラブを肋ＩＩＢする。
３）クラブ社会奉仕委瓜長が資務を
遂行するのを奨励、補佐する。

４）適切であれば、クラブがロータ

リー村落共同隊（RolmyViI1agc
Coms--RVC）を結成するのを奨
励し、プロジェクト1M発策を交
換するために、地区レベルの

ＲＶＣ会繊を組織する。
５）プロジェクトと人材、情報の調

整を図ろため、ロータリー・ボ

ランティア、環境保全、世界社
会奉仕などの他の地区委員会と

環境保全

1912年規定審議会は、クラブとロー

タリアンに対して、琉境保全に協力す
るよう奨励するために次の決議を採択

した。

国際ロータリーは次のように決議す

る。国際ロータリーは、加盟クラブに

対して､必要鍛低限の生活条件を高め、
地球が人類に好ましい鯛所として生き
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残ることができるようにし、ざらに社

会奉仕および世界社会奉仕プロジェク

トにおいて環境保全および改善に重点

を、くよう、奨励する。クラブは、こう

したI!Ｉ実に対して、政府､地域､産業界
の注意を喚起できる立場にある。

さらに、［劃際ロータリーは次のよう

に決i雛する。環境保全を目指し、絶滅

の危機に瀕する助樅物を保護する行動

を支援するのは、ロータリアンひとり

ひとりの責務であると。（92-287）

世界的イメージを育成する

5）地域社会、国、世界に影瀞を与・

えている緊急の環境ＩＭＩ題につい

て全ロータリアンの理解を深め

る。（90）
地域社会の理解を深めるためのクラ

プ主１１１１の研究染会は、地元地域社会内

のIil(物､、１１物､大気汚染､水街源に11Uす

るllU心や111]題を見極めるのに爪要な役

11111を果たすことができる。(90)RIJ11勝

局から入手できる「環境保全饗覧」に

1995年瀞繊会は、安全な水の供給を I土、成功を収めた環境保全プロジェク

援助している団体の支援を奨励する次 トの例や、クラブがプロジェクトを姑

の決議を採択した ぬるに当たって役立つ有益な憶報が収

RIJ1Mzli会は、安全な水の敢要性を紐 ぬられている。

識して次のことを決議する。容易で侍

織字率の向上銃可能な技術を使って、住まいから比

RIjHlIJIl会は、ロータリーが識字率の較的近いM1所で人々に安全な水を供給

ｌｉＩ上をiMiiiM]'Ｉ項とするに当たって、次する力になることを、すべての地区や

クラブに対して奨励する。（,5-165） のlJn9と目標を採択した。

われらの天体、地球の保全プログラム 目的

地城内のあらゆる人が、一般的に地球の現在および将来の住人がバラ
ｉｒって幸福に係らすために読み111;きのンスよく自然の)凹みを受けられるよう

能力が放要であること、また、地域のに地球、その土壌、水、大気、その他の

識字水地が生活水準に直結することに天然資源を守らなければならない。わ

ついて、すべてのロータリアンの班解れらの天体、地球の保全プログラムの

を深めること；地域社会で、または他目的は、ロータリアン、クラブ、地区、

lI1の地域社会で識字率向上の必嬰性にRIがこぞって、世界規模のこの繁A;し｡
llXI〕組むプロジェクトに若手するようニーズに注窓を染中することである。
全クラブに奨励すること。このプログラムの目標は：

1）現境に催しいライフ・スタイル

目標
－ 

１） 

を実践するようロータリアン
に、また、ロータリアンを通じ

生活水準との敢要なlMl係について他の人に奨励する

2）クラブと地区が遂行する環境係 ての理解を深めること；

2）地域の生活のあらゆる面に、何識プロジェクトの数と種類を琳

の不足もなく人IUjらしく参iⅢでやす。環境保全についてのクラ
きるだけの読み譜き能力をもつプllIIの協力を奨励する：

のは個人の権利であ゜つまり、3）ロータリーのすべての奉仕プロ

ジェクトに環境保全関連の嬰紫 生計を得て、社会の婆望に応え

て、日常生活で直而するl1IIHuをを組み入れ、このプログラムの

解決するための必饗不可欠の手I]的に沿ったものにする；

段としての識字率の向上に対す4）ロータリー・クラブとロータリ

アンが環境保全にｌｌＵ心をもち る理解を深めること；

3）クラブがその識字率向上活1IMIの
￣ 

環境保全に献身しているという
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支援に利用できる参考漬科や袖 は、地元のlMIMuに対処できるよ
助金を、ＲＩ内で、また他団体を う計画きれなければならない

通じて絶えず探し、｜;１１発するこ と掴撤して、クラブが、必婆に応じて

と；̄
 

4）ロータリー材･瀞共同隊、ロ－

行政機110や非政府剛体と協力して次の

播助を実施するのを承趨、支援してい
ターアクト・クラブ、インター ろ：

アクトクラプ、世界社会奉仕、 1）地域の薬物濫剛およびアルコー

ロータリー・ボランティア、人 ル過飲防止プログラムにIHIして

道的な国際プロジェクトのため クラブ会日と地域住民の理解を

の同額補助金、保他、飢餓追放 深める；

および人１１１１性jM(jIWiii助金、Ⅱt界 i1f少年を対象にI［しい価値観と2） 

社会奉仕カール・ミラー助成金 I:I蝋心の育成を【'8心とした薬物
などのロータリー・プログラム 濫用とアルコール過飲防止プロ

の範囲内でどのような識字率向 グラムを実施または支援する；

上プロジェクトを効果的に実施 3）家庭を基盤とする薬物濫用およ
できるかをロータリー・クラブ びアルコール過飲の治療プログ
に示すこと： ラムを支援する。（９２）

型ill釜j;ｉｆ青､_機能的識字率のliil
上、教師研修、戦紫教育を含む 高齢者への心づかい
広範囲にわたるロータリー・プ ロータリー・クラブは、地元のニー

ロジェクトが1Wえてきたので、 ズを汲み取った後、ihi齢者のための次
それを広級する。 のような活動を一つまたはいくつか実

地域社会内の識字率の向上という 施することに考魍を払うよう奨励され

ニーズに取り組み、プロジェクトを1Ｍ ている：̄
 

Ｉ）引退についての研１１蛍または立案発するに当たってクラブが利用できる

参考資料がＲＩ?'Ｉ務局に用意されてい プログラム；

ろ。（９２）̄
 

薬物濫用およびアルコール過飲防止

引退後の屈用の機会を兇つける2） 

こと（ボランティアおよびパー

トタイム）；

RI理耶会は薬物濫H1およびアルコー 辺プロバス・クラブまたはliil種の

ル過飲防止について次の声明を採択し 団体の奨励；

健康管理のサービスの手配；た。

Ｒ１理率会は、

4） 
-

5） 梢神衛生にl則するプロジェク

1）薬物濫用とアルコール過飲は、 卜；

交迎の便などの提供；世界のほとんどあらゆる地域社 且
7） 会に広がっているＩＭＩ題である 独居のニーズに]Ｍ)組むプロ

2）この破壊的性格は、本人のみな ジェクト；̄
 

生涯教育の機会の挫供：

⑪
｜
功
一
⑪Ｉ
 

らず、家族、地域、国からも身

体的、梢神的、総済的力を奪い 財務についての相談；
去る；
－ 

３）地域社会を悲雛とするプログラ

世,代ＩＭＩのずれに憐をかける活

動；̄
 

11）レジャーの機会の提供。（85）ムの意義は、薬物濫用およびア

ルコール過飲の効来的な防止錐

として、正_し-111価１１(観を教え、 エイズ教育

ロータリー・クラブは、適切であれ若い人に嵐jM(,L､を植え付ける
4）理解推進および防止プログラム ぱ、公的保健機1111や非政llflJI体と協力
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して、エイズ教育と予防について会厘 を提供すること。（８７）
ローターアクトクラプは、提唱

ロータリー・クラブの近隣地域内に居

住、就職または就学している，8歳から

30歳までの青年によって椒成きれる。

会員が30歳になったローターアクト年

度の６月３０日にローターアクト会且身

分が終結する。Ｇ１)ローターアクトク
ラプ年度はロータリー．クラブ年庇と

一致させなければならない。

Ｒ1理事会がローターアクト．プログ

ラムに対して採択している年齢枠内の

ロータリー財団奨学生はすべて、他国

で勉学中、ローターアクト．クラブの

ゲスト会員となる資格を有するものと

する｡（91）
少なくとも４年Ⅲ一つまたはいくつ

かのローターアクト・クラブの会側で

あったことがあり、退会した理由が、

ローターアクト・クラブ会員の年齢の
上限に達したか、そのクラブの区域限

界外に移転したというローターアク
トクラプ元会員は、ロータリー．クラ

ブのアデイシヨナル正会員に選ばれる

資格があるものとする。(4.020.1.3.；標
準定款第５条第４筋）
ローターアクトクラプ会瓜組織の

継続性を確保するため、できる限り、

年齢層のバランスを保つよう心がけな

ければならない。（67)各ローターアク
ト・クラブの管理主体は、クラブの適

正会員から選出された会長､極iiII会畏、

副会長、幹事、会計およびクラブが定
めた数のその他の理邪をもって榊成す
る理瓢会とする。役貝および理JIFの選

挙は、地元の習慣と手続に反しない方

法によって毎年３月１日までに行わなけ

ればならない。但し、選挙に当たって

はいかなる場合も、適正な資格を右す

る出席会員の単純多数以上のものを必

要としない。（go）
どのローターアクト・クラブにも、

その名称の後に「(名称..…）ロータ
リー・クラブ提唱」という文百を付す
るようにすることが強く要望されてい

る。各ローターアクトクラプは、その

および地域社会の理解を深めるよう奨

励されている。ロータリー・クラブは、

エイズへの理解を深め同時に地域で受

け入れられる範囲内で襖Ⅲかつ良識を

グラムに讃手または支援しなければな

らない。（92）

ローターアクト・クラブ

(RotaractCIubs） 
ＲI理事会は、ローターアクトの目的

と目標に関して次のような717明を採択
した：

目的

ローターアクトの目的は、i1r年男女

が個々の能力の開発に当たって役立つ

知識や技能を高め、それぞれの地域社
会における物質的、あるいは社会的な

ニーズと取り組み、親睦と奉仕活動を

通じて全世界の人々のあいだによりよ
い信頼関係を推進するための機会を提
供することにある。

目標

１）専門技術および指導能力を１１W発
すること；

２）個人の価値を滋める考え方に立
脚して、他人の椎利を蝋正する
観念を鍵うこと；

３）すべての有用な職業は社会に奉
仕する機会であるとして、その
品位と価値を翅職すること；

４）指導者としての資質という面で

も、職業上の資務を遂行すると

いう面でも、道徳的基準が大切
であることを遡識し、実践、推

進すること；

５）地域社会と世界各地のニーズ、
問題、機会に対する知識と理解

を深めること；
６）地域社会に奉仕し、かつ、国際
理解と全人類に対する瞥愈を推
進するために、個人として、ま

た、団体として、活動する機会
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を任命しなければならない｡12Cl］以内

に提唱ロータリー・クラブが兇つから

ない場合、そのローターアクト゛クラ

ブは終結することになる。（91）
IRIが設定した機榊の下に、提I1Ijロー

タリー．クラブは、ローターアクト゛ク

ラブを結成し、その後指導と助徹を与

える資任を有するものとする。

IRI理事会は、提唱ロータリー．クラ
ブに対して、そのクラブの1人または

数人の会員を指定して、１カ月に少なく
とも１回は、ローターアクトの会合に

出席させるよう饗箭している。また、

ローターアクト．クラブを提'1Mする

ロータリー．クラブは、４半期に少なく

とも１回、恒例の会合やプロジェクト

企画会議や特別行111にローターアク

ターを招待するよう奨励ぎれている。

(87,91） 

ローターアクト．クラブが大学を結

成鵬盤とする柵合、提唱ロータリー．
クラブは、そのクラブに対しては、＊当

該大学当局制定の全学生団体並びに課

外活動に|Ｈ１する規定並びに方針と同一

のものに従うべきものであることを了

解のうえ、大学当月の完全な協力の下

に、当該ローターアクト・クラブに対
する管理と助ijifを行うものとする｡

ロータリー・クラブは、教育機lIUを雅

盤とするローターアクト゛クラブのほ

かに地域社会に雑づくローターアク

ト．クラブをも提I'側するよう奨llMlされ

ている。（74〕

ローターアクト．クラブ会貝をロー

タリー．クラブ並びに地区大会のプロ

グラムに参加するよう招待するロータ

リー．クラブおよび地区大会は、起こ

りうる法律上または道義上の義務と礎
任に対しクラブないし地区大会を係識

するために、十分な旅行傷害保険およ

び資任保険に加入すべきである。

原則として、ローターアクトクラプ

便謹類のすべてに提唱ロータリー・ク

ラブの鍋称を入れなければならない。

(91） 

ローターアクト・クラブは提唱ロー

タリー・クラブまたはＲＩの一部または

合法的加盟クラブと考えてはならない。

ローターアクト・クラブ会ロは「ジュ

ニア・ロータリアン」と呼ばれたl)み
なきれぬものであり、またロータリー

徽章を他H1したI〕着用したりしてはな

らない。ロータリー徽章とは異なった、

ローターアクト・クラブ会側専用の徽

章がローターアクト・クラブと会員の

ために別にある。個々のクラブ会員が

使用するときは、そのまま徽章を使っ

てもよい。クラブを代表して使うとき

は、クラブの名称も徽章と一緒に使わ

なければならない。徽寂を所定のロー

タリー地区内の複数のローターアク

ト・クラブを代表して{山うときは、地

区と地区沸号を明記したうえで初めて

使うことができる。クラブの名称と地

区番号なしに、ローターアクトの徽章

を出版物に使うことはできない｡但し、
ロータリー・クラブまたはローターア

クト・クラブがローターアクト・クラ

ブの業務を創設、続行できるように、
RIによって、またはＲＩのMii限で、出版

したものについては、クラブ名と地区

番号なしにローターアクトの徽瀧を使

うことができる。徽章の法的符理をし

ているＲＩは、徽章の他の使い方を認め

ない。（89〕
ローターアクトクラプは、一つの

ロータリー・クラブまたは数クラブに

よって諾成され、提唱され、かつ助厨

が与えられ、そして所符ガバナーに

よって硴腿された後、ＲＩの証明と承認
を得て股立きれる。その他の方法では、

創立することも、維持することもでき

ない。クラブの存続は、提唱ロータ

リー・クラブの不断の後援とＲＩが継続
して承泌を与えるか否かにかかってい

る。提咄ロータリー・クラブのＲＩ加盟

が終結した場合、ロー・タリー地区のガ
バナーは別の提唱ロータリー・クラブ

＊本方針･声Iﾘ11$で艇lⅡされる大学というｉｉ

菜はすべての艇liW教育機関を含む。
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は、他の団体の趣旨いかんにかかわり

なく、他の団体にｊⅡ班または合併して

はならない。（67）

プログラムに対する鰻大の利益

が共同提ⅢⅡによりもたらされる

ことを文i1rにより衣Iﾘ}し、承認
を与えること。

Ｚ）推薦されるローターアクト・ク

ラブ会11は、各提唱ロータ

リー・クラブの区域限界内より
それぞれ相当数選出きれるこ

と。

３）個々のロータリー・クラブの提
唱によ}〕、｛M1々にローターアク

ト・クラブを結成することが、
原則であるが、ロータリー・ク

ラブが個々にローターアクト・

クラブを結成すると地域社会内

もしくは大学内における単一の

青年団を人為的に分断するよう

な結果を招く恐れがあること。

４）各提唱ロータリー・クラブから

効釆的に代表肴が送り出される

ような合Ｉｉｉ１ローターアクト委側

会を設立すること。

ローターアクトクラプは次の場合

に解散する：

Ｉ）クラブ自身の決断と決定によっ
て

ｚ）提唱ロータリー・クラブがガバ

ナーと地区ローターアクト代表

と協縦して、lALIIHを撤回するこ
とによって

３）ローターアクト定款に従わない
という理由、または他の理由で

ＲＩによって。（87）
IRI理事会は、IRI以外のいかなる個人

または団体も、徴利その他の目的のた

めにローターアクト・クラブに対して

回状を送達する椛利を秘めない｡但し、

ローターアクトクラプ・レベル、地区

レベル、多地区レベルの会合を準備す

る責任者であるローターアクターの場

合はこの限りでない。

ガバナーは、地区内にローターアク

ト・プログラムを公斐し、新ローター
アクトクラプの結成を推進し、ロー

ターアクト・プログラムを運営するに
際し、その補佐役として地区内各地の

ローターアクトの標賠

ローターアクトクラプ並びにその

会員が使用するのにふさわしい次の標
語が採択された：「奉仕を通じての親

睦」（FcIIowshipThm1IghScwicc）（77）

世界ローターアクト週間

ＲI理耶会は、会長の決定した'三l際規

模で顕著な共jmの澗助にロータリー・

クラブとローターアクトクラプが参

加するように３ｊｌｌ３Ⅱを含む１週１１１１を

世界ローターアクト週IHIとして遵守す
るようロータリー・クラブとローター

アクトクラプに対し、奨励している。

(,０，９２） 

ローターアクト組織

標準ローターアクトクラプ定款は、

RIによって規定されるものであり、か

つＲＩ理馴会のみが、これを改正でき

る。クラブ結成並びに麗証の必要条件

として、各ローターアクト・クラブは、

標準ローターアクト・クラブ定款を採

択し、以後RI理ﾘﾄ会の採択する全改正

条項を自動的に採用しなければならな

い｡各ローターアクトクラプは､標地

ローターアクトクラプ定款およびＲｌ

が設定した方針に矛jHiしない細則を採

択しなければならない。この細則は、
提唱ロータリー・クラブの承認を御な

ければならない。

ローターアクト・クラブは、RIHMJIl

会の文書によるin:可を得た場合にl1Hl）

提唱ロータリー・クラブの近隣地域外

にローターアクトクラプを結成する

ことができる。ローターアクト・クラ

ブは、次の条件下に２以上のロータ

リー・クラブがJli岡して結成し、かつ

提唱することができる：

１）ガバナーが、慨正に考慮した結
果、地区と各関係ロータリー・

クラブ並びにローターアクト
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ロータリアンによって柵成される地Ⅸ

ローターアクト委員会を股松するよう

要諦されている。地区ローターアクト

委貝会の股悩に際し、それが可能であ

りかつ奥行できる場合は､1名ないし数

名の委瓜を再任することによ')、委11

の継続性を保つよう規定すべきである。

地区ローターアクト委側会は、その任

務を遂行する際、地区ローターアクト

代表とその委員会と調艦のうえ、活肋

しなければならない。（67）

と；

６）奉仕活mIjをiiI画・実施すること

（地区内のローターアクトクラ
プの4分の3の承認を得た場合)；

７）ローターアクトクラプがプロ

ジェクトを実施する際、助簡・

援助をすること；

８）地区内におけるロータリーと

ローターアクトの活動を禍雛す

るために地区ローターアクト委
員長に協力すること；

９）地区レベルにおけるローターア

クトの広報活動を綱雛するこ

と；

１０）地区内におけるローターアク

ト・クラブ役貝の識習会を計

画、実施するために地区ロー

ターアクト委員長と協力するこ

と。

ローターアクト・クラブの地区レベ

ルの会合の目的は、友情と友愛にあふ

れた雰囲気の中で社会奉仕プロジェク

トを推進し、１重|際理解を深め、ｌﾘ'''１知

織を高めることである。(87)クラブ・レ
ベル以上のローターアクト会貝の会合

は、すべて、立法の椛限をもたないも

のとし、かつまた、そのような椛限を

もっているかのように思われる手続、

方法によって会合を準備、運営しては

ならないものとする。但し、地区レベ

ルあるいはその他のレベルにおける

ローターアクトの迎営に携わる人々に

対して有益な助簡となりうるような窓

兇を発表することは差し支えない。

地区レベルのローターアクトの会合

で、地区内ローターアクト・クラブの４

分の３の賛成技Ｗｌにより、地区米Ⅱ:プ

ロジェクトに瑞手し、このプロジェク

ト募金のために地区ローターアクト奉

仕薙金を設立することができる。この

雅金への寄付は任意としなければなら

ない。このようなプロジェクト並びに

奉仕基金はガバナーの承認を得なけれ

ばならない。また、地区プロジェクト

の巡営および鵬金の使途に対する｣し体

的i汁画および説明11『も、ガバナーと地

クラブ・レベル以上の

ローターアクト組織と会合

少なくとも二つのローターアクト・

クラブをｲ丁するロータリー地区は、地

区ローターアクト代表を選挙しなけれ

ばならない。ローターアクト・クラブ

の数が一つだけの地区では、地区ロー

ターアクト代表は鰻も新しい元ロー

ターアクトクラプ会鎚とする。(91〕選
挙の方法はローターアクト会風が決め

るものとする。各ローターアクト代表

は、１年１１１ローターアクトクラプ会長

または地区ローターアクト委貝会委貝

を務めた総験がなければならない。

地区ローターアクト代表は、ガバ

ナー、地区ローターアクト委貝会、他

のllU係ロータリー地区姿、会の指導と

助言を受けることになる。各地区は、

地区ローターアクト代表を指導者とす

る地区ローターアクト組織を１１M発し、

次の資務を遂行するよう奨励されてい
る：

Ｉ）ローターアクト地区ニュースレ

ターを発行・配布すること；

２）ローターアクト地区大会を計

画、準備、１IIlIlliすること；

３）ロータリー地区大会への出席・

参加を奨励すること；
４）地区ローターアクト委貝長とと

もに地区内いたるところでロー

ターアクトの推進と拡大活動を

爽施すること；

５）ＲＩ２ｌＩ務局へローターアクＨＷ報
を報告する連絡役を務めるこ
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もしくは徴収した全涜金の保管

は、たとえ関係地区のローター

アクターから成る委側会が設樋
され、このようなプロジェクト

やIHI係賛金の符理を補佐すると
しても、１１U係地区ローターアク

ト代表の資務とすること；

５）lIU係地区ローターアクト代表

が、合１面1で、JlIiiiiに、ＲＩ理ﾖﾄﾞ会

を代行する１１【務総催からプロ

ジェクト新手の水腿をi\た後で

開始すること；

６）ローターアクト・クラブおよび

／またはローターアクターの参

加は任意とし、柾意ということ

を明確に打ち出すものとするこ

と。クラブまたは個々のロー

ターアクターの参力lIMH用は蛾小

阪にとどめ、人iii分担金または

賦ilM金その他といった形で強制

してはならないしまた、そのよ

うにほのめかしてもならない。

地区は､llU係地区のローターアクト．

クラブに柵報を伝達し、ローターアク
ト・クラブⅢIのコミュニケーションを

}ﾘ洲化するために、多地区合同紐織を

M1発しても差し支えない。但し、

ｌ）’111係地区のガバナーから反対の

ないこと；

２）このような組織をＩＭＩ発するため

に､Rl理J1I会の承遜をｲﾘること；

３）llU係地区の地区ローターアクト

代表が、このような組織を構成
すること。行地区ローターアク

ト代斐は、多地区合liil組織の活

動を遂行するために、必要に応

じて、地区組織のメンバーを１

名任命することができる；

４）靴織の活動を実施するための資

金（例えば、地域内クラブの名
繍やニュースレターの作成およ

び郵送llIl、ローターアクト．プ

ログラム洗料の配布、一般通偲

澱）は、伽意ということを雅本
にして徴収しなければならな

い；

区内の４分の３のローターアクトクラ

プの承麗を得なければならない。ガバ

ナーは、地区避金の募金および運営の

資任者となる地区艦金委員会を設置し
なければならない。この委員会は、地

区内のローターアクターおよび少なく

ともｌ粕のロータリアン(地区ローター

アクト委貝)によって榊成ぎれる。地区
奉仕雑金は、その基金がローターアク
ト地区の財産であって、特定のロー

ターアクターもしくはローターアク

ト・クラブの専有財産でない旨を明記

した銀行預金口座に保管ぢれなければ

ならない。（80,87）
すべての地区ローターアクト活動に

要する資金は、その地区のローターア
クトクラプが調達するものとする。

IRIは、地区レベルのローターアクト．

クラブの会合の経費を負担しないもの

とする。このような会合の経iMIは雌小

|腿度にとどめ、参力１１者が負担できるiiti

UI1のものとする。（６７，８７）

ローターアクト多地区合同活動の方針
二つまたはそれ以上の地区内クラブ

の参加するローターアクト提唱奉仕プ
ロジェクトを実施しても差し支えない。

但し、そのプロジェクトは、

】）クラブ本来の活動の規模や有効
性を妨げたり、損なうようなも

のでなく、地区内クラブやロー
ターアクターがクラブ・レベル

でローターアクトのプログラム

を推進したうえで、苔らに立派

に合同活動も行えるような規模

および性格であること；

２）lIU係地区の各地区ローターアク
ト代表がまずこのような合同活

動に蟹成したうえ、それぞれの

地区のクラブの３分の２の承認

があって初めて着手すること；

３）関係ガバナーの承認を得て論手
すること；

４）ｌｌＵ係地区ローターアクト代表の
直接監督下にあること。このよ
うなプロジェクトのために蕊金
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5）この組織は、その活動に関する

決定を除きいかなることについ

ても決定したり立法したりする

権限をもたない。組織の活動に

ついては、各メンバー（地区
ローターアクト代表）が１票を
投じる権限を有するものとす

る。

方針やプログラムにilllするローターア

クトの意見を非公式に測る機会として

使うことができる。地区ローターアク

ト代表は、それぞれ、ｌ蝋を投じること

ができる。国際大会前の会議による勧

告は、ローターアクト委貝会に提出き

れ、検討審議きれる。（87,91）

ローターアクト・プログラムの資金調

達

各ローターアクト・クラブまたは提

１Ｍロータリー・クラブは、結成に際し、

｢ローターアクト・クラブ組織体一覧
表」とともに、米貨２０ドル相当額の加

盟金を支払わなければならない。この

加盟金は、燈初のロータリー年度の全
体または一部のローターアクト会費に
充てられる。各ローターアクトクラ

プまたは提唱ロータリー・クラブは、

地区ローターアクト代表を皿じて、ＲＩ

ＵＩ務局に米貨２０ドル相当額のＲＩロー
ターアクト年会劉を支払わなければな

らない。（go）

ローターアクターは、クラブの運営

iIUを賄うために､所属ローターアクト

クラプに年会費を支払うものとする。
ローターアクト・クラブは、地区の運

懲3111を賄うために、所IiiIローターアク

ト地区組織に、年会澱を支払うものと
する。

提唱ロータリー・クラブが、地区レ
ベルの指導者講習会におけるローター

アクトクラプ役員､理馴｢､委員会委員

健の出席費用を支払うものとする（あ
るいは、事情によって、提唱ロータ

リー・クラブとロータリー地区とロー

ターアクト参加者のあいだでHlll用につ

いて取り決めるものとする）；ロータ
リー地区は、多地区合同指導者講習会

への地区ローターアクト代表の出席費
用を負担するものとする。

ローターアクト・プログラムの財務

方針には次のものが含まれる：
ＤＲＩは、国際大会でローターアク

トの活動の場を挺供するものと

する。さらに、地区ローターア

ローターアクト多地区合同会合

ローターアクトの国際レベルの会合

は、ＢＭｌｉ地のガバナーとそのゾーン選

出のRI理事の承鰹を得なければならな

い。さらに、ＲＩ理躯会の承認も得なけ

ればならない。このような会合の申請
轡は、開催地の地区ローターアクト代
表が提出するものとする。そして、こ
の申請智には次のことを明記するもの

とする：日時、場所、会場股備、参力Ⅱ
者、プログラム、子鈍。さらに、十分な

金額の責任保険に加入したことの証明
聾を添付するものとする。
ローターアクトの多地区合同会合

(国際レベルでない）の場合は、ホスト
地区ローターアクト代表が、会合の申
禰瞥をllll係ガバナーに提出しなければ
ならない。申請響には、日時､場所､会

期股術､参加者､プログラム､予算を明
記し、言らに、十分な金額の責任保険

に加入したことの証明111:を添付するも
のとする。さらに、MIllIi地のガバナー

の承認も必要とする。地区ローターア

クト代表がそのゾーン選出の理事と事
務総長にこの催しについて報告するも
のとする。

ローターアクト交換チームは、ＲＩ理
邪会の指針に従って爽施されるなら、
奨励するものである。年次RI国際大会

の公式プログラムの一環として、国際
大会開会の前日に特別ローターアク
ト・フォーラムを、ＲＩが、準備し、実

施するものとする。フォーラムには、
ＲＩローターアクト委貝会の選んだ、
ローターアクターにとって並要な問題

の肘論が含まれるものとする。国際大
会前のローターアクト・フォーラムは、
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クト委貝腿と地区ローターアク

ト代表にプログラムの資料を拙

供するものとする。

2）ＲＩは、ｌ道l際大会itl:前にi1Mかれる

ローターアクト年次会合を除

き、ローターアクト・クラブの

会合または複数のローターアク

ト・クラブの会合に要するYIlj11

を一切負担しない。

3）ローターアクト・クラブ会１１の

納付金、会１１Vまたは分担金は、

クラブの迎徽澱机当額とする。

クラブが企てる活助およびプロ

ジェクトの涜金は、会費または
分担金とは別に、調達すべきも

のとする。

4）クラブの1M務について、毎年１
回、右iii格将による徹底的監狂

を行わなければならない。（91）
5）ローターアクト・クラブのプロ

グラム遂行に必妥な資金を染め

るのは、ローターアクトクラ

プ自身のfi勝である。

6）ローターアクトクラプ会乢を

ロータリー・クラブ並びに地区

大会のプログラムに参加するよ

う招待するロータリー・クラブ

および地区大会は、起こりうる

法律上または進鍵上の義務とi1（

任に対しクラブないし地区大会

を保護するために、十分な旅行

傷害保険および資任保険に加入

すべきである。

7）ローターアクト・クラブは、

ロータリー・クラブまたは他の

ローターアクト・クラブに財政

援助を広く求めてはならない。

８）ローターアクト地区奉仕プロ

ジェクトへの寄付は任意であ

り、個々のローターアクターま

たはローターアクト・クラブに

強制することはできない。（80,

87） 

ローターアクト指導者鋼習会

次期ローターアクト・クラブ役且す

べては、地区レベルにおいてローター

アクト・クラブ役11としての指導力研

修を受けるものとする。この研修には、
会期１日か２日の指導者繊習会が含まれ

る。この講圃会は、ＲI地区ローターア

クト委貝会と協力して地区ローターア

クト代表が実施する。Ⅱ}席者は、次期

ローターアクトクラプ役員､理事､蚕

11会委貝長で、HIl川は、擁唱ロータ
リー・クラブが負担するか、あるいは
１Hi1iによって、提1Mロータリー・クラ
ブとロータリー地区とローターアクト

参力１１者のあいだで澱川について取Ｉ)決

めるものとする。ロータリー地区は、

多地区合同で、地区ローターアクト委

側会の指導力研修を行うものとする。

(87） 

ロータリー村落共同隊

(Roia｢yViIlageCo｢ps--RVC） 
ＲI理事会は、ロータリー村落共同隊

の目的と目標について次の声明を採択

した：

目的

地域社会の生iiWr状態を改善し、生き

る懲ぴを高揚することにある。その目

的を達成するために、地域社会や同胞

に対する奉仕の粉神をもって活動する

ことを通じて次の圃標に貢献するよう

地域住民に奨励するものである。

目標

ｌ）個人が各自の村、隣村、あるい
は他の地域社会の改糠を図るこ

とに責任をもって活動するよう

奨励する；

Ｚ）あらゆる右Ⅲな業務の尊厳と真

価を認識し、そして；

３）生活の質のI(ﾘｰﾋを図ろため自主
自助の活動とMIIiil活動を実施

し；

４）地元の文化や地域社会の状況下

において、人１１１１の能力を鰻大腿
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に発揮するよう奨励する。（85）
器ロータリー村落共同隊は、蕃良な

る性格と指導者としての紫liiを備えた

少なくとも'o人の成人によって榊成さ
れるものとする。ロータリー村落共同

隊の所在する村または地域社会に居住、
就職、勉学中の男女なら誰でも隊員に

なれる。（85,91）
ロータリー村落共同隊の名称におい

て、「村落」の代わりに、「地域」または
｢近隣」という語を使ってもよい。（86）
ロータリー村落共lf1隊は、名称の後に

｢(名称)ロータリー．クラブ提唱」と記

すものとする。（86）共liiI隊隊貝は、提
M1クラブの会貝であってはならないし、

また準ロータリアン、あるいはロータ

リアン候補者とみなしてはならない。

ロータリー村落共1ij1隊の徽章は隊貝

の聯用と便益のために保全きれなけれ

ばならない。各隊11は隊、身分を持続

中、１%位ある適正な方法で、徽章を新

川Ｌ、あるいはその他の方法で展示す

る涜格を与えられている。この資格は
隊且身分の終結、または共同隊の解散
のときをもって消滅するものとする。
ロータリー村落iHiliiI隊は、ロータ

リー・クラブによ}〕絲成､提唱され､そ

の指瀞と助言を受ける。ガバナーの､ii
i鰹後、ＲＩの認証を受けて般立される；
他の方法によっては、JL1iil隊を設立す

ることも継続することもできない。提

lVIロータリー・クラブがりIき続き提唱

し、Ｒ’が引き続き蝿証しなければ、

ロータリー村落共同隊は存続できない。
提唱ロータリー・クラブは、Ｒ'の定め
る枠内で、ロータリー村落共同隊を結
成し、以後、指螂助i-iをする責務を負
う。

ロータリー村落共liil隊隊貝をロータ

リー・クラブ並びにロータリー地区大
会のプログラムに参加するよう招待す

るロータリー・クラブおよび地区大会

は、起こ}〕うる法繊上のf(任に対しク

ラブないし地区大会を係鯉するために、

十分な旅行傷害保険および間柾保険に
加入すべきである。

ロータリー村落共同隊の結成

結成、認証の資格要件として、各

ロータリー村落共l5il隊は、ロータリー

村落共lril隊指針、吾らに、Ｒ１班小会の
以後の改正もすべて目､''約に採択する

ものとする。各ロータリー村落共同隊
は、ロータリー村落共同隊折針および

RIの定める方針と合致した細則を採択

するものとする。このような細則は、

腿II1Iロータリー・クラブの承趨を受け

なければならない。

ロータリー村落共li1隊は、次の条件
の下に、二つ以上のロータリー・クラ

ブによって、結成、提11Ｍぎれることが

できる：

Ｉ）ガバナーが、慨爪に琴噸した結

果、地区と関係ロータリー・ク

ラブ、ロータリー村落共同隊プ

ログラムに対する蛾大の利益が

共同提唱によ')もたらきれるこ

とを文啓により表Iﾘ'し、承認を
与えること。

２）推蔵きれるロータリー村落共同

隊隊貝は、各捉1V｣ロータリー・

クラブの区域限界内よ')それぞ

れ相当数選出されること。

３）個々のロータリー・クラブの提

I1Llにより、側々にロータリー村
落共同隊を結成することが、腫

HIIであるが、ロータリー・クラ

ブが個々にロータリー村落共同

隊を結成すると地域社会内にお

ける単一のグループを人為的に

分断するような緋来を招くおそ

れがあること。

４）各提唱ロータリー・クラブから
効来的に代衣材が送り１１}せるよ

うな合同ＲＶＣ後乢会を設立す

ること。

ロータリー村落共同隊は次の場合に

解散する：

Ｉ）ロータリー村瀞共1両]隊指針に従

わないというnllIlI、または他の

理由でＲＩによって

２）提唱ロータリー・クラブが提唱

を撤回することによって
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社会奉仕

ロータリー村落共同隊プログラムの資
金調鐘

ロータリー村落共同隊の納付金、会

費または分担金は、ごくわずかとし、

共同隊の運営費を賄えるだけの金額と

する。ロータリー村落共同隊が企てる

活動およびプロジェクトの資金は、会
費または分担金とは別に、調達すべき

ものとする。財務について、毎年１回、

有資格者による徹底的監森が行われ、
隊員と提唱ロータリー・クラブに報告
されなければならない。

3）クラブ自身の決断と決定によっ
て。

共同隊レベル以上の

ロータリー村落共同隊組織
ガバナーは、ロータリー村落共同隊

プログラムの地区レベルでの推進と運

営の資務を地区社会奉仕委貝会に委任

し、地区社会奉仕委員会内にRVC小委

員会を股慨するよう要諦されている。

この小委貝会は､委員の継続性を図I〕、

地区内のRVC提唱ロータリー・クラブ

に具体的支援と指導を提供するものと

する。（89,91） ロータリー村落共同隊隊員の指導者調
習会

ガバナーは、ＲＩに費用をかけずに、

RVC指導者のための指導者キャンプま

たは会合をＩ１ＮＩｌｕするよう要jiiWされてい

る。その目的は、指導力、スピーチ、コ
ミュニケーション、ＲＶＣプロジェクト

の企画・実施、その他ロータリー村落

共同隊プログラムの目標推進雁必要な
ことを隊側が、身に付けるように指導
することである。（86）

地区レベル以上の

ロータリー村落共同隊の活動

ロータリー村落共同隊が地区レベル
以上で企画するすべての会合、プロ

ジェクト、活動は、第２章「地区」で、
RI理耶会が定めている多地区合1iil奉仕
活動とプロジェクトの方針に従うもの

とする。
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第７章国際奉仕（lnternationalSeMce）

国際奉仕の目的

(ThePurposeofIntemationaISe｢vice） 
ロータリアンのあいだに、また、一

般の人々のあいだに理解と善意をはぐ
くむことが、ロータリーの国際奉仕の
I川確な任務である。（51）

うな世論は、必然的に、あらゆる国の
人々のあいだに国際理解と親善を増進
しようとする政府の政簸に影響を及ぼ
すであろう。

世界に目を向けるロータリアンは：

Ｉ）愛国主義にとらわれず、自分
が、国際理解と親藩と平和を推
進するという責務を共に負って
いるものとみなす。

Ｚ）国家的または人棚的優越感に

よって行動しないようにする。
３）他国民と協調する共通の基盤を

求め、これを育成する。

４）思想、言論、集会の自由、迫害
と侵略からの解放、欠乏と恐怖
からの解放を享受できるよう
に、個人の目}11を守る法律と秩
序を擁護する。

５）どこかが貧困であれば、全体の

豊かさを危うくすると認識し、
あらゆる国の人々の生活水準を
高めようとする措Hfを支援す
る。

６）人類に対する正義の原則を高く
かざす。この原Ⅱ１１は基本であ
り、世界的なものでなければな
らないと認識する。

７）国家間の平和を推進しようと常
に努め、この理想のためには個
人的犠牲を払う覚悟をする。

８）実践きれれば、必ず豊かで充実
した人生をもたらす、倫理的・

精神的基本水準が存在すると認
識しながら、国際親善の一歩と
して、あらゆる他の人々の信念
を理解する心をかき立て、これ

を実践する。（51,53）

国際奉仕における

ロータリーの基本方針

(BasicPoIicyofRotaryinInternational 
Service） 
ロータリーの国際奉仕の目指してい

ることは、奉仕の第４部門に表現され
ている；すなわち、「奉仕の理想に結ば
れた、事業と専門職務に挑わる人の世
界的親交によって、国際11Uの理解と親
善と平和を推進する｣。（RI定款第4条；
標準定款第３条）自由、正義、真実、宣
将の神聖、人権尊近は、ロータリーの

原則に本来備わっているものであり、
また、国際平和と秩序の維持および人

類の発展に不可欠である。（51,53）
国際奉仕は、概念上、次のような四

つの一般的分野に分類できる：
１）世界社会奉仕活動；

２）国際レベルの教育および文化交
流活動；

３）特別月間とIML；

４）国際的な会合。（85）

個々のロータリアンの賀務
(ResponsibiIityoftheIndividuaI 

Rotarian） 
ロータリアンは、それぞれ、奉仕の

第４部門に込められている理想の達成
に寄与するよう期待されている。各
ロータリアンは、自国の忠実かつ勤勉
な市民となるよう期待されている。各
ロータリアンは、場所をIlIlわず、個人

として尽力し、視野の広い世論をつく
りだすよう助力すべきである。このよ

ロータリー・クラブの寅務

(ResponsibilityoftheRotaryClub） 
ロータリー・クラブは、政府や世界

l1I1Huあるいは国際1111の政簸に影轡を与
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国際奉仕
～ 

への努力を後過ぎせるような行動、発
貫､通信､文瞥は､鍔鑑することなく避
けること（第１章の「ロータリーと政
治」の項と第３章の「地域社会、国家、
国際1111題の方針」の項と標準定款第１１
条を参照)。（73）

えるような団体行動をとってはならな

い。しかし、個々の会員に対して､耶実
をわきまえた建設的な心撫えをもつよ
う奨励しなければならない。
ロータリー・クラブで、討論会をllN

Illiして、公共のⅢ題を論じても差し支
えない。但し、そのような場における
一巡の措阯は、奉仕の第４部門を助長
するものでなければならない。もし論
争点のある場合には、双方の主張が十
分に発表されることが肝要である。
ＲＩの方針としては、ロータリー・ク

ラブが核時代や貿易などの国際問題を
公平な立場で肘麓するプログラムを退
けるものではない。これらの問題は、
平和の追求という範囲内において真剣
に考え、肘雛するのにふさわしいテー

マである。（84）
ロータリー，クラブにおいて国際的

な稔皿を取り上げる場合、論者に他国
の国民を攻畷しないように注意してほ
しい。また会合において表明された

個々の麓者の意見に対しては、ロータ
リー・クラブは必ずしも責任を負うと

は限らないことを明らかにしておかな
ければならない。

ロータリー・クラブは、国際問題に

関係をもつ特定の計画に関するいかな
る決識をも採択してはならない。ある
国のクラブから他の国のクラブ、国民
あるいは政府に対して何らかの行動を
とることを要望してはならないし、ま

た、特定の国際1111題の解決に関する計
画案や窓見掛を配布してはならない。
ロータリー・クラブが存在する国家

川の関係が緊迫している場合には、懇
意や誤解を地すことがないように、119
係国および他の国々のクラブは、細心
の注意を払わなければならない。（51,

53） 
ロータリー・クラブとロータリアン

は、なお一冊の努力をして、世界中の
人々のあいだに理解と親蕃を奨励・助

長するよう要iiWきれている－常にＲＩ
の所定の方針を守ること、また、誤解
を生じ、懇意を生み、平和達成と維持

国際ロータリーと国際奉仕

(RotarylnlemationaIandlnternalional 
Service） 
Ｒ１は、苔まざまな見解をもつ多数の
国に存在しているロータリー・クラブ

によって柵成されているのであるから、
RIは、政治問題に関し団体行動をとっ
たり、団体声明を発表してはならない。
とはいえ、ＲＩは、世界各地の加盟クラ
ブを通じて、国家間の平和の基礎とし
て人々のあいだに国際理解と親善を鼓

輝・育成している。ＲＩは、平和と正義
の原則を固守することを再確ilZLし、全
ロータリアンに、国際的難問を平和交

渉によって解決するために自己の影塀
力を行使するよう要請している。（51,

53,61） 

国の法律、慣習に対する批判

に｢iticismsofLawsandCusIomsofa
CounUy） 
ロータリアンのあいだに、理解と親

善を促進するに当たって、ある国にお
いて非合法とぎれていることが他の国
においては合法である場合が多数ある
こと、また、ある国において慣習と
なっていることが他の国においてはそ

うでない場合もあること、を掴めなけ

ればならない｡従ってロータリアンは、

他国の法律や慣習を批判したり、干渉
するようなことを慎まなければならな

い。（32）

世界社会奉仕

(WorldCommunitySeMce-WCS） 
WCSプログラムは、国際奉仕に属す

ilimIlである。ロータリアンは、このよ
うな活助を通じて、人々の生活を改善
し、人々のニーズに応えるプロジェク
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国際奉仕

卜を実施する。そして、物質的、技術
的、専門的援助を通じて、国際理解と
親善を推進する。（85）

すること；

５）災響救援プロジェクトの支援を

推進すること；

６）２月２３日の「世界理解と平和の
日」の推進；

７）WCSプロジェクトを寄鯛品と奉
仕活動で援助するための現物拠
出憎報ネットワークの活用；

８）WCSプロジェクト実施の財源と
して世界社会奉仕カール・ミ

ラー助成金と同額補助金を使う
こと；

，）国際奉仕プロジェクト賭111委員
会（IPACs）がWCS活動の有益
な骨組となっている地域におい

ては同委風会の目的と業級を椎

賛すること；

１０）国際ボランティア奉仕を含む
WCS活動にロータリアンを直接
参加させること。（85）

地区とクラブはWCS小委風会を含む
国際奉仕委瓜会を股litするよう推奨さ

れている。その目標は､理解を深め､辿

絡を直結させ、あらゆる種類の国際奉
仕の責任系統を明確にすることである。
(85）クラブ会長とガバナーは､WCS小
委員会委凰長を、適切であれば、社会
奉仕委貝会の職権上の委貝に任命する

よう奨励きれている。（88,90）
ＷＣＳまたは国際奉仕プロジェクト

が､3地区以上のクラブを含むと思われ

る場合、第２章の「多地区合同活肋」の
項に記戦されている方針を参照しなけ
ればならない

地区WCS委員会または小委貝会は次

のことをしなければならない。
ｌ）地区内のすべてのロータリー・

クラブに、他国のロータリー・

クラブとＷＣＳの提榔をするよ

う奨励すること。この提挑は、
地区ＷＣＳ委興会を通じて綱遡ｉ
するよう奨励されている；

２）地区内各クラブとの定lUI的接
触および地区のiMf会合並びに都
市迎合会辮を皿じて、WCSプロ

グラムに対する理解の珈巡を図

目標

１） 瞬助を必要としている人々の生

活の質を、ロータリーの国際泰

趾を通じて、高めること。

』異なる国のロータリー・クラブ
と地区が協力して国際奉仕プロ

ジェクトを遂行するのを奨励す
ること；

ユ 擾助を必要とするプロジェク

Ｌｕそれに援助を提供したいと

いう申し出についての情報交換

Ｑ掻会_を効果的に提供するこ

と_Ｌ
△ 鳥規模の69発や文化上の問題
について、苔らに自主自助のプ

ロジェクトを実施壷る重要性に

ついてロータリアンの理解を深
ぬること；

ユ RIと財団④関係プログラムと強
鯛ＩＩＩ項の参加者にＷＣＳプログ

ラムの提供するサービスを利用
してもらうこと

プロジェクトに授与きれる補助
金についてロータリアンに知ら
せること；

7）WCSの成功談を他のロータリア

ンに伝えること；

辺 国際理解､_親善、平和を育成す

ること（93）

ＷＣＳプログラムは、次の活動を含む。
Ｄｗｃｓの機会と活動を通じてロー
タリーの国際奉仕の目標を広く

知ってもらうようにすること；
Ｚ）WCSプロジェクト交換室の推進

と活用；

３）適切であれば、地区レベルと国
際レベルにおいて国際奉仕委員
会とロータリー財団委員会との
協力を推進すること；

４）WCS活動を含む国際奉仕の牽引
JILとして国際共同委員会を拡張
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国際奉仕

リー・クラブは２通りの方法でこの豊

録を活用することができる：

Ｉ）社会奉仕プロジェクトに援助を

求めているクラブは、プロジェ

クトの詳細をプロジェクト交換

資料書式に記入して提出でき

る。この書式は、ガバナーと地

区ｗｃＳ委員会委員長を経て世

界本部に送付する。書式に記入
きれた情報はＷＣＳプロジェク

ト交換一覧表によって公表され

る。wcsプロジェクト交換一覧

表は、年２回発行され、ガバ

ナー、ガバナー・ノミニー、地

区WCS委員長全員に送付するｃ

ｍｗｃｓプロジェクト交換を支援し

たいクラブは、プロジェクト交

換情報要請書式を提出する。こ

の書式に、クラブが提供できる

援助の種類や希望地域を記入し

て提出する。これを受理した世

界本部からは、支援したい分野

に沿って－つまたはいくつかの

プロジェクトについての情報が

送られてくる。情報を要請した

からといって、そのクラブが

wcsプロジェクトを引き受ける

義務を負うことにはならない。

ガバナー、その代理、ロータリー・ク

ラブが、ロータリーに合致した目的と

活動を掲げる他団体と協力するのは妥
当と思われる。但し、このような協力

がwcsの実施に著しく役立つ場合に限

られる。（85,88)（第３章の「国際ロー
タリーと他団体との協力」の項と本章

の「災害救援」の項を参照のこと)。

Ｉ〕参力11を推進すること；

３）他国のロータリー・クラブから

ｗCsの援助を受けることができ

ると思われる地元のニーズを見

つけるよう地区内のクラブを激

励すること；

４）地区内のクラブから報告されて

いる実施中のＷＣＳプロジェク

トを審査し、それをガバナーに

報告し、該当すれば、ＷＣＳプロ

ジェクト交換室にプロジェクト

を登録するよう力を貸すこと；

５）wcs活動のために提供可能な地

区内の援助資源を探し出すよう

地区内クラブを督励すること；

６）WCSの目標と業績とを地区内の

すべての関係報道機関（ロータ

リーとの関係の有無を問わず）

に発表すること；

７）地区レベルのＷＣＳプロジェク

トを実施すること；

８）地区内のＷＣＳ活動の記録を取
り、定期的にガバナーおよび世

界本部へ報告すること。

９）金銭は、世界本部から送金する
ので、ＲＩを受取人とし、エバン

ストンの世界本部に送付するよ

う奨励すること。（88）
１０）クラブと地区に対して、ロータ

リー徽章と適切な銘文を入れた
プラークでＷＣＳプロジェクト

と分かるようにしておくよう奨

励すること。（90）
地区やクラブから特定のWCS活動に

関して協力や援助を要請する場合、－．

つまたは限られた数の地区かクラブを

対象とするならば、配布に関する一般
規定に課された制限条項に制約されな

い。（66）

現物拠出情報ネットワーク

現物拠出情報ネットワーク（Donation‐
in-kindlnIbrTm1ionNetwmk-DIN）は、ＷＣＳ

プログラムの中の推奨されている奉仕活

動で､現物を寄贈しようとするロータリ

アンと、その寄贈品を活用できるロー

タリー・プロジェクト（または他のプロ
ジェクト）とを結び付ける情報システ
ムを提供することである。主として開

世界社会奉仕プロジェクト交換
ＲI事務局は、提唱ロータリー・クラ

ブ、ローターアクト・クラブ、インター

アクト．クラブ、ロータリー村落共同

隊が援助を要請しているWCSプロジェ

クトの「登録」を整備している。ローダ
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発途上国のプロジェクトがこの寄鯛品
を利用できる。
このシステムの目標は：

Ｉ）WCS活肋を支援して、寄贈品や
サービスを提供しようとしてい

るロータリアンに、その申し出
を広報する機会を提供するこ

と。

２）WCSプロジェクトへの援助を必
要としているロータリアンの援
助源をiMやすこと。

３）WCSプロジェクト交換を効果的
に補足し、WCS活動全般を支援
し、全ロータリアンの備報源と
なること。

災害の急報システム

被災地のガバナーの要請により、ＲＩ
は、被災１W報に加えて、被災による

は世界中に伝達さ_ｵL、地元と海外の

。』ＬＵＲＴｎＴ３

刀ための同額存

三_と上

人逝的授助と股備に対する要請

(RequestsforHumaniIa｢ianAidand 

EquipmenO 
RIには、人道的援助と設備を提供し

ている各秘巡動への支援要請が各種団
体から寄せられてくる。人道的援助と
股IMIを提供している各種運動の推進を
手がけている機関は数多い｡このため、
また、このような巡動が絶えず多数生
まれているため、ＲＩは、このような迎
動と提携しない。ロータリー・クラブ

は自治梅をもっているのであるから、
この楓の111]題について、自己の希望す

る措陞を溺じて差し支えない。（42）

災害救援（DisasterReIief）
災害時にロータリー特別救援資金を

集めるのはＲＩの憤例ではない。このよ
うな救援活HMIを担当する機関があるの
が普通だからである。赤十字その他の
責任ある機1H1がこのような事態に対処
しようとしているならば、ロータリア

ンは、このような団体の姿硝に惜しみ
なく速やかに応えてほしい。そのよう
な機関のない場合、または、ロータ

リー・クラブやロータリアンが、被災
地のロータリー・クラブに直接寄付金
を送りたい場合、そのクラブが寄付金
を受け取ることができ、また、受け取
るのをいとわない場合に限り、送金し
てもよい。（”）
災害救援活動に11Uして、被災地の
ロータリー・クラブが、被災者のきし

迫ったニーズをかなえるプログラムを
組織し、救援のための寄付を他の人々
から進んで受け、これを管理すること
もまれではない。クラブの関心も高い
し、ロータリー・クラブやロータリア

ンの災害救援活動の価値は明らかでは

あるが、ＲＩ理Hlr会に申i＃し、承潔を得
て初めて、クラブまたはクラブ・グ

ループは、他のロータリー・クラブま

たはロータリアンに文欝を配布し、災
害救援に111'し財政援助ほかの支援を求

めることができるのである。（80-115）

飢餓救済(AlIeviationofHunge｢）
ＲＩ理耶会は、飢餓救済に関するＲＩの

姿勢について次の声明を採択した。
ＲＩは、次のことを認識している；
Ｉ）飢餓救済という目標は股優先し
なければならない；

２）この点につき、児童、母親、高
齢者は、特に、弱い立場にある
ので、ここに主として関心を注
ぐ；

３）飢餓との闘いは、世界中の人々
の共通の責務である；

４）既存のプログラムのレベルアッ

プを図ることで飢餓と栄養不良
をかなり減少できる；

５）飢餓と栄斐不良というＩＭＩ組は、
世界理解と平和を目指すうえ
で、社会的、政治的に非常に大
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ロータリー国際理解賞

(ＴｈｅＲｏｔａ｢yAwardforWorld 

Understanding） 
ロータリー国際理解戯の目的は、そ

の生活または仕事が、模範的かつ推奨

するに足るものであって、特に、国際

理解､親善､平和の推進において、ロー

タリーの奉仕の理想を実証した個人に

敬意を表すことである。

本質を創設した目的は：

ｌ）理解、親善、平和の目的を推進
すること；

２）この目的に優れた貢献をした人
の業繍を認め、援助すること；

３）ＲＩが国際理解、親善、平和の探

求者であるという誕識を得るこ

と；

４）世界の一般の人々と会員双方に

とって、ロータリーをより顕著

な存在にすること。

この賞は、国際的に並要な平和活動
と人道的活動のいずれかにより、世界

理解を推進している、ロータリアン以

外の人に授与する。毎年選考手続は行

うが、必ずしも毎年授与しない。次の

人から成る指名委瓜会が候補者を椎蘭
する：

１）すべての現理311と現管理委興、
但し、選考委興である合同委員
は除く；

ｚ）すべての元理馴と元管理委員；

３）本賞の過去の受賞者；
４）現理事の指名する人の中からｌ
地域で通商5名を理事会が選ぶ。
この人は、当骸地域内で、国際

的視野を有する人で、知性、学

識、報道分野の指導的人物でな
ければならない。（,o）

指名委員会は、所定の期日までに、

会長を通じて、耐れなく記入した指名

捗式に、十分な補助搬類を添えて、選

考委員会へ提出する。選考委員会が指
名について検討する。選考委員会は、

理ﾘﾘとロータリー財団笹理委員によっ

て榊成される合同委興会から成る。選

きな１１１１題である；

．‘）世界社会の同意と支援を得るた
めに、一般社会の人々を動員す

ることが必要である。

従って、ＲＩは、１０年１１１１（西暦1991‐

2000年)､次の四つの目標をかなえるた
めに努力するよう奨励し支援する：
１）飢価による飢餓と餓死を救済す
ること；

２）児童の栄縫不良と死亡を大蛎に
減らすこと；

３）慢性的飢餓を激減させること；
４）不十分な栄養による主要な疾捕

を撲滅すること。（91）

ロータリー友情交換

(RoiaryFnendshipExchange） 
ロータリー友悩交換はRIのプログラ

ムで、国境を越えた個人対個人の交流
を通じて国際理解、親善、平和を推進
するために、ロータリアンとその家族

が他国のロータリアンとその家族を相

互に訪問し合い、ホームステイを行う

ものである。

友情交換には､２樋類ある。一つはク

ラブ対クラブのiMillIl者プログラムで、

これは個々のロータリアンが他国の

ロータリアンの家庭に数日１m滞在する
もので､家族を同行することもできる。
もう一つは地区対地区のチーム・プロ

グラムで､４組から６組のロータリアン

夫妻が鰻高１カ月'1Ⅱホスト地区内の地
域社会を数カ所ilIillIlする。ロータリア

ン夫妻の数や論在１０１ⅢIは関係地区双方

の合意により変更できる。これら２ｲiⅢ

類のプログラムはいずれも地区友１W交
換委員会が調整に当たり、ＲＩに経澱の
負担をかけずに実施きれる。地区は、
単一職業の交換プログラム、すなわち
ホストおよびゲスト・ロータリアンが

同じ蔵業についているといった交換も

老噸するよう奨励されている（パンフ
レット、「ロータリー友怖交換の指針」
(PA2-702-JA）には、このプログラムが
詳細に解説されており、サービス・セ

ンターから入手できる)。
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欠者を各1人推蝋する。受賞者は、次の 理解推進の機会として推進するという

観点から、ガバナーに対し、地区青少

年交換担当役貝または委員を任命し、

年度初めに、役貝または委員長の住所

氏名をPlI務総便に報告するよう勧めて

いる。邪務総長は、ｌ地区、２地区以上、

またはＩ国内の全地区に奉仕している

青少年交換担当役貝または地区７『少年

交換姿１１会委貝長全日のリストを厩年
作成する。このリストは毎年改訂され、

ガバナーおよびリストに掲載された人

達に送付される。

地区青少年交換担当役員または姿！』

会は、それぞれのガバナーの監督の下

に慨かれる。ＲI理事会は、ガバナーに

対して、地区内の青少年交換活動に全

力をばくし、１可時に、品位ある態度を

持し、こうした活動からいかなる個人

的金銭利益も生じることのないように

配Ｍ１するよう饗梢している。

Ｒｌ理耶会は、派逝、受入双方のクラ
ブまたは地区の同意があり、場所的に

も時期的にも可能であれば、青少年交

換プログラムに障害者を参加させるこ

とを奨励している。ガバナーが、地区

青少年交換委凶会の1人を、身障者の

長期、短期両方の交換の参加奨励責任

者に任命することをＲＩ理事会は推奨し
ている。

国によっては、有給労働や就業規則

に'111題があI)、職業交流を伴う国際ｆｉ

少年交換を取り扱う用意の整っている

剛体にロータリアンが個人的に援助す

る以外に方法がないという場合もある。

RIは、ロータリアンの子女または他の

青少年に侃任状または紹介状を発行し
ない。Ｒｌ理ﾘﾄﾞ会は、青少年交換を爽施

する前に、保険加入の是非も含め、貸

任問題について法律の顧問に相談する

ようクラブと地区に奨励している。

’111係者の参考になるように、国際青

少年交換に関して次のような声lU1が１１｝
きれている。

】）成功を収めている交換プログラ

ムにlU11Illが1学年度未満のもの

が沢山あり、また、国際理解と

国際大会、または国際理解賞が発表、

授与された直後の国際大会に本人が出

席することに同意しなければならない。

但し、会長は 然るべき理由があれば

故人または国際大会欠席者に本質を賂
呈すること を承遡できる。その場合、
贈呈の模槻は、衛星、ビデオまたは他

の手段を使い､国際大会で上映される。

次いで、この選考は、理事会と財団符
理委員会の承趣を受けなければならな

いｃ（94）

ロータリー財Ｈ１の予算の中の米貨10

万ドルはＬ受賞者が選び、ＲI理事会が
承認したプロジェクトに、これを充て

ることができる。これは、人道的、 教育

的プロジェクトを通じて国際理解と平

和を推進するという財団の使命に貢献

する。（92）

世界理解月間

(WorldUnderstandingMonth） 
「世界理解月Ⅲ】」は特別月間として毎

年２月に実施される。liil月'111中、クラブ
は、世界平和に不m｢欠なものとして理

解と親善を特に強閏するクラブ・プロ

グラムと活動を実施し、世界社会奉仕

を中心としたプログラムを行うよう要

請されている。（77,81）

世界理解と平和の日

(WorldUndersIandingandPeaceDay） 
２月２３日は、股初のロータリー・ク

ラブ会合が開かれた紀念日であり、世
界理解と平和のＨとして遵守されてい
る。各クラブは、この日、国際理解と友
情と平和へのロータリーの献身を特に

認め、強調しなければならない。（83）

青少年交換（YoulhExchange）

青少年交換プログラムの指針
青少年交換は、１１t界いたるところで

国際理解と親幣を推進する意義ある活

動として評価の高いものである。ＲI理
事会は、青少年交換プログラムを国際
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親善の墹進を図るためには、必
ずしも、プログラムのすべてが

相互交換である必要はないとい

うことがilHlめられている。llll係

当り｢者相互の合意により、参考

指針に記されている責務を当馴

者以外の人に受け持たせること

にしても差し支えない。

ＲＩ背少年交換プログラムは、

ロータリアンの子女のみに与え

られた特権でなくて、ロータリ

アン、ロータリー・クラブまた

は地区が推繭し、後援者となっ
ている稀少年で、必要な資格条

件を備えた若い人なら誰でも歓

迎している。

交換背少年の人選を慎重にする
ことが何よりも大切である。派

過および受入両地区の認めてい

る年齢の候補者は、申請響を提

出して、遡考されるものとし、

この遡考手続には、クラブおよ
び地区の各段階で行う本人およ

び両親との面接が含まれる。

派過ロータリー．クラブまたは

地区は、地元ロータリー．クラ

ブおよびその活動に関する説明

を含む、交換青少年と両親の適

応指導の準備をするものとす

る。

交換ilf少年の両親は、受入ロー
タリー・クラブまたは地区が十

分と腿める金額をもって、本人

を、その自国出発から帰国まで
のlMllUの危険を担保する、疾

病、傷害および資任保険に加入

させなければならない。ホス

ト・ロータリー・クラブまたは

地区の鰹めた、確実な１社また

は数社の保険会社が引き受けた
保険契約の証明瞥類は、すべ

て、交換のINI始に先立って、ホ
スト・ロータリー．クラブまた

は地区に送達され受理されてい
なければならない。前記の保険

契約は、少なくとも米貨10,000

ドルまたはその相当額を医療澱

に、那故死または手足切断の場

合に少なくとも米貨8.000ドル
またはその相当額を担保するも

のでなければならない。

6）交換瀞少年の両親は適当な衣料

を整え、また、ホスト地区への

往復旅劉を負担しなければなら

ない。

7）交換青少年は、両親およびllU係
ロータリー・クラブまたは地区

の同意を得ないで、受入ロータ

リー・クラブの所在する土地の

周辺以外への旅行をしてはなら

ない。

8）交換宵少年は、事備のいかんを

lN1わず、交換期IIU中いかなる楓

類の自動車その他の動力付きJIK

輔も迦転してはならないし、ま

たホスト国内で動力付きIに梢を

所有してはならない。

，）交換宵少年とホスト・ファミ
リーに予定きれている家庭と

は、交換青少年が自国を出発す

る前から互いに文通を行うもの

とする。

10）ホスト・ファミリーは交換青少
年に部屋と食事を提供し、本人

の両親に代わって同様の資任を
負い､監儒しなければならない。

11）交換青少年とその両親は、派過

および受入ロータリー・クラブ

または地区の定めたプログラム

の規定のすべてに同意する旨の
承緒播を提出しなければならな

い。交換青少年は、常時、自己、

自国およびロータリーの名誉を

傷つけないように行動し、ホス

ト・ファミリーの国の生活様式

に慨れるように努めなければな
らない。そして、交換青少年は、

交換期Ⅲ中、ホスト・ファミ

リーおよび受入ロータリー・ク

ラブまたは地区の監綴と指図を

受け、両親と受入ロータリー・
クラブまたは地区のあいだで収

1995年手続要覧
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り決めた日時と経路によって帰
国しなければならない。

１２）プログラムの規定に従わない交
換青少年は、受入ロータリー・
クラブまたは地区により、でき

る限り速やかに帰国させられる

ものとする。その経路は、両親
または派遣ロータリー・クラブ

とホスト・ロータリー・クラブ

または地区とのあいだで取り決
めたものによる。

13）青少年交換活動のllU係ロータリ
アンおよびロータリー・クラブ

はすべて、交換の取り決めを行

う相手方のグループに対する要

望、特に交換学生の選考と適応

指導における要望駆項が予備的
な取り決めの中に正確に表示さ
れているか否かを必ず確かめる

ようにする必要がある。
１４）前述の事項と矛厩せず、交換プ
ログラムの巡懲に必要かつ適切

な、他の規定を、関係ロータ

リー・クラブまたは地区が採用
しても差し支えない。

本声明の以下については､闘校生を１
学年度Ⅲ全日制の下に派通するプログ

ラムの場合に限り、上記のものと併せ
て適用されるものとする。

１）クラブおよび地区は、ＲI理事会
が定め、ＲＩより発行される標噸
申請書式を使用するよう要謂き
れている。

２）交換青少年は、関係ロータ
リー・クラブまたは地区が年齢
層につき別段の取り決めをした

場合を除き、海外に滞在する年
の初めに１５歳から１９歳までの

者とし、学業成執は平均以上、
なるべくクラスの上位３分の１
以内の順位にあることが望まれ

る。交換期ⅢIは１学年度とする
が、その学年度の直前または直
後の休暇の一部または全部を含
めた期川に延腿することができ
る。

3）受入ロータリー・クラブまたは

地区は、交換iｻﾞ少年各１名ごと

にこれを次々と受け入れていく

ホスト・ファミリーを、なるべ

くは、３，４カ所慨政に選定し、

教育費の全額を負担し、適切な
学習プログラムの手配をし、顧

問ロータリアンを任命し、また
絶えず交換青少年と接触を保っ

て、本人をホスト地域社会にな
じませるようにしなければなら

ない。

4）受入ロータリー・クラブまたは

地区は、関係当耶者１mで協議決

定した適当額のｲ､近い銭を毎
月支給しなければならない。学
校給食のない場合には、その食

費を小遣い錨に加算するものと
する。

5）帰国した交換背少年とその両親
とは、地区稗少年交換委員会
が、交換青少年を各自の元の家
庭、学校および地元の社会環境
に早く復帰きせる目的で開催す
る報告会に出席するよう勧めら

れている。

多地区合同青少年交換プログラム
各ガバナーは、その地区内における

瀞少年交換プログラムを監橿し取り締
まる資任がある。ＲＩ理邪会は､４地区以
上のクラブが共同で交換活動またはプ
ログラムを実施するために協力し合う

ことを望む例があるのを翅めている。
Rl理事会は、このような協力に反対す
るものではない。但し、いかなる活動
またはプロジェクトも、参加地区それ
ぞれのクラブの3分の2が、このような

活､11またはプロジェクトに参加するこ
とをまず承認し、次いで、それぞれの

地区のガバナーが、このような活動ま

たはプロジェクトの計画・参加につい
てＲｌ理耶会の具体的承腿を班前に得た

のではなければ、多地区合同活動また
はプロジェクトとして瀞手してはなら
ない。理事会に提出された提案は一つ
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一つその是非について呼価される。

多地区合同活動を管理するのは、現
在のｉｻﾞ少年交換委倒艇と参加地区の各
ガバナーの任命した他の役員から成る

委興会である。この多地区合同委興会
は、その活動と1吋務について、参加地

区の全ガバナーに少なくとも年1度は

報告する責務を負う。

詳細な規定については第２章の「多
地区合同活動」の項を参照のこと。

れぱならない。（32）
国家Ⅲのロータリー迎合会を地傭す
るに当たって、開催都市のロータリア

ン宅へ、海外から訪れる他国のゲスト

を宿泊きせるよう考慮すべきである。
これは、他国への通貨流出制限のため

生じている1111題を解決しうる手段とな

り、また、lMI1i地区のロータリアンと

他国のゲストのあいだに永続的交流を

もたらす役に立つ。（48）
国家川の連合会では、政治的性質を

もった世界1111題または国際政策に関し

て決議ないし見解を採択したり配布し

たりしてはならない。またこれに関し

て団体行動を起こしてはならない。国

家間の連合会は、政治的性質をもった
特定の国際IMI題の解決のために、クラ

ブ、国民、政府に対して唖願してはな

らない。また､僻状､演説、挺案を配布

してはならない。国家川の迎合会は、

公職に対するいかなる候補者も支持ま

たは推蘭してはならない｡また、いか

なる会合においてもこのような候補者

の長所または短所を討議してはならな

い。（69）

ロータリー交換青少年の海外旅行

いずれのロータリー・クラブも、海

外旅行のあらゆる面にわたって事iMlに

慎正な計画が立てられていない限り、

海外旅行プログラムに基づく青少年派

遣の援助あるいは協力をすべきではな

い。特に、旅行する櫛少年を他国の

ロータリー・クラブに紹介したりその

身分を証明したりするために、身分柾
明智､紹介状､援助依頼状､その他の掛

類を提供してはならない。但し、青少

年に対する援助ないし歓待に関し』ｌｉｉｉｉｌ

に両方のロータリー・クラブ間で完全

な協約が取り決められている場合はこ

の限りではない。

いずれのロータリー・クラブも、た

とえ他国の青少年がロータリー・クラ

ブの後援の下に旅行していることを証

明または主張したといえども、事前に

当談背少年を援助ないし歓待すること

をはっきりと承諾していない限り、そ

うした青少年を援助あるいは歓待する

義務はない。援助を与える場合にして
も、どのように援助するかを決定する

のはロータリー・クラブ側である。

国際共同委凰会

(InteにountryCommiⅡees）
２カ国以上の国のロータリアンとク

ラブ１Ｍの交流を奨励するために、異な

る国の人々の親睦と文化川の理解を推

進するために、ロータリアン、ロータ

リー・クラブまたは地区は、国際共同

委員会を股慨するよう要鋼されている。
この委員会は、ガバナーが承泌し、ガ

バナーが組織するものとする。

国際共同委胤会には２虹の目的があ
る：

１）ロータリアンに対して、互いの
国と家庭を訪問し合うよう奨励

することによって、国際理解と

親善を深めること。

Ｚ）クラブと地区に対して、WCSま
たは他の国際的プロジェクトに

一緒に参加することによって他

国のクラブと地区との提挑を築

国家間の連合会

(Inte『countryMeetings）
ロータリアン誌、ロータリー・ワー

ルドおよび地区および地域の刊行物に

迎合会の成功例を発表することによっ

て、国家間の連合会を奨励すべきであ
る。このような会合を行うに当たって

は、十分な注意が必饗であり、かつ､必

ず1111係ガバナーの承幽を得て行わなけ

1995年手続要覧100 



国際奉仕

くよう奨励し、友愉のきずなを

より一層強いものにすること。
会献各１名で榊成するものとする。
国際共同委員会を般遮または承認し
たなら、ガバナーは、次のことを行っ

て差し支えない。

】）互いに協議し、ロータリーの綱

領をはぐくむ交換、親睦、奉仕
プロジェクトの提唱または推進

に協力する。

２）共同承翅したプロジェクトの実

施に当たるクラブの指導に際

し、国内担当部のほかに、ガバ

ナーに助言、支援する地区共同

委貝会を設立し、同地域内の元

ガバナーや経験豊かなロータリ

アンの協力を求める。連続３年

を超えて国際共同委貝を務めて

はならないという規定を設ける

ものとする。（58）

国際共同委員会の機棡

それぞれの国で交互に少なくとも年１

のみの働きをするものとする。(60,69

クラブは、遠く離れた国同士の'111でも

を考えているロータリアンの中から1Ｍ

名されるべきである。パートナー国の

ロータリー・クラブまたは地区の参加

Iま、その国の全クラブまたは全地灰の ロータリー・クラブと地区の独立した

参加を意味するものでもないし、必瑠 活動である。国際共同委員会はＲｌの1Ｍ
とするものでもない｡参加ロータリ 政支援なしに、活動するものとする。

クラブと地区だけを念頭にuき、この しかし、１年以上に及ぶＷＣＳプロジェ

クトなどの進行中の奉仕活動を手がけ

を含めてもよい。

国際共同委員会の設髄

国際共同委員会の般圃が提案きれて
いる場合、国際共同委員会の股置に1111
心を抱く国または近接地区グループの

ガバナーは、委員会の活動を監督し推
進するナショナル・コーディネーター

として有資格ロータリアン１名を任命
しなければならない。パートナー国の

クラブや地区との連絡も、このロータ
リアンの任務となる。このようなロー
タリアンの任命に当たっては、国際共

同委貝会の仕事に継続性を保証するた

め、倣高３年の任期を与えることを考
慮しなければならない。
国際共同委員会に参加している各国

のクラブまたは地区グループでは、所

定の目標の実現に関迎した活動の調薙

をするために国内担当部を股瞳しても

よい｡各国の国内担当部は､任期3年で
選ばれた理耶会が運営し、識長、瞥記、

助］の方針に従わなければならない

(第２章参照）（93）

趣味・職菓別親睦活叩

ＲotarvRecreationaIandVocational 

FeIIowship--RRVF） 

有意義なレクリエーションまたは趣

味に共通の関心を抱くロータリアンま

たは同一の叩｢業、専ﾘﾘ職務または職業
分野に属すロータリアンは、国際親睦
と奉仕活､11を１１'すため、親睦グループ

に参加するよう奨励されている。この

ような親睦グループは他に依存しない

で独自に活動する。但し、所定のロー
タリーの方針に合致していなければな

らない。さらに、何らかの点で所定の
方針に反する活動とともにロータリー

の名称や徽玩をこのような親睦グルー
プが使ってはならない。また、劉用は

グループが負担するのが条件である。

(65,87）ガバナーは地区親睦活動委貝
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会を殻1Ktするよう推奨されている。こ

の委員会は、委員長1名と少なくとも３
名の委員から成り、地区内クラブllllの

親睦活動、他地区の同柧の活動との交
流、１１U巡のある国際親睦活動を担当す

る。（68）
ＲＩの泌定を得ようとする趣味・職業

別親睦活動グループは、次の基地に合

致したうえ、ＲI趣味・職業別親睦橘!IMI

実行グループまたは委興会の承認を受
けなければならない：

趣味別親睦活動は：

と；

７）会員名簿を毎年改訂、蕊鰯して
出版すること；

８）いかなる国においても当該国の
法律に述反して、存在したり、
あるいは、活動してはならない

こと；

，）ＲＩが当該グループの存在を狸め
ることは、そのグループが、ＲＩ

のＲＲＶＦプログラムに参加して
いる他の親睦グループと、活動

の推進に協力する点であって、

ＲＩ、あるいは、ＲＩのいずれの地

区、もしくはロータリー．クラ

ブも、そのグループのために法
的、財政的、あるいは、その他

の義務もしくは責任を負うもの
ではないということを理解し、

かつ、了承すること；

10）当該親睦グループの会費を納め

た会員全員に（毎年改訂される
会員名簿に氏名を記載すること
によって会費が納められている

ことを示す)､毎年１回､ﾆｭｰ
ｽレターを発行送付すること。

また、ニュースレターや親睦グ

ループに関するその他の並饗な

配布物を１部RI事務局に送付す
ること。（89）

11）会員および会瓜希望者、さらに
ＲＩ事務局から111]い合わせがあれ
ば必ず答えること。ＲI事務局と

２年冊、連絡を断つとその親睦
グループの遡柾は取り消される

こと。（70）

職業別親睦活動は：

1）レクリエーションあるいは趣味
に1M1する有益な活動において、

共皿の趣味を抱くロータリアン
のグループで十分な会員数を右

していること；

2）少なくとも３カ国３地区のガバ

ナーの承誕を得ること；

3）会長（または委貝長かその他の
管理責任者）がいること、さら
に、財政的にも箭理的にも、ま

た、その他の点においても自立

していること；そして、その責
任者は、IRIのRRVF実行グルー

プまたは委胤会の特別委員を務
める意思と能力がなければなら

ないこと；

4）ロータリーの既定方針に従って
柵成きれて活動すること、か
つ、ロータリーの既定方針に反

したいかなる方法においても、

ロータリーの名称や徽章を一切

使用しないこと；

5）１Ｍ･政的、営利的、あるいは、政
治的な目標を表明もしくは意図

せず、もっぱらロータリアン1111

の交友と親睦を墹進することを
目的とし、かつ、その目的を遂

行する機会を提供するものであ
ること；

6）共通の趣味をもつ有資格のロー
タリアンとその配偶者であれば

入会できるという国際性のある

こと。各会倒は進んで文通と協
同活肋を行うことを誓約するこ

旦 財政的、営利的、あるいは、政

的な目標を表明もしくは意図

せず、もっぱらロータリアン川

の国際親睦と奉仕活動を地逃す

ることを目的とし、かつ、その

ものであること；

」
聯理責任者)と少なくとも他の２
人のロータリアン（三つの異な
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の形態をとる。さらに、ニュー
ていること、そして、その賀任 スレターや親睦グループに111'す
者は、ＲＩのRRVF実行グループ

動二雪〃１，鰐研Ⅱ塗
RIJlI務厨に送付すること。

10） 
いこと：

型さらに、Ｈｔ政的にも杵理的に
RIJlI勝X5から問い合わせがあれ
ぱ必ず替えること。ＲI事務局と

ｂ、また、その他の点において
６自立していること グループの認証はJlIDiiUiされる

坐 こと。（87）

ロータリアンは、個人のｾﾞｾﾞ格でこの

プログラムに参加する。親睦グループ
によっては、ニュースレターと殿低限

の運営費をＭうだけの災IlIlを会員に負
担させている。親睦グループを法人靴
織にすることはできるが、邪前に承遡
を受けなければならない。苔らに、法
人設立定款に次のようにiI2ilhLなけれ
ばならない：この活動はＲＩの機関では
ない；この活動とＲＩには何の１１M述もな
い；ＲＩはどのような柵聾に対しても補
償しないし、どのような潤務をも免れ
るし、義務を負わない。（７７）

親睦グループには､魚釣り、音楽､歯
科医、投涜などの多彩な活助が含まれ
ている。

各種親睦グループの役且選挙につい
ては、親睦iiHlIMJ委貝長の任期を、最低２

年燈高３年としなければならない。姿
１１長は､選挙Ｉlﾐ峻の１月]5Ｈまでに、で
きれば、直iii委員長とZ治の元委員農
によって桁名されなければならない。
このような指名は、親睦グループの会
員に通知され、郵便投票が行われる。
委員長エレクトの氏名は、出版物にタ
イムリーに掲職できるように速やかに

21【務総農に報告しなければならない。
(85） 

ＲRVFグループは、Ｒｌに費用を負担
させない、という条件で､嫌年､国際大
会直前直後の活動を手配するよう奨励
されている。（72）ＲＲＶＦグループは、
RIのＲＲＶＦ爽行グループまたは委員会
の委員長の監将の下に、圧l際大会会場
の一部を、腿示・広報lIjに利用できる。
国際大会マネージャーと?lI1illに打ち合

織成されて活動すること、力、
コーダＵ」－１７

したいかなる方法においても、

ロータリーの名称や徽激を一切

使川しないこと；
5） 親睦だけを目的として、会員名
繩を繊年改訂、雛NMLて出版す
ること。ＲＩに１部送ること；

6） 

の人が砿じるようなii駐'211を企画

7）いかなる国においても当該国の

こと；̄
 

8)_ＲＩが当繊グループの存在を認め
ることは、そのグループが、ＲＩ

のＲＲＶＦプログラムに参加して

Llる他の親滕グループと、活動
｡推進に協力する点であって、
RI、あるいは、ＲＩのいずれの地

区、もしくはロータリー・クラ

プも、そのグループのために法
的、財政的、あるいは、その他
の義務もしくは責任を負うもの
ではないということを理解し、
かつ、了承すること

,）当該親睦グループの会ＩＭＩを納め

は、親膝グループのメンバーに

ニユースレターを送付すること

ムさわしい他の活動のいずれか
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(PA2-729-JA）と公式名簿(Ml3-OO7-EN）
を毎年発行している。この出版物には、
認定を受けている親睦グループの主な

わせたうえ、このようなブースに名Ⅷ
親睦グループの会働を配値させておく
ことができる。

１１務局は｢親睦活助を見つけよう！」 役員の住所氏名が掲載きれている。
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第８章青少年への奉仕(ServicetoYouth）

膏少年への奉仕の目標

(ObjectivesoISeMcetoYoulh） 
次の目標が、クラブの参考案として

承認されている：

ｌ）大人への成長過程にある青少年
に影獅を及ぼす都市および農村
の状況と要素を実際に即して知

り、理解しようとすること。
２）青少年にとって

ａ）鼬服体
ｂ）均衡のとれた教育
ｃ）枡神的資質の禰養
。）戦業の賢明なる選択
ｅ）十分な職業子ＭＩＩ教育
がいかにⅢ要かを腿職するこ
と。

３）ロータリー・クラブ並びに個々
のロータリアンに対し青少年1111

係の活動を奨励すること。ロー

タリアンは青少年活動の最高の
適格者であり、肝少年活動を通
じて股大の奉仕を行うことがで
きる。

４）地域社会に対して個人の負う責
務を認戯することを通じて青少
年に蕃良な市民粉神を鼓舞する
こと。これによってのみ、地域

社会の一貝たる特典が保持され
るのである。

５）青少年の心の中に世界１W勢の理
解をはぐくみ、自国ばかりでな
く他国の国民に対しても適正な
態度を取るよう推進すること。

６）ａ）ロータリアンと汁少年との
個人的接触

ｂ）年代の異なるグループ、例
えば青少年と成人とか青少
年と両親といったグループ

１１Uの意思疎通を図ることに
側する研究

｡）他腫]の宵少年との直接、１１１１
接の接触

を実現するための手段、方法の
促進を図ること。(40,47,48､巧）

青少年への奉仕プログラム

(ServicetoYouthPrcgram） 
ロータリー・クラブが11f少年への辨

仕プログラムを実施しようとする場合、
その機会は、ロータリー・クラブの存
在する国ならどこでも同じというわけ
にはいかない。しかし、ロータリー・ク

ラブの存在するすべての国に一般的に

当てはまる埜礎的な関係と参考になる
事柄があるはずである。
青少年への均衡のとれた奉仕プログ

ラムの概要を次に挙げたので、自己の

ロータリー・クラブが実行できると思
われる有益な活動をいくつか見いだせ

るのではないかと思う：

１）青少年と両親とのあいだに有益
なiM1係を墹進する楠励；

２）i1r少年に影響を及ぼす地域の状
況を調森し、その結果として次
のような既存団体との協力活
動：学校、裁判所、仮出獄事務
を取り扱う事務所、ボーイ・ス

カウト、青少年クラブ､野営場、
juIMl期；

３）ロータリー・クラブに特に適し
た活動を－つか二つ選択してこ

れを推進すること、例えば青少
年の711｢を聴く会、「瀞少年への
奉仕」大会、青少年の後援瀞と
なること、学費貸与資金および
奨学漬金。

ロータリー・クラブは、それぞれの

地域社会において青少年への奉仕にllU
する具体的プログラムを採用するよう
奨励されている。その際、少年犯罪防
止または地元で現在直面している問題
を扱っている既存団体と協力しなけれ
ばならない。あるいは、ｉｆ少年への奉
仕分野において実際的な活動を新たに

第２部一プログラム 105 



青少年への奉仕

は総別な配噸と保護が必要であ
る。

２）世界中のすべての国に、非常に
、困難な瓢椚の下に生活している
子供述が存在している。

３）すべての子供達は、平和、尊厳、
寛容、自由、平等な環境の下に
成人することができなければな

らない。

ＲＩは、以上のことを認識して、すべ

ての子供が､十分な食栂､住居､保健衛
生､教育を受け､虐待､暴力から守られ
る権利を右することを保証､支援する。
世界中のロータリー・クラブは、人種、
信条、国薪にlIU係なく、すべての子供
達のこれらの椛利を保護することに献
身する。（90）

側始しかつ強力に推進することも奨励
きれている。（53）
クラブおよび個々のロータリアンに、

現行の櫛少年向けプログラムに自ら参
力Ⅲすることが益々Ⅲ要になっている点
を喚起する。例えば､職業選択､職業iilll
純、薬物濫用、犯911防止、レクリエー

ション、市民教育などの分野における
問題を軽減し、解決することを目的と

するプログラム。（68）若い人達と接触
する機会の多い職業のロータリアンは、
ロータリー・クラブ例会や委貝会会畿

のときにスピーチをして、自分のもっ

ている背少年問題に11Uする知識とiIi少
年への奉仕の機会をロータリー．クラ
ブの同僚会貝に伝えるようにしていた

だきたい。（70）

青少年活励月間と青少年に関する標語

(YouthActivitiesMonthandYouth 

Slogan） 
青少年活動月1mは、毎年９月に実施
される。この月、中、ロータリー提唱
のすべての11r少年活動に鱒点を当てる

ものとする。(６８，６９，８１）ロータリー・
クラブは､｢各ロータリアンは宵少年の

模範」（EVCryRotariananExamp1em
YouUu）という標語を、クラブ会報、特
に青少年活動月IlU中のクラブ会報に、
また、青少年活助についてクラブに報
告するときに使うよう奨励されている。

(79） 

ロータリー青少年指導者

養成プログラム

(RotaryYouthLeadershipAwards-・
RYLA） 
ロータリー青少年指瀞者養成プログ

ラムは、地区内の若い人々とロータリ

アンが参加する地区プロジェクトであ
り、若い人々の、指導者および灘良な
市民としての資質を{'1'ぱすことを目的
としている。ＲＹＬＡは､世界各地でさま

ざまな形で行われているが､それぞれ、
プログラムを開発した地域ならではの

絆微をiiiえていることがよくある。し
かし、ほとんどのプログラムは、セミ

ナーか指導者キャンプのどちらかの方
式に韮づく。ＲＹＬＡは、ロータリアン

に、背少年のためにというより、むし
ろ、背少年とともに活動するというや
りがいのある課題を提供している。ま
た、このプログラムは、現代的諸llII翅

の山積している状況において青少年の
指灘力を育成する方法として立証済み
のものである。

青少年への奉仕団体と

ロータリー・クラブの関係

(RotaryCIubmsRelationshiptoSeMce 

toYOuthOrganizations） 
青少年への奉仕団体並びに巡動と、
ロータリー・クラブとのあるべき関係

についての一般的声明を次に挙げる：
１）一般規定。青少年への奉仕にお
いてロータリー・クラブのもつ

股大の機会:第１､背少年に対す
る地域社会の義務および賀任に
ついて地域社会が目党するよう

指導すること；第２､地域社会の

子供の権利（RightsofChiIdren）
ＲＩ理小会は、子供の椛利に対するＲＩ

の姿勢について次のJIT明を採択した。
Ｉ）傷つきやすいがゆえに、子供に
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青少年のニーズを見つけるこ

と；第３、こういったニーズをIRI
係当局および代行機llUが十分把
握できるようにすることであ
る。

2）接触の方法。クラブの青少年委
員会は、既存の青少年奉仕団体
と協談のうえ、活動を調整し、
重複を避けるために、できる限
りの援助をしなければならな

い。こういった団体それぞれ
と、または、いずれかと協力す
るために特別小委員会を設慨し
たほうがよい場合は、－つまた

はいくつかの小委貝会を股世し
なければならない。

クラブは、諮問委側会を組織
し、これを設立するために地域
ぐるみの活動を開始することも

できる。iWWlH委員会は、通常、
市内の背少年奉仕団体の長に
よって櫛成され、地域社会の青
少年への奉仕事業の悩報交換所
の役割を来たす。

この緒団体は、通常、次の目
標をもっていると思われる：

ａ）青少年への奉仕に11U心をも
つすべての社会団体を力づ
け、共通の目的に籍染する。

ｂ）青少年の現在の一般的状況
を説明し、既存団体がこの
状況に応えるために何をし
ているか明らかにする。

ｃ）青少年への奉仕活動に携わ
る人の数を、ボランティア

と専ＩＭＩ職の両者において1tＩ
やす。そしてこの人達の大

会と研修会の実施を奨励す
ることによって能率を高め
る。

。）青少年関係の立法は、青少
年に有益であれば促進し、
有害であれば阻止する。

ｃ）各秘既存団体が何をしてい
るかを知らせたり、適切な
規模で報道したりすること

によって青少年への関心を

高める。このようにして全
団体への支援を潤める。

０意見交換の場としての役割
を果たす。

ｇ）活動のⅢ複、二並の努力を
防ぐ。

3）財政的援助。クラブが助力した
いと望んでいる団体が衡金不足
の場合、この団体への一般の
人々の支援を獲得するキャン

ペーンを組むことが方錐として

望ましい。すべての人が、この
団体とその活動に関心をもてる

ように他の|M1係団体の協力を集
める。ロータリアンは、同程度
の資力をもつ他の市民と同じく
らい個人的にキャンペーンの成

功に寄与するものとする。
4）新事業発足。既存団体がまだ手
をつけていない事業を発足する
必要のある勘合には前述に類似
した方法が取られるべきであ
る。但し、ilr少年のために必要
欠くべからざる場合を除き、既

存青少年奉仕団体と別個に組織
すべきではない。

5）新たなニーズにいつでも応えら
れるようにする。クラブは前述
の大要に従って行動し、特定の
団体のニーズに応える一方、何
ものにも束縛されず、必要であ
ればいつでも他方面に手を差し
ｌｌｌｌくられるようにしておく。

6）非常事態における緊急援助。疑
う余地のないほど価値ある団
体、または、地域社会全体で、
緊急に救いの手を差MIlIペなけ
ればならないような鞭態が生じ

た場合、クラブが他者の行動に
ＩＲＩ係なく援助に乗り出しても正
当と言える。

7）援助の主力。クラブは、恒久的
義務を負わないよう強く戒めら
れている。しかし、クラブが、
悩並に考噸した後、新しくかつ
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トクラプに入会できる者は凋校に在

学中の学生または年齢14歳から18歳ま
での若い人である。
インターアクトクラプは次の目標
をもっている。すなわち、処股的な指

導力を養成し､自己の完成を図ること；
他人に対する思いやりと、他人の力に
なる心榊えを奨励し、これを災賎する
こと；家庭と家族の正要性に対する認
識を浦蕊すること；個人の価値を認め

る考え方に立脚して、他人の楢利を尊
並する観念を養うこと；個人的成功の
ためにも、地域社会の改藩のためにも、
さらには団体としての業綴を上げるた
めにも、各人が資任を負うことがその
基本であると強調すること；すべての
有用な職業は社会に奉仕する機会であ
るとして、その品位と価値を狸識する

こと；地域社会、国家および世界の問
題についての知職と理解を深める機会
を提供すること；国際理解と全人類に
対する善意を墹進するために、個人と
して、また団体として、進むべき道を
切り開くこと。
いかなる意味においても、インター

アクト・クラブを提唱ロータリー・ク

ラブまたはIRIの一部または合法的加盟

クラブと考えてはならない。インター
アクトクラプ会員は「ジュニア・ロー

タリアン」と呼ばれたりみなされぬも
のであり、ロータリー徽章を使用した

り瀞用したりしてはならない。ロータ
リー徽章とは異なったインターアク
ト・クラブ会風専用の徽章が別にある。

（６１） 

インターアクト・クラブは、一つの

ロータリー・クラブまたは数クラブに

よって結成され、提唱きれ、かつ指導
監督され、そしてガバナーによって確
認された後、Ｒｌの証明と承泌を得て設
立される。その他の方法では、創立す
ることも、維持することもできない。
クラブの存続は、提唱ロータリー・ク

ラブの不断の後援とＲＩが継続して承認
を与えるか否かにかかっている。ＲＩが
設定した機榊の下に､提唱ロータリー.

恒久的な駆業または既存耶業に
単独で、または、主たる責任者
として藩手すると決定した場
合、基金もしくは他の適切な手
段によって、このような事業を
恒久的に支援する措極を識じて
おかなければならない。（20）

青少年障害者(YouthwithDisabiIities）
１１f少年プロジェクトに障害者を参加
させるべきである。ロータリー・クラ

ブと地区は、障害者への奉仕経験をも
つ既存団体に接触し、あらゆる援助を
与えなければならない。背少年奉仕団
体とクラブのあるべきllll係に'11Ｉする)別
明は、障害者奉仕団体とクラブのＩＭＩ係
にも適用きれる。（71）
ロータリー・クラブと地区は、次の

ことも行うよう奨励きれている：

Ｉ）できれば、１１r少年障害者にイン
ターアクト・クラブに入会する

よう誘う；

２）障害者に職業相談会に参加する
よう誘う。そして、この相談会
で、障害をもつ労働者または障
害者とともに行動している団体
の一員に、障響者が学業終了後
どのような戦業につけるか謡し
てもらう；

３）青少年障害者に、ロータリー11ｉ
少年指導者鍵成プログラムに参
加するよう締う；

４）障害者の力になれる方法を見い
だすため、地元レベル、全国レ
ベル、国際レベルの障害者団体

に接触する。そして、このよう
な団体に接することから生まれ
た地元プロジェクトなどに陳智
者を参加させる。（79,89）

インターアクト・クラブ

(InteractClubs） 
インターアクト・クラブは、奉仕と

国際理解に貢献するIIL界的友好糀神の
中で相共に活動する機会を靜少年に与
えるために結成される。インターアク
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クラブは、インターアクト・クラブを

結成し、その後指導と助Ijrを与える資
任をイル、かつインターアクトクラ

プのすべての活動、方針並びにプログ

ラムを完全に統制し、かつ指導監督す
る。

インターアクト・クラブが学校を雅
盤とする場合、提唱ロータリー・クラ

ブは、学校当局の完全な協力の下に、

当該インターアクト・クラブを統制し、

指導監粁するものとする。インターア

クトクラプは、当該学校当局制定の
全学生団体並びに課外活､11にl則する規

定並びに方針と同一のものに従わなけ

ればならない。ロータリー・クラブは、
教育機ＩＨＩを基盤とするインターアク

ト・クラブのほかに地域社会に選づく

インターアクト・クラブをも提唱する

よう奨励されている。（74）
ＲＩが定めた標準インターアクト・ク

ラブ定款があり、ＲＩ理JlI会のみがこれ

を改正できる。クラブ結成jitぴに認証
の前提条件として､各インターアクト・

クラブは、標準インターアクトクラ

プ定款を採択しその後にRlHll則I会によ

り採択される全改正条項を自動的に採
用しなければならない。各インターア
クトクラプは標雛インターアクト・

クラブ定款およびRIが般定した方針に
矛盾しない細則を採択しなければなら

ない。この細則は､提I！L}ロータリー・ク

ラブの承腿を得なければならない。
インターアクト・クラブは、会貝が

選出される居住地または学校の所在地
がその区域限界内にあるロータリー・

クラブにより提唱きれるものとする。
但し、ＲＩ理邪会が提lYlロータリー・ク

ラブの区域限界外にインターアクト・

クラブの結成を認める旨を文香をもっ

て許可した場合はこの限I)でない。
インターアクト・クラブは、次の条

件の下に、二つ以上のロータリー・ク

ラブが共同して結成し、かつ提唱する

ことができる：

Ｉ）ガバナーが、俄放に鞍晒した結
果、地区と各関係ロータリー.

クラブ雌ぴにインターアクト・

プログラムに対する職大の利益
が共同礎IVIによりもたらされる

ことを文111:により表明し、ノk翅

を与えること。

２）推薦されるインターアクトク

ラプの会11は、各提Ｉ１ｌｊロータ

リー・クラブの区域llMlAL内より

それぞれ柑当数選出されるこ

と。

３）個々のロータリー・クラブの提

唱により、liM々にインターアク

ト・クラブを結成することが原

則であるが、ロータリー・クラ

ブがilM々にインターアクト・ク

ラブを結成すると、地域社会内

もしくは学校内におけるⅡｉ－の

青年団を、人為的に分断するよ
うな結来を招く恐れがあるこ

と。

４）各縫唱ロータリー・クラブから

効果的に代表者が送り出される

ような合lHlインターアクト霧且
会を投立すること。

インターアクト・クラブは次の場合
に解散する：

１）その定款に従って運営されない
場合、あるいはその他のHMIllに
より、提'111ロータリー・クラブ

の同意、承iiZ、合意の有無にか
かわらず、Ｒｌにより解散きせら

れる塒合、

２）提唱ロータリー・クラブにより

解散させられる場合、または

３）インターアクト・クラブ自身の
決定により解散する場合。

ＲＩ理班会は、Ｒｌ以外のいかなる'1A1人

または団体も、インターアクト・クラ

ブに対して回状を送達する椛利を蝿め
ない。

ガバナーは、地区内にインターアク

ト・プログラムを公表し、新しいイン

ターアクト・クラブの結成を推進し、
インターアクト・プログラムを迦営す

るに際し、その補佐役として地区IAU各
地のロータリアンから柵成きれる地区
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インターアクト姿、会を識桜するよう

要請きれている。」IulXインターアクト
委員会を設11tすることが可能であり、

かつ実行できる期合は､1名ないし数渦

の委貝を再任することにより、霧11の
継続性を保つよう規定すべきである。

ロータリーの地区インターアクト蚕11

会がその任務を遂行する場合に、イン

ターアクト・クラブ会員と協譲すれば、

有益な結果がｉ\られると思う。
インターアクトクラプ会員をロー

タリー・クラブ１１kぴに地区大会のプロ

グラムに参加するよう招待するロータ
リー・クラブおよび地区大会は、起こ

りうる法律上のfi柾に対しクラブない

し地区大会を保誕するために、十分な

旅行傷害保険および寅任保険に加入す

べきである。（65）
原則として、インターアクトクラ

プは、他のH1体の趣旨いかんにかかわ
I)なく、他の団体にj)llMlまたは合併し

てはならない。

力づける。そして、インターアクトク

ラプの関心を、インターアクトのIUr界

的規模と国際理解のためのプログラム

の可能性と業織とに災中させるよう力

を貸す。
インターアクトクラプ地区が設定

されている場合、ガバナーの承認を得

て、地区代表に加えて］希の地区幹邪、
２鵜以上のゾーン代表をもって撫成さ

れる地区組織を設けることができる。

各ゾーン代表は一定数のクラブに対し

て資柾をもつほか、地区代表から委任
されたその他の」1Ｉ項に対して責任を負
うものとする。

ＲＩの地区内において、相互に便利な

土地に存在する二つ以上のインターア
クト・クラブは、地区インターアクト

委貝会の１名ないし数塙の委貝の助言

と脂導と出席の下に、各クラブ代表者
の会合をl;iI催するよう奨励されている。

このような会合の！]的は､友１Wを深め、

意見を交換し、刺激を受け、地区内の
インターアクト・プログラムを強化、

拡大、充実させることである。距離の

lHl係が許せば、地区インターアクト委

側会の指導の下に、同委員会の委貝Ｉ

渦ないし数名が同席のうえ、このよう

な会合を地区規模でlMI111することもで
きる。地区規模のインターアクト会合

の目的は、学校および地域社会に対す

る奉仕に関してインターアクトクラ

プを激励し、啓発し、感銘を与えるこ

と、および国際理解のためにインター

アクトが世界的に発捌しうる能力と業
縦とに注意を染中させることである。

クラブ・レベル以上のインターアク

ト会貝の会合は、すべて、立法の椛限

をもたないものとし、かつまた、その

ような権限をもっているかのように思

われる手続、方法によって会合を準備

もしくは運営してはならないものとす

る。但し、地区レベルあるいはその他

のレベルにおけるインターアクトの符

理に鵬わる人々に対してｲﾄﾞ益な助言と

なりうるような意見を発表することは

離し支えない。

クラブ・レベル以上の

インターアクトの組織と会合

一つのＲ１地区内に、５以上のイン

ターアクト・クラブがある場合は、そ

のＲＩ地区と境界をliiにくし、その１１１に
それぞれの徒ＩＭＩロータリー・クラブを

包含するインターアクト・クラブ地区

を設定することができる。インターア
クト・クラブ地区内のクラブは、会几

の中から地区インターアクト代表を避

難することができる。選挙の方法は
ロータリー地区インターアクト黍１１会

によって決定されるものとする。地区

インターアクト代識は、ガバナーおよ
びロータリー地区インターアクト委貝
会ないしその他の適切なロータリー地

区委員会から指坤と助言を受ける。ｌｉｉｌ

時に、地区姿LI会が地区規模の会合を
終えるのに協力する。地区インターア

クト代表は、このような会合で司会し、
地区内インターアクトクラプに対し

て、特に地Ⅸ内インターアクト・プロ
グラムの拡大、蚊化について助訂し、
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２地区以上、特にユカuil以｣二のイン

ターアクト・クラブ会員の合同会合が

可能であれば､これをIllI〈よう勧める。
このような会合は、側(lIi地のガバナー

とインターアクト委貝会の指導の下に、
インターアクト委員１名または数名が
出席し、MlM1地の地区インターアクト

代表とインターアクトクラプ会長の
協力を得て1Mlかれるものとし、ＲＩ理リド
会の承認を必要とする。インターアク

ト・クラブ多地区合同会合のlllIWliにつ

いてＲＩ理ﾘﾄﾞ会に提出する承iiZIll請書に

は､下記の杵；iiiを添付しなければなら
ない。

ｌ）【|】iiflにかかわる会合のllMlMH
時、場所、目的、プログラムお

よび参加者を記述したもの。

2）会合の予算の見iiIilIF･会合のllIl

IHに1112う契約上および金銭上の

義務については主ill者が責任者
として一切の資を負う旨の保証
を付すること。

３）会合で生じた事故に対する責任

の捌聾を担保するのに十分な額
の資任保険の力}1入をiiiH！】するも
の。

４）申諦にかかわる会合のiil･画およ

び実施がロータリアンの直接監
稻fの下に行われるべきことを保
証したもの。

５）会合のlliIIlhきれる地域に居住し
ている理２１ＩまたはimM｢理事のそ
の会合の実施計画に対する同意

番。（65〕

金を染めるのはインターアクトクラ

プの託務である。インターアクトク

ラプの提IIllロータリー・クラブは、イ

ンターアクト・クラブに、時折、また

は、臨時の援助以外に１Ｍ政援助をして
はならない。インターアクトクラプ

は、ロータリー・クラブまたは他のイ

ンターアクトクラプに1M･政援助を広

く求めてはならない。インターアクト

クラプは、地元地域社会の(M人、業者、

剛体に、liil価値の代償を腿供すること

なしに､}M･政援助を求めてはならない。
インターアクトクラプ会員の会Y１１
または分担金はごくわずかとし、クラ

ブの管理ＩＭＩを１Ｍiえる額だけとすべきで
ある。インターアクトクラプが企て

る活動およびプロジェクトの資金は、
会費または分担金とは別に、クラブが

調達すべきものとする。（65）

インターアクト指導者綱習会

ロータリー地区は、その地区内のイ

ンターアクト指導者のために会期１１］

の講習会を|H1くことを奨励されている。
この識習会は、地区インターアクト代
表の協力を得て、ロータリー地区イン
ターアクト蚕、会が実施すべきものと
する。（7]）

膏少年交換

(YouthExchange） 
青少年交換にl則するＲｌの方針声11Mに

ついては、第７章の「国際奉仕」の章を
参照してもらいたい。

インターアクト・プログラムの

資金烟撞

クラブのプログラム遂行に必姿な資
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第９章国際大会(Convention）

ＲI国際大会は、会計年度の鍛後の３カ

月ＩＨＩ(４月、５月、６月）に、ＲI理事会の
決定する時と場所において、開催され

る。但し十分な理由があれば、ＲI理事
会はこれを変更することができる。（RＩ
定紋第９条第１節）
年次国際大会の主たる目的は、国際
レベルにおいて、全ロータリアン、特
に、次期クラブ会長、ＲＩおよびロータ

リー・クラブの次期役側を、鼓舞、激励
しかつ情報を与え、これによって地区
レベルおよびクラブ・レベルにおける

ロータリーの発展を活発に推進しよう

とする意欲を起こさせようとするもの
である。年次国際大会は、また、国際的
迎合体の年1度の会合であり、連合体の
業務を執り行う。国際大会は、ロータ
リー家族の世界的会合であるから、国

際大会の本来の目的を減じない限り、
社交および余興番組でロータリーの親

睦を祝うことは､妥当といえる｡(76,90）
各ロータリアンに出席資格があると
ともに､各ロータリー・クラブは国際大
会に代議員を送ることができる。クラ

ブ会員鱸50名ごとに1名、端数が26名
以上の場合、さらに1名の代議貝を送る
ものとする。各クラブは、少なくとも1
名の代議員を送ることができる。また、
委任状による代理者によってクラブを

代表させることもできる。役員および
元会長で､現在もロータリー・クラブで

シニア・アクチブ会風輔を有する人は、

特別代議員である。（RI定款第９条第３
節と第４筋）

国際大会開催地

(SiteoftheConvention） 
ＲI理事会が国際大会側１１&地を決定す

る。開催地を決定するに当たI)、ＲＩ理

耶会は、ロータリアンが国籍、人種ま
たは宗教だけを理由として参加できな

いことのないようあらゆる努力を払わ

なければならない。(,､OlOJRI理事会
が、国際大会が開かれる地域を決め、
発表する。さらに、国際大会を開くこ

とのできる国（々)、時には、（諸）都市
を具体的に指示する場合もある。開催
地はクラブからの大会招致を考慮して

決められるのが普通である。同一国に
おいて３年連続国際大会を開くことは

できない。（64-42）

大会の招致

(lnvitaIionstoHoldConvention） 
自分のクラブの所在する都市におい

て国際大会を開催することを希望する

クラブは、事務総長より入手した大会
招致申込轡を提出する。ＲI理事会は国
際大会招致を申し出たクラブからの委
貝とか代表を迎え入れることはしない。
しかし醐務総長に郵送された替面によ
る国際大会招致申込を受け取った後、
招致希望のあった都市を鋼在する人を

派遣する場合もある。（２４)国際大会開
ｌＭ地として選ばれるため｣二股低限必要
とされる条件を現在すべて満たしてい

に限り RI理事会は招致を受け入れる
(91） ̄
 

招致状
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

中 ｌへ－５０

５１～７５ 

７６～１２５ 

１２６～175 

176～225 

226～275 

名まで

名まで

名まで

名まで

名まで

名まで

人
人
人
人
人
人

Ｉ
１
２
３
４
５
 

祭大会開催の托

職のメンバー、クラブの所在地区のガ

バナー、開催予定都市の行政の公式代
表者の承認を必要とする。
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国際大会

クラブが協力し、そのいずれかのクラ

ブの１名の代議貝の3111Mをぜひ分担し

てほしい。この代議貝が、他クラブの

派遣貝の務めを果たし、国際大会の報
告を行えるようにするためである｡(35）
各代議員（または補欠者および委任

状による代理者）の資格は、信任状に
よって証明されなければならない。ク

ラブが国際大会に出席することを公式
に認められるためには､その代縦風は、

信任状を大会llHl11i地の信任状委貝会に
提出し、その投票用紙に森柾をしても
らわなければならない。いかなる代議

員も、登録科を支払ったうえ、その信
任状が信任状委貝会によって承誕きれ
るまでは投票することを許きれない。

信任状の用紙は、代餓風の国際大会出
発前に記入署名を終えて本人に渡すこ
とができるよう十分の余裕をみて、各

クラブの幹事宛郵送される。

ホスト組織

組織が遂行する｡_この組織は、多くの
クラブ、多分、一つの地区を超える蝿

模で、国際大会UHIlIiのための数々の条

を満たすのに必要な哩円知職とボラ
ンティアの力を持っていなければなら

ない。（91）

席ロータリアンに無料で拙供されなけ
ればならない。国際大会招致状内に

ぱならない。

ヨ、にｏｎＩｈｅＲＩＢｏａｒｃ

Convention） 
21理理川会と1MI々@

選挙管理委員会

(BallotingArrangementsCommittee） 
各国際大会において会長は、選挙人
の中から、会長の決定した５名以上の

選挙人から成る選挙管理委瓜会を股極
する。この委倒会は、すべての投票の

辿備、投票用紙の配布および投票の集
計の任にあたる。この任務は、国際大
会で投票が必要になった場合その他の
票決を要する場合にも適用される。

代表すること；本会識、
はうオーラムに参力Ⅱすること；指ii室

公?甸堅ヰプー［す両

昆食会、晩錘会、その他巴王ｴ変

国際大会における投票

(VOtingatConvention） 
正当な信任状をもつ代繊貝、委任状

保持者、および特別代餓貝は、国際大
会の選挙体を榊成するものとし、これ
を選挙人と称する。投票は、細則並び
に国際大会手続規則に従って行われる
ものとする（RI定款第９条卵５節）

国際大会におけるクラブの代表

(ClubRepresentationatConvenIion） 
国際大会におけるクラブの代表にiＵ

する規定は、ＲI定款第９条およびRI細
則第9条にある。国際大会の都度､投票
に参加するのは各クラブの雑務であり、
代議貝をＲＩ国際大会に出席させるか、
有資格者に委任状を与えることによっ
て投票に参加する手配をしなければな
らない。クラブは国際大会に1名の代
議員を送るよう婆iiiIlされている。しか
し、不可能であれば、四つか五つの小

投票手続

国際大会の投票は口頭で行われる。
但し、役員の指名、選挙について細則
に別段の規定のある場合と、1,77年規
定審議会で採択きれ（決繊77-105)、
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国際大会

1980年､1983年､1986年に改正された

国際大会手続規則に詳述されている例
外規定を除くものとする。

つに分けて数える。この第１回のiil算

において誰も総投票数の過半数に途し

ない｡Ｃの得票が股も少ないのでＣを除
外する。Ｃの得禦で、数字2が付きれて

いる候補者のそれぞれの得票に…そ

の票を加えていく。
しかしこのように票を移鋺しても、

残り３名の候補者の得票がいずれも過
半数に達しない。そこで､第2回目の計
算で股下位になったＢを除外する。

従ってＢの得票を得票者の示す選択数

字に従ってＡと、の得票にそれぞれ繰

り入れる。ｃ嬢補は既に除外されてい
るからこの場合は無視し、次にＡと、

とどちらかを選択しているかをみる。

この移譲すなわち第３回の計算の結果

、が明らかに多数を得た。
全項目に記入していない得票は、記

された選択の分だけ数えることにし、

それ以外のものは移譲できないから無

視することにする。"x"は第１逆択の表
示とみなきれる。一つの投票川紙に

"1,,または.．x”を二つ以上の氏潴に付

してあるものは無効とする。

単一移眼式投票

国際大会において選挙きれる役職に、
3名以上の候補者がいる吻合は､単一移

諌式投票が用いられる。このような候

補者の氏名の記救順序は投票用紙ごと

に変えなければならない。

単一移眼式投票の実施方法

３名以上の候補者がいる場合､各選挙
人はｌ黙の投票権を有し、それが次の

ように「ふりかえ」られる仕組になっ
ている。

】）IMI記選挙人は、投票用紙上の、

自分が第１に選んだ候補者の氏

名に隣接する空欄にＩという数

字を記入する。この柵に１とい

う数字が響かれた黙が「第１選

択投票」である。
２）選挙人は、前項に秘められた１

という数字のほかに、２番目に

遡挙したいと思う候補者の氏名

に隣接する空欄にZという数字

を記入し、第３赫目に選挙した
いと思う候補者の氏名に隣接す

る空欄に３と響く。以下同様に、

自分の最も希望する候補者が落
避した場合に選びたいと思う順

序に従い、候補者に稀号を付し

ていくのである。従って選挙人

は候補者の数と同数だけ自分の

選択希望を表明することができ
るわけである。

過半数の票を得た候補者が当選した

ものとされる。いずれの候補者も過半
数の票を得られない場合には、第２選
択投票以下の選択票を加筑して過半数

の梁を得た候補者を、当選者として発
表する。投票の数え方の一例を次に挙
げる。

Ａ、Ｂ、Ｃ、、と４名の候補者があり、

その内１名が選挙されることになって
いる。第１選択投票をＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの四

得票が同数になった場合

何回目の計算にせよ、得票が同数に

なった場合には、選択票の数とその相

対的価値によって結果を求めることに

なる。すなわち、第2回目の計算におい

ては第１選択の数の股も少ない候補者、

雛3回目のiiI算においては第１および第

２避択の数の蛾も少ない候補者を除外
していけばよい。

登録料（RegistrationFee）
ＲI細則第９条第9070.節の規定によ

れば、国際大会に出席する】6歳以上の

者は、必ず登録のうえ登録料を支払う

ことになっている。登録料はＲＩ理Ｊ１Ｉ会

によってその都度定められる。選挙人
は、登録科を支払わない限り役梨する

ことはできない。

ＲＩ理邸会は、毎年Ｍｌ倣する国際大会

のiif面に関巡して、国際大会盗録者が

国際大会1111111i地での交通ないしその他
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国際大会

1923セントルイス（ミズーリ州）
６月１８日～２２日6,779

1924トロン卜（カナダ・オンタリオ）
６月１６日～２０日9.173

1,25クリープランド（オハイオ州）
６月１５日～l9H10216

1926デンバー（コロラド州）
６月１４日～１８日8,886

1927オステンド（ベルギー）
６月５日～lOHq412

1928ミネアポリス（ミネソタ州）
６月１８日～２２日9,428

1929グラス（テキサス州）
５月２７日～３１日9,508

193Oシカゴ（イリノイ州）
６月２３日～２７日11,008

193ｌウィーン（オーストリア）
６月２２日～２６日4,296

193Zシアトル（ワシントン州）
６月２０日～２４日5,18Ｚ

Ｉ９３３ボストン（マサチューセッツ州）
６月２６日～３０日8,430

1934デトロイト（ミシガン州）
６月２５日～２９日7.377

193sメキシコ・シティー（メキシコ）
６月１７１]～21日5,330

1936アトランテイック･シティー

（ニュージャージー州）
６月２２日～Z6H99O7

1937ニース（フランス）

６月６１ヨーＩＩＢ5,710

I938サンフランシスコ（カリフォルニ

ア州）６月Ｉ，ロ～２４日10,432
1939クリープランド（オハイオ州）

６月１９日～２３日9,241

194oハバナ（キューバ）
６月９日～１４日3,713

194ｌデンバー（コロラド州）
６月ｌ５Ｅｌ～２０日8,942

194Zトロント（カナダ・オンタリオ
州〕６月２１日～２５日6,511

1943セントルイス（ミズーリ州）
５月l71El～２０日3,851

19“シカゴ（イリノイ州）
５月】８日～２２日403

194sシカゴ（イリノイ州）

の特別活動に対して支払う金額を国際

大会登録科に加算すべきかまたは除外

すべきかを決定するものとする。（65）

国際大会鍛事録

(ConventionＰ｢oceedings） 
印刷､製本きれた国際大会縦珈録は、

毎回、ガバナー、ガバナー・ノミニー、

現および元RI役貝、現RI委風に各1部
贈呈される。この縦：IIL録は販売してい

るので、国際大会登録時と会jlH中また

は世界本部に注文することができる。

(87） 

RIの国際大会

(ConventionsofRI） 

年度場所月日登録者数

191ｏシカゴ（イリノイ州）
８月１５日～１７日６０

１９１１ポートランド（オレゴン州）
８月２１Ｈ～Ｚ３ＨＩ４Ｄ

ｌ９１２デュールス（ミネソタ州）
８月６日～，Ｅ１518

1,13バッファロー（ニューヨーク州）
８月ｌ８Ｈ～２１日930

1914ヒューストン（テキサス州）
６月２２日～２６HL288

1915サンフランシスコ（カリフォルニ
ア州）７月１８Ｈ～２３日1,,88

1916シンシナテイ（オハイオ州）
７月１６日～２０日3,591

191ﾌアトランタ（ジョージア州）
６月１７日～２１日2.588

1918カンザスシテイー（ミズーリ州）
６月２４日～２８日4.145

1919ソールトレーク・シテイー（ユタ
州）６月１６日～２０日3,083

1920アトランテイック・シティー

（ニュージャージー州）
６月２１日～251］7,213

1921エジンバラ（スコットランド）

６月ｌ３ｐ～１６日2,523

1122口サンゼルス（カリフォルニア

州）
６月５日～，日6,0,6
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５月３１１１，６１１５，１２，
１９日１４１

１９４６アトランティック・シティー

（ニュージャージーＨ１）

６月２Ｈ～６【ｌｌｑ９５８

１９４７サンフランシスコ（カリフォルニ

ア州）６月８日～l2Hl4p78
1948リオデジャネイロ（ブラジル）

ＳＨ１６Ｈ～２０[Ｉ７ｓＩ】

I“gニューヨーク（ニューヨーク州）
６月１２日～ｌ６Ｈ１５１６ｌ

ｌ９５０デトロイト（ミシガン州）

６月１８日～２２Ｈ6,,41
1951アトランテイヅク・シティー

（ニュージャージー州）
５１１２７Ⅱ～３１Ⅱ8.453 

195Zメキシコ・シティー（メキシコ州〕
５月２５１］～２９Ｈ6,8M

1953バリ（フランス）

５月２４Ⅱ～２８HlO,lO7

I954シアトル（ワシントン州）
６月６［l～I()Ｈ8.015

】，弱シカゴ（イリノイ州）

５月２９Ｕ～Olj2Hl4､3ｌＺ

Ｉ９５６フィラデルフィア（ペンシルベニ

ア州）６月３１]～７I1lO9OOJ
l957ルサーン（スイス）

５月１，日～２３１１９．７０２

１９５８グラス（テキサス州）

６月ＩＨ～sllI4p35

1959ニューヨーク（ニューヨーク州）

６月７日～’’1115,475
1,60マイアミーマイアミ・ビーチ（フ

ロリダH1）

５月２９１１～６Ⅱ２Ｈ11.354

1961束京（日本）
ＳＨ２８Ｈ－６ｌｌｌＨ23.366 

196Ｚロサンゼルス（カリフォルニア

州）６月３Ｈ～７１:122.302
]963セントルイス（ミズーリ州）

６月９［1～】３１１１q779

1964トロント（カナダ・オンタリオ州）
６ﾉｌ７Ｈ－ｌｌＵＩ４,661 

1965アトランテイック・シティー

（ニュージャージー｝H）

５月３０Hへ６１１３Ⅱ，,308

1,6‘デンバー（コロラド州）
６）１１２日～161］I2929

I967ニース（フランス）

５月２１日～２５F119.362

1968〆キシコ・シティー（メキシコ）
ＳｊｊＩ２日～l61JlL840

I969ホノルル（ハワイ州）
５ﾉﾘ２５日～２１｢114.453

197Oアトランタ（ジョージア州〉
ｓｌｌ３１Ｂ～６Ｈ４ＨＩｑ８０３ 

ｌ９７１シドニー（オーストラリア）
５N１６日～２０ＲＩ６.“６

ＩＤ７２ヒューストン（テキサス州）
６ｊｌｌＩｕ～１５「113.287

I973ローザンヌ（スイス）
５ｊｌＩ３Ｒ～１７Ｕ】7.Ill7

I974ミネアポリス・セントポール（ミネソ
タ州）６l111LI～１３日10.015

197sモントリオール（カナダ・ケベッ

ク州）ｏ)１８Ⅱ～l2Hl2QD75

I976ニューオーリンズ（ルイジアナ
州）６ﾉｊＩ３Ｈ～１７［Il3935

1977サンフランシスコ（カリフォルニ
ア州）６ｊｌ５Ｉ]～，lfll4J68

I978束京（Ⅱ本）
５ｊｌＩ４Ｉ]～Ｉ８Ｈ３，.834 

197gローマ（イタリア）
６）ｊｌＯＨ～Ｉ３ＦｌＩ４｣Ｚ９ 

１９８ｏシカゴ（イリノイ州）
６）１１［１－５日18.30,

1911Ｉサンパウロ（ブラジル）
５)１３１［１～６月41115.222

1982グラス（テキサス州）
６jl6EI～９［113.222 

1ﾘ8］トロント（カナダ・オンタリオ州）
６ｌｌ５Ｈ－８Ｈ16.250 

1,34バーミンガム（英国）
６１１３１]～７日22.452

118sカンザスシティー（ミズーリ州）
ｓｊＩ２６Ｈ～３０[Il2092O 

I9H6ラスベガス（ネバダ州）
OjIIH～４１」18.426

1,8ｱミュンヘン（ドイツ）
６)１７１J～ＩＯＵ26.901 

1ﾘ8８フィラデルフィア（ペンシルベニ

アナ11）５ﾉﾘ２２日～２５日16.316
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l989ソウル（韓腫l）
５月211]～Z4H31Ml78

199oポートランド（オレゴン州）
６月２４「l～２７日21.053

199ｌメキシコ・シティー（メキシコ）
６月２１１～ＳＨＩ5,638

199ﾕオーランド（フロリダ州）
６月１４日～１７日１９.IlI

lll3メルボルン（オーストラリア、ビ
クトリア州）

５月２３１]～２６日22,0113
1994台北〔台湾）

199sニース（フランス）

６月】１１１～１４日34.077

1996カルガリー（カナダ、アルバータ

州）６月２３Ｈ～26日附1M予定
グラスゴー（スコットランド１９９７ 

￣ 

】,9８

LLL16Hl5H～l8IEIlMIM予定
インディアナポリス（インデイア

土iin6Hl4n～I7HlM脳予定
1999シンガポール、シンガポール

lMIll予定６月１３Ⅱ～１６日

６月121J～１５日』ＭＧＩ

1995年手続要覧120 



第１０章地域大会（RegionalConference）

る機会がこれまでなかったか、

または数年のうちに予定されて

いないこと。

５）しかも、殿小阪2.000栖のロータ

リアンの出席が期待できること。

開催予定地は､出席を希製する全ロー

タリアンが国籍､人柧または宗教にかか

わI〕なく出席できる場所になければなら

ない（19020.1.)。

当該都市は、ＲＩへ何らの負担をかけ

ることなく、大会の本会縦にふさわし

い､適当で便利な公会堂並びにその他の

会議のための会場をｆｉｔ伽するよう101侍さ

れている。どのような州IiIjであっても、

ロータリー・クラブが､Ｒ１の使う会搬場

の室代その他を負担しなければならない

とは考えていない。むしろ、その祁市

(地域社会として)、市当励、あるいは商

工会識所、旅行協会、または４１業家やホ

テル業者等の類似の剛体が､必要であれ
ば会議場資金を配噸してくれることを期

待している。地域大会は、経済的に自立

すべきものと期待されている。（77）地

域大会の立案と間脳を援助するための資

金予算は、国際人会について、現在行っ

ている方法と同一の方法で行われる。

(65,69） 

ある年に地域大会を開くことが適当か

どうかは、大会出席地域内の要望、他の

ＲI活動を考えたうえでの大会の適否、

大会開脳に関する他の状況を考え合わせ

たうえで決められる（65,69）ＲI理事会
は、地域大会を開1Mする決定は、開脳予

定期日の３年から５年ｉｉｉまでに行うよう

にすべきであるとの意見である。従っ

て､ＲI理事会は、今後開(１Ｍされる地域大

会の予定表を作成するようなことはしな

い。（74）

地域大会＊は、知り合いと理解を育

成・推進し、意見の交換の場を提供す

るために開催される。一般方針として、

地域大会は、同一地域において５年に1

回を超えて開催しないものとし、また、

その開催地は同じ年に開かれる国際大

会から相当離れた土地になければなら

ないものとする。

ＲＩ理瓢会は、３年に】回を超える地域

大会の開倣を認可しないものとする。

このような地域大会は、毎年規則正し

く側１１Nされる行事というより臨時的出
来邪である。従って、地域大会招致に

は、地域大会を開く特別の票由を付記

するという前提の下に、地域大会の日

穏を定める。（81,87）

地域大会の開IMi地を選定する際次の

緒点を考噸に入れること：

１）「主要な出席地域」内に少なく
とも１万名のロータリアンが居

住していなければならない。そ

の地域とは、ロータリアンが大

した費用を負担せずに大会開催

地まで旅行することができ、非

常に多くの出席者が見込まれる

地域を言うのである。

２）国際大会が、地域大会会期の前

後２年Ⅲ、その地域で開かれる

予定がない。（81）

３）間脳都市は、地域大会の独立採

算性のためにも3,000人を超す
出席者を収容できる設備をもっ
ていなければならない。国際大

会間脳有望地と両立しないた

め、できれば、その収容能力は

10,000人以下であること。（81）

４）「主要な出席地域」内に居住す
るロータリアンは、国際大会へ

大した費用を負担せずに旅行す

中地域大会はＲＩ理珊会の折定した地域で刷り

1111される。
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地域大会

するに当たって、ホスト・クラブの協

力を要請し、ホスト・クラブの手腕や

能力をできる限り活用するものとする。

事務総長は、また、プログラムおよび

その関連事項に関して、大会委員会に

協力し、大会の運営については、ＲI理

事会に対し、第１の資任を負うもので

ある。ＲI地域大会幹事は、事務総長の

代理人であって､事務総長が第１の責任

をもつ運営上の多くの業務を代行する。

地域大会組織の手続規則

(RulesofProcedureforOrganizing 

RegionalConference） 

組織

ＲI理事会は、大会を催すべき都市お

よび日時について決定を行い、大会開

催の通知を発し、地域大会委員会を設

置し、かつその委員長を指名する。ＲＩ

理事会は、地域大会の開催期日より少

なくとも１カ年前に大会開催の通知を

発することになっている。会長は、大

会の議長(主宰すべき役員）となる。事
務総長は、地域大会および地域大会委

員会の事務局長となるものであるが、

RI事務局の職員を指名してその任務を

代行させてもよい。

地域大会に出席のロータリアンは、

立法機関を櫛成しない。従って、ＲＩま

たはロータリー・クラブを拘束するよ

うな決議を行うことはできない。

ホスト・クラブ

ホスト・クラブは、来訪ロータリア

ン並びに来賓を歓待する責任がある。

歓待計画はすべてRI地域大会委員会の

承認を受けなければならない｡ホスト・

クラブは、事務総長と協力して、事務

総長が第１の責任を負っている運営業

務の多くを遂行する。

ホスト・クラブよりの大会招致

地域大会を招致したいクラブは、希

望する大会の開催予定期日の少なくと
も36カ月以前に、事務総長の手許まで

大会の招致状を提出しなければならな

い。この招致状に添付する説明書に含

まれるべき事項は次の通りである：

ｌ）地域大会開催予定の会場並びに

収容能力。但しRIまたはロータ

リー・クラブへ負担をかけずに

使用できるか否かを明記のこ

と。

Ｚ）利用できる一級および二級ホテ

ルの室数およびその宿泊料の範
囲。

３）地域大会の開催月に関する希望

とその理由を述べた書状。ＲIと

しては１０月ないし１１月を希望

しているが、少なくとも，)115

日から１月１５日のあいだに開催

しなければならない。（81）

また、地域大会をホストしようとい

うクラブ・グループ､地区､地区グルー

プからの地域大会招致も奨励きれてい

る。但し、地区の場合、ガバナーが、地

区内クラブの過半数の承認を得て、招

地域大会委員会

地域大会委員会を設置するに当たっ

ては、Ｒｌ理事会は、地域内に含まれる

各国の特異性を考慮に入れる。大会委

員会は、ＲI理事会に対し、他の誰にも

委嘱されていない部面すべてに関し責

任を負うものであり、大会の特別方針

を定め、大会のプログラムを起草して
RI理事会の承認を受けるものとする。

大会委員会は､本会議､部会､余興等を

含む承認済みのプログラムの細目の実

施、並びに他の誰にも委嘱されていな
いその他すべての事項に対する責任を

もつものとする。ホスト・クラブ実行

委員会として知られているホスト・ク

ラブの地元準備委員会の監督管理の責
任は、大会委員会が負うものとする。

事務総長

事務総長は、広報､財務、会場の選定

と設備、出席の推進、登録、ホスト・ク

ラブとの協力運営上のあらゆる任務に

対し第１の責任を負うものである。事

務総長は、運営上の多くの任務を遂行
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地域大会

致状を出すものとする。（87）

クラブまたは地区からの地域大会開
ＩＩｌ１のWl込啓の受理については、添付す
べき契約轡も含めて、すべて国際大会
招致に関して定められた規則、手続と
同一のものが適用される。

この諸規則には、次のような明確な
方針が含まれている：

る必要はない。

余興（Entertainment）
余興は地域大会間'1M国または地域の

郷土色豊かなものであるべきである。
趣味がよく、経YlIをあまりかけないも

ので、プロである必要はない。（81）

RI理躯会は、ホスト・クラブ地

域が地域大会を支援すると明記
した招致状を優先する。地区の

決議またはその他によって、地
域大会直前の１月現在のホス
ト・クラブ地域のロータリアン

総数に等しい同地域からの登録
によって支援を表明した招致状
を優先する；

RI理耶会が、ホスト・クラブの

区域を含む地域を定め、これが

ホスト地域とみなされる；

ホスト地域のクラブに所属する

ロータリアンは、国際大会また

は地域大会をホストすることに

関連して、特別な出費を招くこ
とを巷噸して、ＲI理事会は、ホ
スト地域の特別登録科を定める
ことになっている。その額は、

他のロータリアンの登録料より
約２５パーセント低くなると思わ
れる；

豊録擦約を報告する地区大会そ
の他の決議は、ホスト・クラブ

招致を継続審議するためにも開
催日の36カ月前までに事務総長
に受理されなければならない；
ホスト地域のクラブまたは地区
大会の決定でこのような登録支
援が撤回された場合、ＲI理事会
が、その地域大会開催地の継続
瀞識を行うかどうか決めるもの
とする。（80）

I） 地域大会に関する広報

(PublicReIationsforRegionaI 
Conference） 
ＲI理事会は、地域大会のプログラム

を立案するに当たって、プログラムの

広報面に力を入れるべきであると考え
ている。そうすれば、はっきりとした

広報Ij標がその地域で速成されるし、
そのうえ、ロータリーの全体的知潴度
も高まる。2） 

地域大会

(RegionalConference） 
今までに開仙された地域大会は次の

通りである。

3） 

太平洋地域開催時期登録者数
ホノルル、ハワイ

１９２６年５)Ｉ４３３

束京、日本1928年IＯ１ｊ５６８
シドニー、オーストラリア

Ｉ９３０ｆＦ３ｊ］７３６ 

ホノルル、ハワイ

1932年６１１３３ｓ
マニラ、フィリピン

】935年２月２２Ｏ
ウェリントン、ニュージーランド

1937年３川３】Z

シドニー、オーストラリア

1956年］ｌ)ｊＬ９４０
メルボルン、オーストラリア

1981年】Iノ』4,461
アデレード、オーストラリア

】986年ｌＩｊ１1.006

4） 

5） 

出席（Attendance）
’１上界のどの地域のロータリアンも地

域入会に参加できるが、地域外のクラ
ブからの出席を得るために特に努力す

欧州、北アフリカおよび東地中海地域
ハーグ、オランダ

1930年9月763
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地域大会

ローザンヌ、スイス

1133年８月７００

ペニス、イタリア

１９３５年９月Ｌ５Ｉ４
ストックホルム、スウェーデン

1938年９月1.513

オステンド、ベルギー

1954年９月Ｌ５７６

アムステルダム、オランダ

1956年10月2,421

カンヌ、フランス

1959年，月2,2“

ローマ、イタリア

1970年１１月3,187

イェーテポルイ、スウェーデン

1,80年８月５８５

モンテビデオ、ウルグアイ

1993年１１月 lZ92 

カリブ海一メキシコ湾

ハバナ、キューバ

1937年３月

サンフアン、プエルトリコ

1966年１１月

カラカス、ベネズエラ

1185年11月

500 

1,666 

1,980 

中央アジア
ベナン、海峡植民地

1938年４月 170 

アジア

デリー、インド

1958年１１月

ソウル、韓国1979年９月

マニラ、フィリピン
1184年１１月

ニューデリー、インド

1987年１０月

バンコク、タイ

南アメリカ

バルパライソ、チリ

1936年３月３３１

サンチャゴ、チリ

1960年１１月1,65Ｓ

モンテビデオ、ウルグアイ

1969年1２月2,667

プエノスァイレス、アルゼンチン

1983年９月2,900

（概数）

2,913 

9,096 

2.885 

10,501 

1996年10月２６日-28日

開催予定
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第１１章協議会(Assemblies）

国際協議会は特別の目的をもった会
合なので、出席者は前記参加者とその

近親者に限定されている。（74）

国際協鍛会

(lnternationalAssembly） 
国際協議会は毎年２月１５日から３月

31日までに開催される。国際協議会は、
RI管理において股も重要な国際会議で
ある。協議会は、ガバナー・ノミニーの

数と居住地を考慮して、便利がよく経
済的な場所で開かれる。国際協議会の
開催地を選ぶに当たり、ＲI理事会は、
ロータリアンが国籍だけを理由として

参加できないことのないようあらゆる

努力を払わなければならない｡(19.010.）

経費支弁条件

国際協議会に出席する参加者と他の

者の経費は、協議会への全期出席を果
たした人に対してのみ支払われる。但

し､やむを得ぬ事情(不可抗力の旅行遅
延、病気など)がある場合は、会長が一

般規定の例外として支払を許可できる。

文献の配布

(DistributionofLiteratu｢e） 
国際協議会の参加者に配布きれる文

献その他の資料は、ＲＩによって出版さ

れまたは配布されるものに限られてい

る。その他による文献、資料の配布は

許可されていない。〔63）

目的

国際協議会の目的は、ガバナー・ノ

ミニーに対して、ロータリー教育と管
理上の任務に関する指導を行い､かつ、
ノミニーと他の出席者に、来る年度の

ロータリーのプログラムと活動の実施

方法を討議・計画する機会を与えるも
のである（19020.1.〕。
とりわけ、国際協議会は次のことを

行う：

１）ガバナー・ノミニーを励まし、
やる気を起こす；

２）会長エレクトが発表したＲＩの
テーマとＲＩの新プログラムの説
明と実施；

３）ガバナーがRIの継続中のプログ
ラムと活動を実施する効果的な
方法；

４）クラブと地区の指導者に情報を
伝え、訓練し、意欲を与える実
際的技術。

資金拠出の懇請（SolicitationofFunds

RI理事会の事前の明白な承認なしに
国際協議会で資金拠出の懇請をするこ
とは認められない。ロータリー財団に
対して補助金を要請することも、これ
に含まれる。（94）

国際協議会におけるＨ１理事会の役割

RoleofIheRlBoardatthelntemaIional 

Assemblv） 

国際協議会におけるＲI理事会と個々
の理蛎の役割は次の通りである：指定
されたときは、本会議や他の行事にお
いて講演者、モデレーター、パネリス
卜として参加すること；ガバナー．ノ

ミニーの出席する行事で公式ホストの
晋諏l券務め島こし９研確のナー駒のゲ

参加者

協議会は、ＲＩの会長、理事、会長ノ
ミニー、理事エレクト、事務総長、ガバ
ナー・ノミニー、ＲｍＩ役員ノミニー、ＲＩ

各種委員会委員長およびRI理事会が指
定するその他の者から成る。

と教育の内容_をよく知っておくこと；
ｕ理事会の注意を引くと思われるロ－

の問題または侭
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協議会

と；協議会中に開かれるＲＩ理事会の会 卜またはRI理事会が指定した他の資務
合に出席すること；会長、会長エレク を遂行すること。（94）
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第１２章研究会（Institutes）

ロータリー国際研究会

(RotaryIntemationallnstitute） 
ＲＩ理瓢会の判断で、ＲＩの元役員と現

役貝のための研究会を間脳できる。研
究会は毎年ＩＭＩかれるのが一般的である。

この研究会は、ＩＥＩ際協繊会および国際

大会とliilIllFl9lに開1Mされるのが慣例で

あり、できれば、同一の場所、設備、条
件の下で開他される。

わなければならない。国際研究会は、

会及のiii:可をｲﾘれば、民間または法人

の協賛者への１１ｹ政支援の要請も、受緬
もできる。（94）

ゾーン研究会（１９９６年７月１日より

ロータリー研究会と呼ばれる）

ZonelnstiluIes（tobeknownasRotary 

InsliIutesaI1erlJuIyl996） 
ロータリー研究会は、研究会の対象

範１１Nの地域に居住しているＲＩの兀、

現、次期役ｌｌの111席と参加を目的とす

る会合である。会催とＲＩ理事会とり{務

総腿は、この人達の理解ある完全な支

援と協力を必要としている。Ｒ１理ｺﾄﾞ会
は、このような支援､協力、理解のため

の爪婆でｲi益な伝達手段としてロータ

リー研究会の意義を大いに認めている。
(74,94） 

ＲＩ｣ＦＷｌｊ会は、ロータリー世界のさま

ざまなゾーンで、または、複数のゾー

ン<r1ii1で、研究会を開くことを承遇し
ている。特別な馴情があれば、一つの

ゾーン|Alで二つ以上の研究会をＩＨＩ催で

きる。Illllli予定地は、出席を希望する

全ロータリアンがlf1籍、人種または宗
教にかかわりなく出席できる場所にな

ければならない（19.02ＯＬ)。

目的

国際研究会により、現役貝と元役且

は、ロータリーiillqIiとプログラムを深

く知り、その結JIL､Dr偶クラブと地区の

有扶な顕ＩＭＩとして自分を高める機会に
恵まれる。研究会は、また、国際レペル

の元役貝と現役１１の懲見を聴く機会を

指導者に提供し、ロータリーの現在お
よび次期指導力に寄与する。

参加者

国際研究会は、ＲＩの現役貝と元役貝

およびその近籾打のすべてが参加でき
る。場所の都合により、出席を制限しな

ければならない場合もある。ＲI理事会

は､出席者数を瀞脳して､現および元役

員の中で優先すべき人を定めることが

できる。その他の吻合は、申込順に登録
する。

目的

研究会の目的は：

ｌ）IMIllも含め、ＲＩの方針やプログ

ラムを現および元RI役貝に正確

に級告する；

２）こうした方針やプログラムにつ

いての－１tiの支援を奨励し、ｌｉｉｌ

時に改善や刷新について意兄を
求める；

３）ゾーン・レベルで成功を収めた

プログラムで、ＲI理事会がより

発展きせたいと考えるようなプ

国際協鍛会との関係
国際協雛会とliiI時期にIＦ１際研究会を

開催することによ'ル研究会参加者は、

教育的で感銘深い狩別の機会に恵まれ
る。場所の都合がつけば､国際研究会参
加者は、本会縦の1Mしに出席できる。

経費

国際研究会は、定金に独立採算性の
下に運徴きれる。すなわち、参加者の蝦

録科で、職風の援助も含め全費用をIlIj
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研究会

招染者は、通常理事または時には－番
股近の元理事で、研究会における会長
の代理という役割を果たす｡招染者は、
研究会を組織する人達を任命する.こ
の人達が、諸準備や時間割を作成し、

招集者の承認を得る。
招架者は、研究会の時ＩＭＩ割、プログ
ラム、財務を完全に掌握したうえで、
委鳳長と会計を任命する。委員長は、
研究会の会合の組織づくりの筑任を負
う。会iii･は元RI役員でなければならな
い。会計は、研究会予算の作成と資金
の使途、支出について招集者とゾーン
に対して尚任を負う。地元のガバナー
は、招染者の要謂に応じて招集者を補
佐する以外の役割をもたない。
手頃な経費で股大の出席と参加を推

進するために、1995年規定審議会改正

後の新ゾーン四つを超える地域で研究
会を計画してはならない。（94）

ログラムの進展をRI理事会に報

告する；

４）ガバナーが指導力を発榔できる
ように励まし、やる気を起こ
し、情報を伝える；

５）学び、討篭し、功気づけられる
ような場を提供する。このこと
によって、すべての参力Ⅱ者に親
睦の心とチームの一興という窓
識が芽生える｡（94）

参加者

各研究会に出席できるのは､元､現、
次期RI役員とそのゲストに限られてい
る。但し、他の人が招染者から招待き
れる賜合もあるし、会長または耶務総
長の要謂で出席することもある。ホス
トを務めるロータリアンや他の地元の
人が、招集者の研究会迎営を補佐でき
る。苔らに、会長または会長エレクト
の議演など、研究会の特別行馴のオブ
ザーバーとして地元のロータリアンを
招待することもできる。
会長と会長エレクトは、ロータリー

世界の知識と経験を深め、ゾーン・レ
ベルのロータリー指導者がロータリー

の現在および将来の動向を理解し、考
察できるようにできるだけ多くの研究
会に参加することが奨励されている。
しかし、周知のように、会長または会
長エレクトは数々の任務を負い、拘束
きれていることを老噸すると、限られ
た数の研究会にしか出席できそうもな
い、と思われる。
ロータリー財団代表１名（現または

元管理委員が望ましい）が、財団の目
標を達成し、元、現または次期役興の
知識を最新のものとするために宿泊灘、
食費、その他現地での経費（研究会そ
の他の資金から支給されない粉合）な
ど、財団の負担で出席する。（94；管理
委員会,2）

プログラム

研究会は、別の会議またはセミナー
の時1111を含めないで､通常､会期２日か
ら３日で、比較的若い参加者にも便利
と思われる時に開催しなければならな
い。ゾーン内に居住している元RI理耶
には、識演者、パネリスト、討諭指灘
者、研究会実行委員会の委員長と委貝
としてプログラムに参加する機会を用

意しなければならない。ロータリー財
団代表には、財団について主要な鯆演
をし、苔らに財団プログラム、目標､I廿
務、問題について参加者に最新のhli報
を提供し、参加者の質問に答える機会
を用意しなければならない。
ＲI理事会は、各研究会で審議する論
題を毎年提起する。但し、研究会は
ゾーンのニーズや要望に合わせて、議

題を削除したり追加したりすることが
できる。招集者は、ＲＩ理邪会に提出き
れたIMI年度の研究会報告響（決議も含
む）1部を、前年度の報告書にINIするRＩ
理事会決定1部とともに、各研究会の
プログラムに含めなければならない。

招染者は、都合がつけば、研究会参加

組織
各研究会の組織とプログラムは、会

長の指名した招集者が指灘､随栂する。
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研究会

者と地元のロータリアンの都市連合会
の予定を組むものとする。１F務総長は、
RI職貝を指定し、研究会プログラムに

参加きせ､報告きせる。ｌ(l典者は､適切
であれば、この職貝を使うことができ
る。

ゾーン研究会の会iilに自発的寄付をす
ることはできる。但し､地区大会（また
は他の会合）がPIF前にその具体的金額
を承認し、その寄付が研究会の迎懲費
にだけ使われる場合に限られる。

招集者は、手頃な価格の会場と術泊
施投を確保し、社交行事の数とYⅡ川、
識滅者の費川、ロータリーまたはゾー
ン以外からの来賓を職小阪にすること

によ')、饗)Ⅱをできる限り抑える努力

をしなければならない。各研究会は、
十分な金額のriilH保険に加入する手配
をしなければならない。すべての維費
を支払った後、残額があれば、次Wl研
究会の招集者および会計と協力して、
次jⅢ研究会に繰り越すものとする。
(94） 

前後の会合

研究会の主要なプログラムは主とし
て元ＲＩ役貝を対象としている。ガバ
ナー、次期ガバナー、ロータリー財ＥＩＩ
地区姿１１良のための別個の会議または

セミナーは非常に有益であるので、招
集者のM↑:可を得て、研究会と同じ（ま
たは近くの）時期と場所でljIl〈ことが
できる。このような会縦またはセミ

ナーは､11MK者の指示の下にIHIかれる。
別個の会縦またはセミナーは、研究会
の主要プログラムまたは回際協議会の
プログラムと１K複してはならない；ＲＩ
の方針およびRIの開発したhli報に沿っ
たものでなければならない；研究会そ
のものと別に推進しなければならない。
次期ガバナーのセミナーまたはロータ

リーlMIiHセミナー､余興などの催しは、

研究会iiiの行事、または研究会後の行
耶ということを明確にしたうえで実施
しなければならない。研究会出席者と

別の人が参加する場合もあるからであ
る。（94）

報告

すべての招jlS将は、各研究会後451］
以内に事務総腿に正確な要約報告を提
出しなければならない。報告ｆｌﾄﾞは、別
ＩＭＩのセミナーや会縦を含めないで、研
究会だけを対象とする。別個の会合の
報告は後日別に送付しても差し支えな

い。研究会会iiiは、収支報告:Iﾄﾞに粁稿
のうえ、すべての参加者に、これを配
布するものとする。

各招集者は、研究会の収支を緋逃し
た財務報告をJli称総長とゾーン内の各
ガバナーに送付しなければならない。

JII勝総長は、毎年箙3回または雛41回1の
班ﾘﾄﾞ会会合で瀞縦するために、適切な
所見と勧告を力Ⅲえ、すべての研究会の
繩告をまとめるものとする。（94）

財務

各研究会は、登録料または自発的寄
付によって、経済的にlil立していなけ

ればならない。地区は、研究会の費用
を支払うよう期待きれていないが、
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第１３章規定審議会（Counci onLegislation） 

いること。

３）審搬会の会議に、その会期の全

部を通じ、出席すること。

（8.050.2.） 

代表識員の選挙

各地区内のクラブは、稀縦会で地区
内クラブを代表するロータリアンを１

名選ぶ。この代表議貝は審議会の投票

権を有する縦貝である。代表議貝の選
挙は、審縦会が開かれるロータリー年
度の直前ロータリー年度に開かれる地

区大会で行われるのが普通である。代

表議貝が務めを果たせない場合に術え

て、補欠縦11もそのとき選ぶ。

いかなるロータリー・クラブも、地

区内のクラブを代表する、資格を備え

た候補者を会員の中から指名できる。

地区大会に川席する各選挙人は、代表
識貝の選挙に１票を投じる権利を与え

られるものとする。殿府県数を得た候

補者をその地区内クラブの審議会代表
識員とする。第２位の票数を得た候補

者を補欠殿Ｈ１とする。クラブの選んだ

代表識貝も補欠議員も務めを果たせな
い場合、ガバナーは、地区内の資格を
備えたロータリアンをもう1名任命し

て、その務めを果たさせることができ

る。（8.050.）

各地区は、ロータリーの現在の方針、
手続、プログラムに精通していて、規
定審議会に川席できるlitも適格のロー

タリアンを、審識会代表iMR員に選ぶよ

う奨励されている。Ｒ】理ｊｌＩ会は、地区

規定審識会はＲＩの立法機llUで、ＲＩの

組織規定を改正する権限を有する。こ

の権限のよりどころは、ＲI定款の第１０
条およびRI細則第7条と第8条にある。

審遡会の会鵬（Meetings）
規定審議会は３年にＩ庇ＲＩ理事会の
定める時と場所で開催される。審議会

は、立法年度に開催される国際大会閉

会予定日の】２０日以前に招染されるも

のとする（RI定款第１０条輔２節)。ま

た、規定審縦会は、ある地域（l”5年
規定審議会で改正される前の地域)で1

度開催きれると、少なくとも２回別の

地域で開１１Mされない限り、同一地域で

開催することはできない。（ＲI定款輔
]ｏ灸第２節）審議会のllIlIM地を選ぶに

当たり、ＲＩ理PIl会は、ロータリアンが

国籍だけを理111として参加できないこ

とのないようあらゆる努力を払わなけ

ればならない（8.140）

審躯会の柵成

(Membe｢shipoftheCouncil） 

代表懇員の資格条件

各地区は、ｌ端のロータリアンで代表
きれるものとする。このロータリアン

は、ＲＩ役貝を全期務めた人（または特
別な事情の下に現ガバナーかガバ

ナー・ノミニー）で、自分が代表する地

区内のロータリー・クラブの会貝でな
ければならない。

審議会代表縦貝を務めるためには、

次のことをしたためた宵而を瓢務総長
に提出しなければならない：

１）審議会代表識貝の資格要件、征

務および責任を'よつきl加L､得て
いること。

２）この任務と責任を引き受け、そ

れを誠災に履行するための資格
要件、意思および能力をもって

内クラブがその意思で代表識貝を選ぶ
ことができる、ということを認識して

はいるが、ロータリアンが連続３回以

上規定審譲会代表議員を務めることの

ないよう丞墜している。（87,94）
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規定群議会

たは副縦長が採否を決する】卿を投じ

ることができる。（8.010.2.）

投票権を右しない議員には次の人が

含まれる：会焚、他のＲＩ理耶会のメン

バー、元会長、事務総長を10年以上務

めた人、管理委貝会の選んだロータ

リー財団管理委貝1名が、投票権を有
しない審搬会代表識貝である。

(8010.4；8.0105；8.010.6.）稀縦会が開

かれる年のＲＩ定款細則委貝会委員は、

投票椎を有しない審議会「特別議員」
を務める。その任務は、立法案のすべ

てを検討し、各案件について、その趣

旨、背景、影卿を審議会に報告する用

意をし、さらに、その採択に側する賛

否の意見を述べることである（8010.3,

8.090.)。Ｊｌｌ勝総長も投票権を有しない

議員で、審識会幹事を務める。または、

会長の承遡を得て、幹事を務める適格

のロータリアンを任命することができ
る。（8.040.4.）

代表職員の任務

代表議員の任務は次の通りである：

ｌ）地区大会やその他の地区会合
で、立法案を村殿すること；

２）ロータリーのIlll題に関する現在

の自分の地区内の意向をよく

知っておくこと。

３）審議会に提111された制定案およ
び決議案のすべてに批判的な考

察を加え、審鍍会に自分の見解

を的確に伝えること；

４）ＲＩの公正な立法当務者として行

動すること

５）審議会の会談に、会期の全部を
通じて出席すること；

６）審議会終了後、審議会で行われ

た審議について地区内のクラブ

に報告すること。（8.030.）

代表職員の準備

代表議員が審議会の準備をし、それ

によって、立法過程を強固なものにす

るように、ＲI理事会は、審議会直前の

地区大会の本会議のうち１回は立法案

の討議を含めることを勧めている。立

怯案の審議と討議のために地区の特別

会合を開催し、クラブ役貝をこうした

会合に招かなければならない。その目

的は、クラブ役員が立法案を明確に理

解し、同時に､審魏会代表議員が､地区
内クラブの意向を理解することである。

このような討議は、審識会代表議貝に

とって貴重であるが、代表議員を拘束
するものではない。代表議員が、豊柄
な１W報を得て、各案件に偏見をもたず

審識会に到着し、すべての見解を考噸

し、自主的、客観的に投票することが
Ⅲ要である。

起草委員会

審議会起草委員会は、審識会議長、
副議長､３名の特別議貝（RI定款細則委

貝会）によって櫛成される。この委員
会は：

ｌ）審議会で採択するために審議会

の会縦運営手続規則を推奨す

る；

２）審議を求めている案件の審議順

序を瀞識会に推奨する；

３）立法案またはその修正案の中
に、委貝会が、不傭な点、首尾
一猟しない点または、その他の

欠点を見つけた場合、できれ

ば、それを直すために必要な修

正を辮識会のために起草する；

４）霧識会から指定された立法案の
書き直し作業に当たる；

５）審譲会の採択する制定案が十分

効果を発揮できるように、必要

に応じて、ＲI細則と標KIKロータ

リー・クラブ定款のIHI係箇所の

修正文案を作成する；

６）審議会の報告書を作成する。さ

投票権を有しない蛾員

投票権を有する識貝のほかに、投票

権を有しない審議会識貝もいる。瀞縦
会は、副議長と議事迎営手続の専門家
の援助を得て議長が司会する。三者と

も、瀞縦会開催の年に会長が任命する。
可否同数の場合、縦挫席にある識長ま
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らに、関連個所を修正する必要
がある場合、その修正をする。

(8120.） 

する件

提案者

標準ロータリー・クラブ定款第１０条第

２節第(c)]Tlを次のように改正すると国
際ロータリーは制定する。

に）名誉会員の会員身分は、理蛎会
が名祥会員身分の終結を勧告

立法案（ProposedLegislaIion）
立法案を提出しうるのは、クラブ、

地区大会、ＲI理事会、審譲会、グレー

トプリテンおよびアイルランド内ＲＩ

の審議会もしくは大会である。立法案
は、制定案または決鍛案という形で癖

議会に提出することができる。

し、クラブが3分の２の多数でこ

の終結を票決するまで本ワムピヂ選
qﾃ済ﾆｰﾋ1-の子恒f緩の-6円月面3e-E

イテゥニ自助的に終結醤；=ろ←しか

制定案

ＲＩ定款細MIIまたは標邸ロータリー・

クラブ定款を改正する意図をもつ立法
案が制定案である。制定案は、組織規

定の関係条項の全文を明記して提出し

なければならない。削除する文章には

削除のしるしをつけ、新しく文章を付

け加える場合はその全文を明確に示さ
なければならない。

制定案は次のような様式で事務総長

に提出しなければならない。

制定案

（簡潔に提案の要旨を襟<）の件

提案者

（規定名、第条、第節）を次

のように改正するとＲＩは制定する：

（改正を示す個所にしるしを付け、条

項のIIlj係個所を仰入）

継続することができる。

（本文終わり）

注：削除する文章には、抹illIの線を引くが、

改訂された本文に戦ることはない。改訂さ

れる文章にはアンダーラインを引く。

決遡案

決議案は、ＲＩの組織規定を改正した

り、抵触したりすることなく、意見を
表明したり、方針や手続を推奨したり

する案件である。決議案は次のような
様式で瓢務総長に提出しなければなら
ない。

決鍛案

（簡潔に要旨を響く）の件
提案者

RI理事会が次のことを者MHするようＲＩ
は決議する

または（年度）規定群議会の次のよ

うな意見でＲＩは決議する

（以下決畿文を記載）

ＰＲＯＰＯＳＥＤＥＮＡＣＴＭＥＮＴ 

Ｔｂ（statcconciselyIhepu1Poseof 
pｍｐｏｓａＤ 

Ｐｒｏｐｏｓｅｄｂｙ 
ｌＴＩＳＥＮＡＣＴＥＤｂｙＲIthatlhc 

（Document,ATlicIe， 

Section），beandheにbyis
amendedIorEadasfbIIows： 

（inse武aHEctedportionof

documemwiIhma｢kingsto 
showchanges） 

ＰＲＯＰＯＳＥＤＲＥＳＯＬＵＩＴＯＮ 

Ｔｂ（stateconciselythepumoseofproposal） 
Ｐｍｐｏｓｅｄｂｙ 

ｌＴＩＳＲＥＳＯＬＶＥＤｂｙＲＩｌｈａＭhe 
BoardofDimeclo応ofRI

comsidcT… 

（orlTISRESOLVEDBYRIlhat,in 

theopininonofthe（year） 
CounciIonLcgisIation… 

適正に作成された制定案の一例：

制定案

名誉会員の再選挙に関する規定を改正
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内地区審縦会）に提出のうえ、この立

法案に対する賛否について票決を受け
なければならない。但し、時llI1的余裕

がない場合、ガバナーの実施する郵便

投票を通じて地区内クラブに立法案を

提出することもできる。クラブから事

務総長に提出される立法案は、正規の

手続で審縦されたこと、さらに票決に

よる賛否を明記したガバナーの証明替

を添付するものとする。クラブは、賛

否IﾆかかわI)なく、審議された立法案

を事務総任に送付しても差し支えない。

(7.030.1.） 

(andthengivcthcwoIdsof 
Ihereso】ution〕．

適正に作成された決鵬案の一例

決鍛案

安全な水の供給を授助している団体の

支援を奨励する件

提案者

ＲI理事会は安全な水の重要性を認蛾
して、次のことを決縦する。容易で持

続可能な技術を使って、住まいから比

較的近い場所で人々に安全な水を供給

する力になることを、すべての地区や

クラブに対して奨励する。

締切日

制定案は、審議会の開かれるロータ

リー年度の前年度の５月１日までに事務

総長の手許に提出されなければならな

い。決識案は、審議会の開かれる90日
前までにﾘﾄﾞ務総長の手許に提111きれな

ければならない。正式に立法案を提出

したとみなされるためには、すべての

制定案と決縦案に､３部から成る趣旨説
明書を添付のうえ、それぞれの締切日

までに提出されなければならない。ク

ラブが提出する場合、地区内の他クラ

クラブと地区の提案

ロータリー・クラブが立法案を提川

する場合、その案件は、クラブの理111
会より会員に提出され、正式に採択さ

れたものでなければならない。それか

ら、その案件は採択されたことを証IﾘI

するクラブの会長と幹11の署名した将

iinを添えてガバナーに送付きれなけれ

ばならない。地区が立法案を提出する

場合、その案件は、地区大会かクラブ

の郵便投票を通じて採択されたもので
なければならない。

正式に立法案を提１１Ｉしたとみなされ
るためには、立法案それぞれに次のこ

とをｉＩｆきしるした趣旨説明書が提１１１粁

から添付されていなければならない：

(1)立法理由；(2)その目的を達成する

方法；（３）ほかにどのような効果があ

るか。（7.030.）

規定審議会の審識に付ざれるために、

立法案を適切な様式で作成することは、

提案者の責任である。しかしＲＩ理瓢会
は、クラブおよび地区の要請があれば、

制定案を提出するiiilに、ＲI定款細則姿
11会が、制定案の案文の起草、訂正お

よび修正をできる限り援助することを

認可している。（79）

プがその立法案を審議したという証明

書も添付しなければならない。

理事会の検討
ＲＩ細ﾛ11の規定によると、定飲細則委

貝会がRmBllIll会に代わって、 すべての

立法案の全文を調べ、明らかに提案を

無効、不適切にするような不備な個所

につき、提案肴に勧告する。そして、で

きれば、修正か代案を推奨する。

(7.040） 

制定案が大幅に不備であったI火あ

いまいであるにもかかわらず、提出者

に代案が受け入れられなかった場合、

RI理事会は腫案を審議会にInI付しない

よう指示できる。このような場合、提

出者にこのfir連絡し、挺出者は、ＲＩ理

４１会の決定を、審議会議員の3分の2の

投票で慨すことを審議会に求める機会

を与えられる。（7.050.2.）実質的に同種

地区の承認

クラブの立法案は必ず地区大会（グ
レート・プリテンおよびアイルランド
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の制定案が提出されている場合、ＲI理

事会は折衷案を勧告できる。提出者途

が折衷案に同意しない場合、ＲI理事会

は同種の提案の趣旨を蛾もよく表現で
きるような代案を瀞識会に回付するよ

う指示できる。（7.050.1）

決議案が「RIのプログラムの範囲内

にない」とR1ElJ1l会が決定した場合

は、審議会へ回付されない。このよう

な場合、提出者にこの旨連絡し、提出

者は、理ＦＩＩ会の決定を、燕議会議員の３
分の２の投票で秘すことを審議会に求

める機会を与えられる。（7.050.3.)実質
的に同種の決議案が提出されている場

合、ＲI理事会は折衷案または代案を勧

告できる。提出者達が折衷案に同意し
ない場合、ＲＩ理JlI会はliil極の提案の趣

旨を蝋もよく表現できるような代案を
審議会に回付するよう指示できる。
(7.050.4.） 

ない場合がしばしばある。出版時に各

案件の後に戦っている説明によって、

立法案の提出理由が明確になり、どう

いった変史が生じるかを示すことがで

きる。

賛成および反対の声明

クラブ、地区大会、RIBIの審繊会ま

たは大会､規定審議会､ＲI理事会は､諭

議会に提出された立法案（制定案も決
議案も含む）について声明を出すこと

ができる。この声明は、立法案に対し
て賛成、反対または見解を述べるもの

である。この声明は、通常の書簡菱の

片面1頁以内に限られている。このよ

うなjlf明は、審議会が開かれる少な 〈

なければならない。この声明はすべて

①癬識会織以へ回付される。（9４

手続（Procedure）
各瀞縦会は、議事の運営に必要と考

える手統規Mllを採択する権限を有する。
しかし、ＲＩ理ＩＩＪ会は、適切な手続規則
を推奨し、これが採択されてきた。こ

れで、jmu例の審議会手続と民主的手続

が保たれている。審議会代表議貝は、

審縦会で効采的に行動できるように、
本手続要覧の第１４章の「会議運営手続
蝿1111」を入念に研究しなければならな

い。各案件は、たとえ出版物で公表さ
れていたとしても、審議会で審議する

ためには稀搬会縦貝によって動議が提
出され、焼成が得られなければならな

いということに、クラブと地区は特に
注意を払わなければならない。

出版

制定案徒出締切後、事務総長は審議

会に回付する制定案すべてを記載した
制定案集を(11版する。この制定案染は、
各ロータリー・クラブと規定癖議会全
櫛成貝に､瀞鍛金1111催の少なくともI2o

日前までに送付される（RI定款第16条
第３節；7050.6.；標準定款第１７条第３
節)。決議案提出締切後、事務総長は、
同じように決縦案染を出版する。

修正

提出者は、既に提出した立法案の修

正案を、審識会のＩｌＭＩｌＭ予定|Ｆ１の２カ月
前までに、馴務総鎚に提出できる。で
きれば、このような修正は、全ロータ

リー・クラブと規定謙譲会全櫛成員に

配布される決縦案架に含める。そのほ
かには、「会縦迦営手続規則」に従っ
て、審議会の縦場でのみ修正が認めら
れる。（筋１４章を参照のこと）

報告および承露(ReportandRatiIication）
稀識会後、採択された案件すべてに

関する決定の報告書が各クラブに送付

される。その時点で、各クラブは、立法
案採択における癖議会の決定に反対の
意思をｌ卿投じる機会を与えられる。
７５堵を超す会員数を有するクラブは、
直})ilの７月１日現在の会員数に韮づいて

2W(以上の投票梅を有する｡投票権をｲ『

趣旨および効果

立法案件そのものがW【門用語を使う
ため、その目的と効来があまり明確で

第３部一国際的会合 1３５ 
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クラブは規定辮縦会の費用を賄うため

に会員ひとりひとりにつき、米貨１ド
ルの追加金を支払う。規定審搬会に出

席するクラブ代表議員のための費用を

支払った後、我額があれば、審議会の
運営費に使うことができる。ＲI理事会
は、この収支についてクラブに報告す
るものとする。（17.0302.）

する総投票数のうち10パーセント以上

が反対の意思表示をした場合、当該立
法案に対する審識会の採択は無効とさ
れ、次のＲＩ国際大会に提出され、国際

大会に出席し投票する代議員が審議し、

鹸終決定を行う。（8.130.）

規則制定と決繊の現在(SIatusof
EnactmentsandResoluIions） 
辮鱗会で採択した制定案の結果は、
現行の組織規定に紀峨きれることに
なっている。決識は、審織会の決定報

告に記録きれ、それぞれの所期の目的
を果たすまで効力を保ち続ける。ＲＩ理

鞭会は、一定の期lIHのみ施行される決
議または後の決議によって補足きれた

決餓を勘案しながら、どの決議が現に
効力を有するかを随時決定する術限を
有する。このような決定は、決定がな
された年の国際大会で会長または耶務
総長が報告することによってクラブに

伝えられる。

理事会に対する建鰻案

(MemonaIstotheBoard） 
審議会に決縦案を提出する代わりに、
クラブまたは地区は、ＲＩ理馴会に建議

案を提出することを考慮しなければな
らない。組織規定の改正が必要でない

多くの場合、提出者の目的は、建議案
によって、より効果的に、より速やか
に達成することができる。しかし、
ロータリー・クラブもしくは地区が組

織規定の改正を必要もしくは望ましい
と考える場合、このような立法案は、
RI理事会でなく当該クラブまたは地区

から提議されるべきである。

財務（Finances）
規定審議会のIWIilliされる年には、各
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第１４章会議運営手続規則（RulesofPmcedure）

|・規定審識会の会醸運営手続規則

(RulesofProcedu｢e--Councilon 

LegisIation） 
ＲＩ理醐会は、次の会議運営手続規MII

を推奨している。この規則は、Ｒ【の定
款・細則の諸規定を補足することを目

的としたもので、規定審識会で用いる

ものである。

たは組織規定に沿っていない立

進_Ｌ

jLLする組織姐定をすべて直して

いない不完全な規則制定；法令

に反するような規則制定と決

あいまいで漠然としているも

の；管理または施行が不可能な

ほと｡、実際的でないもの。第１節定義（Delinitions）
手続規則中に使用されている一定の

用語の定義を次のように定める。
Ａ・「議員」--審議会に参加する資格
を有するすべての者（RI細則第

８条第8.010節)。この中には､投

票権を有する議員と投票権をｲｉ
しない議口が含まれる。

Ｂ・「出席投票搬貝ルー賛成または反
対の投票を行う議員。投票を粟

権する識側は、出席投票する者
とは認めない。

ｃ「日程ルー行議会に提出される案
件の審識時間、審議順序または

討議の制限に関し、群議会が過

半数によって採択した議事進行
に関する手続。

、「定足数ルー審議会の投票権を有
する議員の３分の１を定足数と
する。

Ｅ「立法」－規則制定と決議。
Ｆ・「規則制定｣－RI定款細則または
標準ロータリー・クラブ定款を

改正することを規則IMI定という。

Ｇ・「決議」－審議会による決定で、
ＲI定款細則または標準ロータ

リー・クラブ定款の改正ではな

く、また、これに抵触すること

もなく、意見を表明したり、ＲＩ
理事会に肋告したりするもので

ある。

Ｈ・「不備な個所ルー完全でない、ま

定款に抵触するような方法でRＩ

細則または標準ロータリー・ク

ラブ定款を改正しようとする規

1111制定；その目的を達成するに

{よ組織規定の改正を必要とする

ような決議、または趣旨が組織

規定と全般的に抵触する決議；

必要とされる細則の規定を変え

ることなしに標準ロータリー

クラブ定款を改正しようとする

規則制定または決議。

I．「提案者」－立法案を提出した
クラブその他。立法案を提出し

ているクラブまたは地区を審議

会で代表するのは、その地区の

投票権を有する議員である。
』．

たは見解の採択を求める提案。

K・「撤回」－立法案を審議から除
くという審議会の決定
｢撤回とみなす」--議長が次の案Ｌ、

ﾋﾞﾄﾞの議事に入ると発表し、議員

から動議が提出されなかった場

合（または賛成がなかった場

合)、そのとき、議長は、この案

ｾﾞﾄは撤回とみなす、と発表する

ものとすろ。

｢議長ルー審議会の会縦を進行ざＭ、

剛譲長のいずれでもよいｃ
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が直ちに辮縦会から表明されなかった

場合には、議長のほうから賛成者を求

めることができる。

第２節動識の租類（KindsofMotions）
励識には本助識と会鍛運営手続にlIU

する動議との２樋矧がある。本動識に

ついては第３節で述べる。手続に関す

る動議については第８節で概説する。

この規則に別な定めのある場合を除き、

助縦が採択されるには過半数の賛成投

票を必要とする。

第５節本動鰻の表決

(ActiononPrincipalMotions） 
Ａ、立法案に関する本動縦およびそ

の表決は、次の形のいずれかに

よるものとする。

１）（原案の通り）採択する。

２）修正して採択し、発表する

（後述の第６節により)。

Ｂ・立法案を（原案の通りまたは修

ｉＫを付して）採択することとす

る励縦の採決が行われた場合に

おいて、その動議が成立しな

かったときは、当該立法案は審

議会によって否決されたものと

みなす。

ｃ識艇から次の議事日程にIlIlして

とるべき措置について助議を提

出することを審議会に促す発言

があった場合において、譲場か

ら何らこれに応じる動織が提起

されなかったときは、級長は、

当談Ⅱ程にかかわる案件はこれ
を撤回きれたものとみなす旨の

発表をするものとする。

第３節本動鋼

(PrincipalMotions） 
本動議とは、審識会の表決の対象と

なっている原案のことをいう。こうし

た励縦が提出され、撰成を得、議焚か
らその報告が行われると、その動識の

処理が終わるまでは、審議会は他の|Ｈ１

題や他の本動議の審縦を行うことがで

きない。但し、本助縦の審議またはiけ

識中であっても、会縦運営手続に111Iす

る動餓は、これを提出できる。会縦巡

営手続に関する助縦は、本動議に優先
することとなっている。従って、審縦

会は他のいかなる表決にも先んじてそ
の処理をしなければならない。

第４節動議の提出(OIferingofMotion）
適法に審議会に提出された制定案と

決鍛案は、事務総及によって審議会に

回付されるが、そのすべては、勤識の

対象とされ、その後に審議会によって
これを審議することができる。審縦会

において案件の譲り【に入るには、まず

識側から、「動議」を提出する。これは、
審識会がある表決をするという提案、
または、ある見解を保持している意兄

を衣明する提案である。動議を提出す
るには、議員が起立して議長から総ｉｊ

のIHFしを得る。発薗のIHFし得た後、Ｉ:１
分の身分を証明したうえで、「議及、私
はこれこれの動議を提出いたします」

と百う゜この動議に対してはもうｌお
の搬貝の「賛成」が必要である。賛成打
は起立して議長から発商の許しを得る。

許しを得てから、自分の身分を証明し
たうえで、「議長、私はこの動議に焼成

いたします」と商う。このような苑iｊ

第６節公表されている修正

(PublishedAmendmenIs 

その提出者が、ＲＩ細則輔７条；

7.050.5.項に従って修正の正文を替面で

公表していたときは、修正された形の

ることができる。

第７節肘躯（Debate）
議長が助搬の正式提出があったこと

を報告するまでは、その動鍍に関する

討議を始めることはできない。

識貝は、識長から発言のin「しを得た

うえ、自分の身分を証明した後に初め
て発言をすることができる。本動議の

提出者には、搬題に関してｎ頭と結び
の論述を行う椛利が認められ、提案理
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ものである。この動議について由の説明に３分1111の時間が与えられる
ものとする。その後、実質的な論評ま
たは反対意見があった場合、本動議の
提出者は、討識の結びに1分lliの時'１１１
を与えられるものとする。
討識の場合、各議員は、審議会の許

可を得て行う場合を除き、同じ問題に
ついて1回を限り発言が認められるも
のとする。その1111題についてまだ発百
をしていない議しlで発言を求めている
者がいる限り、２回目の発言をすること

はできない。議瓜の発言は、1回に２分
を超えないものとする。但し、（１）前述
の本動議の提出者、（２）識邪日程、（３）
出席投票議員の過半数の同意のある場
合は、この限りでない。辮識会は、前述
の時１１１１制限を過半数の投票により変更
することができる。できる限り、議炎
は、賛成者と反対者に等しく意見を表
明する機会を与えるよう努めるものと
する。

'よ討議も修正もできない。

次の問題が特権の問題に属
すが、これだけに限られない：

稀議会の柵成に関するもの；会
鍛場の暖房、採光、換気とか、
あるいは騒音その他会縦の妨げ
となるようなものの防止など、
鍛貝のための好適な現境の保持
に関するもの；会議に出ている

役員や議貝の行動に１１Ｉするも

の；議員の規則違反その他の非
行に対する懲罰に関するもの；
傍聴人や訪問者の行動に関する
もの；公表された報告１１「または
搬事録の正硴性に関するもの。
審議会の特椛の問題は、縦貝の
特権の問題に優先する。個人的
な特権の問題は、審議会識貝と
しての特柵に関するものでなけ

ればならない。議長が、特椎の

IM1題について裁定する。
第８節会議運営手続に関する動識
(PIoceduralMoiions） 

以下、会議迎営手続に関する動議を
その優先順位に従って掲げる。（各動議
の賛成、討議､修正については第９節の
チャートを参照のこと）

Ａ･休会：このmul識は、会鍍を終わ
らせるものであり、次の場合を

除き、いつでも提出できる。
ｌ）議長の発言中。

２）採決が行われているとき。
３）休会助縦が否決された直後。
４）審議会がいきな')ｌｌ１１Ｌでき

ないような議事の進行中。

、鍛駆進行手続に関する巽殿：こ
の動議は、会識運営手続規則の
述反に対して注意を喚起した

り、抗議をしたりするものであ

る。この励識については討議も

修正もできない。識長は異議の

趣旨を了承したかどうかを決定
する。

Ｅ ９口。‘

１１１題にだけIMI係のある111実また

は手続についての情報を議長に
。このlLm託

'よ討議も修正もできない。議長
がその件が適切かどうか決定す
る。

F，審鵬延期：この動議は、一定の
日時まで上程されている議案の
審識を延期するものである。こ
の動議は、発百が行われている

ときを除き、いつでも提出する
ことができる。また討識および
修正を行うことができる。

０審鵬保留：この助識は、瀞議会
が審議なかばの問題の審鍛をし

るが修正はできない。

B、休憩：この助議は、縦FIIの合'１１１
に休憩をはさむ、あるいは日程
の議事を終えるものである。こ
の動議については討縦できない
が修正はできる。

Ｃ特権の問題：この動縦は、審識
会または辮麟会議貝に鰯められ
ている権利および特典に関する
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修正を加えようとする動識であ
る。動議は議長に書面で事前に
提出するものとする。但し、修
正案が口頭で明確に理解できる
という根拠があれば、議長はこ

の規定を無視できる。識長は、
１１r面でこの肋識を受け取った
後、このような動議が正式に提
出されたことを述べてから、起
草委員会によって趣旨を明確に
し、苔らに審織会のために複写
し配布するのに、もっと時ＩＵｌが
必要か否かを決めることができ
る。

１）修正の励級そのものは修正
することができるが、その

修正をさらに修正すること
はできない。

２）次のような修正の動識は提
出できない。

ａ）審議中の動議と密接な関
係のないもの。すなわ

ち、修正に名を借I〕て別
な新しい問題を持ち込む

ようなことをしてはなら

ない；

ｂ）否定の形をとっている原
案を肯定の形をした同じ

趣旨のものに修正するに
すぎないもの；

ｃ）審識会が既に決定した問
題と同一内容のもの；

。）実質的な内容に変更のな
いもの；

ｅ）制定案から「制定する」
という文言を、また決議

案から「決議する」とい
う文百を削除するだけの

もの；

ｆ）何ら意味のある修正を提
案したこととならないよ

うな文言を削除または挿

入するもの。

ｇ）取るに足らないもの、ま
たは馬鹿げたもの。

３）修正案の修正は、本IMI縦の

ばら〈中止することにしたいと

いう場合に用いられる。この肋
識については討銀できるが、修
正できない。

Ｈ審鵬再開：この助識は、先に群
瓢保留とした案件を採り上げて
審識を再開するものである。こ
の動議については討議できるが

修正できない。

Ｌ手続規則の一時停止または変
更：この動議は、以前採択され
た、どの手続規則を一時停止ま
たは変更するか特定しなければ
ならない。審搬中でなければ、
いつでも、勤搬を提出できる。

この動議については、討議も修

正もできない。また、賛成考が

必要であり、採択には、３分の２

の投票を必要とする。３分の2の
投票の例外は、討議時間（第７
節）と審議順序（第12節Ａ5.)の
変更の提案である。

Ｌ肘躯終結：これは、審議中のlM1
Huの討議を終結させる動搬であ

この動識につU1ては討搬もる。

修正もできない。問題について

既に発言をしている議員はこの

動議を提出することができな
い。議長が、本動議について十
分に討議されたと判断したなら
ば、この討識終結の動議を表決
にかける。

もしこの助鋼が出席投票鋼風

の３分の２の多数で成立した1%「
合には、討識を打ち切るものと

する。討議が打ち切られたMII合
でも本動議の提出者は上述の第
７節に従って1分間応答する権
利を有する。それが済むとIITち
に審議に付せられている繊案の
採決をしなければならない。

K，付妊：これは、ざらに検討を加
えるためにRI理事会に付託する

助識である。この動議は討縦で
きるが修正できない。

Ｌ修正：これは、審議中の励細に
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議案のみならず、修正案の
内容とも密接な関係がなけ
ればならない。修正案の修
正に名を借りて別な新しい
問題を持ち込むようなこと

をしてはならない。

４）原案に対する修正が提案さ
れたときは、まずその修正
案の採決を行う。修正案に
対する修正が提案された場
合には、審議会はまずその

修正案に対する修正案を採
決してから、原案に対する

修正案の採決を行う。次に、
原案について、原案の通り

とか､修正案のjmi)とか、修
正動議の結果に応じた形に

よる採決を行う。

Ｍ・再審議：本動議の決定を再審識

することとする動縦は、同日ま

たは翌日の審議会に提出されな

ければならない。先の決定の動

識提出者には、適切な形で通知

しなければならない。この動議

は、多数側に立って投票した議
貝が次のような形で提出するこ
とを要する。「識腫､私は多数側
の１人として投票した者ですが

（助鍛等の名前）の決定につい
てそれを再審議する動議を提出
いたします｣。助瓢についての

発百は､動議に賛成の者２名､反
対の者２名に限り杵されるもの
とし、これらの発箇が終わった

後直ちに採決を行うものとす

る。各発言者の意見の陳述には
２分Ⅲ】の時間が与えられる。こ

の動識の成立には３分の２の賛

成投票が必要である。再審議と
いう助議が支持された場合、そ
の正式動議の審識は、承認済み

審識順序の最後に艇かれるもの
とする。

Ｎ異鍍の申し立て--その手続：議
長の行った決定に対しては、す

べて異議の申し立ての動議を提

出することができる。但し、ほ

かに異議の申し立てがあってそ

の処理がまだ済んでいないM1合
はこの限りでない。異議のI|】し
立ては、縦長の裁定が行われた

ときにのみ提出しうるものとす

る。異識の申し立ては他の繊貝
の発言が行われているときでも

提出できる。もし何かほかの討
議や譲りlがあいだに入ってしま

うと、もはやこの動議の提出は

できないことになる。異議の申
し立ての動議は特権の問題に関

する動識には優先できない。異
議の申し立ての動議について

は、討議できるが修正はできな

い。

議長が、異議の申し立ての問

題について発言する場合には、

識長席に聯いたままで、自分の

行った決定についてその理H1を

説明することができる。理ＩＩＪの

説明には３分llljが与えられる。
議員の発言はいずれも１回限り

とする。但し、討議が終わった
ときに、決定に対する反対愈見
に答える吻合の議長については

この限りでない。各議貝の助鍍

に関する発言はＺ分間とし、議

長が決定に対する反対意見に答

えるために2分間が与えられる。
問題は「縦焚の決定を支持され
ますか」という言葉で審識会に
問いかけられる。

投票の結果が可否同数となっ

た場合には、議長の決定が支持
きれたことになる。議是の決定

は過半数によって覆されない限
りその効力を失わないとする原

則に基づいて、議長自ら可否ｌｉｉｌ
数とするための投票をすること

ができる。
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採決修正討躯賛成勤鰻

単純多数決

単純多数決

単純多数決
単純多数決

単純多数決

単純多数決

単純多数決

単純多数決

可
可
可
可
可
可

不
可
不
不
不
可
不
不

Ａ・休会要

B･休憩要

Ｃ特椛不要
Ｄ・識乎進行手続不要

Ｅ悩報の要iilIl不要

F，審搬延期要

０審識保研饗

Ｈ・審議再開要

I、手続規則の一時

停止または変更要

J・討議終結要

Ｋ，付託要

Ｌ・修正要

Ｍ･再審鞭要

､「

不可

不可

不可

不ＩＪＪ

可

可

可

3分の２

３分の２

単純多数決

単純多数決
3分の２

可
可
可
可

不
不
不
可
不

可
可
不
不
可
可

TII 

(条件付き）
可 単純多数決不可N・異搬のIlIし立て要

疑念を抱く議員があれば、その識１１は
直ちに「賛否分離方法による採決」を
要求すべきである。

この方法による採決の要求があった

珊合または議長が賛否分離方法を決定
したときは、議長はまず、賛成側の起

立を求め、着席させる。同じ手続を反
対側にも使う。議長が、まだ､確械をも
てない場合、または、議員が2回目の憐

否分離方法による採決を要求したＭＩＩ合、
今肛は、縦長が、直ちに計算係を任命
したうえ、再び採決を行わなければな
らない。この場合には、賛成側の起立

を求めてこれを数え、着席きせる。Iij］

じ手続を反対側にも使う。議長はi汁算
係の報告を発表するものとし、この発
炎をもって最終とする。

第10節野脳会によって提出される立

法（LegisIationProposedbythe
Council） 
審議会そのものもＲＩ細則第７条第

7.020.節に規定するように､決議案を提
出できる。

7.020節に規定するように決議という
形式で次の群縦会で審議する制定案を
是出できる。両方とも次の方式で提出
しなければならない。

議凰が群搬会に代わってこのような
立法案の提出を希望する場合、まず、
所定の期限内に譲長に提案を書面で提
出し、起草委貝会の点検を受けなけれ
ばならない。起草委員会が、必要であ
れば提案の本文を明確に作成し、議長
I上その提案が上程される時間を選ぶ

力､、または撤回する組織規定上の理由
第１２節特別規則（SpeciaIRuIes）
Ａ・審膿会の鰻事順序--識馴は次の

７段階を順に踏む。

ｌ）審議会の信任状委貝会がFII
前に行う、定足数を満たす

出席の確認に関する報告。

を発表する。

第１１節賀否分離方法による採決

(DivisionofVote） 
議是は発)"投票の結果を発表する。

もし発表されたものの正確巻について
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Ｚ）手続規則の採択。

３）群議会の審識を求めて正式
に提出された立法案を事務

総長から審議会に回付。

４）ＲI細則第７条第7.050.2項と

第7.050.3項の規定に基づく

ＲI理事会の決定により、群
鐡会に回付されなかった立

法案に関して提起されてい

る一切の問題の審識。この

ような提案を癖縦するには３

分の２の投票が必要とされ

る。

５）その日の特別日程の採択。
いったん採用されたその順

序は、過半数によるほか変

更することができない。
６）ＪＩＮ務総長から回付を受けた

立法案の審識。

７）群議会の信任状委貝会から
の鹸終報告。

Ｂ･審鍛会の運営

ｌ）信任状の査証を済ませてか

ら正式に議席を与えられた

稀議会の議員は、瀞議会の

全会期を通じて縦貝を務め
るものとし、代理を任命す
る権利を有しない。

２）審議順序に含まれている案

件について本励縦を提出す

るときは、提案者を代表す

る識貝に、この立法案を提
出する優先権がある。この

ような投票権を有する議貝
がこの立法案の動議を提出
しない場合、いかなる議貝

も、その立法案について本

動議を提出できる。

３）審議会の同意なしに、審議
会の会場で、立法案に関す
る資料を配布することはで

きない。

４）審議会は、議長の決定により

随時休会したIル開いたI）

することができる。

第１３節撤回（Withdrawal）
立法案は、次のような方法で、瀞議

会の審議から除くことができる。本動
搬の対象になっていない提案で､１人ま
たは複数の提案者が一つの地区内の人

である場合、その代表議員が、耶務総
及に番面で、稀繊会に提出された提案
を撤回すると、告することができる。

稀鍍会に提出された提案が二つ以上の

地区から提出されている場合、本動議

の対象になっていない提案であれば、

関係地区すべての代表議員が邸務総長

に替面で、審議会に提出された提案を
撤回すると通告することができる。代
表議員は立法案を縦場で撤回すること

もできる。提案が本動議の対象になっ
ている場合、審瓢会の許可を得て、本
動縦の提出者によって初めて撤回でき
る。

第１４節その他の駆項

(MattersNotCove｢ed） 
以上の規則に定められていない〕11項

ついては、議長が公正を基本とした判

断によってこれを決定するものとし、

磯貝は審議会に対して異議の申し立て
をすることができる。この規則につい
て、矛盾する点、はっきりしない点、あ

るいは疑問の点が認められた場合は、
Rl組織規定にその解決を求めるものと
する。

Ⅲ国際大会手続規則

(RulesofPrccedu｢e--Convention） 
ＲI国際大会の議事遮営手続は、１９７７

年規定審議会で採択された（77-105)。

以後、１９８０年（80-97)、１９８３年（83‐
193)、1986年（86-226）の審議会で改

正された。この手続は、ＲI理事会が辮
鍛会で使うよう推奨した手続規則と似
ているが、次の点が異なる。

－代議員は､正式な資格のあるクラブ

代議員、委任状による代理者、国際
大会特別代縦側で､それぞれが国際
大会で投票梅を行使できる。（RI定
款第９条第５節）
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会議運営手続規則

.‐国際大会の全クラブ数の６分の１を

代表する代織貝および委任状による
代理者をもって､国際大会の本会議
の定足数とする。（9.0801.)。

－国際大会手続規則には、「全員委員
会」の規定が含まれる。

－各柧委貝会の報告､国際大会に寄せ
られた通信､制定案および決議案並

びにこれらに対するすべての修正

案、および「討議できない」という
議事運営手続を除くすべての動議
は､国際大会の議場において討議す
ることができる。但し、国際大会

が､その時の出席投票選挙人の投票
の３分の２の多数をもって、討議を
用いないでこれらを処理すべきこと

を決定した場合はこの限りでない。

-‐国際大会において、ＲI定款の規定
に関する改正案または同規定を含む
改正案を投票に付す場合､これを採
択するにはそのときの出席投票選挙
人の投票の３分の２を要するものと

する。（RI定款第１６条第１節）
さらに､国際大会手続規則は次の

ような投票手続を定めている：

１）国際大会における投票は、本手
続規則またはRI細則に別段の定
めある場合を除き、口頭による

ものとする。議長が投票結果を

発表するものとする。あるい
は、「撰否分離方法による採決」
を指示することができる。

２）搬只が発表結果の正確さについ
て疑念を抱いた場合、その議員

は直ちに「賛否分離方法による

採決」または起立投票を要求で
きる。起立した選挙人を１票と
数えるものとする。

会長または識長は、必ずしも
実際に数を数えることを要しな

いで起立投票の結果を宣するこ
とができるものとする。そして

実数を数えることとする要求が
遅滞なく行われ、２０名に達する
他の選挙人が発言の機会を与え
られてその要求に同調しない限

Ｉ)、その宣言をもって履終決定

とする。

要求があり、２０名が同調した

場合、会長または識長は直ちに

計算係を任命したうえ、再び採
決を行わなければならない。今

回は、賛成側の起立を求めてこ

れを数え、次に、賛成側が新席

してから反対側を起立させてこ

れを数える、という方法によ

る。議長は計算係の報告を発表
するものとし、この発表をもっ

て餓終とする。

3)ＲＩの方針を左右するような制定

案もしくは決議案、またはその

ような制定案または決議案に対

する修正案については、次のよ

うな状況であれば、投票用紙に

よって採決するものとする。

ａ）問題が重要であってぜひこ

の方式による表決を必笑と

することを理事会の過半数

がTiiもって表明しているか、

または出席選挙人の過半数

がこれを表明した場合。

ｂ）会長または司会に当たって
いる議長が、口頭または起

立による投票を見守ってい

た後、投票用紙による票決

が望ましいと宣言した粉合。

ｃ)選挙人が、その氏名と所属
クラブを明らかにしたうえ

で、投票用紙による採決を
要求し、かつ、前述の規定の
いずれかによっても投票川

紙による採決を必要として

いることにならないと告げ

られ、その要求が正当であ

るか否かについて識跿の意

見を聞いたうえで、なおも
その要求を主張し、さらに

その主張が選挙人の過半数
によって支持された期合。

制定案､決凝案､その修正

案を投票用紙によって鼎決
するという指例には、当該
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会議運営手続規則

制定案または決縦案とそれ

に関する未決定の全修正案

が記赦されていなければな

らない｡投票用紙は､当該制

定案､決議案､それに関する
未決定の全修正案の最終決
定ができるような様式と文

言にするものとする。必要
であれば多肢選択方式とす
る。

投票用紙および役員の指

名・選挙の場合は、選挙人

は、自分の所持する代議貝

の信任状の数と委任状の数

だけ投票する資格があるも

のとする。但し､特別代縦員

は、特別代議員としての資

格においては、国際大会全

体に対して提出された案件

についてのみ投票すること

ができる。投票用紙による

手続は、できる限りiii紫で

実際的なものとする。

Ⅲ､その他のＲｌ会騒の手続規則

(RuIesofP『ocedu『eCtherRlMeetings）
議案を討議、表決する他のRI会搬で

も、必要に応じて、規定審識会の会縦

迦懲手続規則を修正して使うことがで
きる。
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第４部

ロータリー財団

(TheRotaryFoundation） 





第１５章組織および目的（OrganizationandPurpose）

ＲI定款第１２条とＲＩ細則第２１条に規

定されているＲＩのロータリー財団は、

19]７年に基金として発足し、1928年国

際大会でロータリー財団と名付けられ

た。】931年に信託組織となり、1983年

に米腫Iイリノイ州の法令の下に非営利

財団法人となった。本手続要覧の黄色

の頁に、ロータリー財団細Illlが載って

いる。

ロータリー財団＄務総長

(GeneralSecretaryofTheRotary 

Foundation） 
財団111務総長は、ＲI理事会によって

選ばれた同一暦年度のＲＩ事務総長と同

一人とする。事務総長は管班委貝会と

委員踵の指示の下にロータリー財団の

管理と財務を担当する最高漬任者とす

る。また、管理委側会の方針を実行し、

財団の目標

(TheObejctiveoftheFoundation） 
ロータリー財Ｈ１の目標は、博愛、慈

善、教育または人道的という特質をも

つ明確かつ効果的なプログラムの促進

を、じて、さまざまな図の国民のあい

だに理解と友好的関係を助災すること

である。

事

務総長は、財団のこれらの任務のいず

れをも、ＲI事務局において事務総長の

監督下にある管理役職者に委任できる。
(93） 

ロータリー財団地区委員会

(RotaryFoundationDistnctCommittees） 
ＲＩ理Wl会と管理委貝会は次のことを

決定した。各ガバナーは、就任のかな

り前に、地区ロータリー財H1委貝会

(DistricIRotaryFoundationCommittee-
DRFC）を設置するものとする。ＤRFC

ロータリー財団の使命は、国際しべ

ルの人道的、教育的、文化交流プログ

ラムを通じて世 理解と 和を連成し

ようとする国際ロ タリーの努力を支

援することである。

'よ、1人の委員長と８人の小委11会委員
管理委員の任命と組織

(AppointmenIandOrganizationof 

Trustees） 
ＲI細則第21条の規定によると、会奨

が、ＲI理事会の承認を得て、１３名の管

理委口を任命する。財団細則の規定に
よると、管理委瓜会は、符理委員が櫛
成メンバーとなる委貝会と小委貝会お

よびそれぞれの任務を決定する。管理

委員会委員長が、その委側会と小委貝

会の委員と委貝焚を任命する。その委

員会の名称と委瓜の氏名は公式名簿に
記戦きれている。

長によって櫛成される。地区委日会と

小委員会の全委員は、ガバナーが任命

する。できれば､、RFC委員長と小委貝

会委n挺はバスト・ガバナーでなけれ

ぱならない。委員の任期は３年とし、任

期をずらして委員の継続性を回り、毎

年委貝全員が入れ替わるようなことは
避けなければならない。

小委瓜会は、担当する活動分野にお

いて経験豊かなロータリアンをできる

限り姿tlとしなければならない。次の

ような小委員会をi没偶することを勧奨
する：

ｌ）年次寄付

Hf画的寄付／大口寄付

１
Ｊ
１
 

２
３
４
 

財団情報

国際親善奨学金
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組織および目的

5）研究グループ交換
6）補助金

7）学友

8）ポリオ・プラス

小姿員会それぞれの任務は､「ロータ

リーIけ団要覧」（RF3-300-JA）に記職苔
れている。
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第１６章ロータリー財団のプログラム

（Prog｢amsoItheRotaryFoundation） 

ＲI理事会と管理委只会は、ロータ

リー財団の[1標を助長する明確かつ効

果的な手段として、次のプログラムを

喉認した：

ロータリー国際親蕃奨学金

開発途上llilで奉仕する大学教員のた

めの補助金

研究グループ交換

人道的なl馴際プロジェクトのための

同額補助金

災害救援補助金

保健､飢餓追放および人1111性尊重補
助金

ロータリー・ボランティア補助金

世界社会窄仕カール・ミラー助成金

平和プログラム

ポリオ・プラス

ロータリー脚際親善奨学金、大学教

１１のための補助金プログラム、研究グ

ループ交換プログラムは、lIliiN書提出

雌終期日の数カ月前に、ガバナーと関

係財団小委11会委員長に対して、パン

フレットとI|嚇替を送付する。資料が
Ⅲj意されたとの通知を受けたら、クラ

ブは、ガバナー、関係財団小委員会姿
ロ長、または、ＲI事務局から資料を取
り寄せることができる。他のプログラ

ムの申請書は、いつでも送付を依頼で
きる。

る機会に忠まれる。候補荷は、志望杖

を挙げるよう要請されるが、すべての

奨学生を適切な教育機１１０に指定する椛
限は管理蚕ロ会にある。

1学年度国際親善奨学金
１学年度奨学金の期１１１１は、1学年度

(通常，カノ]）である。ｌ”5-96年度は、

旅費を除く1学年度の奨学金について、

米貨21,50()ドルの上限が役けられてい
る。1996-97年度の場合、その上限は、

旅費を含め、米貨21,500ドルである。
1997-98年度と1998-99年度の場合、米

貨22,000ドル、それ以後についてはIけ
団管理姿11会が上限を定めることに
なっている。

マルチ・イヤー国際親善奨学金

マルチ・イヤー国際親泌奨学金の１０１

１１１１は、２年または３年111で、その奨学金

の額は、1995-96年度と1996-97年度に

ついては］年につき一rlt米貨10,000ド
ルで、1997-98年度と1998-99年度につ

いては］f1fにつき一律米１１t11,000ドル
である。

文化研修のための国際親善奨学金
文化研修のための国際親善奨学金の

期間は、縞学力強化研修の３カ月また
は６カノ】'111である。そのlj的は、他lfilで

典中的に勉学し文化に溶け込むことを

j、じて識学ﾉﾉを磨くことである。］力Ⅱ

奨学金には1996-97年度に米貨9,500ド

ル（旅費を含む）の上限、1997-98年庇
と1998-”年度には米貨10.000ドルの

上限がある。６カノｌの奨学金には、

l”6-97年度、1997-98年度、1998-”年

度に米貨17.0()0ドル（旅弼を含む）の
上限がある。

ロータリー国際親善奨学金

(RotaryAmbassadoriaISchoIarships） 
すべてのロータリー財団奨学金のＩ１

的は、他国の教育機llL1での勉学によっ
て、相異なるp(1民Iliの理解と友好110係
の墹進に寄与することである。奨学1ｋ

は非公式の「劇簿使節」として行動す
るよう期待されている。奨迺7:生はその

ため、研究年度中およびHjIIlil後、自国
と留学国のｌ亜I氏|川の理解墹進に寄与す
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ロータリー財団のプログラム

特別の名称

1997-98年度より、ロータリーのプロ

グラムまたは強調事項に指定されてい

る問題に緊密な関述のある学業に従卯
している1学年度またはマルチ・イ

ヤー奨学生には、スポンサー地区が避

考の時点で特別の名称を付けることが
できる。その特別の名称には、飢餓救
済､環境保全､識字率の向上､高齢者へ

の心づかい、薬物濫用防止またはＲＩプ

ログラムまたは強調邪項に関連のある
他の分野が含まれる。（管理委員会,3）

の言語について、大学１年また
は同等の教育水馳の学力がなけ
ればならない。

４）他国における厳しい１カ年の研

究と旅行に堪えうること。

このプログラムの鮮細、候補者の資

格、申鋼手続は、パンフレット、「ロー

タリー財団国際親善奨学金」(RF2-l32‐
JA）のlWt新版に記救されている。

地区で受領できる奨学金

シェア・システムの下で、地区財団

活動資金（DistrictDcsigna【edFund-‐
DDF)がどのくらいあるか、また、地区
が使途をどう決定するかに応じて､1学
年度国際親善奨学金、均一金額のマル
チ・イヤー国際親善奨学金、文化研修

のための国際親善奨学金の候補者を選

ぶことができる。

資格

男女共に申謂資格を有する。ロータ

リー財団奨学金候補者は、学生、技術

者ないし教師として優秀な実績を上げ、

さらに、「親善使節」として資質を立証
しなければならない。自国と受入国の

国民側の友備と理解の効果的なかけ橋
を務めるために、候補者は親しみやす

い外向的な性格、異なる文化をもつ国

民の態庇および生活微式に対する好意
的関心と、自己の考えをH1１座に効果的
に伝える能力とをもっていなければな

らない。また、候補者は、自国の歴史、
文化、地理、時事問題についても十分

な知識をもっていなければならない。

候補者は特に次の勝条件に該当しな
ければならない：

１）学業または導ｌｉＩ的分野におい

て、あるいは研修または実務に
おいて高度の水辿を保持してき
た者で、かつロータリー財団奨
学生として優れた成果を上げう

る可能性を示す者でなければな

らない。

２）指導力、独創力、熱意､適応性、
分別、目的の滅爽さを実証する
こと。

３）文化研修のための奨学生を除
き、申調時において、留学国お

よび指定巻れた教育機関で用い
られている言iWiに熟達していな

ければならない。文化研修のた

めの国際親善奨学生は、研学医］

寄贈奨学金
シェア・システムの下で､地区は、そ

の裁肚で、他地区に奨学金を寄ＩＭＩする

ことができる。奨学金の寄贈地区は、
その寄附を受ける地区と直接辿絡し、
奨学金の条件を明確にしなければなら
ない。受領地区は、利用できる奨学金

それぞれについて所定数の適切な候補

者を選考しなければならない。
受領地区は所定数の適切な申jiWml:を

確認し、寄附地区に直接提出する。寄

贈地区が股終的な選考と確認を行う。

寄剛地区が、奨学金候補者の資料を入

念に綱べ、それに錐づき奨学生を選考
する。帯１Ｍ地区は、紀入と確認を済ま

せたllliWl轡を締切日までにロータリー

財団に直接提出し、受領地区に暫定的
な選考を通知する斑務を負う。但し、
資格を確認し、正式に承認するのは

ロータリー財団である。（第17章、シェ
ア・システム参照）（管理委員会,3）

選考並びに発表

申鮒餅の締切日は個々のクラブが設

定する。しかし、３月以前７月15日以降
であってはならない。地区確認の巾iMl
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書は、必ず１０月１日までにロータリー

財団に届いていなければならない。地

区が世界本部に申請啓を提出し、財岡
の承認の通知を早めに受ければ、それ

だけ速やかに奨学生は大学に願書を提

出し、入学許可を受けることができる。

奨学金は、クラブと地Ⅸの推薦を受け

て管理委貝会より授与されるというこ
とが、明確に諒解きれていなければな

らない。符理委員会による選考結果は
毎年12月１５日までに事務総佳から発表
される。

開祭徐卜国で奉仕する

大学教員のための補助金

(GrantsforUniversityTeacherstoSeⅣe 

inDeveIopingCountries） 
大学教員のための補助金は、将別な

ボランティア活助で､低所得の国(自国

以外の国）の大学で敬鞭を執る優秀な
大学教員に授与.される。低所得の１劃と

は、ｌ人当たりのＣＮＰによって定錠さ

れる。こうした補助金の受領者を推薦

するのは、シェア・システムの下に大

学教員のための補助金を特に選んだ

ロータリー地区で、補助金はロータ

リー財団が管理する。地区は、泰{1:101

11113カ月から５カノ1で米11t10,0(〕0ドルの

補助金か、奉仕ⅡjⅡ１１１６カ月から10カ月

で米貨20.000ドルの補助金のいずれを

授与するか選ぶことができる。ロータ

リアンもロータリアンでない人も、こ

の補助金を受縦できる。このプログラ

ムに閲する詳細は「開発途上国で泰ｲI：

する大学教貝のためのロータリー補助

金」（RP2-l93-JA）に紋っている。

顧問ロータリアン

ガバナーは、地区後援の下に海外へ

行く奨学生のひとりひとl)について顧

問ロータリアンを任命し、また、自分

の地区に研学してくる海外の奨学生の

ホストMlil1I1ロータリアンを任命しなけ

ればならない。ＲI理事会と符理委員会
が､顕llllロータリアンの任務を検討し、
承認してきた。顧問ロータリアンすべ

てが、この任務を承知し、域実に遂行

するものと強く要望きれている。

研究グループ交換

(GroupStudyExchange） 
ロータリーlけⅢ研究グループ交換は

次の三つの目的のために計画された文

化交流プログラムである：

１）事業および専門職務に拙わる優

秀な人を、他国において;if画準

備された研究対論プログラムに

参加させることによって、その
国とその[Ｆ１民並びに諸施投とを

研究する機会を与えるため；
２）善意の人々が、友好的雰朋気の

うちに棚会し、語り合い、生活

を共にして、相互の問題や抱負

を理解するようになり、かくし

て個人的接触を永続的友怖へは

ぐくむことにより国際理解を墹

進するため；

３）研究グループのチームのために

教育的プログラムを作成し、

チームを倣待することによっ

て、ロータリアンを、典体的、

奨学生の国際親善活励

奨学金プログラムの成功の鍵は、国

際親善という職務である。奨学金期i町

中、次のことを行うよう推奨されてい

る：奨学生は１０回から１５回、ロータ

リー・クラブとロータリー以外のグ

ループをiWllll、講演する；地区大会､財

団晩鍵会や他の地区会合に参加する；

ローターアクト・クラブに接触し、そ

の活動と奉仕プロジェクトに参加す
る；適切であれば、職業研修と職場見

学に参加する；史跡や文化的関心事に

沿った場所へ旅行する。

奨学金終了後は、次のことを行うよ
う推奨されている：スポンサー地区で、
クラブ例会や合同例会のプログラム、

地区大会、財、晩餐会、学友の活動に
参加する；これから海外に旅立つか、

スポンサー地区で勉学する奨準生のオ

リエンテーションを援助する。(管理委
貝会93）
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允のロータリアンが負担する。(楴理姿

１１会，3,94）

IlliMli1Fに記入し、基本的lilf究徹↑画を
liil封し、】２月】sロまでに財|訓に送らな

ければならない。相互交換は、hli助金

授与･発表直後の1年度11Uに完了しな'ナ

オしばならない｡但し、両地区で交換が２
年にわたるよう延長することに同意し

た期合はこの限りでない。管理委口会
は１月に補助金授与と組み合わせを発

表する。地区は、希望する相手地区ま

たは地域を爽明できるが、靴み合わせ

のlit終決定は、管理委瓜会が行う。

実際的かつ有意義な国際奉仕プ

ロジェクトに参加巻せるため。
このプログラムは、異なる膳lに属す

二つの地区で研究グループを交換する

ものである。それぞれのグループは、

十分な識格を側えたﾕIＩ業またはＭｌ【ﾄﾞﾘ職

務に柵わる人４縞とチーム・リーダー

を務めるロータリアン１名によってＩＭｉ
成きれる。全、が同じ地区の出身新で

ある。配偶者は、チーム'二同行できな

い。（符理委、会,2）

補助金を受ける賛格を取得するには、
地区は、地区大会もしくは地区協議会

における決縦によって、あるいは鄭(虹

投票によって、地区内クラブの３分の２

が、このプログラムへの参加申請を欺

諾・支持することを表明し、さらに要
謝されればiMilllIチームのホストになる

ことにliil窓したことを証明しなければ

ならない。

地区は、性別にかかわりなく、雌も

適格の候補新から成るチームを選ばな

ければならない｡両地区のうち一方が、

4週1111以｣16週1111以lAlの期1111、グループ

を派逝する。ilH確な期１１Mは、派過地区

と受入地区双方の合意によって収I)決
める。次に、派避地区は、同年の後[l、
相手地区のグループを受け入れる。

IIJiill者は､llliMlのIIlF点で少なくとも２

年１１１１、一般に認められている専門職務
に実際に従ﾘﾄしており、しばらくその

仕瓢にWVまる意思を表明していなけれ

ばならない。研究グループ交換の維験
がその人のこれからの職歴に長く生か

されるようにするためである。(管理委

員会,2）ｌｌｌｉｌｌ者は、居住している国の

国民で、峡iili者の確認をする地区でｌｌｉ

ｍされているかまたは居住していなけ
ればならない。

補助金は、所定の出発地点から到jIfi
地点までの往復述１１で、エコノミーク

ラス往復航空nlLlYの額を超えてはなら

ない。iUjllI1チームは地区大会出席およ

び臆|内旅行に要するMlIjIlの－部として

地区大会助成金を利用できる。ホスト

地区iii在１１１の食{(､宿泊費､旅澱は、地

選考

クラブは、地元地域社会の全rlliFl者

をiii接するために、クラブ・レペルの

選考委貝会を設置する。この委貝会は２
４h以下の｢'1識者を選考、確認する。股

終避考i1ilに、クラブは、プログラムに
llUして、候補者の臓主または同業新と

接触し、この人達の協力をi\なければ

ならない。クラブ確認の候補者から研

究チームを般終的に選ぶのは、地区研

究グループ交換小委貝会の責務である。

ガバナーもこれに協力する。できる限
I)、１１M人而接を行うべきである。ロー
タリアンであるなしを問わず人々と接

触または識演する際は、チーム・リー

ダーよりもチーム・メンバーにt擁lが

JISまるようにしなければならない。

受入地区

Iijf究チームは、到諦時点から１１１発'１１Ｆ

点までホスト地区の管理下にあるのが

Wfjmである。旅行計画に他地区が含ま

れる場合ですら、ホスト地区が、研究

iil画創案、Ｈ程作成、地元の交通手配、
チームの受入、活動の用意、できる194
1)のホーム・ホスビタリティーをリ|き

受け、その武務を負う。他の手続およ

び規定は、「研究グループ交換饗覚」

(RF2-I65-JA）に記戦きれている。
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人道的な国際プロジェクトのための
同額補助金

(MaIchingGrantsforInternational 
HumanitarianPrOjecls） 
同額補助金プログラムの目標は、

ロータリー財団の目標の推進に寄与す
る方法として、ロータリー・クラブと

地区が他国のロータリアンと協力して
人道的な世界社会奉仕プロジェクトを
遂行するのを援助することである。(管
理委員会,2）

申諸者は、奉仕プロジェクトの
パートナーで、プロジェクト完
了のため緊密に協力しなければ

ならない。このような協力がで
きるように、各参加クラブまた
は地区は、少なくとも３人の
ロータリアンから成る委員会を

股伍し、プロジェクトの進展状
況と完了について６カ月ごとに
互いに報告し、さらにロータ

リー財団に報告しなければなら
ない。

５）過去５ロータリー年度内に、申
瀦者と援助受領者を同じくする
プロジェクトについて既に同額
補助金を受けたことがある場
合、そのプロジェクトと明確に
述うもの。

補助金プロジェクトは次のことを目
的としてはならない：個人が学位や昇
進を力､ち得るためのもの；個人がセミ
ナー、会議、または国際交流に出席す
るためのもの；恒久的な財団、信託ま
たは恒久的利益をもたらす預金口座を
M'股するもの。同額補助金の資金（財
団補助金のほかにクラブや地区が調達
した資金を含む）は、土地または建物、
堅固な建物の建設､給与、人件費（,回
限りの契約の専門家を必要とする場合
はこの限りでない)、個人の旅費、団体
の迎営費の補助に使うことはできない。
同額補助金の申諭はすべて管理委員

会が審査する。財団は、承認きれた国
際奉仕プロジェクトに、クラブと地区
の寄付額の同額を、股間米貨50,..0ド
ルまで授与する。米貨,5,001ドル以上
の'可訓補助金は、年２腿だけ競争制で
審査される。米貨,5,000ドル以下の補
助金は、資金の余裕がある限り、年度
中いつでも、審査される。提唱者側の
負担分についてシェアの地区財団活動
資金を使うクラブと地区の補助金申請
は、４月’日まで、補助金支給において
優先される。４月’日を過ぎてからは、
すべての補助金申謝は受理順に審査さ
れる。（管理委員会,3）

このプログラムは：

］）クラブと地区の国際規模の相互
交流によって国際性を推進す
る；

２）クラブがよりよい社会奉仕がで
きるようにする；

３）個人の積極的参加を含むクラブ
および地区の小規模で１回限り

の人道的奉仕プロジェクトに資
金を提供する；

４）クラブと地区の世界社会奉仕の
道具となる；

５）恵まれない人々の生活の質を高
める；

６）他の財団またはRIプログラムに

よって支援されていないような
プロジェクトを支援する（管理
委員会92）

次のプロジェクトが考慰される：
ｌ）人道的ニーズに応え、経済的に
恵まれない人々の役に立ち、地
元その他の力ではかなえられな
いような援助をするもの；

2）かなりのロータリアンが参加
し、ロータリーの活動というこ
とが一般の人から見て分かるも
の；

3）地域全体のためになるもの；
4）少なくとも２カ国のクラブまた
は地区のロータリアンが参加
し、監視するもの。一つの国は、
プロジェクト国（プロジェクト
が実施きれる国）で、一つは、
海外の援助国である。補助金の
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(78） 

下記の基準に合致するプロジェクト

を者Ｎｉする。プロジェクトは、次のよ
うな条件をMiえていなければならな
い：

ｌ）国際111の理解、親善および平和

を促進するための方法として、
人々のlHkB腱状態を改善し、飢餓
を救済し、人間的、社会的向上
発展を図ることを目的とするも

のであること；

２）相当数のロータリアンが進んで

参加するものであること；
３）ロータリアン、ロータリー．ク
ラブおよび／または地区から支

援が得られるものであること；
４）国際奉仕的プロジェクトである

こと；

５）一つのクラブまたは地区、ある
いは、クラブ・グループまたは

地区グループでは大きすぎるこ
と；

６）長期的に自立していけるという
利点のあること；

７）ロータリー財団とIRIの双方また
はいずれかの手を離れてから

も、引き続き適当な支援が確保

きれるものであること；

８）土地の琳入、または、堅固な述
物の酔入または建設を含まない
こと；

，）ロータリー財団またはRIに補助
金の支給以外の資任を負わせる
ものでないこと。（79）

保健…飢餓追放および人Ⅲ性尊１K補
助金の申iiiiは、所定の申iM1用紙に記入

して管理委員会に提出しなければなら
ない。用紙は、世界本部から入手でき
る。申講瞥には、申調理由と規模と目

標と予算を記舷したプロジェクト案の
明砿な説明、および地元のロータリア
ンと他国のロータリアンがプロジェク
トの目標達成に助力するために何をす
るかを記入しなければならない。

1995年７HIH以降に提出される3-11

補助金申舗には、次の資金支給基地が

競争制の同額補助金の支給前に、提
唱クラブまたは地区は、次のことを十
分に実証するiif画を提示しなければな
らない。すなわち財団の補助金の授与
額と性質に応じてロータリー財団と|刊
際ロータリーが広く恒久的に認められ
るようにする計画である。(管理委側会
94） 

災害救援補助金

人道的な国際プロジェクトのための

同額補助金プログラム内の活動として、

ロータリー財団は、少額の災害救援補

助金(上限：米貨5,000ドル）を授与し
ている。この金額は、主として思いや

りを具体的な形で表すもので、災轡の

結果、現実に必要とされるものをかな
りの程度満たすというものではない。

災響救援補助金は、ガバナーがRIに提
出した災害救援要調に応えて会長が支
給する。この補助金は、Ｒｌ災害急報IMI
度を補足するものであり、また世界中
のロータリアンの経済的援助を補足す

るものである。この補助金は、１カ国の

1件の災害につき１回のみ授与するもの
である。また、１年M1に1カ国に対し股

間２回までの補助金を授与するもので
ある。（管理委員会,I）
（第７章の｢災害救援」も参照のこと）

保健、飢餓追放および人間性尊璽補助

金（Health，HungerandHumanity
Grants） 
1977-78年度に、RInll耶会は、保他、

飢餓追放および人Ⅲ性鰍Ⅲ（3-H）補助
金プログラムを設立した。1982-83年度

に、ＲＩ理馴会は、管理委質会にこのプ
ログラムの全面的管理を引き受けるよ

う要調した。その目的は、国際Ⅲlの理

解、親蕃および平和を促進するための
方法として人々の健康状態を改善し、
飢餓を救済し、人llll的、社会的向上発
展を図ることである。この目的は、ク
ラブや地区の資力と人的資源だけでは

大きすぎて扱いきれないような大規模
なプロジェクトによって推進される。
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適用される：

】）３．Ｈ補助金は、米貨10万ドルか
ら米貨50万ドルの範囲で授与さ
れる。しかし、管理委員会は、
例外的なほど有意義なプロジェ
クトに対しては、より高額の補
助金の支給を琴蝋する；

２）授与される３－Ｈ補助金支給額の
少なくとも10パーセントで、米
貨25,000ドル未満については、
ａ）すべての参加クラブまたは
地区、援助受領クラブまた

は地区が寄付するよう奨励
されているが、共同提唱ク
ラブまたは地区がプロジェ

クト支援のために、こぞっ
て寄付に努めなければなら
ない；

ｂ）承泌された３－Ｈ補助金を支
給できるようにロータリー
｝け団に送金しなければなら
ない；

３）３－H補助金総支給額の7.5パーセ
ントで、米貨3OPO0ドル未満に
ついては、提唱国と援助受領国
が使うことになっているが、
ロータリー財団の馴前の承認を
受けて、効果的なプロジェクト
実施と、股終報告の作成など年
次lけ務辮狂（プロジェクトと関
係のない人による霧査）のため
の相互交流と協力を容易にする
ことを目的とした現地訪問に充
てることができる；

４）各3-Ｈ補助金は、管理委員会委
貝長が指渦した、プロジェクト
と関係のない潤査者による外部
監査、監視、現地訪問を受けな
ければならない。各3-Ｈ補助金
の５パーセント相当額は、ロー
タリー財団による外部監視、監
査、現地iU1ilIIlのための割当額の
迫力Ⅱとして別にしておかなけれ
ばならない。（符理委員会94）

ロータリー以外の団体と鶴力する３．Ｈ

補助金プロジェクトの指針
ロータリー以外のl司体の参加を含む

3-Ｈ補助金プロジェクトは次の条件を
iWたきなければならない：

Ｉ）ロータリアンの多大の参力１１が必
典である。かなりの人数のロー

タリアンがプロジェクトに時Ⅲｊ
とiiii力を投入し、直接関与する
ことによって、積極的に参力Ⅱし
なければならない。

２）ロータリー以外の参加が認めら
れているが、ロータリー提唱者
は、llU係ロータリー・クラブま
たは地区がプロジェクトを11N
始、監督、運営するということ
を明確に示苔なければならな
い。

３）一般の人々がロータリーの参加
を知るように、プロジェクトに
はロータリーと明確に分かるよ
うなものを入れなければならな
い｡

４）ロータリーの共同提唱者も地元
のロータリー・クラブも、適切

であれば、ロータリー以外の団
体が、評判の高い責任能力のあ
る団体であるということを確認
しておかなければならない。こ
の団体は、プロジェクト国の法
令内で正式に認められ活動して
いると判断できるものでなけれ
ばならない。

５）３－Ｈ補助金は、ロータリー以外
の団体の既存プロジェクトまた
はロータリー以外の団体によっ
て主として提唱きれている活動
には授与されない。

６）３－Ｈプロジェクトに協力してい
る、ロータリー以外の団体は、
プロジェクトに関する財務調在
活動すべてに参加し、全面協力
することに合意しなければなら
ない。（管理委貝会94）
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重点を置く。

２）地元のクラブと一般社会の人々
のために世界理解に関する出版
物と情報の提供

３）既存のロータリー・プログラム
内において平和教育をより強調
する手段を探究する（８６；管理
委員会85）

地元で平和プログラムの会合を開く
ために財団に助成金を申請したいロー
タリー・クラブと地区は、その地域の

管理委貝または理事に申請書を提出し
なければならない。（管理委貝会91）般
高米貨４万ドルまでの補助金が授与さ
れる。申請書は１２月３１日までに世界本
部に届かなければならない。

ポリオ・プラス（PolioPlus）
ポリオを制圧するために米貨’億

2,000万ドルを集めようと約束して、
1985年以来、ロータリアンは米貨２億
4.000万ドル以上を集め、数万人のボラ
ンティアを動員して世界中の大規模な

予防接種キャンペーンとポリオ撲滅活
動を援助した。ポリオ・プラスは、国際
的保健運動における民間の役割を書き
換えた。世界保健協議会が西暦2000年
までに世界からポリオを撲滅しようと
いう目標を採択するにはポリオ・プラ
スが大きな役割を果たした。
ＲＩは、援助を希望する開発途上国に

連続最高５年11M必要とされるワクチン
を供給するというポリオ・プラスの当
初の目標をかなえた。約100カ国にポ
リオ・プラス補助金が授与された。（待
理委貝会92）（92）
］”5年に、ＲＩは、西暦2000年までに

ポリオを撲滅し、西暦2005年までにそ
の証明をすることが、全国的、国際的
団体および機関と協力、調整したうえ
でのＲＩの最優先事項であると支持、是
認した。（95-185）

ロータリー・ボランティア補助金

(GrantsforRotaryVoIunteers） 
ＲIロータリー・ボランティア・プロ
グラムに登録しているロータリアン、

財団学友、ローターアクターが、他国
で奉仕する場を見つけ、４週間から８週
間奉仕する計画を立てたなら、ロータ
リー・ボランティア補助金を受ける資
格を有する。ＲＩロータリー・ボラン
ティア・プログラムに関する詳細につ
いては、第５章の「職業奉仕」を参照の
こと。

世界社会奉仕カール・ミラー助成金

(CarIPMillerDiscoveryGrants） 
この助成金は、元会長のカールＰ,ミ

ラーの氏名を冠するもので､２カ国以上
のクラブと地区の参加する大規模な協
同奉仕活動になる可能性をもつ国際奉
仕プロジェクトを推進するものである。
世界社会奉仕カール・ミラー助成金は、
国際奉仕プロジェクトの開発段階に必
要な旅費と関係経費を支援する。
米貨3,000ドルまでの補助金が競争制
の下にクラブまたは地区に年２度授与
される。ロータリー財団に申請すれば、
申請書が入手できる。申請香受理の締
切日は７月１日と１月llElである（管理
委員会９１，９２）

平和プログラム（PeacePrograms）
ロータリー平和プログラムは、ロー
タリーの世界的会員組織､プログラム、
人的・物的資源を活用して、国家|{I]の
紛争原因となる問題、さらに問題解決
と平和の推進・維持に対する影響力と
活動についてロータリアン、一般社会
の人々、世論の指導者、政策立案者の
理解を深めるために設けられた。
平和プログラムは次のような活動に
よって椴成きれる。
ｌ）世界各地でいろいろな国の人々
が参加するセミナーまたは会
議。特に国際関係や紛争解決に
焦点を当て、ロータリーとその
会員ならではの将来の見通しに

目的声明

1193年RI理事会が採択した目的声明
によると、ロータリーはその人的・物
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的資源を雌大限生かせるようにプログ

ラムのパートナーと調整して行動する

ことになっている。一定限肛内のワク

チン補助金、監視制度、ポリオ撲滅の

擁護などの分野に雌点を当てる。（９２；

管理委貝会,2）

児itの予防接櫛とポリオ撲滅に側する
地域社会、’五１，地域の会合に出席すべ

きである（９４；管理委働会94）

補助金

ポリオ撲滅プログラムを支援しよう

という補助金案は適切な合同調鞍委貝

会（例えば、保他省、ユニセフ、世界保

健機ＩＨＩ）と正式に協議をして開発する。

それから、提案は、ポリオ・プラスの方
針と資金提供優先順位に沿って年４回
インターナショナル・ポリオ・プラス

委貝会（IntermlIionmlPoIioP1us
Commitにe-IPPC）が審査する。

ナショナル／地域

ポリオ・プラス委員会
現在またはこれまでのポリオ・プラ

ス補助金を授与きれた各国または地域

は､補助金が適正に管理されるように、

ナショナルまたは地域ポリオ・プラス

委員会をi役置し、その地域のポリオ・

プラスの目標を遂行している。この委

貝会の委貝長は、任期３年で会長が柾
命し、再征もできる。委貝腿は、ポリ

オ・プラス補助金受領国のロータリア

ンで､以後のロータリー財団との合意、

契約においてその'玉1のロータリアンを

代表し、プロジェクトの実施において

並要な指導的役割を果たす（管理委側
会93）

財団補助金プロジェクトの監視

財団が通常の補助金プロジェクトの

監視または介入に援助を必要とする場
合、ガバナー（または指名された人）

が、その援助をしてくれるものと考え
ている。財団から要請きれたとき、ガ

バナー（または指名された人)が､地区

内の１１１１組の援助に全力投球する。例え
ば、プロジェクト提唱者に説明を求め

たり、情報を人手したり、所定の報告

を要iillすること；プロジェクトの現況

を判断すること；財団の指針を繰り返
すこと；地元の不和を処理すること。

ガバナーは、財団補助金を授与され

ているプロジェクトを訪問し、地元の

クラブの活動を称賛し、'111題を見極め、

解決し、問題の発生をlllllLするよう奨
励されている。（符理委側会９２）さら

に、ガバナーは、地区提IISの同額補助

金および3-Ｈ補助金プロジェクトのプ
ロジェクト委皿会の職柿｣二の委貝であ

る。クラブ会腿は、補助金の処理に不

都合なことのないようにクラブ提IVlの

同額補助金または３－Ｈ補助金プロジェ

クトのプロジェクト委貝会の職椛上の
委貝となる。（粁理委貝会93）

他団体との関係に関する方針
管理委凶会は、ポリオ・ウイルスの

撲滅が、すべての図際的保雄機関、ま

た官民を１１１１わず関係者の－．致協力した
努力によって初めて成し遂げられると

いう点で意見が一致している。こうい

うわけであるから、Ｒｌはポリオ撲滅の
国際的連盟の一回である。その連盟に

は、米国1劃際開発局や国際協力事業団
など互忠的団体に加え、世界保健機関、
国連児逝鵬金、汎米保健機櫛、米国疾
病対策センター、子どもの生存と発進
のためのタスクフォース、凶巡１W1発lil

画、ロックフェラー財団、｜u界銀行が
参加している。

ロータリー財団は、児童の予防接桃

とワクチン問題に側する会合を含め、

ポリオ撹滅に関する方針を対縦、計uhi
または開発するために開かれるすべて

の主要な[副際会識に出席すべきである。
ロータリアン、クラブ､地Ⅸ、ナショ

ナルおよび地域ポリオ・プラス組織は、

試験的プログラム（PiIotRograms）
管理養貝会は、時々、３カ年を期'111と
して、新プログラムを採択する。試験

的プログラムの例は、ジャパン国際親
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属クラブを退会して６３６カ月間、無資
橘のままである。（管理委員会93）

善奨学金である。（符】FM姿、会90,93）

ジャパン国際親善奨学金
ジャパンIHI際親iW奨学金は1997-98

年度よ')、Ⅱ本の地|えに限りシェアで
選べるよう,没けられた。この試験的プ
ログラムは､３年1111｢１本の地区が利Ⅱlで

きる｡3年総過してから符FIl委１１会が恒
久的なシェア避択プログラムとするか
どうかを決定する。この奨学金によ1)、
11本でⅡ不調を学び１１本文化に茂る機
会が期える。この奨学金は、｝1本譜の
錨学力がほとんど、またはまったくな
い人が利川できる。この奨学金は、Ｚ櫛
煎ある。…つは、１１本の絡学学校で，力
１１１１１１，譜学力強化lijf鵬を受けるもので
ある。もう一つは、９カ月の裾学強化研
修の後、Ｉ]本のり【業またはＷ[''１１職務に
おいて３カノlの戦業研修を受けるもの
である。（符理委１１会９３，９４）

財団学友（FoundationAlumni）
ロータリー財団は、学友が世界中の
ロータリアンと他の財団学友と継続的

に提携をはぐくめるよう援助するため
に努力している。学友は、元財岡プロ
グラム参加者として、世界社会への献
身の念をはぐくみ、世界の人々のあい
だに理解あふれる平和な関係を推進す
るというロータリーの夢を引き続き分
かち合っている。

元ロータリー奨学生、元研究グルー
プ交換参加者、元大学教員補助金受領
者、ロータリー・ボランティア補助金
受領者は、すべて、ロータリー財団の
学友とみなされている。派遣地区は、
地低内の財団学友との関係を高め、学
友の参加したプログラムの所期の目標
を達成するために次の措置を講じるこ
とを考慮するよう奨励されている：
Ｉ）帰国次第すべての奨学生を正式
に迎える；

２）帰国した奨学生が主として派遣
地区で義務づけられている講演
を完了できるようにする。すな
わち：

ａ）帰国後最初の１年にロータ
リー行事で少なくとも５回
講演する

ｂ）帰国後ロータリー以外の人
を前にして少なくとも３回
講演する

３）大学その他の1,0係出版物に学友
の活動についての記事を手配す
る；

４）学友を地区大会に招待する；
５）年次財団晩餐会または他の行事
に学友を招待する；

６）地区内学友の定期的懇親会を組
織する；

７）地区の学友記録を股新のものに
する；

８）有望なロータリー・クラブ会貝

財団補助金受領無資格者

(Ine'igibiIityforFoundationAwards） 
RIE卿I会と符理委Ll会は次の点に同

意した｡辮仕の理想を爽iiliするために、
ロータリー財H1プログラムの補助金は
次の瀞には授与されない：ロータリア
ン、（[Ｌ、符理委11会の明記している
すべてのボランティア奉仕については

例外とする；クラブと地区と他のロー
タリーIHI係の組織とＲＩの職１１；前記
ロータリアンと職１１の配偶肴；直系卑

腿(Ⅲ1緑による子または孫、人輔してい
る鍵子）；if〔系UNljiのliilIlj}料；蝋腿（,１１，
縁によるiibj親または祖父母)。（93）
財111への寄付者は、itI:接または'１１１接、
財団プログラムの受益者となってはな
らないと現災に定めている方針によっ
て､奉仕の理想は蛾もよく実証きれる。
ロータリーの標諾「超我の奉仕」は、
ロータリアンでもロータリアンの親族

でもない人で、それを受けるにふぎわ
しい人への利他の奉仕に鵬づく人道的、
牧育的プログラムによって、股もよく
実証ざれろのである。この方針の下に
無資格の人は、当該ロータリアンが所
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候補者とみなす；

，）適切であれば学友に財川寄付を
依頼する；

１０）これから海外に旅立つプログラ
ム参加者のためのオリエンテー

ション・プログラムに参加する
よう学友に要請する；

１１）特別な地区およびクラブ行事へ
の出席または識減を学友に依頼
するよう奨励する．（管理委員
会93）

さらに、地区の全学友の現在の名簿
を岐新のものにし、地区内の学友の住
所／電話番号／ファクス番号の変更を
ロータリー財剛に知らせ、地区名簿の
責任者に後任への引き継ぎを行わせる
のは地区の責務である。

仕を通じて世界理解と平和を追求した
元奨学生である。一つは、１０年前から
Zo年前に奨学生だった学友１名に毎年
贈呈される（学友業績賞)。もう一つ
は、２０年以上前に奨学生だった学友1
名に毎年授与される（学友優秀賞)。
ロータリー地区は、各賞に対してＩ地

区につき1名を指名するよう要請され
ている。最終選考は符理委貝会の委貝
会が行う。元管理委員、現ガバナー、学
友小委貝会委員長、財団学友人材グ
ループのメンバーが候補者を指名でき
る。指名啓式と指針は６月１５日以前に
関係者に郵送する。指名は９月１日まで
に世界本部のDonoTandAImniRcIations

Secmonまで届かなければならない。
この賞は、国際大会で開催される財

団行事で管理委貝会委員長が贈呈する。
候補者は、国際大会で直接この賞を受
け取ることができなければならない．
(管理委貝会,4）

著名な学友の名簿
学友があらゆるレベルのロータリー

行事において特に貢献できるように、
学問または技術部門で意義ある貢献を
した学友、また雄弁な講減者または芸
術家になった学友の名撫が作成された。
(管理委貝会93）

ロータリー財団月間

(TheRotaryFoundationMonth） 
ＲI理事会と管理委員会は、次のこと
を決定した:毎年11月中、「ロータリー

１Ｍ団月間」を遵守すること；月間中、ク
ラブは少なくとも一つのクラブ・プロ

グラムを財団に充てること。
(64,81） 

ロータリー財団元奨学生に対する
学友賞

２種類の学友賞が元奨学生である学
友に毎年授与される。受賞者は、卑門
職務において実績を上げ、人類への零

第４部一ロータリー財団 1６１ 





財務に関する事項、財圃支援、寄付者表彰

第１７章財務に関する事項、財団支援、寄付者表彰

(FiscalMatters,FoundationSupportandDonorRecognition） 

財団資金の支出目的

(Pu｢posesforWhichFundsofthe 

FoundationShaIIbeExpended） 
ＲＩのロータリー財閉の1983年法人設

立定款（本要覧の黄色の頁の財団細則
のすぐ前に減っている）には、ロータ

リー財団の「目的」と「収入と資産の用
途」に関する具体的情報が記載されて
いる。

信託として扱い、浪費、誤用ま

たは流用しないよう絶えず守
り、所期の目的を厳密に解釈

し、その目的だけに補助金を使

うこと；

2）ロータリアンまたは一般の人々

を問わず、誰から見てもロータ

リー財団の資金が不正に使われ
ていると思われることすらない

ように細心の注意を払うこと。
民間または法人の資金使用にま
ざる注意を払うものと期待され
ている；

3）責務を明確に説明し、プロジェ
クトを十分かつ完壁に監督する
こと；

4）少なくとも標準的な事業慣行の
水準で、いつも「ロータリアン

の職業宣言」に沿って、さらに

四つのテストの精神を十分発揮
して、補助金に関するすべての

財務処理とプロジェクトの活動
を運営すること；

5）ロータリー財団の補助金関係の
活動に不正があれば、直ちに報
告すること；

6）管理委員会の承認したプロジェ

クトをその補助金支給額におい

て実施すること。合意事項から
の逸脱またはプロジェクト実施
に際しての変更は、事前にロー

タリー財団から書面による承認
を得なければならない；

7）現在の管理委員会の方針と指針
に従って、プロジェクトと無関

係の者による財務・実績調査と
監査の両方またはいずれかの手
配をすること；

8）プロジェクトと財務について適
宜詳細に報告すること。（93）

クラブと地区によるロータリー財団資
金の管理責任に関する方針

(PoliciesRegardingStewardshipof 
RotaryFoundationFundsbyCIubsand 
Districts） 
管理委員会は、世界中のロータリア
ンから受け取った資金がロータリアン

の熱意と献身的支援による自発的寄付
と認識している。ロータリアン達は、
寄付金が寄付の趣旨に沿って効果的に
使われるものと理解し、信頼し、ロー
タリー財団に寄付金をゆだねたのであ
る。

従って、管理委員会は、これらの資
金の管理責任者として、ロータリー財
団プログラムに関連のある活動におい
て適正な財務運営が行われることの重

要性を強調している。資金が目的に
沿って効果的に使われるようにするた
めに、管理委員会は、プロジェクト実

施に携わるクラブやロータリアンの真
心を当てにしている。何か不当なこと
が耳に入れば、管理委員会は速やかに

調査し、適切な処置を講じるものであ
る。

補助金の受領者、さらに適切かつ実
際的であれば申請害の補助金提唱者、
その他すべてのプロジェクト関係者は、
次のことを期待されている：

１）ロータリー財団補助金を神聖な
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の国において財団寄付金が税制上の優

遇措置を受けることができるかどうか

を関係当局に確かめてほしい。

米国では、ＲＩのロータリー財田は、

国内歳入法第501項に)(3)の下に、非
課税の人道的組織と認められてきた。

さらに、米国の国内歳入局は、財団を

｢国内歳入法第509項(a)に定義されて
いる民間財団には該当しない財団」と
して分類してきた（1986年９月１２日付

書簡)。現在、オーストラリア、カナダ、

ドイツ、インド、英国における寄付に

ついては、税金控除または優遇措置が

受けられる。

ロータリー財団の人道的補助金につい

ての年次財務調査

(AnnuallndependentFinancialReviews 

IorHumanitarianGrantsoITheRotary 

Foundation） 
ロータリー財団の人道的プログラム

補助金のすべての受領者は、プロジェ

クトに関係のない者による年次財務調
査を受けるよう奨励されている。米貨

15,001ドル以上の補助金については、
この財務調査が義務づけられている。

調査をするのは、調査対象のプロジェ

クトと直接の関係のない公認会計士、

税理士、会計事務所でなければならな

い。プロジェクト実施地区のガバナー

がこのような会計事務所または会計士

を任命しなければならない。ロータ

リー財団は、必要に応じて、独立した

立場の財務調査者を任命する権利を留

保する。このような財務調査の業務の

規模は管理委員会が定め､その報告は、

すべての補助金提唱者に提供される。

財務調査報告書は、第１回目の支払

を受けてから１５カ月以内に、ロータ
リー財団に提出しなければならない。

以後は、プロジェクト補助金期間が公
式に完了したとプロジェクト提唱者に

通知きれるまで１２カ月ごとに提出す

る。さらに､補助金提唱者は、活動の終
了後3年間、すべての財務記録を含め、
プロジェクトの全記録を保存しなけれ

ばならない｡財務記録には、領収書､川

済小切手、請求書などの写しが含まれ
る。さらに、ロータリー財団は、どの補
助金についても、規模を問わず、いつ

でも監査を行う権利をfW保する。(管理

委員会94）

財団のための募金

(RaisingFundsfortheFoundaIion） 
ＲI理事会並びに管理委員会は、ロー

タリー財団の資金の股大限度に関して

は制限をおかないということに意見が

一致した。ガバナーは、ＲＩの役員とし

て地区内でロータリー財団を推進する

直接の責任者である。世界理解と平和

を助長している財団の目的がより知ら

れ、支援されることを目指して財団を
推進する責務を負っているのである。

シェア・システム（ShareSystem）
財団プログラムに参加することは、

財団を成功させる重要な一翼を担うこ

とである。管理委員会は、寄付の使途
について地区に発言権を与え、地区が

最大限プログラムに参加できるように、
資金の割り当てに関するシェア．シス

テム（管理委員会90）を開発した。す

べての地区の年次プログラム資金への

寄付は二つの活動資金に分けられる。
地区の年次プログラム資金への寄付の
６０パーセントは、地区財団活動資金

(DistrictDesignalcdFund）となる。ガバ
ナーは、地区にふさわしい方法で、直

前ガバナー、ガバナー．ノミニー、その

次の年のガバナー・ノミニー、地区財

団委貝長、地区内の他のロータリアン
と協議して、地区財団活動資金の割振
を事務総長に報告する。（管理委員会

税制上の優遇描画と寄付金

(TaxAdvantagesandContributions） 
国によっては所得税申告を行う場合
ロータリー財団または関係組織への寄

付金が控除されている。あるいは、他
の税制上の優遇措置を受けることがで

きる。クラブ並びに各個人はそれぞれ
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91）選択するプログラムには、国際親
善奨学金、開発途上国で奉仕する大学
教員のためのロータリー補助金、同額
補助金の提唱者側負担分、その他の財
団活動が含まれる。選択範囲の詳細に
ついては、毎年出版されるロータリー
財団要覧とシェア・システム・プログ

ラム選択用カタログに戦っている。残
りの40パーセントの国際財団活動資金
(ＷｏｒｌｄFund）は、他の財団プログラム

の資金となる。例えば、各地区が申請
できる年次研究グループ交換補助金、
3-Ｈ補助金、同額補助金、ロータリー・

ボランティア補助金、ロータリー平和
プログラム、新しい試験的プログラム
などである。（管理委員会93）

年次プログラム基金は、年次プログ
ラム用の寄付金を入れておくもので、
元金で財団の奨学金や補助金を支払う。
寄付金は、寄付の約３年後に使われる。
地区財団活動資金と国際財団活動資金
は、この基金の一部である（シェア・シ

ステムの項参照)。収井基今は、この３
年間の寄付収益を入れておくもので、
プログラムの巡営、寄付増進、一般運
営費に充てる。

恒久基金は、収益だけを財団プログ
ラムの支援に使う基金である。その目
標は、財団への毎年の支援を補い、そ
れによって少なくともある程度のプロ

グラム活動を行い、将来の新プログラ

ムまたはプログラムの拡張を容易にし
ようとするものである。ＲＩは、来る
ロータリー100周年祝賀として、また

幾世紀にもわたるロータリー連動およ
び国際奉仕の世界の指導者としてロー
タリーへの献身を実証するものとして、
恒久基金を特に支援することを考慮す
るようロータリアンに奨励している。
(95-184） 

ポリオ・プラス基金は、ポリオ・プラ

ス・プログラムとその目標を支援して
授与される補助金すべてを支払うもの
である。西暦2000年までにポリオを世
界から撲滅し、ロータリー100周年の
西暦Zoo5年までに撲滅の証明をするこ
とが目標である。ロータリー財団はも
うポリオ・プラスへの寄付を懇請して
いない。しかし、寄付者はポリオ・プラ

スと指定して寄付することができる。
管理委員会は、各種基金への使途指

定寄付に関し、次の方針を採択した：

財団への寄付

(ContributionstotheFoundation） 
ロータリー財団が自発的寄付の基礎

のうえに発展してきた事実にかんがみ、
財団への寄付を会員資格の条件とする
とか、あるいはそのような意味のこと

を入会申込書に書き入れてはならない。
ロータリー財団に寄付することを会員
資格の条件とするようロータリー・ク
ラブ細則を改正したり、ロータリー会
員証にこのようなことを書き入れるこ
とは認められていない。

ガバナーは、地区ロータリー財団
委員会、地区協議会、地区とクラブの
財団セミナーおよびクラブ訪問などの
正規の経路を通じて、ロータリー・ク
ラブ並びにロータリアンによるロータ

リー財団への継続的寄付の重要性を強
調するよう示唆されている。ＲI理事会
並びに管理委員会は、全クラブそして
全ロータリアンがロータリー財団への
寄付者であるべきだということに意見
が一致した。各ロータリアン、特に新
会員に財団へ毎年寄付し、遺言または
他の資産計画に贈与の旨書き記すこと
を考慮するよう奨励しなければならな
い。

次の三つの基金に寄付することがで
きる：

年次プログラム基金

１）条件付き寄付より、条件を付け
ない寄付を奨励する。このよう

な寄付は管理委貝会の定める認
定方式の対象となるものとす
る。

２）金額を問わず、寄付者は、次の
財団プログラムのいずれかを指
定して寄付することができる：
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プ、地区の寄付合計に加えることがで

きる。米貨1,000ドル以上の寄付は、ベ
ネファクターとして表彰される資格を

有する。米貨10,000ドル以上の個人
(クラブでも地区でもなく）からの現金
寄付､寄付者からの指示のない遺贈は、
恒久基金の下に入れられる。1996年７
月１日以降の年次収益は、国際財団活
動資金に充てられる。（管理委員会94）
使途指定寄付に関する詳細については
世界本部に照会してほしい。

ロータリー国際親善奨学金；研

究グループ交換；保健、飢餓追
放および人間性尊重；同額補助

金｡このような寄付は､ポール．
ハリス・フェロー、クラブ表彰

の対象となるが、シェア．シス

テムの対象とならない。

3）個人（人､財団、会社／法人、政
府であって、クラブ、地区、複

数の人の合同活動ではない）の
行う米貨50,000ドル以上の寄付
の使途指定は、一つのプログラ

ムの範囲内の現行の財団プロ

ジェクト（これによって予算が

増額される）または管理委員会
の承認しうる新プログラムかプ
ロジェクトに限られる。このよ

うな寄付はそれぞれの場合にお

いて管理委員会の定める認定方
式の対象となる。例外：冠名奨
学金および承認済みの同額補助
金プロジェクトへの寄付。

4）管理委員会が寄付金を受理した
時点でもはや存在しなかった
り、または、十分な資金が調達
きれているプログラムかプロ

ジェクトを指定して寄付した場

合は、その寄付は無効となら
ず、管理委員会によって別の財

団プログラムまたはプロジェク
トに活用することができる。

表彰方針（RecognitionPolicies）
寄付者は、ロータリー財団のプログ
ラムを支援するためにロータリー財団

に寄付するのである。財団寄付者とし
て認定するために、管理委員会はさま
ざまな表彰方式を用意している。すべ
ての寄付は、寄付者の指定したロータ

リー・クラブの寄付に加えられて、そ
のクラブがより高い１人当たりの寄付

と寄付累計に進むのに貢献することに
なる。

恒久基金への寄付
ｌ）金額を問わず、いくらでも恒久
基金に寄付できる。

２）寄付の収益を特定の用途（また

は限定された目的）に充てなけ
ればならない寄付よりも、年次

寄付の場合と同じように、使途
を指定しない寄付に重点を置
き、推進するものである。

３）恒久基金への寄付を資産計画に
書き記した人、または、基金に

米貨1,0o0ドル以上無条件寄付
をした人は、誰でもベネファク

ターとみなされる。特に別の規

定がない限り、財団に有利なよ
うに資産を処分した場合、その

資金は恒久基金の下に置かれ、
ここからの毎年の収益は、国際

財団活動資金によって資金の調
達されるプログラムの支援に直

接使われ、遺言者はベネファク
ターとみなされる。

ポリオ・プラス基金または国際財団活
動資金

金額を問わず、ポリオ・プラス基金
または国際財団活動資金と指定して寄

付することができる。このような寄付
は、ポール・ハリス・フェローの表彰、
寄付者、クラブ､地区の寄付合計(現年
度と累計)の対象となるが、シェア・シ
ステムの対象とならない。

恒久基金

金額を問わず､恒久基金（旧名：世界
理解と平和のためのロータリー財団基
金）と指定して寄付でき、寄付者、クラ
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4）ベネファクターには、ポール・

ハリス．フェロー・ピンまたは

他の適切なピンと共に蒜用でき

るバッジと認証状を贈る。

5）ベネファクターの名簿は、ガバ
ナーに毎年送付され、各種ロー
タリー出版物に適宜公表され
る。

6）恒久基金寄付は、一般の財剛大
口寄付表彰（総計米貨10,000ド
ル以上）の資格を有する。贈与
の取消をしないと約束した、生

存中収入を確保する寄付と生命
保険による寄付も表彰資格を有
する。

ける意図を明らかにして、最初に米貨
100ドルを寄付した個人、または、ある
人のためにその寄付が行われた場合は

その名義人は、申込をすれば、ポール･
ハリス準フェローと認められる。そし
て米貨1,000ドルの満額に達したとき申
込をすれば、「ポール゛ハリス・フェ

ロー」と認定される。

冠名奨学金

個人または団体は、］学年度間の留学
費用全額を寄付することによって、自
己の氏名を冠した奨学金を授与するこ
とができる。その金額は、シェア・シス

テム・プログラム選択用カタログの９

カ月の国際親善奨学金と同額である。
米貨150,000ドル以上寄付すると、冠名
奨学金基金に該当し、元金の収益で、１
学年度間の留学費用全額を賄えるよう

になった年に冠名奨学金を授与できる。
少なくとも米貨150,000ドル以上を個人
で寄付した場合、他の特定のプログラ
ム活動を指定して基金を設立できる。
詳細は、世界本部または地区ロータ

リー財団委貝会に照会してもらいたい。

遺贈

財団への贈与を希望する寄付者は、
遺言状に、その受益人として、米国、イ
リノイ州､エバンストンに本部をおく、
非営利財団法人であるロータリー財団
を指名することができる。遺言状に財
団について書いたと管理委員会に通知
した人は、管理委員会からベネファク

ターとして表彰される。

ボール・ハリス・フェロー

少なくとも米貨1,000ドルを年次プロ
グラム基金に寄付した個人、または、
ある人の名義でその寄付が行われた場
合その名義人は、申込をすれば、ロー
タリー財団ポール・ハリス・フェロー

になったことを認めた証明書、メダル、
襟章を贈呈される。
寄付者はポール・ハリス・フェロー

になった後も支援を続けるよう要請さ
れている。再度米貨1,Cooドルを寄付し

たポール・ハリス・フェローは、特に、
ブルーのサファイアが一つ付いた金の
ラペル・ピンを贈られる。このような
寄付を重ねると、最高五つのサファイ

アの付いたピンを受け取ることやあら
ゆる年次寄付認定方法の資格を得られ
る。詳細はＲＩ事務局に照会してもらい
たい。

米貨1.000ドルに達するまで寄付を続

奉仕に対する表彰

(RecognitionofService） 
管理委員会は、ロータリー財団に対
して多大の功労のあったロータリアン

に財団功労表彰状（ＴｈｅＲｏ[aTy
FbundationfbrMeTitoTiousService）を授
与して、これを表彰している。証明脅
は受賞者各人に贈られる。ロータリー

財団に対する本人の功績が大きくて、
地区の範囲を超えていたり、また長期
にわたっていたりする場合は、管理委

員会はロータリー財団特別功労賞(The
RotaryFoundationDiStinguishedSewice 
Awards〕によってこれを表彰しており、

これに対してはプラークが贈られる。
管理委貝会は、次の表彰基準を採択し
た：

］）財団への顕著で意欲的な奉仕に
対して蛸るものとする（大変顕
著であっても財団に財政面で寄
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4）】ロータリー年度に50件以上の
特別功労賞を授与しないものと

する；

5）各ロータリー年度の１地区の表
彰状受賞者はl鴇を限度とする；

6）いずれかの賞を受賞すると、再
度同じ賞を受賞することはでき

ない；

7）現および次期管理委貝、現およ
び次期理事、現および次jU1ガバ

ナーは、両賞の受賞資格はない

与しただけの人は、有資格者と
はならない）；

2）財団特別功労賞の受賞者は、同
賞に指名される２年前に既に財

団功労表彰状を受賞しているも
のとする；

3）特別功労賞を受賞するには、そ
の奉仕活動が地区の範囲を超え
ていたり、長期にわたっていた

りするというように、幅広い功

績を上げていなければならな ナーは、両ｉ

ものとする。い；
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第１８章ロータリーの名称と徽章

（RotaryNameandEmblem） 

ロータリーとロータリアンという
名称の使用

(ＵｓｅｏｉｔｈｅＮａｍｅ鬮RotaryD`ａｎｄ
噸RoIarian1
ロータリーという言葉そのものだけ

で使う場合､通徹､組織全体､国際ロー
タリーを指す。また組織の理想や原則
を意味する場合もある。ロータリーと
いう冒莱を単独で使用することは、ＲＩ
の組織規定で承認されている使用方法
か、ＲＩ理馴会が認可した使用方法に限
定されている。クラブまたはクラブ・
グループは、ロータリー以外の名称を
採択してはならないし、ロータリー以
外の名称の下で運営されてはならない。
ロータリーという名称の下で、クラブ
またはクラブ・グループはRI定款また
は細則に従って結成されたのである。
「ロータリアン」は、ロータリー・ク
ラブの会貝を指す名詞として、また、
機関雑誌ロータリアン誌という名称に
おいてのみ使われる。

国際ロータリーによる名称および徽章
の保誼

(PmlecIionofiheNameandEmblemby 
RoIa｢yIntemational） 
国際ロータリーの名称と徽章は、３０
カ国以上で登録されている。この数は
年々j甘えている。Ｒｌが知的所ｲ『権をも
つマークを登録することによって、迎
合体の専用使用柵は強化きれ、他の個
人および組織の誤用をM1止するＲＩの立

場も強くなる。豊録に力Ⅱえて、各柧国
法や判決により、Ｒｌのマークはより保
護きれるようになっている。

ロータリー地区による名称と徽章の
使用

(ＵｓｅｏｆＩｈｅＮａｍｅａｎｄＥｍｂｌｅｍｂｙ 
ＲｏＩａｒｙInternational） 
ロータリー地区は、地区プロジェク

トまたはプログラムに名称と徽葹を使
用する椎限を与えられている。但し、
Ｒｌ理事会の指騨の下にガバナーから認
可きれなければならない。地区は、一
つの地区または多地区合同プロジェク
トまたはプログラムを「ロータリー・
プログラム」と呼ぶことを翅めらｵして

いない。但し、「ロータリー第0000地区
植樹プログラム」などの具体的限定を
付け加えるなら認められる。その活動
は、その地区に直接lIU辿させなければ
ならない。

クラブまたはクラブ・グループの全
面的管理下にない活動の名称の一部と
して、または、その名称とともに、
｢ロータリー」という禰を使うことは承
認きれていない。また、ロータリアン

以外の人または団体を会瓜とする団体
の名称の一部として、または、その名
称とともに、「ロータリー」というiWfを
使うことは承秘されていない。（60）

国際ロータリーによる名称と徽章の
使用

(UseoftheNameandEmblemby 
RotaryInternationaI） 
国際ロータリーの細則は、ＲI理事会

が徹章の使用を監督すると明記してい
る。細則第18条第18010.節は、次のよ
うに規定している：｢RIの知的所有権の
保全。理耶会はＲＩの徽章､バッジその
他の記章をもっぱら全ロータリアンの

みの使用と、その利益のために確保し
保全するものとする｣。従って、理那会
はＲｌの知的所有権であるマークの使用
を確保、保全、保護する絶対的椎限を
ゆだねられている。
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ロータリー・クラブによる名称と徽章

の使用

(ＵｓｅｏｆｔｈｅＮａｍｅａｎｄＥｍｂｌｅｍｂｙ 

Ｒｏｔａｒｙclubs） 
ＲI細則第18条第18020.節は、クラブ

による名称と徽章の使用に関して次の
ように規定している：｢RIの知的所有権

の使川の制限｡ＲＩ並びにクラブの名称、
徽章、バッジその他の記章を、クラブ
またはクラブの会員が商品の商標また

は特別銘柄として使用しあるいはその
他商業上の目的のために使用すること

は一切できない｣。ロータリー・クラブ

も個人も、商品の販売マークとして
ロータリーの徽章を使うことはできな

い。

他の徽章によって象徴されるグルー

プや団体とＲｌのあいだに何か関係があ
る、と見た人が思いかねないような形
で、ロータリーの徽章と他の徽章を一
緒に使ってはならない。ロータリー・

クラブが、営利その他の目的で、地元
の他団体の協力を得るとき、別の徽章
または意匠と一緒にロータリーの徽章
を使いたいとの要望がよく寄せられる。
ＲI組織規定はこのような使用を認めな
いし、ＲI理事会は、どのように価値あ
る目的であっても、他の徽章と一緒に
ロータリーの徽章を使うことを許可し

ない。（39）クラブが他の組織とプロ
ジェクトで協力する場合、徽章を使う
対象物の全体的デザインが、組み合わ
された一つのものに見えないようにし
なければならない。このような状況下
では、プロジェクトの実体と期間が明

確にされることが最善の方法である。
参加ロータリー・クラブの名称が、も
ちろん、明確に表示されていなければ
ならない。

クラブまたはクラブ・グループの活

動の名称の一部として、または、その
名称とともに、「ロータリー」という語
を使う場合、その活動は、このような
クラブまたはクラブ・グループに直接

関連させるべきであり、直接にも間接
にもＲＩに関連させてはならない。クラ

地区の財団活動とともに「ロータ

リー」という名称を地区が使うことに
反対するものではない。但し、

Ｉ）このような使い方は、活動を、
ＲＩでなく関係地区に関連させる
ものでなければならない；

２）「国際」という語は、地区の財団
活動の名称の一部として、また
は、その名称とともに、使って
はならない；

３）地区の財団活動の名称は、地区
番号から始まらなければならな

い；

４）地区の財団活動とともに、

「ロータリー」および｢財団」と
いう語を使うときは、「ロータ
リー」と「財団」という語を離
して使わなければならない。

（63） 

すべてのガバナーは、ロータリーの

徽章入り商品をＲＩの被免許業者からだ

け購入するよう奨励されている。（94）
ロータリアンが特定の行事または目的

のために、特注のロータリー徽章入り

商品を製作しなければならない場合の
あることは認識されている。すべての
ロータリアンは、まず必ずロータリー

被免許業者に、特注のロータリー徽章
入り商品を注文し、被免許業者からそ
のような商品を得るのが非合理的と考
えられる場合に限１兆被免許業者以外
から、そのような商品を求めるよう要
請されている。いずれの場合も、被免
許業者以外の業者は、徽章の使用につ
いてＲＩのLicensingSeclionの具体的承
認を得なければならない。（94）
地区は、地区プロジェクトを推進し
ているとき、免許なしに徽章入り商品
を販売できる。このような特別プロ
ジェクトとともに販売される商品には、

地区番号、募金プロジェクトの内容、
プロジェクトの期間と期日を明記しな

ければならない。（93）この基準を満た

さない商品はＲｌの認可を受けられな
い｡
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プまたはクラブ・グループの全面的管
理下にない赫鋤の治称の一部として、
または、そのお称とともに、「ロータ
リー」という締をtliうことは承認され
ていない。また、ロータリアン以外の
人または団l1Lを会、とする閉体の名称
の一部として、または、その名称とと
もに、「ロータリー」という語を使うこ
とは承認されていない。（60）
クラブの財Ｈ１活助とともに「ロータ
リー」という名称をクラブまたはクラ
プーグループが使うことに反対するも
のではない。但し、

１）このような使い方は、活動を、
ＲＩでなくl11j係クラブに関連させ

るものでなければならない；
２）「国際」という綴は、クラブの財
団活動の稿称の一部として、ま
たは、その塙称とともに、使っ
てはならない；

３）クラブのlU1Jl活勤の名称は、ク
ラブの名称から始まらなければ
ならない；

４）クラブのⅡｲﾄⅡ活動とともに、
「ロータリー」および「財団」と
いう綴を使うときは、「ロータ

リー」と「1Mm」という語を離
して使わなければならない。
（63） 

クラブは、ロータリーの徽章入り商
品をＲＩの被免M↑業瀞からだけ腓入する
よう奨励されている。（’4）ロータリア
ンが特定の行Ｗｌまたは目的のために、
特注のロータリー徽瀧入り商品を製作
しなければならない場合のあることは
認識されている。すべてのロータリア
ンは、まず必ずロータリー被免許業者
に、特注のロータリー徽瀧入り商品を
注文し、被免iii:業将からそのような商
品を得るのが非合理的と考えられる場
合に限り、被免ｉｉｉ:業将以外から、その
ような商品を求めるよう要諦されてい
る。いずれの期合も、彼児iif莱者以外
の業者は、徽瀧のllill1についてＲ【の

LiccnsingScclionの」し体的承認を得なけ
ればならない。（９４）

ロータリー・クラブは、クラブ・プロ

ジェクトを推進しているとき、免許な
しに徽瀬入I)商品を販売できる。この
ような将別プロジェクトとともに販売
された商品は、クラブの名称、募金プ
ロジェクトの内容、プロジェクトの期
ⅢIとｌＵＩＨを明記しなければならない。
(93）この雅躯を満たさない商品はＲｌ
の認可を受けられない。
加M(｣クラブは、地元のクラブの出版

物の名称の一部に「ロータリアン」と
いう識を使うのを控えなければならな
い。（80-]02）

ロータリアンによる名称と徽章の使用

(ＵｓｅｏｆｔｈｅＮａｍｅａｎｄＥｍｂｌｅｍｂｙ 
ＲｏＩａｒｉans） 
ＲI定款１３条は「クラブの各会貝は
ロータリアンとして認められ、ＲＩの徽
章、バッジまたはその他の記章を粉用
する椛利を与えられるものとする」と
保証している。しかし、ロータリアン
は、そのiliijlHui菱または商用名刺に徽
章を使Nlできない。（80-102）
ロータリアンがそのロータリーにお

ける役戦を示すために特殊のバッジ、
宝石あるいはリボンなどを便剛するこ
とは、戦錐人の団体にはふさわしくな
い。従って、このような等級別徽章は
承認されない。但し、地元の悩習がこ
れと異なる1通ｌを除く。（ロータリーのlnil
際大会や地区大会雑で使用されるiii獺
な-11#的な名札あるいはリボンはこの

対象外とする)。（28,55）
ロータリアンが、政治巡動促進のた

めにロータリーの名称と徽章、ロータ
リー・クラブ会瓜名簿または他のロー

タリアン招轍を使うことはできない。
政治的利益をi\る手段としてロータ
リーの親睦を使うことは、ロータリー
柿神に反することである。（82）
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合；

５）ロータリアンとその家族の蒜用
する襟章に使用する場合；

６）ロータリアンおよびその家族の
個人的に使用する物品および季

節の挨拶状。

直接間接にＲＩへの波及を避けるため
に、いかなるロータリアン・グループ、

ロータリー・クラブ・グループ、地区

も、家屋その他の建物の建設、聯入に
当たって、「国際ロータリー」という名
称を使用すべきではない。このような
zlI業のために会側に資金を割り当てて
募金することには賛成できない。（44）
(建物に関してロータリーという名称、
またはロータリー徽章を使うことを希
望するクラブ、地区または多地区合同
グループは、Ｒｌ理則｢会に相談しなけれ

ばならない）

Rl役員および特別の役職用として名称

および徽章の使用

(ＵｓｅｏｆｔｈｅＮａｍｅａｎｄＥｍｂＩｅｍｂｙＲｌ 

ＯＩｆｉcersandSpeciaIAppointees） 
ＲＩのいかなる役員も、他の団体の役

職または一風であることと関連きせて、

RI役員としての地位を公表してはなら
ない。但し、ＲＩ理馴会の同意ある塒合
を除く。（80-102）

ＲＩの次期役働、現役員、元役員およ
び会長またはRIHlPlI会から各租役職に
任命きれたロータリアンのみがRIのレ

ターヘッドを使うものとする。但し、

役職を記戦する場合、その年度を明確
に記載しなければならない。（82）

ロータリー関係のプログラムにおける

名称と徽章の使用

(UseoftheNameandEmblemin 
Rotary-lelatedPrograms） 
ロータリー関係のプログラムを物illi

る名称またはＩＩＥの徽章を含むデザイン
にロータリーの徽瀬を組み入れること

はできる。但し、このデザインは､IRI理
事会の管理下にliHかれ、ロータリーの

徽章は修正または改造してはならない。
吾らに、何らかの形でロータリー徽瀧
を組み入れたラベル・ピンは、どのよ
うな場合であっても、展示することも
使用することもできない。（84）

名称および徽章の使用の禁止

(ProhibitionsforUseoItheNameand 
Emblem） 

名称と徽章の改造、修正または変形
徽章や他のマークはどのような方法

であろうとも、改造､修正､変形しては
ならない。また所定の形以外のものを
複製してはならない。二つ以上の色で
印刷される場合の徽葹は、ロータリー
の公式色すなわちロイヤルプルーおよ

び金色のみで印刷しなければならない。ロータリー徽章の他の使用認可

(OtherAulhorizedUsesoftheRota｢y 
EmbIem） 
次のような名称および徽章の使用は

認められている：

１）ＲＩもしくはその加盟クラブより
支給、発行されるすべての用紙
および印刷物；

２）公式のロータリー旗；
３）ロータリー国際大会そ゛の他のす
べてのロータリー公式行耶にⅡｌ

いる徽玩、バナー、装飾)ljIW1並
びに印刷物、ＲＩおよび力Ⅱ盟クラ

ブの側品並びに設備；

４）加盟クラブの道標に使用する｣9Mｉ

他のマークとの組み合わせ
ＲI細則第１８条節18.020.節は次のよ
うに規定している：「これらの名称、徽

章、バッジその他の記章を他の名称ま
たは徽章と組み合わせて使用すること
はＲＩの承認しないところである。この
規定は、上述のロータリー関係のプロ
グラムには適用されない。

多くのロータリー・クラブは、長い
|Ⅲ､青少年クラブにllU心をもっておI〕、
中には直接ロータリー・クラブが後援
しているものもある。青少年クラブと

その会員が、ロータリーと関係のある
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ことを示すような徽章や記章の使用を
希望するケースもよくある。すべての
ロータリアンは、ロータリーという模
範を見習おうとしている団体に思いや
りある援助と激励を与えてほしい。し
かし、このような団体またはグループ

の目的がどんなに価値があっても、ＲＩ
はロータリーの名称または徽章を使用
させることを認めない。このような見
解を抱いているからといって、各種団
体またはグループがロータリー・クラ
ブを範とすることに賛成しないという
のではない。このような団体およびグ
ループが、ロータリーの名称と記章を
侵害することなく適切な名称および記
竃を考案するものと考えているのであ
る。（39）

(80-1oz） 

他のグループの名称の使用
仮ロータリー・クラブに関する場合
を除き、他の団体が、ロータリーとい
う語を使い、ロータリー・クラブまた
はロータリー・クラブかＲＩの関係団体
であるかのように述べたり、示唆する
ことは認められていないし、また、許
されていない。（47,62）

提携クレジット・カード

ＲＩは、「ロータリー｣、「ロータリア
ン｣、「国際ロータリー｣、「ロータリー
地区」などの文字または徽章などのＲＩ
のマークを使ったクレジット・カード
の使用を認めない。（８７，８９，９０，９１，
９３，９４） 

マークの営利的使用

徽章は、奉仕と高度の道徳的水氷の
象徴である。だからこそ、営利目的に
ロータリー徽章を使いたい人にとって、
大変魅力があるわけである。徽章を営
利目的に使用することは、徽章入り商
品の品質の高吾を示唆するかのように
思われるからである。徽章は、クラブ
とその奉仕活動の象徴であり、クラブ
と会貝を示すことのほかに使うことは
できない。

ロータリーのマークはＲＩの免許制の
下に認可された場合を除き、商業上の
目的のために使用することは一切でき
ない。商業上の目的の例には次のもの
が含まれる：

】）商品の商標、奉仕のマーク、Ｈ１
体マークあるいは特別銘柄とし
て使用する場合；

２）ロータリー関係のプログラムで
茶げた場合を除き、他の徽竜あ
るいは名称と組み合わせて使用
する場合；

３）ロータリアン個人の商用便菱あ
るいは商用名刺に使用する場
合。

ロータリアンの那務所の戸や窓に徽
章を使用することは認められない。

Ｒｌが知的所有権を有するマークの
次のような使用は禁止されている
徽章はその商標として､いかなる人、

商社または企業体によっても使用きれ
てはならないし、また「ロータリー」ま
たは「ロータリアン」という言蕊はい
かなる人、商社または企業体によって
も、その製造またはIilZ光する商品の商
用名または商標として、あるいはその
記述に用いられてはならない。（55）
定款および細則またＲＩ理事会の決定
によって認められたものでなければ、
｢ロータリー・クラブ｣、「倒際ロータ
リー｣、「ロータリー｣、「ロータリアン」
等の文字の使用は禁止されている。
(80-1oz） 

国際ロータリーが知的所有権を有する
マークの使用認可

IRIに対しロータリーの徽章を付した
物品（例えば、襟章、バッジ、装飾用
船、道路標識など）の製造販売を出願
する個人や商社は多数にのぼっている。
RI徽歳を全ロータリアンのためにのみ
使うためにＲＩの徽章を保持保存すると
いうＲＩの責務に照らして、また法的面
からマークの保護を強化するという観
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ロータリーの名称と徽章

らそのような商品を得るのが非合理的

と考えられる場合に限り、被免許業者
以外から、そのような商品を求めるよ
う要請されている。いずれの場合も、
被免許業者以外の業者は、徽章の使用
についてＲＩ世界本部のLicensing
Seclionの具体的承認を得なければなら

ない。（94）

点で､理事会は､認可制度を定めた｡現
在200以上の個人、ロータリー・クラ

ブ、法人が多くの製品の被免許業者と
なっている。

このマークは、ＲＩの考えで、不道徳、

ごまかしまたは不面目なものから成I）

または含んでいると思われる製品に使
用、併用されてはならない。さらに人
間、公共団体、信仰または国家の象徴
を傷つけたり、不当に示唆したり、あ
るいは侮辱または悪評に導くような製
品に使用、併用されてはならない。
このマークは、いかなる方法でも個

人、会社または法人の便菱または名刺
に使ってはならない。但し、ＲＩと加盟
クラブは、このマークを使用できる。
しかも、被免許業者は、ポール・ハリス

のi1i像または「ポール・ハリス・フェ
ロー｣、「ポール・ハリス準フェロー｣、
｢ベネファクター」などの文字を使う表
彰品を販売することは認められていな
い。（92）
ロータリアン誌または地域雑誌への

広告を通じて商品を販売しようとする
業者は、ロータリー徽章を含む特注の
商品を製作しようとしている場合、ＲＩ
の公式の被免許業者にならなければな
らない。

法人のスポンサーシップ

(CoporateSponsorship） 
ＲI理事会は、ＲＩのために法人のマー
ク使用の機会を慎重に開発することを
確約してきた。これには、ゾーン、地
区、クラブが使用するための指針の考
案も含まれる。(指針の草稿が作成され
たが、ＲI理事会が検討するために改訂
中である。詳細についてはＲI事務局に
照会のこと）

ロータリー徽章の仕様

(RotaryEmblemSpecification） 
ＲＩの公式徽章は、６本の輻と２４の輪

歯および一つの模穴のある歯車である。
1個の輪歯が各輪の中心線上にあり、輻
と輻との中間には３個の輪歯がある。
歯車は次表に示す寸法の比例で造られ
ている。“Rota｢ylnlemational，，の二つの
文字は輪縁の窪んだ所にある。輪を縁
で立てて見ると、“Rotary,，の文字は上
部の窪みに輪歯５個分の長さを占め、
"Intcmational,,の文字は下部の窪みに轄
歯約９個半の長さを占める。この二つ
の窪みのあいだに位置して文字のない
二つの窪みが両側にある。これら四つ

の窪みのうち、どの二つの間隔も下記
比例に従って2単位であり、また、窪み
と内外の輪線との間隔は１．５単位であ
る.。幅は先細で断面は楕円形である。

輪が"Rolary,,の文字を上にして立って
いるときは、向い合った二つの輻の中
心線は輪の縦の直径を形造り、回転最
高所に達した模穴を両断することにな
る。輪歯の両側面は外側にややふくれ
ている。従って轄歯と輪歯のあいだの
空間はほぼ機械的に正確である。正確

地区、クラブ、ロータリアンヘの販売
促進の禁止（P｢ohibitionoISolicitation
ofDistricLClubandRotarians） 
ロータリー徽章入I)商船を販売する

被免許業者だけが、免許協約に明記さ
れている具体的条件の下に地区、クラ
ブ、ロータリアンにロータリー徽章入
り商品の販売を促進できる。被免許業
者以外はこのようなことは許されてい
ない。

ロータリアンが特定の行事または目

的のために、特注のロータリー徽章入
り商品を製作しなければならない場合
のあることは認識されている。すべて
のロータリアンは、まず必ずロータ

リー被免許業者に、特注のロータリー

徽章入り商品を注文し、被免許業者か
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ロータリーの粘称と徽章

な綾iiIの比例は次の通りである。
単位

全体の直径…….…….……..………６１
中心から轄歯の些部まで…….２６
給附の報（内端）から犢歯

の基部まで...……......…….81厘
こしきのirK徒……………...………１２
柚のirL篠.…..……..…..………...……７
報

幡緑と接する点における輻.....ｓ
軸の｢''心における報…...……....､７
槐穴の垂ＴＩ断面

橘…..………...………..………１３/４
深さ...…….…..……......……..､ﾌﾉ８

輪ｌｌｌｌ

ｉＭ§部の幅.…....……...…….､４１/４
先端の幅..…....…..…..……２【科
蛙さ……..………...……....…４１/２

文字の刷り込み

灘みの幅……………………５１/ｚ
文字の良さ...…..…..……….…４

輪が奉仕を－厨象徴するように、前
述のデザインに櫟穴を加えた。さらに、
柵の位Wiを定めた。

｡､RotnIy”と“InlcmKlIionilI,,の文字は、金
色で、中心と襖穴は空白とする。（80‐
ICZ） 

ロータリーの色（RoIaryCoIors）
ＲＩの色はロイヤルプルーおよび金色

である（80-102）

ロータリー旗（RotaryFIag）
ロータリーの公式jIlCは、白地でその

中心に組織の公式徽埖を飾ったもので
ある。桧全体は金色、緑の繩んだＩ11つ
の部分はロイヤルプルーでなければな
らない。識みの.'ＲＤｌＫｌｒｙ'`および
噸IntcmnlionKnr,の文字は金色、’１j心と機
穴は白色である。（80-102）
クラブ]M(としてこのﾙﾋﾞを掲げるクラ

ブは、大きなｉｌｆ色の文字で輪の上部に
"Ro1a1yClub''の文字をまた、輪の下部
に都市、ｿ11,徴あるいは煙l家の禍称を
記入することができる。（B0-IOZ）

ロータリーの標語（RotaryMottoes）
「超我の奉仕」',SCwiccAbovCSClf,と

｢鎧もよく奉仕する将､股も多く報いら
れる〃IUcPrMiIsMostWluoScrvcSBcsl,，
が、ロータリーの公式標iIlfである。前
者がロータリーの第１標iMlである。(50‐
11,51-9,89-145） 

ロータリーの色は徽章の中に次のよ
うに取り入れられなければならない。
すなわち桧全体として金色でなければ
ならないが、輪緑の四つの窪みの部分
はロイヤルプルーとする。窪みの
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定款細則の番号の付け方

ＲI定款と標準ロータリー・クラブ定款においては､規定の従属関係を次のように

定める：

第４条

第２節

（a）（サプセクシヨン）

（１）（サプサプセクション）

、６（パラグラフ）

Ｏｖ）（サプパラグラフ）

従属する文節は、それぞれ文章全体を下げ、全体の位磁付けを分かりやすくし

た。

文章が直接パラグラフやサプパラグラフに分けられている場合もある。例えば、

RI定款第６条第３節第１パラグラフ、標準ロータリー・クラブ定款第５条第３節第

１パラグラフ（i）サプパラグラフというようになっている。

国際ロータリー定款

題目頁

定義………………………………………………………………………..….…….……………181

名称および性格…….…….………………………………………………………….………181

目的..………….……………….…………………………….….……………………….181

綱領…….……………….….………….……………………….…..……....……………………181

会員………………………………………………………………….………….…………….…181

理事会……………………………………………………………….…………………………182

役員..………….…………….…..…...….……...……….………..…..……..……..….……183

管理…….……….……………….……………………………….……………………….………183

国際大会….…….……………………………………….…………………..………………….183

規定審識会…………………….…………………………….….……………………………184

会費………………………….…………………………………..….………...……………….184

財団...……..………………………...………………………...…………………………………185

会員の名称と徽章….…….……………………………………………………….………185

細則……..……….………………………..…..…………………….…………………………185

解釈の仕方………………….…………………….……………….….…….…….…………185

改正……….……………..……………………………………….…………………….………185

条
１
２
３
４
５
６
７
８
９
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１
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３
４
５
６

１
１
１
１
１
１
１
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RI定款１条、２条、３条、４条、５条

国際ロータリー定款

第１条定義

本条の語句は､国際ロータリー定款細則で使われる場合､他に明確に規定されない
限り、次の意味をもつものとする。

１.理事会：国際ロータリー理事会
２.クラブ：ロータリー・クラブ

３.会員：名誉会員以外のロータリー・クラブ会員
４．年度：７月１日に始まる１２カ月間
５.ＲＩ：国際ロータリー

６.ガバナー：ロータリー地区ガバナー

第２条名称および性格

本組織体の名称は国際ロータリーとする｡RIは全世界のロータリー・クラブの連合
体である。

第３条目的

RIの目的は：

（i） 全世界にわたって、ロータリーを奨励し、助長し、拡大し、そし
て管理すること；

RIの活動を調整し、全般的にこれを指導すること。(i、

第４条綱領

ロータリーの綱領は､有益な事業の基礎として､奉仕の理想を鼓吹し、これを育成
し、特に次の各項を鼓吹、育成することにある：
第１奉仕の機会として知り合いを広めること；
第２事業および専門職務の道徳的水準を高めること；あらゆる有用な業務は尊

重きれるべきであるという認識を深めること;そしてロータリアン各自が業務を通
じて社会に奉仕するためにその業務を品位あらしめること；
第３ロータリアンすべてがその個人生活､事業生活および社会生活に常に奉仕
の理想を適用すること；

第４奉仕の理想に結ばれた､事業と専門職務に携わる人の世界的親交によって
国際間の理解と親善と平和を推進すること。

第５条会員

第１節樹成

ＲＩの会員は、本定款および細則に定められた義務をたゆまず遂行するクラブを
もって構成されるものとする。
第２節所在

細則の別段の規定によるほか、１市、１行政区または１市政区域から一つのロータ
リー・クラブを加盟させるものとする。

第３節クラブの棡成

（a）クラブは善良な成人であって､職業上良い世評を受けている正会員によって織
成されるものとする。
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R】定飲５条、６条

（i）一般に認められた有益な躯業または専門職務の持主、共同経営者
（パートナー)、法人役員または支配人であるか；または

（ii）一般に翅められた有益な事業または専門職務あるいはその地方代理
店または支店において､裁量の権限ある管理職の重要な地位にある
こと；

そして

以上いずれの場合も、その事業期、またはその住居がそのクラブの区域限界

の反憧囮界内一主ズ･は既存に

ＤＲｈｎ限界外へ移旺

している場合、その会員身分を保摘

圏遭機関、宗教、外交官の耽業分舞(b） 
舎回の規定を除き、各城菜分霧

てはならない。

(c)ＲI細則は、ロータリー・クラブの正会員以外の会貝狐類をシニア・アクチブ
会風、バスト・サービス会員および名誉会貝と呼ぶと規定している。そして
ＲＩ細則は、その各々に対する資格条件を定めるものとする。

（｡)本定款もしくはＲＩ細則の諸規定または標準クラブ定軟にもかかわらず、クラ
ブはその所在する区域を管鞘する法律に反しないならば､会員の性別を一つに
限定しても差し支えない。

（e)「クラブ」という語が不穏当な意味をもつ国々のクラブは､IRI理事会の承認を
得て、名称にクラブという語を使うには及ばない。

第４節定款および細則の承認
ＲI加盟認証状を与えられ、これを受理したクラブは､すべて、それによってIRIの
本定紋および細則並びにその改正規定を受諾し、承遡し、そして、法律に反しな
い限り、万事これによって拘束きれ、それらの規定を忠実に遵守することを承諾
するものとする。

第６条理事会

第１節柵成

理嚇会の定員を旦名とする。ＲＩの会長は理事会のメンバーであって、その鱗長
となるものとする。ＲＩの会長エレクトは､理事会のメンバーとする。旦名の理事
は細則の規定に従って指名ぎれ避挙きれるものとする。
第２節権限第２節権限

本定款および細

ＲＩの業務並びに

する指示と管理
予算に従って、

ii鱗響篭轌i鵠豐if爵iii鵠
没剰余金から、ＲＩの目的達成@

ために必要な額を支出することができる。理事会は、剰余金からの支出を必要と
した特別事情について次の国際大会に報告しなければならない｡理駆会は、いか
なる場合にも､その時点におけるＲＩの純資産を超える負憤を生ぜしめてはならな
い。

第３節幹事

IRIの事務総長は理醐会の幹事を務める塑､理事会の識耶について投票樅をもたな
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RI定款６条、７条、８条、９条

いものとする。

第７条役員

第１節名称

ＲＩの役員は、会長、会長エレクトハ副会長､2t迩量、その他の理事、事務総長、
地区ガバナー、および、グレート・プリテンおよびアイルランド内RIの会長、直
前会長、副会長および名誉会計とする。
第２節選挙の方法

ＲＩの役員は細則の定めるところに従って指名され、選挙きれるものとする。

第８条管理

第１節

グレートプリテン、アイルランド、チャンネル諸島およびマン島に所在するク
ラブは、ＲＩの管理上の地域単位を形成するものとし、これを“グレート・プリテ
ンおよびアイルランド内国際ロータリー'，と呼ぶものとする。グレートプリテ
ンおよびアイルランド内ＲＩの権限、目的および戦務は、ＲI規定審議会または国
際大会によって承認されたグレート・プリテンおよびアイルランド内RIの定款の
条項並びにＲＩの定款および細則に定められているところに従うものとする。
第２節

クラブの管理は理事会の総括的管理の下にあるものとし､次に示す直接管理の諸
形式の中のいずれかの形式を併せ用いるものとする。これら直接管理の諸形式は
常に本定款および細則の規定に適合するものでなければならない：

（i）理事会によるクラブの管理。

（ii）地区に編成されている地区では、ガバナーによるクラブの管理。
（iii）理事会が適切と考えかつ規定審議会または国際大会が承認した方式

による管理。

（iv）グレートプリテンおよびアイルランド内RIによる、グレート・プ
リテン、アイルランド、チャンネル諸島およびマン島にあるクラブ
の管理。

第９条国際大会

第１節時期および場所

ＲＩの国際大会は､理事会の決定する時と場所において会計年度の最後の３カ月中
に開催きれるものとする。但し、十分な理由があるときは、理事会はこれを変更
することができる。

第２節臨時国際大会

非常事態発生の場合､会長は理事会総員過半数の同意の下に臨時国際大会を招集
することができる。

第３節代表

（a)すべての国際大会において､各クラブは少なくとも1名の代議員をもってクラ
ブを代表させる権利をもつ。会員数が50名を超えるクラブは、５０名ごとに１
名または端数が26名以上の場合さらに１名の追加代議員をもって代表させる
権利をもつ。この目的のために、代議員数は、国際大会直前の12月３１日現在
におけるそのクラブの会員数を基礎として決定すべきものとする｡クラブはそ
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IRI定款９条、１０条、１１条

のクラブのもつ１または2以上の投票を行使する椎限を1名の代議員にゆだね
ることができる。

(b)各クラブは、ＲＩの国際大会に代議貝たるそのクラブの会員または委任状によ
る代理者を送り､国際大会の決定に付せられた各提案に対して投票する義務を
負う。

第４節特別代鵬員

ＲＩ役貝および元会長で､現在も会貝としてクラブに籍を有する者は､特別代麟風
とする。

第５節選挙人および投票
正規の信任状をもつ代議員、委任状による代理者、および特別代議員が国際大会
の選挙体を柵成し、これを選挙人と称する。投票は細則の定めるところに従って
行われなければならない。

第１０条規定審騒会

第１節目的

国際大会が、細則に従って、立法案を審議、決定する場合を除き、規定審議会が
IRIの立法機関を成すものとする。

第２節時期および喝所
規定審議会は３年に１度開催される。謙譲会は立法年度に開催される国際大会閉
会予定日の少なくとも120日前に招染されるものとし、その時期および場所につ
いては理事会がこれを決定する。但し、規定審麟会は、ある地域で１度開催きれ
ると、少なくとも２回別の地域で開催されない限り、同一地域で開髄することは
できない。

第３節手続

審瓢会は､正規の手続によって提出されたすべての立法案の審議および決定に当
たるものとし、その決定は､ＲI細則の規定によるクラブの決定にのみ従うものと
する。

第４節鍛團

審識会の職員については細則に規定するところによる。
第５節臨時会合
理事会は、全理駆の90パーセントの投票で、ＲI定款改正のために規定審繊会の
臨時会合を開催しなければならない非常邸態が存在する、との判断を下すことが
できる。理班会は、このような会合の時と鋤所を決め、その趣旨を明らかにする
ものとする。このような会合は､招集目的の非常時に関する理事会提出の立法案
についてだけ審議､決定することができる。このような会合で審議されるNII定案
は､IRI組織規定の各所で明記されている提出締切日や手続に拘束きれない｡但し、
時間の跣す限り、こうした手続を守るものとする。審議会の臨時会合の決定は、
以後、本条第３節に規定するようにクラブの審識に付されるものとする。所定数
のクラブが、このような審議会で採択されたIDI定案に反対するとしても、遡挙人
は､次の国際大会でこのような制定案を修正することはできず､単に承遡または
否決することができるだけである。

第１１条会興

各クラブは半年ごとに、細則に定める人頭分担金を、IRIに納付するものとする。

１８４1995年手続要覧



RI定款12条、１３条、１４条、１５条、１６条

第１２条財団

第１節

ＲＩの財団は、ＲI細則の規定に従って設立、運営されるものとする。
第２節

ＲＩが受領したすべての贈与、不動産遺贈、または金銭または財産の遺賄、財産か
ら生じる収入の遺贈、および､ＲＩの余剰資金は、国際大会の認可を受け、財団の
財産となるものとする。

第１３条会員の名称と徽章

クラブの各会員はロータリアンとして認められ､RIの徽章､バッジまたはその他の
記章を着用する権利を与えられるものとする。

第１４条細則

規定審議会またはRI国際大会は、ＲI管理のために、本定款のほかに、本定款に反
しない細則規定を採択し、また、改正することができるものとする。

第１５条解釈の仕方

RI定款および細則、標準クラブ定款の全部にわたって男性代名詞って男性代名詞(h●,his,him)二
をも含むものとする。

第１６条改正

第１節状況

本定款の改正は、規定審議会において、
（i）出席しかつ投票を行う者の投票の３分の２によってまたは
（ii）細則に規定する通り審議会の決定に正式に反対の意思表示がされた
場合､当該改正案が国際大会に付議されたときにおける国際大会出
席投票選挙人の３分の２の投票で、審議会の決定を承認することに
よって行うことができる。

第２節提案者

本定款の改正はクラブ、地区大会、グレート・プリテンおよびアイルランド内ＲＩ
の審議会または大会､規定審議会、または理事会によってのみ提案されるものと
する。

第３節手続

、１本定款を改正しようとする提案はすべて､規定審議会の開かれるロータ
リー年度の前年度の５月１日までに事務総長の手許に提出きれなければ
ならない。

ZRIの事務総長は､適法に提出されたすべての改正案の写しを、規定審議
会が開催される期日の少なくとも１２０日前までに規定審議会の全榊成員
と各クラブの幹事に郵送しなければならない。

３規定審議会は、適法に提出された改正案､並びにその修正案をひとつひ
とつ審議して、これに対する採否の決定を行わなければならない。
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細則の番号の付け方
細則の本文は、条、節、項の三つから成る。本文は次の通りとなる：

第２条

2.020（節）
2.020.2（項）

前述の例では2.020.2というアラビア数字は、細則第２条第２節第２項を意味し、
単に第2.020.2項と言うことができる。アラビア数字の殿初は細則の条である。次
の３桁の数字（最初の小数点の右の数字）は、当該条中の節を示し、２番目の小数
点右の数字は、節の中に項があるなら、その項を示すものである。
本文中、条と節はゴシック体にしてあるので、見つけやすくなっている。

国際ロータリー細則
条題目頁
１定義………....……….……………………………….………………….……….………………187
２国際ロータリーの加盟会員……………………………….……….…………..……187
３ＲＩ脱会または加盟の終結..…………..……….…………………….………….……….189
４クラブの会員身分傘.…………………………….…………………………………….190
５理事会………….….…………………………….…………………………..……………….193
６役員...……...……..…………….………….…………….....…….……….…………………196
７立法手続.…………………….…………………………………………….……….….…….…200
８規定審議会………………………………….………...……………………………….………203
，国際大会..……………….…………………………………………….………..…………209

１０役員の指名と選挙---股規定….…………………….……………….………………213
１１会長の指名と選挙…….….…………………....………………………....….………215
１２理事の指名と選挙….…..………………….....…………………………………………221
１３ガバナーの指名と選挙………………….……….………………...……………………227
１４管理上の集団と管理上の区域単位………………………...……………….………232
１５地区…..……………………………………….…..……………………………..………….……233
１６委員会……….…………………….……………………..……….…………………..…………237
１７財務事項….…………………………………….………………...……………….………….239
１８名称と徽章……………………………….………………………..………………………….242
１９その他の会合……..….……………….……………………….….….………………………242

２０機関雑誌.…….…….………….…….…...……………..…….……….………………………244
２１ロータリー財団…..…..………..…………………………….…….….………….………245
２２補償.………..…..…..……….………..……..…….….……………....……….…………….…246
２３改正….…….….……………………………………………….….…………….……………….246

＊1”5年規定審議会は「実質的変更なしにＲＩ細則を簡素化する件」という制定案95-148を採
択した。その本文は、他の審識会決定を加え、本要覧に戦っている。その提案には、本条項
中のクラブ会且身分のiili素化も含まれていた。しかし、1”5年規定審議会は95-63を否決し
た。95-63は、ＲI定款を改正し、クラブ会風身分の種類をＲＩ細則に含めるという規定を削
除し､標単ロータリー・クラブ定款においてのみ規定しようというものであった。このよう
なわけで、クラブ会員身分の規定はRI細則にも槻耶ロータリー・クラブ定款にも残ること
になった。この二つの啓類の規定は実質上同一であるが､ＲI細則の簡素化された文章は､標
準ロータリー・クラブ定款の第５条と異なるものとなった。
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国際ロータリー細則

第１条定義

本条の語句は､本細則で使われる場合､他に明確な規定がない限り、次の意味をも
つものとする。

１）理事会：国際ロータリー理事会
２）クラブ：ロータリー・クラブ

３）組織規定：国際ロータリー定款・細則と標準ロータリー・クラブ定款
４）ガバナー：ロータリー地区のガバナー

５）会員：名誉会員以外のロータリー・クラブ会員
６）ＲＩ：国際ロータリー

７）Ｒｍｌ:グレートプリテンおよびアイルランド内国際ロータリーという管理
上の地域単位

８）年度：７月１日に始まる１２カ月間

第２条
2.010. 

202⑪ 

203｡ 

国際ロータリーの加盟会員
RIへの加盟申請
クラブの区域

クラブによる標準ロータリー クラブ定款の採択

2.010．Ｒｌへの加盟申論

クラブのＲＩへの加盟申謂香は理事会に提出するものとする。加盟申請書には、理
事会が定める加盟金を添付しなければならない｡加盟金は､米貨またはクラブの所
在する国の通貨によるそ.の相当額とする。加盟は、理事会が申請を承認した日を
もってその効力を生ずる。

2.020．クラブの区域

RI定款第5条第２節の規定により、明確に区画することのできる都市部か農村地域
が存在し､新クラブの結成に必要な殿低数の職業分類が含まれている場合､一つま
たは二つ以上のクラブを結成することができる。

2.020.1．区域の共有

区域限界を同じくする二つ以上のクラブを一つの地域に結成することができる｡但
し､その区域を既に保持または共有しているクラブの過半数が､区域の共有を承認
しなければならない。承認を必要とするクラブ数が二つだけの場合には、第
2.0203.項に規定きれる、会員の過半数の投票とは､２クラブの連結投票による集計
でなければならない。

2.020.2．区域の割鍍

新クラブ結成のために地域内の既存クラブの過半数が区域の割譲をする場合も､－
つの地域に二つ以上のクラブを結成することができる。この割諌をしたクラブは、
割譲区域の人を自己のクラブに入会させる椎利を留保できる。
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2.020.3．区域の共有または割函の承圏

クラブは､前述の通り、例会における出席会貝の過半数の賛成投票によって、その
区域を割鯛または共有することができる｡区域の割磯または共有に関する議案の通
知は、前記例会の少なくとも１０日前に、会貝に郵送きれていなければならない。

2020.4．区域の共有または割甑の否決および再審鯛
新クラブ結成案が､新クラブの結成が予定されている地域内に区域を有するクラブ
によって、または複数のクラブの場合そのクラブの一つによって、否決された場
合、ガバナーあるいはＲＩ理事会は、結成に反対しているクラブに、この件を、再
審識するよう指示できる。反対しているクラブは､再審識の指示を受けてから６カ
月以内にその反対を再確認しなければならない｡再度反対するには､出席し投票す
る会貝の3分の2の投票を必要とする。票決には定足数の会員が出席していなけれ
ばならない。理事会またはガバナーがこのような再確誕瞥を受け取っていない場
合、理事会は、この区域の共有または割瀬を承翅して差し支えない。

2020.5．区域の共有または割甑を承閉する理砺会の権限
本節の他の規定にもかかわらず､ガバナーの判断で､新クラブ結成のための必要か
つ十分な理由があるなら、理事会は､既存クラブの承遡を得ることなく、区域の割
澱または共有を承遡できる。ガバナーは､その勧告に当たって該当する拡大調充報
告香を提出するものとする。

2.020.6．区域の共有に対する理駆会の承鯛
それぞれ区域限界を異にする､二つ以上のクラブが－つの明確に区画できる地域に
結成されている場合､理事会は、関係クラブすべての申謂があれば､同一の区域限
界を共有するよう指示することができる。

2.030．クラブによる標準ロータリー・クラブ定款の採択
標準クラブ定款は、すべての加盟クラブによって採択されなければならない。

2.030.1．梛塑クラブ定款の改正

標単クラブ定飲は､組織規定に述べられている方法で改正することができる｡かか
る改正は、自動的に、各クラブの定款の一部となるものとする。

2.0302.1922年６月６日よりも前に加盟したクラブ
1922年６月６日よりも前に加盟したすべてのクラブも、標準クラブ定款を採択する
ものとする。しかし､標準クラブ定款と異なる規定を含む定款をもつ、このような
クラブは、その異なる規定の下に運営する資格を有するものとする。但し、異なる
規定の正硫な全文を1989年12月３１日までに理鞭会に送付し､理事会の確誕を受け
ていなければならない｡それぞれのクラブ特有の規定は､そのクラブの標準クラブ
定款の補遺規定であり、時折､改正きれる概準クラブ定款に近づけるため以外には
クラブで改正することはできない。

2.030.3．理駆会による標準クラブ定款の例外承關
理事会は､ＲＩ定軟･細則と矛盾しないクラブ定欺の規定を承認できる。このような
承遡は、その土地の法令および１日晋、または特殊な事悩に従うために必要な場合に限
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られ、また出席している理事会メンバーの３分の２の賛成を必要とする。

第３条

3.010. 

3.020. 

3.030. 

3.０４０． 

Ｒｌ脱会または加盟の終結

クラブのＲＩ脱会

クラブの再結成

クラブを懲戒または除名する理事会の梅限
加盟が終結したクラブの権利の引き渡し

3.010．クラブのＲ|脱会

いずれのクラブも､Ｒ】に対する金銭上その他の義務を完済している限り、加盟から
離脱することができる｡理事会が離脱通告を受理したときは､その離脱は直ちに効
力を生ずるものとし､そのクラブの加盟認証状は事務総長に返還きれなければなら
ない。

3.020．クラブの再結成

加盟を終結させられたクラブが再結成を求めた場合､または同じ土地に新クラブが
結成きれる場合､理事会は､加盟の条件として、このような元クラブに加閣今の支
払を求めるか否か、または、IRIに対する元のクラブの負債の支払を求めるか否か
を、決定することができる。

3.030．クラブを懲戒または除名する理事会の権限

3030.1．不払による終結

会費またはIRIに対するその他の金銭的憤務または承翅されている地区資金負担金
の支払を怠るクラブの加盟は、理事会においてこれを終結させることができる。

3.030.2．機能の喪失による終結

何らかの理由により、クラブが解体し、または例会を定期的に開かず､その他機能
を遂行することができなくなった場合は､理事会が､そのクラブの加盟を終結させ
ることができる。

3.030.3．然るべき理由による懲戒

理事会は、然るべき理由がある場合には、クラブを懲戒処分にすることができる。
但し､問責轡およびこれに関する聴聞の時と場所の通知が､かかる聴聞の行われる
少なくとも３０日前に、そのクラブの会長および幹取に郵送されていなければなら
ない｡そのクラブには､弁護士をその聴聞における自己の代理人とする権利が与え
られるものとする。聴聞を行った後､理事会全貝の多数決をもって、クラブを懲戒
もしくは会員資格停止処分に付し、または､全会一致をもって、クラブを除名する
ことができる。

3.040．加盟が終結したクラブの権利の引き渡し

RIの名称､徽章その他の記章を使用する特典は､そのクラブの加盟会員籍が終結し
たときに消滅するものとする。加盟が終結したときは、そのクラブは､ＲＩの財産に
対する所有樋を失うものとする｡事務総長は､このような元クラブの加閣叙評状を
回収するための措肚をとるものとする。
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クラブの会員身分

クラブ会員の種類
正会員

シニア・アクチブ会員

パストサービス会員

二ｍ会員

名誉会鳳
宗散、報道機関および外交官
公聴

会風身分の制約

RIの醜貝
出席報告

他クラブへの出席

4.010．クラブ会員の種類

クラブの会貝の樋類は、ＲI定款に規定する通り４秘類とする。

4.020．正会員

RI定歓第5条第３節に定められた資格条件を有する者は、これをロータリー・クラ
ブの正会員に選ぶことができる｡正会貝としての資格条件を有するが､そのクラブ
の正会貝の事業または専門職務と同一の職業分類の者は､これを本節の規定の下に
アデイショナル正会貝に選ぶことができる。このようなアデイシヨナル正会員は、
正会員としてのすべての特典を有する。但し、アデイシヨナル正会員は､鞄業分類
の保持者でなく、自らの職業分類の下に他のアデイシヨナル正会員を椎繭すること
はできない。

4.020.1．アデイショナル正会員のカテゴリー

クラブは３柧類のアデイシヨナル正会貝を選ぶことができる。クラブはその３種類
のそれぞれから職業分類を同じくするアデイショナル正会員を1人選ぶことができ
る。

4.0201川第１カテゴリー--推鰯者と同じ職業分類

正会員は推卿者と同じ職業分類に現実に従事している者をアデイショナル正会員に
椎蘭することができる。

4.020.1.2．第２カテゴリー--元ロータリアン

正会員は､その戦業分類の保持者の承諾を条件として元クラブ会員をアディショナ
ル正会風に椎繭することができる｡但し､かつて屈していたクラブを退会した理由

が､本人がそのクラブの区域限界内でそのクラブにおいて本人が分類されていた職

業分類の下に現実に職業活動に従事しなくなったということでなければならない。

4.020.1.3．第３カテゴリー一元ローターアクター

正会員は、その職業分類の保持者の承諾を条件として、ローターアクト・クラブ元
会員をアデイシヨナル正会員に椎]ＩＭＩすることができる。この元ローターアクター

は、クラブの区域限界内に住居または事業所があり、少なくとも４年間一つまたは
いくつかのローターアクト・クラブの会貝であったことがあり、退会した理由が、
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ローターアクト・クラブ会員の年齢の上限に達したか、そのクラブの区域限界外
に移転したということでなければならない。

4.020.2.職業分類保持者の変更

すべてのアデイシヨナル正会員は、クラブの正会員の1人と同じ職業分類をもたな
ければならない｡正会員が職業分類の保持者である｡職業分類の保持者である正会
員が、シニア・アクチブ会員またはバストサーピス会員になるなど､何らかの理
由で､職業分類を保持しなくなった場合､同じ職業分類をもつアディショナル正会
員の1人が職業分類の保持者になる。このような職業分類を有するアデイシヨナル
正会員が1名しかいない場合､このアデイシヨナル正会員が自動的に職業分類の保
持者となる。このような職業分類を有するアデイシヨナル正会員が2名または3名
いる場合、クラブはそのうち１名を選挙して、職業分類の保持者とするものとし、
他のアデイショナル正会員の地位は元のままとする。

4.030.シニア・アクチブ会員

4.030.1．一般的資格条件

正会員またはバスト・サービス会員で､その一つまたはいくつかのクラブにおける
正会員およびバストサーピス会員としての経歴が次の各号に定める要件のいずれ
かに合致している者は、自動的にシニア・アクチブ会員となるものとする：通算１５
年以上会員であった者、あるいは現在60歳以上で通算10年以上会員であった者、
現在65歳以上で通算５年以上会員であった者、現または元ＲＩ役員。

4.030.2元会員

クラブは､かつてどこかのクラブの会員であった者で､会員身分が終結した時点に
おいてシニア・アクチブ会員であった者またはシニア・アクチブ会員になりうる条
件を備えていた者を、そのクラブのシニア・アクチブ会員に選ぶことができる。

4.030.3権利と特典--シニア・アクチブ会員身分の制約
シニア・アクチブ会員は､すべて正会員と同一の権利､特典および資任をもつもの
とする。但し、シニア・アクチブ会員は職業分類を保持せず、また、アディショナ
ル正会員を推薦する権利をもたない。

4.030.4．シニア・アクチブ会員の職業分類を充填する者
クラブは、シニア・アクチブ会員の従事している職業の職業分類の下に､有資格者
を入会きせることができる。

4.040．バスト・サービス会員

バスト．サービス会員は、職業分類を代表しないこと、および第4.020.節によるア
デイショナル正会員を推薦する梅利をもたないことを除き､正会員のもつすべての
権利、特典および責任を有するものとする。

4.040.1．バスト・サービス会員の資格条件
次の者は、バスト・サービス会員に該当する。
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4.040.1凡バスト・サービス会員--引退

現職から引退したが、その他の点では、適格の地位にあったことなど､ＲI定款第５
条第３節の下にロータリー・クラブ会員の資格を備えている人は、これをバスト・
サービス会員に選挙することができる。

4.040.1.2．バスト・サービス会員--職業分類の喪失

本人に落度がないのに他の事情により職業分類を失ってしまう正会員は､クラブ理
事会の決定によって、これをパストサービス会員に選挙することができる。

4.040.2．入会金の免除

現または元会員がパストサービス会員に選ばれた場合､２度目の入会金の支払を
要しないものとする。

4.050．二重会員

同時に､いくつかのクラブにおいて､正会員、シニア・アクチブ会員またはバスト・
サービス会員になることはできない。さらに、いかなる人も同一のクラブにおい
て、会員であると同時に名誉会員の資格を保持することはできない。

4.060．名誉会員

4.060.1．名誉会員の資格条件
ロータリーの理想推進のために称賛に値する奉仕をした人を､二つ以上のクラブで
名誉会員に選挙することができる。

4.060.2．権利および特典

名誉会員は､入会金および会費の納入を免除されるが､投票権をもたないし、クラ
ブのいかなる役職にもつくことができない。名誉会員は、職業分類を保持しない。
しかし､本人が会員となっているクラブのあらゆる会合に出席することができ、そ
の他クラブのあらゆる特典を享受することができる｡名誉会員は､他のクラブにお
いては、いかなる権利または特典も函められないものとする。

4.070．宗教、報道機関および外交官
複数の宗派の各代表者､複数の新聞社および／またはその他の報道機関の各代表者
および複数の国の政府を代表する各外交官は､これらの職業分類の下に正会員とな
る資格を有するものとする｡但し､これらの代表者が組織規定に定められた資格条
件を備えていることを要する。

4.080．公職

一定の任期のあいだ選挙または任命によって公戦にある者は､当該公職の職業分類
の下にクラブの正会員となる資格を有しないものとする。この制約は、学校､大学
その他の教育施設に奉職する者または裁判官に選挙もしくは任命きれた者には適用
されない｡クラブの正会員で一定の任期をもった公職に選挙または任命された者
は、その公職に在任中、以前の戦業分類の下に､引き続き正会員としての身分を保
持することができる。
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4.090．会員身分の制約

細則第2.030.節に規定されてはいるが､いかなるクラブも、Ｒ1加盟年月日に関係な
く、定欺その他の規定によって、人秘､皮脚の色、憎条または国緒に基づき会員身
分をIMI約すること、もしくはＲＩ定款または細則に明白に規定されていない会員身
分の条件を課すことはできない｡本細則本節の規定に反するクラブ定款のいかなる
規定、あるいは、その他のいかなる条件も無効とし効力はないものとする。

4.100．Ｒｌの職員

クラブは、ＲＩに耐用きれている会員の会員身分を保持せしめることができる。

4.110．出席報告

各クラブは､各月の最終例会後直ちに､そのクラブの例会における月次出席報告を
ガバナーに提出するものとする｡無地区クラブの場合には事務総長に提出しなけれ
ばならない。

4.120．他クラブヘの出席

各会員は、いつでも他クラブの例会に出席する特典をもつものとする。
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理事会

理事会の任務
理事会決定に対する提訴

理事会の椎限

理事会の会合

通信による投票

執行委貝会

監査委員会

選挙から任期の第１年目を終わるときまでのあいだの空席

任期の１年目終了後の空席

5.010．理事会の任務

理事会は､ＲＩの管理主体であり、IRIの目的の推進、ロータリーの綱領の達成、ロー
タリーの基本原則の研究と教育、ロータリーの理想、倫理および独創的組織の保
全､並びにロータリーを全世界に拡大する目的のために必要なあらゆることを行う
義務を負うものとする。

5.020．理率会決定に対する提販

理事会の決定は､定時または臨時の国際大会にクラブが提訴する以外に､これを覆
すことができないものとする。かかる提訴は、クラブが、少なくとも２４の他クラ
ブの同意を得て､正式に事務総長に提出しなければならない｡24クラブのうち少な
くとも半数は別の地区内のクラブでなければならない｡提訴も同意も、理耶会の決
定後６カ月以内で、当該国際大会の開仙の少なくとも９０日前までに受理されなけ
ればならない。このような提訴は､クラブ例会で正式に採択された決議瞥にクラブ
の会艮と幹事が証明して行うものとする｡提訴の決定に当たって､代議員が審議す
るのは、理事会の決定を支持するかどうかということだけである。
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5.030．理事会の櫓限
RIの業務を指示・管理

処

5旨歓一細ｕｌＬｌＯｇ６

ﾄ、役目ノミニー、委貝の全部に対する総括的管
然るべき理由がある珊合には、畷ＩＨＩを行つたう

理事会は､ＲＩの役員、役員エレクト、役貝ノミニー、姿只の全部に対する総括的管
理および監督を行うものとする。然るべき理由がある場合には、畷ＩＨＩを行ったう
え、役風、役貝エレクト、役員ノミニー、委貝を罷免することができる。問資轡を
含む通知は、聡I1Hの行われる少なくとも６０日前に、罷免される人に届けられてい
なければならない。このような通知には､聴聞の日時と場所を明記し、郵便もしく
は他の迅速な通信手段によって直接配達されるものとする｡罷免される人は､聴聞
において、弁護人を代理人とすることができる。役員、役瓜エレクト、役員ノミ
ニー、委員を罷免するには、理事会全貝の３分の２の投票を必要とする。また、理
事会は、第6.100.節に規定する権限をも持つものとする。

5.040．理事会の会合

5.040.1．期日、場所および通知
理事会は､理事会が決定する時および場所において開くか､もしくは会長の招集に
よって開くものとする。会合は､通知を必要としない期合を除き、Ｍ１会日の少なく
とも30日前までに､事務総長から、理事会の全日に通知きれなければならない｡理
事会は、各年度に少なくとも２回開かなければならない。

5.0402．定足数

RI定款または細則によってより多くの投票を必要とされる案件を除き､理事会のメ
ンバーの過半数をもってすべての事項を処理するための定足数とする。

5.040.3.年度の最初の会合

次の理事会のメンバーとなる者の会合が､年次国際大会の終了直後にMlIlliきれるも
のとする｡次期会長がこのような会合の時と場所を定めるものとする。このような
会合における決定事項は、７月１日以後に、理事会で、または本条第5.050.節に述
べられている方法のうちのいずれかによって承題されなければならない。承誕後
に、その決定は、初めて効力を発するものとする。

5.050．通信による投票

5.050.1．非公式の会合

理事会は､会合に参加している全員が互いに意見を交換できるような旺話または他
の通俗手段を使って、その会合で発言し、決定することができる。このような会合
への参加は､参加している人または人達が会合に直接出席しているものとみなされる。

5.050.2．非公式の決定
理耶会は､会合を開かないで､理事全員の一致した啓面による同意を得て識事を処
理することができる。
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5.060．執行委員会

理蝋会は､職権上の委員を含め5名以上7名以下のメンバーにより構成される執行
委員会を任命することができる。理事会は、この執行委員会に､理事会の会合と会
合との中間期11M中､理事会に代わって決定を行う椛限の行使を委任することができ
る。このような椎限は、既にＲＩの方針が確立きれている事項に限られる｡執行委
員会は､理馴会によって定められ､本節の規定に背馳しない職務権限によってその
任務を遂行するものとする。

5.070．監査曇図会

理事会は、３名以上5名以内の委員によって櫛成される監査委貝会を設腿するもの
とする。監査委貝会は､ＲＩの財務報告､外部監査､内部の会計管理と内部監査シス
テムを点検するものとする。委員会は､理事会の定める、本節の規定と矛盾しない
職務権限の下に任務を遂行するものとする。

5.080．選挙から任期の第１年目を終わるときまでのあいだの空席

5.080.1．クラブによるノミニーの選出

理駆に選挙された時期と任期の第１年月を終わるときとのあいだに､理事に空席が
生じた場合には､その理事を指名したゾーン内のクラブは､空席となった理事の残
存任期を務める後任の理事ノミニーを選出して､理事会による選挙に備えるものと
する。このような選出は､可能な限り、理事ノミニー選出手続に従って行うものと
する。このような選出手続は会長の定めるところによる。

5.080.2．指名委員会による選出

理事に空席の生じた年度に当該ゾーンに理事指名委員会が設けられていたときは、
その委貝会が､その任務のほかに､空席となった理事の残存期|ｍを任期とする理事
ノミニーの選出に関する任務を行うものとする。

5.0803．元の指名委員会による選出

このような指名委員会が設けられていない場合には､空席となった理事の選出に関
する任務に当たった指名委fl会が､その空席を埋める理事ノミニーの遡出に関する
任務を行うためだけに、会長によって再招集されるものとする。

5.080.4．理事会の選挙

残存任期を務める理事ノミニーを選出した後､理鞭会が､会長の決定するところに
従い、次の理事会において、もしくは通伯による投禦によって、ノミニーを選挙す
るものとする。

5.090．任期の１年目終了後の空席

理事の空席が、その理事の就任第１年度終了以後に生じた場合は、残余の理事が、
空席の生じた当該ゾーン（またはゾーン内のセクション)から理事を選挙するもの
とする。選挙は、会長の決定に従って、次の理事会において、もしくは通侶による
投票によって行うものとする。
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役員

国際大会における役員の選挙

副会長と財務長の選出
事務総長の避挙と任期

理事は再選されない

役貝の資格条件
任期

会長の空席

会長エレクトの空席

副会長または財務長の空席

事務総長の空席
理班の任務遂行不能

ガバナーの空席

役風の報ＥＩＩ

役貝の任務

6.010．国際大会における役員の週挙

年次国際大会において選挙される役凰は、ＲＩの会長、理事、ガバナーとRIBIの会
長、副会長、名誉会計である。

6.020．副会長と財務長の選出

6.020.1．副会長の選出

副会長は、次期会長が理事会の第１回会合で逃任するものとする。

6.020.2．財務長の選出

戦を務めるものとする。

6.030．事務総長の選挙と任期

事務総長は理事会が遡任し、その任期は、５カ年を超えないものとする。その選挙
は、事務総長の任期の股終年の３月３１日までに行われ、選挙後の７月１日に新し
い任期が始まるものとする。事務総長はこれを再選することができる。

6.040．理駆は再選されない

理事として､細則の定める全期間または理事会の定める期1111務めた人は､会長また
は会長エレクトを務める場合を除いて、再度理噸職に就くことはできない。

6.050．役員の資格条件

6.050.1．クラブ会員

RIの各役員は、クラブの暇疵なき会員でなければならない。
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6.050.2．会長

RIの会長候補者は、かかる候補者として推繭される以前にIRIの理事としてその任
期の全部を務めたことのある者でなければならない｡但し､任期の全部に足りない
在職であっても､理事会がこの規定の趣旨に照らして差し支えないものと醒めた場
合はこの限りでない。

6.050.3．理取

RIの理邪候補者は、かかる候補者として推藺される以前にRIのガバナーとしてそ
の任期の全部を務めたことのある者でなければならない｡但し､任期の全部に足り
ない在賦であっても､理事会がこの規定の趣旨に照らして差し支えないものと函め
た鳩合はこの限りでない。

6.060．任期

6060.1．役員

会長および理事を除き、各役員の任期は、選挙後の７月１日に始まるものとする。
但し、特別な事憎のある場合には、理事会は、あるガバナーの任期が、７月２日以
降に始まるものと定めることができる。但し、これは、その年の10月１日以前の
日でなければならない。理事を除き、すべての役員は、１カ年またはその後継者が
週挙されるまで在任するものとする。理事はすべて２カ年、またはその後継者が遡
挙されるまで在任するものとする。

6.060.2．会長エレクト

会長に選挙された者は、次の年度の７月１日から会長エレクトと理班会のメンバー
を務める。会長エレクトは副会長に選ばれる資格はない。会長エレクトは、その任
期を1年１１１１務めた翌年会長を務めるものとする。

6.060.3．理取

各理事の任期は、選挙された年の次の年の７月１日に始まるものとする。

6.070．会長の空席

会艮が空席となった場合は､副会長が会長の地位を継ぎ､そして、その他の理事会
のメg/Z（三の中から新たに副会長を選任するものとする｡璽巫の匁風は､本細則蕊

島職と副会長の両役職が同時に酉購

食性職と副会長の両栂職が同時に空厨 粉合一珂醜今l土手@

蕊繍祷鑿鑿i雲 型IIJは－本細目Ⅱ鯉

6.080．会長エレクトの空席

6.080.1．次期国際大会前の空席

次の国際大会の閉会前に会長エレクトに空席を生じた場合は､会艮指名委興会は、
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かかる会長エレクトが会長を務めるはずであったロータリー年度の会長ノミニーを

改めて選出しなければならない。このような選出は､できるだけ早く、定例委員会
か緊急委員会において行わなければならない｡このような会議を開くことができな

い場合は、郵便または旺信による投票によって選出を行うことができる。

6.080.2．指名委員会手続による空席の補充

指名委員会は、第11.060節と第11.070.節に従って既に遇出した会長ノミニーを繰

り上げて会艮ノミニーに指名できる。このような場合､委貝会は､会長エレクトと

して改めてノミニーを逆出しなければならない。

6.080.3．空席を補充するに当たっての会長の任務

会長が､会長エレクトに生じた空席を補充するための指名手続を決定する｡その手

続には､クラブに送付すべき委員会の報告およびクラブによる指名に関する規定が

含まれていなければならない。その規定は、時ＩＭＩ的に可能な限り、第11.060.節、第

11.070.節、第11.080.節に従ったものでなければならない。空席の生じた時期が国

際大会に近すぎて､大会に先立ち、委凰会の報告を全クラブに郵送し、クラブが対
抗候補者を指名する時lMl的余裕がない場合､事務総長は､可能な範囲内で委員会の

報告に関する通知を行うものとし､また国際大会の議場におけるクラブ代議員によ
る対抗候補者の指名が肝きれるものとする。

6.080.4．就任直前の空席

国際大会の閉会後から会長就任の直前のあいだに､会長エレクトに生じた空席は､７
月１日に空位になっているものとみなし、第6.070節に従って補充するものとする。

6.080.5．空席に関する不測の車態

本節に規定されていないような不測の事態が起こった鰯合､会長が､とるべき手続

を決定するものとする。

6.090．副会長または財務長の空席

の任期を務めさせるものとする

6.100．事務繕長の空席

IIJ務総長に空席が生じた場合､理耶会は曇高5年を任期とするロータリアンを璽塗
その任期は理事会が決定した日をもって効力を発するｃするものとする。

6.110任務通行不能

理事会のメンバーがその伯

ちにその職を失

6.120．ガバナーの空席

6.120.1．理事と会長の権限

理事会は､我存任期中ガバナーの空席を埋めるために､資格条件を傭えたロータリ
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アンを選挙する権限を有するものとする｡会長は､理事会によってその空席が補充
されるまで資格条件を備えたロータリアンを､アクテイング･ガバナーとして任命
することができる。

6.120.2．ガバナーの一時的任務遂行不能

ガバナーが一時的にその任務を執り行うことができない場合､会長は資格条件を備
えたロータリアンをアクテイング・ガバナーに任命することができる。

6.120.3.7月１日にガバナーが地区に不在

ガバナーが年次国際大会において選挙された後地区外にあって７月１日までに地区
に戻ることのできない場合、直前ガバナーは、ガバナーが地区に帰って来るまで、
引き続きガバナーの職務を執り行うものとする。

6.130．役員の報酬

事務総長は報酬を受ける唯一の役員とする｡理事会がその報酬額を定めるものとす
る。

6.140．役員の任務

6.140.1．会長‘

会長は、RILの最高役員とする。会長は：

lhLすべての国際大会およびすべての理事会の会合を主宰する
璽務総長の仕事を見笠、、事務総長に助言する；に）

(e）その職責に風するその他の任務を執行する。

6.140.2.会長エレクト

会長エレクトは、理事会のメンバーとしての任務および権限のみをもつものとす
る。但し、会長または理事会はこれにその他の任務を与えることができる。

6.140.3．事務鯰長

鑿熱蘂篝i鵜蕊騨鑿簔鴬嚢
の報告は、理事会の承遡を経たうえ、年次国際大会に提出しなければならない。事
務総長は､理事会の要求する金額と保証人を､誠実な任務遂行の保証として提供し
なければならない。

6.140.4．財務長

祭大会で報告するも@
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第７条立法手続

7.010．立法案の種類

7.020．立法案の提出者

7.030．立法案の正式な提出手続

7.040．立法案の審査

7.050．理事会での立法案の審盃
7.060．非常事態における立法案の審議

7.010．立法案の種類

組織規定を改正しようとする提案は､制定案と称する｡組織規定を改正することを
目的としていない提案は、決識案と称する。

7.020．立法案の提出者

立法案の提出は、クラブ、地区大会、RIBI審議会または大会､規定審議会、および
理事会において行うことができる。理事会は、管理委風会の事前の承諾なしには、
ロータリー財団に関する立法案を提出できない。

7.030．立法案の正式な提出手続

正式に立法案を提出したとみなきれるためには､立法案がそれぞれの締切期日まで
に受理されたうえ､次のことを轡きしるした趣旨説明番が添付されていなければな
らない：（１）立法理由；(2)その目的を達成する方法；(3)ほかにどのような効果

があるか。

7.030.1．クラブ提出の立法案を地区で審鍛

クラブの立法案は必ず地区大会またはRIBI地区審議会に提出のうえ、この立法案

に対する賛否について票決を受けなければならない。地区大会またはRIBI地区審

議会に立法案を提出する時1M1的余裕がない珊合､ガバナーの実施する郵便投票を通
じて地区内クラブの票決を求めることもできる。この郵便投票は、第13.040.節の

手続にできるだけ沿った形で行うものとする｡事務総長に送達される立法案は､地

区大会またはRlBI地区審餓会で辮織されたことと、その票決による賛否とを明記

したガバナーの証明響を添付するものとする。クラブは､地区大会の賛否にかかわ

りなく、審識された立法案を事務総長に送付しても差し支えない。

7.030.2．制定案の締切日

本細則を改正しようとする立法案は､すべて規定審齪会の開かれるロータリー年度

の前年度の５月１日までに、ＲI事務総長に提出されなければならない。

7.030.3．決鍛案の締切日

決議案は、審餓会の開かれるｇｏ日前までに、欝面をもって、これを事務総長のも

とに届けなければならない｡但し､審識会または理事会の提出する決議案について
は、容識会が閉会するまでこれを受理し、その票決を行うことができる。

7.040．立法案の審査

定款･細則委側会は､事務総長に提出されたすべての立法案を点検し､審繊会に回
付する。
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70MIO.Ｌ理事会に代わって、立法案の欠点を訂正するために適切な修正を提案者
に勧告する。

7.040.2．理事会に代わって、実質的には同種の立法案の提出者に、その提案に代
わる折衷案を勧告する。

7.040.3．提案者達が折衷案に同意しない場合、同菰の提案の趣旨を最もよく表現
するような代案を事務総長から審議会に回付するよう理事会に勧告する。

7.040.4．立法案が正規の手続で提出きれていない、あるいは、不備、または、あ
いまいである、と委員会が決定し､提案者に不愉やあいまいさを示唆したが､受け
入れられなかった場合、事務総長が審議会に回付しないよう理事会に勧告する。

7.050．理事会での立法案の審査理
し
る

次細則委員会によって）

,ぱ､提案者にその旨彌僕
法案本文の全部を点検
できれば修正を勧告す

7.0501．同１mの制定案

需触騨梛のI､定率力潤f1郡てし{る勘合理事会(理EII会に代わって定紋．
遡則逵旦含些_と_ユエLは､提案者達に折衷案を勧告できる｡提案者述が折衷案に同
意しない場合､理事会は、定款･細則委員会の勧告に基づき、鞭務総艮に対し、同
種の提案の趣旨を殿もよく表現するような代案を審識会に回付するよう指示でき
る。このような折衷案と代案の制定案は、所定の締切日に拘束されない。

7.050.2.審鵬会に回付されない制定案

理事会が､定欽･細則委員会の助言に基づき、制定案が正規の手続で提出されてい
ない、あるいは、大幅に不傭、または、あいまいである、と決定し、提案者に代案
を示唆したが､受け入れられなかった場合､理事会は、その制定案を審識のため審
鐡会に回付しない旨指示できる｡理事会がこのような決定をした場合は､事務総長
が提案者にこの旨通告するものとする。この場合､審識会でこの制定案を審議する
には、その提案者は、審議会議員の３分の２の同意を得なければならない。

7.050.3．プログラムの範囲内にない決艘案
理事会
を点検

決定し

里繋会に代
顧可【今不

すべての決繊案の本文
プログラムの範囲内と

決定した決畿案を審議会に回付するよう事務総長に指示しなければならない｡理事
会が定款・細則委員会の勧告に基づいて、決議案がRIのプログラムの範囲内にな
いと決定した場合､理事会は、審議のため審議会に回付しない旨、指示できる。理
印会がこのように決定した場合､提案者に審議会の開会に先立ってその旨通告しな
ければならない。この場合、審議会でこの決識案を春縦するには、その提案者は、
審識会職員の３分の２の同意を得なければならない．

7.050.4．同種の決醗案

実質的には同菰の決識案が提出されている場合､理事会
細則委員会によって)は､提案者達に折衷案をｉｉｉ告できノる。提案者達が折衷案に同
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意しない場合、理事会は、 、事務総長に対し、同

種の提案の趣旨を最もよく表現するような代案を審繊会に回付するよう指示でき
る。このような折衷案と代案は、所定の締切日に拘束されない。

7.050.5.審鱗会に立法案と修正案を回付

事務総長は、適法に提出された立法案を審識会に回付しなければならない。また、
審議会開会の少なくとも２カ月前までに提案者から事務総長に提出された､立法案
の修正案もすべて審議会に回付しなければならない。

7.050.6．制定案の公表

事務総長は、制定案染を、審議会が開かれる日の少なくとも120日前までに、審議
会全栂成員と各クラブ幹事宛に各1部郵送しなければならない。

7.050.7.審殿会における立法案の審繊

審識会は､正規の手続で提案きれた立法案並びにそれらに対する修正案を瀞識して
これに対する決定を行わなければならない。

7.050.8．国際大会へ提出される決眠案

管理､運営上の砺項に関する決議案という形式の立法案は､規定瀞織会が開かれる
ことになっていない年には､理事会がこれをその年の国際大会の審鍍に付すことが
できるものとする。このような立法案は､本細則第8条の定める処理方法によらず、

国際大会で審餓することができる。但し、このような決級案は、すべて理事会がそ
の提案者となり、その審磯が行われる国際大会の開かれる75日前までに事務総長
に提出されなければならない。事務総長は、その国際大会の開かれる６０日前まで
に、立法案を各ロータリー・クラブに郵送するものとする。

7.050.9．決鍛案の採択

決議案という形式の立法案は､審識会における審議､採決に当たって､審識会に出

席し、投票する代表議貝の少なくとも過半数の賛成投禦で、採択することができ

る｡国際大会のときは､国際大会に出席して投禦するクラブ代議貝の投票樋数の少
なくとも過半数の賛成票によって、採択することができる。

7.060．非常駆態における立法案の審搬
理事会は、理邪の３分の２の多数によって、非術事憩の存在することを宣百し、次

のように立法案を審議する権限を有する：

7.060.1.審麟会で審醗される非常時立法毒

RIの定款を改正するものでない立法案は、第7.030.節および標単クラブ定款第１７
条第３筋に規定されている提出締切日を過ぎても審議会で審議できる。但し、時間

的に可能な限り、これらの規定に定められている手続に従うものとする。

7.060.2．国際大会で審鰻される非常時立法案

RIの定款を改正するものでなく、理事会以外の者が提出した制定案､および理事会
が提出した管理、運営上の事項以外の問題に関する決識案は、第7.030.節、第
7.040.節および標準クラブ定款第17条第３節に定められた手続を経ないで、国際大
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会において、その票決を行うことができる。但し、時川的に可能な限り、これらの

規定に定められている手続に従うものとする。

7.060.3．立法案の採択

非常班態下にこれらの規定に基づいて規定審議会または国際大会で立法案を採択す

るには、出席者の投票の３分の2の賛成票を要するものとする。

条
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

８
ｍ
陀
肥
叫
砺
卵
切
明
明
扣
川
旭
旧
洞
帽

第
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
８
ａ
８
ａ
ａ
ａ
ａ

規定審腿会

審議会級風

審議会繊貝の資格条件
審議会代表議員の任務

役員とその任務

選挙人による代表齪貝の選挙

郵便投票による代表議員の選挙
通知

信任状委員会
特別識風

審議会の定足数

審議会手続

審議会起草委員会

審議会の決定

開催地の選定

審議会の臨時会合

8010.審識会鰄員

審議会は､以下に述べる投票椎を有する識貝と投票権を有しない議員によって撫成
される。

8.010.1．代表殿員

第8.050.節および8.060.節の規定により、各地区ごとに１名の代表議員が地区内ク
ラブから選挙される｡無地区クラブは､それぞれ､自分に好都合と思う地区を選び、

その地区の代表餓貝に､目クラブを代表させるものとする｡代表識貝は投票椎を有
する譲貝とする。

8.010.2．餓長、副鰻長、餓駆運営手純の専門家
審識会職長、副餓長、識事迦営手続の専門家は、次期会長が審餓会の直前年度に選

出するものとする。議長および副議及は、議長席にあって可否同数の場合、これを

決定する投票を行うことができるが､それ以外の場合には､投票権を有しない議員
とする。

8.010.3,特別眠員

RI定軟･細則委風会の委員は､審議会の投票権を有しない議貝で､審議会における

特別職員として、後段で規定する任務に当たるものとする。

第６部一組織規定 203 



RI細則８条

8.010.4．会長、理事および顛務総長

会長、他の理邸および事務総長は、審議会の投票権を有しない議員とする。

8.010.5．元会長および元事務総長

元RI会長全瓜、および駆務総長を10年以上の期間にわたり務めた者は審議会の投
票樋を有しない識員とする。

8.010.6．管理委員

管理委貝会の選んだロータリー財団管理委員は審議会の投票権を有しない議員とす
る。

8.020.審騨会遜員の資格条件

8.020.1.クラブ会員

審議会の識貝は、いずれも、クラブの会員でなければならない。

8.020.2．元役員

各代表瓢側は､選挙時に､ＲＩ役貝として全期､務めたことがある者でなければなら
ない。しかし、元役貝が地区内で得られないということを当該ガバナーが証明し、
RI会長の同意が得られたときは､ガバナーとして全期務めていないロータリアンや
次期ガバナーを週んでも差し支えない。

8.020.3．被遡資格がない

RIもしくは地区またはクラブの常勤､有給の職員は､審議会の投票権を有する議貝
となることができない。

8.030.審澱会代衷醗員の任務

代表搬貝は、次の任務を有するものとする：

（a)地区大会およびその他の地区の会合で、立法案を討議すること；
（b)地区内のロータリアンの意向をよく知っておくこと；
（c)辮職会に提出された立法案のすべてに批判的な検討を加え、審議会に、立法
案に対する見解を的確に伝えること；

（｡)ＲＩの公正な立法当務者として行動すること；
（e)審織会の会縦に、会期の全部を通じ、出席すること；
（、審識会終了後、地区内の各クラブに、審識会の審識に関する報告をすること。

8.040．役風とその任務
審識会の役貝は、繊長、則識長、議事運営手続の専門家(parliamemanan)および幹
事から成る。

8.040.1．鰡長

識長は､審繊会の会識の司会者となり、この細則および会議運営手続規則の関係規
定に掲げられている戦勝、並びに通常その噸資に属する任務を行うものとする。
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8.040.2．副鍛長

副議長は、議長の決定または他の事梢によって、司会を務めるものとする。また、
副縦長は、畿長の決定により識長を補佐するものとする。

ａ040.3．繊事運営手続の専門家

議事運営手続の専門家は､鍛蠣運営手続に関する件で議長と審識会に勧告､助言す
るものとする。

8.040.4．幹事

事務総長は、審蛾会幹事となる。但し、会長の承泌を得て、自分に代わって幹事を
務める者を任命することができる。

8.050．選挙人による代表鰻員の選挙

8.050.1．選挙

第8.060.節に定める場合を除き、代表磯貝および補欠議員は、審議会の開かれる
ロータリー年度の前のロータリー年度のその地区の年次大会において選挙されるも
のとする。Ｒｍｌにおいては、クラブ代表議員および補欠議員は、審議会の開かれる
年度の前の１０月２日以後に開かれる地区審議会において選挙されるものとする。

8.050.2．資格要件

ロータリアンが､審議会における代表識員となることを認められるためには､審議

会におけるクラブ代表議員としての資格要件をよく調べたうえ､次のことをしたた
め、これに署名した瞥面を、事務総長に提出しなければならない。

8.050.2.1-代表瓢貝の資格要件、任務および責任をはっきり心得ていること。

8.0502.2．前記の任務と責任を引き受け､それを賊実に履行するための資格要件、
熱意および能力をもっていること。

8.050.2.3.審説会の会議に、その会期の全部を通じ、出席すること。

8.050.3．指名

地区内のクラブは､選ばれたうえは､進んでその任務に服する用意のあることを表
示している者で､審識会識貝となる資格のあるクラブ会員を代表議員に指名するこ
とができる。クラブは、その指名を文轡で行うものとする。その文瞥にはクラブ会
長と幹事の署名がなければならない。この指名文符は、ガバナーに提出され､地区
大会においてクラブの投票に付せられるものとする｡地区大会の選挙人は､代表議
員の週挙に１票を投じる楠利を与えられるものとする。

8.050.4．代表殿員と補欠甑風

最高票数を得た候補者を審識会代表議貝とする｡第２位の票数を得た候補者を補欠
議員とし、議員が務めを果たし得ない場合にのみその任につくものとする。
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8.050.5．代表識員の候補者が１名のみ

地区で候補者に指名された者が1名のみであった場合は､投票を行わないものとす
る。ガバナーはその被指名者を審議会における代表識風として公表するものとす
る。

8.050.6．代表餓員も補欠殿員も務めを果たせない場合
代表議鳳およびその補欠議員が務めを果たし得ない場合は､ガバナーは､地区内ク
ラブの他の適格の会員を審議会における代表識貝に指名することができる。

8.060．郵便投票による代表殿員の選挙

8.060.1．理事会による郵便投票の承翻

事悩によりその必要のある場合は､理事会は､地区に対しその地区の審譲会代表議
貝または補欠議員を郵便投票によって選ぶことを鯉めている。その鍋合ガバナー
は､その代表譲貝の指名に関し公式の要調書を作成してこれをその地区内各クラブ
の幹事にもれなく郵送きせなければならない｡指名は､すべて欝面により、そのク
ラブの会長および幹事がこれに署名することを要する｡これらの指名轡はガバナー
の定める期日までにガバナーの許に届くことを要する。ガバナーは､推聴された有
資格被指名者をアルファベット順に載せた投票用紙をつくらせこれを各クラブに郵
送させたうえ、郵便投票を実施すべきものとする。ガバナーの定めた期日までに、
自分の氏名を投票用紙から除外することを瞥面で要HIHした候補者は除くものとす
る。各クラブは、会員数の25名ごとに】蕊または端数が13名以上の場合さらに１
黙の割合で投票権を有するものとする。クラブの投票樋の数は､週出の行われる月

在における会貝数に基づくものとする｡各クラブ
るものとする。ガバナーは、本項に規定する郵便

の

I土少なくともｌ票の投票権を有するものとする。
投票手続を実施することを目的とした委貝会を任命することができる。

8.0602．郵便投票による選挙

地区大会に出席し投票する選挙人の多数決をもって､霧歌会代表齪貝および補欠議
貝を郵便投票によって選出することができる｡郵便投票は､年次地区大会が開かれ
た月の翌月に、実施きれるものとする。この郵便投票は、第8.060.1.項に掲げられ
ている規定に従って実施されなければならない。

8.070．通知

8.070.1．代表鰻員を事務緯長に報告

審議会の代表議員および補欠議貝の氏名は､遇出後直ちに､ガバナーから鞭務総長
に報告されなければならない。

8.070.2.審鰻会代表繊員の氏名の公表

審識会の少なくとも30日前までに、事務総艮は、ガバナーから報告を受けている
審識会代表議員の氏名と､審議会の時と場所を知らせる通知を代表級貝に発行しな
ければならない。
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8.070.3．議長、副餓長および鍛事運営手続の専門家の氏名の公表
議長､副議長および議事運営手続の専門家の氏名は､事務総長からすべてのクラブ
に、これを発表する。

8.080．信任状委員会

会長は､信任状委員会を任命しなければならない｡信任状委貝会は､審識会の開か
れるiiiに審議会の開催される場所において会合して､信任状を審査し､その査証を
しなければならない｡委貝会の決定はいかなる場合でも､審議会がこれを審査する
ことができる。

8.090．特別搬員

立法案の発表直後に、審議会餓長は、直ちに、一定の立法案件を指定して、これを
各特別識貝に付託するものとする｡各特別議員は､割り当てられた立法案件すべて
を検討し、各案件について、その趣旨、その背殿、その影靭およびその採択に対す
る賛否の意見を審議会に報告する用意をしなければならない。

8100.審識会の定足数

投票椎を有する審議会議員の3分の１を定足数とする。投票権を有する各議員は投
票に付せられた各案件につき１票のみを投じる椛利を有する。審議会においては、
委任状による代理者の投票を題めないものとする。

8.110.審籔会手続

8.110.1．会鍛運営手続規則

第8.120.節の規定に従って、審議会はその都度､譲事の運営に必要と考える手続規
則を採用するものとする。かかる規則は本細則に沿ったものでなければならない。

all0.2．異餓の申し立て

議長のいかなる裁定にも異識を申し立てることができる｡議及の決定を殺すために
は審議会の過半数の投票が必要とされる。

8.120.審繊会起草委員会

議長および副議長關特別識目をもって撫成する審議会起草委貝会を設ける｡審議会
議長は、起草委貝会の委貝長となる。

8.120.1．起草委員会の任務

起草委員会は審鍛会の会議迎営手続規則と立法案の審議順序を推奨する。また､起
草委瓜会は、委員会または審議会が、立法案またはその修正案の中に、不備な点、
首尾一貫していない点または、その他の欠点を見つけた場合､できれば､それを直
すために必要な修正を審識会のために起草､改訂する。起草委貝会は、審餓会の採
択する制定案が十分効果を発揮できるように､細則と標準クラブ定款の関係箇所の
修正文案を作成する。言らに、関係箇所の修正を明示した審議会報告轡を作成す
る。

第６部一組織規定 207 



RI細則８条

8.130.審躯会の決定

8.130.1．繊長の報告

審議会識長は、審議会終了後1ｏ日以内に、審識会の決定に関する詳細な報告を事
務総長に提出しなければならない。

8.130.2．駆務韓長の報告

事務総長は、各クラブの幹事に対し、審議会が採択した立法案のすべてについて、
審議会の行った決定に関する報告轡を送付するものとする。この報告轡は､審議会
開１M年度に開かれる国際大会の閉会予定日の90日前までに送付されなければなら
ない｡報告書には､審議会の行った決定に対し、反対の意思を表示しようとするク
ラブのために、その表示に用いる書式を添付しなければならない。

8.130.3.審職会の決定に関する反対
立法案の採択に関する審議会の決定に対して反対の意思を表示したクラブからの轡
式は、クラブ会長の誕証を要するものとし、かつ､立法年度の国際大会閉会予定時
刻の24時間前に事務総長の許に届くように、提出されなければならない。

8.130.4．率務総長による国際大会での審鍛会決定報告
事務総長は､審瓢会の決定に対して反対の意思を表示したクラブからのすべての護
式を検査して、これに関する計算表をつくるものとする。事務総長は､国際大会最
終日の般初の識事として､代議員にこの計算の結果を報告し、本細則に従って、ク
ラブ代識貝が審識､決定することとなる立法案について､クラブに報告するものと
する。

Ｂ､130.5.審騒会の決定の無効と国際大会の審鍛
クラブ全部の行使しうる投票数の10パーセント以上に当たるクラブが、反対の意
思を表示した瞥式を事務総長に提出した場合は､その立法案にIMIして審繊会の行っ
た決定は無効とされるものとし､その立法案は､事務総長によって国際大会に提出
され､クラブの投票代議員の審議並びに投票用紙による股終表決に付せられるもの
とする。投票は、第9.040.節から第9.060.節、第9.110.節およびRI定款第９条に記
載されている国際大会投票手続に沿って行われるものとする。

8.130.6.審鰻会決定の発効日

各立法案について審議会または国際大会の行った決定は審議会直後の７月１日にそ
の効力を生じるものとする。

8.140．開悩地の選定
RI定紋第10条第２節の規定に従って、審議会MII&地を遇ぶに当たり、理騏会は、
ロータリアンが国赫だけを理由として参加できないことのないようあらゆる努力を
払わなければならない。
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8.150.審鎚会の臨時会合

8.150.1．通知

審識会の臨時会合はRI定軟第10条第５節に従い､理事会が招染することができる。
臨時会合とそこで審議する制定案の通知は、開IMi予定日の６０日前までにガバナー
に郵送きれるものとする。ガバナーは、直ちに地区内クラブに知らせたうえ、地区
の代表者として審識会に派ｉｎするロータリアンの氏名をできるだけ早く駆務総長に
報告するものとする。

8.150.2．代表職員

臨時会合で地区内クラブを代表するのは､一番最近の審議会代表議員である。この
人が代表議員を務めることができず､その意思もない場合､地区は一番蛾近の規定
審譲会補欠議貝を地区の代表者とするものとする｡この人もまた代表議貝を務める
ことができず、その意思もない場合、ガバナー、あるいは、ガバナーから指名され
た別の人が、本細則の下に地区内クラブを代表するものとする。

8.150.3．制定案の採択

審瓢会の臨時会合で制定案を採択するには、出席し、投票する人の３分の２の賛成
投票が必要とされるものとする。

ａ150.4．手続

通常の審議会のために定められた手続が､臨時会合にも適用される。但し、次の二
つは例外とされる：

8.150.4.1．決定の報告

第８｣30.2.項に規定きれる決定の報告は、臨時会合終了後１５日以内に、各クラブに
送付するものとする。

8.150.4.2．決定に対する反対の意思表示

クラブが審議会圃時会合の決定に反対するには、報告が送付されてから、２カ月以
内にその意思表示をしなければならない。

8.150.5．決定の発効日

クラブがこのような決定に反対の意思表示をする投閑が､所定数､提出きれなかっ
た場合､事務総長がクラブに審識会の報告を送付してから2カ月後に審議会の臨時
会合の決定は効力を発するものとする。クラブの反対が所定数に達した場合､審議
会臨時会合の採択した制定案を支持した国際大会が閉会したときに､この決定は効
力を発することになる。

第９条国際大会

9.010．国際大会の時期および場所
9.020．国際大会の招集

9030．国際大会役貝
9.040．国際大会代瀧員
9.050．代議員の僧任状
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特別代識只
登録科

国際大会の定足数

個任状委貝会
遡挙人

選挙管理委貝会
役風の逝挙

国際大会プログラム
代瓢風の座席

特別協議会

9.060. 

9.070. 

9.080. 

9.090． 

9.100. 

9.110. 

9.120. 

9.130. 

9.140． 

９．１５０． 

9010．国際大会の時期および増所
理事会は､国際大会が開催される年の5年前までに年次国際大会の日および塒所を
決定し､その国際大会の開他のためにあらゆる準術手配を行うことができる｡国際
大会開I11i地を選ぶに当たり､理事会は､ロータリアンが国籍だけを理由として参加
できないことのないようあらゆる努力を払わなければならない。

9.020．国際大会の招集

国際大会の少なくとも６カ月前に､会長は年次国際大会の公式招待状を発表し、小
務総長がこれを各クラブに郵送しなければならない｡臨時国際大会の招待状は､開
催日の少なくとも６０日前に発せられ、郵送きれなければならない。

9.030．国際大会役員

国際大会の役貝は､会長､会長エレクト､副会長､財務長､塾壁違量並びに国際大
会委員長と会湯監督とする。会長が会場監督を任命するものとする。

9.040．国際大会代繊員

9.040.1.代職員

各代議貝およびその補欠者は､委任状による代搬貝を除き､本人の所属クラブの会
員でなければならない。

9.040.2．補欠代繊員
クラブは、その代議風を選任する場合に、各代繊瓜ごとに1名の補欠代議員を遇ぶ
ことができる。さらにその補欠代議員が必要な瀦合の任務を行うことができなく
なったときには、第２の補欠代議貝を選ぶことができる。補欠者は、自分がその補
欠者となっている代議員が欠席した場合にのみ投禦を行うことができる｡第２補欠
者は、自分のクラブのどの代議員のためにも、その代議風の補欠者が欠席した坊
合、その代鋼員の代わりを務めることができる。補欠者が代議員に代わる場合に
は､国際大会に提出きれた案件に対し､自分がその補欠者となっている代議員が投
票しうる票数と同数の投票を行うことができる。

9.040.3.代眠凰の交替手続

補欠者が代繊員に代わる場合は信任状委貝会に通知しなければならない｡このよう
にして､補欠者が代議員に代わった場合､その補欠者は、その大会が終了するまで
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引き続き代議員として務めるものとする。大会開IMi地のクラブの代議員について
は､信任状委員会は､補欠者が代議員に代わる場合を一つまたはいくつかの会繊に
ついて翅めることができる｡但し､その代議員が大会の運営に関する仕事に携わっ
ていて、大会の会繊に出席することが不可能な場合に限られる。信任状委員会は、
事前にこのような交替の仕方について正式に通知を受け､それを承知していなけれ
ばならない。

9.040.4．委任状による代理者

国際大会にクラブを代表する代議員またはその補欠者をもたないクラブは､RI定款
第９条第３節(a)項に基づく数の投票樋の行使を代理者に委任することができる。
その委任状による代理者は､同一地区内のどのクラブの会瓜であっても差し支えな
い｡無地区クラブの場合は､いずれかのクラブの会員を委任状による代理者に指定
することができる。

9.050.代鍛員の信任状

すべての代識貝､補欠者､委任状による代理者の権限は、自分が代表することにな
るクラブの会長および幹事の野名した証明書によって証明されるものとする｡代議
貝､補欠者､および委任状による代理者が投票するにはこれらの証明轡は､すべて
その国際大会の信任状委貝会に提出されなければならない。

9.060．特別代鰻員

RIの各役風および現在もクラブで会且身分を有するＲＩの各元会長は、これを特別
代議員とし､国際大会の投票に付せられた各案件に対して1票を投じる権利を有す
る。

9.070．登録料

国際大会に出席する16歳以上の者は、すべて登録して登録料を支払わなければな
らない.登録料は理事会が定めるものとする。代議貝または委任状による代理者
は､その登録科を支払うまでは､国際大会において投票する権利を有しないものと
する。

9.080．国際大会の定足数

9.080.1．定足数

全クラブ数の6分の1を代表する代議員および委任状による代理者をもって、国際
大会のすべての本会錘における定足数とする。

9.080.2．定足数の不足

本会議において定足数の有無が問題となった場合、議長の定めた時川内において
は､票決を要する決定を行うことができない｡この時間は半日を超えないものとす
る。この時間が過ぎたときは、定足数にかかわりなく、正当に上程された場合と同
梯に、その案件の決定を行うことができる。

、

9.090．信任状委員会

会長は、国際大会閉会前までに信任状委員会を股IITするものとする。同委員会は、
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会長の決定する少なくとも５名の委員から成るものとする。

9.100．選挙人

正規の信任状を有する代議員､委任状による代理者､および特別代議員が国際大会
の選挙体を榊成するものとし、これらを選挙人と称す。

9.110．避挙管理委員会

9.110.1．任命と任務

会長は､国際大会において選挙人の中から選挙管理委貝会を任命しなければならな
い。この委貝会は､投票用紙の配布、集計を含め、その国際大会におけるすべての
投票を司るものとする。この委員会は、会長の定める５名以上の選挙人から成るも
のとする。４１務総長は、すべての投票用紙印刷の賛任を負うものとする。

9.110.2．役員の選挙の通知

会長は役風の指名および選挙を行う場所および時１１Mについて選挙人に通知しなけれ
ばならない。このような通知は国際大会の第１回本会識で行うものとする。

9.110.3．委員会の報告

選挙管理委貝会は､投票の結果を遅滞なく大会に報告しなければならない｡その報
告は委貝会の過半数によって署名されなければならない｡委員会委員長は全投票用
紙を保管しなければならない｡委員会の報告が採用された後､委員会委貝髭は全投
票用紙を破棄しなければならない｡但し大会が別段の指図を行った場合はこの限り
でない。

9.120．役員の選挙

9.120.1．投票椎を有する選挙人

選挙人は各役貝に対し１票の投票権を有する。

9.120.2．投票

すべての役興の遡挙は無記名投票によるものとし､３名以上の候補者がある場合の
投票は単一移娘式投票の方法によるものとする｡一つの役職に対してノミニーがた
だ１名の珊合は、選挙人は、口頭による投禦によって、事務総長に意思表示してそ
のノミニーに対する選挙人の統一投票を行うことができる。

9.120.3．過半数の投票

前述各役職ごとに投じられた票のうち､過半数の票を得たノミニーがそれぞれ当該
役職の当選者と宣言きれるものとする。必要な場合には第２選択以下全遡択投票を
も計算に入れるものとする。

9.120.4．国際大会へのノミ二一名の提出。
正規の手続を経てＲＩ会長、理事、ガバナー、R1BI会長、副会長、名誉会計に指名
されたノミニーの氏名は事務総長に証明され､JjI務総長から選挙のため国際大会に
提出されるものとする。
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9.130．国際大会プログラム

国際大会委員会が報告し､理噸会によって承認され､そして国際大会が採択したプ
ログラムが全会議の日程となるものとする。プログラムは､出席代議員および委任
状による代理者の３分の２の投票によって随時変更することができる。

9.140.代鍛員の座席

信任状委貝会に対し正式に資格を証明した代雛員の数に等しい数の座席が､これら
代縦貝専用のために各本会繊場に確保されるものとする。

9.150．特別協鍛会

国際大会においては､その都度､クラブの結成されている国または国のグループの
ロータリアンが集まって､特別協議会を開肢することができる｡理事会または国際
大会は､いずれの国または国々のロータリアンがこのような特別協議会を開催する
こととするかを随時決定して大会委瓜会にそのために必要な指示をしなければなら
ない｡この協識会においては､特に関係の国または国々に属する問題を協議するこ
とができる｡会長は協議会の招集者を指名し､その協畿会運営のためにできるだけ
国際大会に準じる手続規則を定めて発表しなければならない。協議会を開いた時
は、その議長および幹事を遺挙しなければならない。

第１０条

10.010. 

10.020. 

10.030. 

10.040. 

10.050. 

役員の指名と選挙一一般規定
役員の指名
資格条件

指名される資格がない人

役貝の選挙

遡挙運動、投票依頼、当遡を図るための活1ｌｂ

10.010．役員の指名

RI会長､理事、ガバナーの指名は､指名委員会とクラブによって、行われるものと
する。

10.020．資格条件

RI役職の候補者または被指名者は､すべて､クラブの暇疵なき会員でなければなら
ない。

10030．指名される資格がない人

10.030.1．指名委員

指名委員会の委員､その補欠者､現実に指名委貝に選ばれる選ばれないにかかわり
なく指名委凶候補者、また１度選ばれて、その後辞退した指名委員候補者は、その
指名委員会が選ぶはずだった年度の役職に指名される資格はない。

10.030.2．ロータリー職員

クラブ、地区またはＲＩの常勤、有給の職員は、事務総及の役職を除き、すべて遇
挙によることを要するＲＩの役収につくことができない。

第６部一組織規定 ２１３ 



RI細則10条

10.040．役員の選挙

RIの役貝は、本細則第6.010.節と第9.120.節に規定するように年次国際大会で選挙
きれるものとする。

10.050選挙迦動、投票依頼、当選を図るための活動

10050.1．禁止されている活動
ロータリアンは、選挙によって任命されるＲＩの役職につくために選挙運動、投票
依頼､当選を図るための活動を行ってはならないし､代わりの人にこのような活動
をさせてもならない。理事会が特に認めたもの以外に、パンフレット、印刷物、瞥
状その他を、クラブまたはクラブ会員に､ロータリアン自身あるいはこれに代わる
他の人々が配布もしくは回覧してはならない｡候補者が､自分に代わって、このよ
うな禁止きれている活動が実施されているのに気付いたなら､直ちに､その関係者
に非難の意を表明し、このような活動を中止するよう指示しなければならない。

10.0502．申し立て

本節に述反している疑いがある、という申し立ては､クラブが書面で申し立てない
限り考慰されないものとする。この申し立ては､少なくとも他の五つのクラブまた
はＲＩ現役貝の同意を得なければならない。すべての申し立ては、投票結果の発表
後45日以内に証拠啓類を添えて事務総長に提出するものとする。違反したとの十
分な証拠が存在する場合､地区、ゾーン、地域の会合における会長代理も申し立て
を開始できる。この代理はその証拠を事務総長に回付するものとする。事務総長
は、公表きれている理事会手続に従って、申し立てについて決定を下すものとす
る。
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謝今はこのIHiの日以降の提出期lHi

10.050.4.週挙迦動禁止規定に対する候補者の申告
選挙による役職に候補者を椎繭するために使う所定の瞥式がある場合､このような
瞥式には､候補者が本遡且』の規定を読み､理解し､受け入れ､同意したと署名する
申告欄が含まれていなければならない。

霧:騨簔墓鑿鑿鑿鑿
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講した場合､この候補者は､当該役職に選挙

第１１条
11.010. 

11.020. 

11.030. 

11.040. 

11.050. 

11.060． 

11.070. 

11.080. 

11.090. 

11.1００． 

会長の指名と選挙

会長の指名

会長指名委員会
会長指名委員の週挙

委圓会の蝋務遂行手続
委瓜会による指名

委員会報告

クラブによる追加指名

第11.070.節に規定されていない不測の事態
国際大会への指名の提出
郵便投票

11.010．会長の指名

元会長または理噸会の現メンバーは、これを会長に指名することはできない。

11.020．会長指名霊員会

11.020.1組織方法

会長指名委員会は、 RI理事指名のために股けられた理のゾーンから選挙された 1７ 

名の委員によって楠成きれるものとする。
のとする：

その委員は次のようにして選挙されるも

姿L』‐『

11.0202．RIBIからの委鳫

句■■

RIBIの枠ﾘﾄﾞｶ、■ 

11.020.3．ゾーン内のクラブの会員

各委員は本人が遡挙されるゾーン内にあるクラブの会貝でなければならない。

11.020.4．指名される資格がない

会長､会長エレクトおよび元会長は､いずれも指名委貝となる資格がないものとする。

11.020.5．資格条件

この指名委員会の委貝はいずれもＲＩの元理事でなければならない。また、委貝会
委員の候補者は、選挙の時点において、元理事でなければならない。但し、指名委
員会の委貝として辿挙または任命することのできる元理事がゾーン内から得られな
い場合は、この限りでない。このような場合、元ガバナーであっても、本細則鋪
16.010.節、第16.020.節および第１6.030.節に規定する委貝会の委員またはロータ
リー財団管理委員として少なくとも1年以上務めたことのある者であれば､避挙ま
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たは任命することができるものとする。

11.020.6．連続して委員を務めること

かつて指名委員会の委貝を務めたことのある有資格ロータリアンは､前に委員を務
めたときから少なくとも2年を経過していなければ委貝となることはできない｡但
し､ゾーンに､元理事で指名委員会の委員となる資格のある者または委貝を務める
ことができる者がほかにいないときは､そのゾーンで委貝となる資格のあるロータ

リアンを引き続きそのゾーンからの委員として選ぶことができる。

11.030．会長指名委員の選挙

11.030.1．資格のある候補者への通知

則I務総長は､次年度に会長指名委員を務める資格のある元理lJFひとりひとりに轡iiii
を郵送するものとする。その書簡は10月１５日から30日までに郵送きれるものと
する｡轡iiljで､元理事に対して､指名委員として考慮されるのを望むかどうか尋ね、
指名委員を務める意思と能力があるなら自分の氏名をリストに､i(せてほしいと１２
月３１日までに事務総長に通知するように要i間する。12月３１日までに何の応答もな
い理馴は、会長指名委員を務める意思がないものとみなされる。

11.030.2．ゾーン内に適格の理事が１人のみの場合

指名委員を務める意思と能力のある適格の元理班がゾーンから１人しかいない場
合、会長は、その元理事を、ゾーンの指名委員と宣旨するものとする。

11.030.3．ゾーン内に適格の理率が２人以上いる場合

指名委貝を務める意思と能力のある適格の元理事が2人またはそれ以上いる場合、
指名委員と補欠委員が郵便投票で選ばれるものとする｡郵便投票の手続は次の通り
である：

11.030.3.1．投票用紙の準備

馴務総長は､投票用紙を準備する。該当する場合は､単一委狼式投禦の投票用紙を
準M3する｡投票用紙には適格の元理事全員の指名をアルファベット順に記戦するも
のとする。

11.030.3.2．投票用紙の脅式

事務総挺は、２月１日までにゾーン内の各クラブに投票用紙を郵送させなければな
らない。投票用紙に、元理事ひとI)ひとりの写真と1iIl歴轡を添える。Nil歴脊には、
氏名、所属クラブ、これまでのRI役職と就任した国際レベルの委口会の名称並び
に就任年度を明記するものとする。この投票用紙は、記入のうえ４月１５日までに
RI世界本部の事務総長に必蒲するよう返送きれなければならない旨指示して郵送す
るものとする。

11.030.4．クラブの投票

各クラブは、少なくとも１票を投じる楢利を有する。会且数50名を超えるクラブ
は、５０名ごとに１票、端数が26名以上の場合、さらに１票を投じる樋利を有する
ものとする。会員数は直前の７月１日のクラブ会貝数に韮づく。
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11.030.5．選挙管理委員会

会長が選挙管理蚕El会を任命するものとする。 選挙管理委員会は､会長の決定する
時と場所に会合して、投票用紙を審査し、これを数えるものとする。この会合は４
月２５日までに開かれるものとする。選挙管理委員会は、その投票結果の報告を、
その後５日以内に駆務総長に対して啓式証冒しなければならない。

11.030.6．委員と補欠委員の公表

過半数の投票を獲得した候補者が､指名委凰会委鳳として公表されるものとする。
ゾーンで第２順位の票数を得た者は､会長指名委員会の補欠委員として公表される
ものとする。委貝と補欠委員の投票手続では､必要であれば第２選択以下の避択熟
を加算するものとする｡補欠委貝は､本人がその補欠者として選出きれた委員がそ
の任務に当たることができない場合にのみ､その任務を行う。いずれかのゾーンに
おいて、最高投票が同数となった場合､理事会が同数となった候補者の1人を指名
委員会委貝または補欠委員に任命するものとする。

11.030.7．欠員

ゾーンから出た委貝に欠員を生じた場合は、１月１日現在そのゾーンの委員を務め
る資格をiiiえている元理事で､最も新しい元理駆が､そのゾーンからの指名委貝会
の委員となるものとする。

11.030.8．資格を有する元理事がいない

次の年に指名委貝を務める元理事がいないゾーンでは､理事会は､他のゾーンから
委員を任命するものとする｡理事会は､ここ数年間のゾーンの委員会委員の配分に
ついて十分考感するものとする。

11.030.9．任期

委員の任期は、委員の選挙が行われた暦年の７月１日に始まるものとする。委員の
任期は1年間とする。委貝の補欠者が委員会委貝に変わった場合は、その補欠者は
委員会の残存任期中その委員を務めるものとする。

11.030.10細則に規定されていない欠員

前述の規定に定められていない場合の委員の欠員については､理事会が､その欠圓
を補充する委風を任命するものとする｡委貝は､なるべく欠員を生じたそのゾーン
内のクラブから任命されるものとする。

11.040．委員会の職務遂行手続

11.040.1．委凰の氏名の通知

事務総長は､委員会委興の氏名を理事会およびクラブに通知しなければならない。

11.040.2．委員長の選出

委員の中から委貝腿を避挙しなければならない｡その辿出は委員会を開いたときに
行う。
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11.040.3．指名委員会への提案

班務総長は､委員会の名で､会長の指名に関し委貝会に提案するようクラブに促す
ものとする。提案は、理事会の定めた瞥式によって、班務総艮を通じて、９月１日
までに､指名委員会に提出きれるものとする。クラブは､理事会の定めた手続と準
協の下に、希望すれば、事務総長またはガバナーから轡式を入手できる。

11.050．委員会による指名

11.050.1．最迩仔のロータリアン

委貝会は、会合を開き､職務に当たるべき人物として求め得る鰻適任のロータリア
ンを指名するものとし、そして、ノミニーがその指名を受諾したこと、および就任
の意思があり、また就任が可能であることを確かめなければならない。

11.050.2．委員会

委員会は､10月１日までに､理事会の定める時と場所において開かれるものとする。

11.050.3．定足数と投票

委員会の委員12名をもって定足数とする。委員会のすべての餓駆の処理は多数決
によるものとする。但し､委員会の行う会長ノミニーの避出については､委員会委

貝のうち、少なくとも９名の投票がそのノミニーを支持する票であることを要す
る。

11.050.4．会長ノミニーの辞任と新ノミニー選出手統

会長ノミニーが､就任することができなくなった場合､または会長に辞表を提出し
た場合には､以後そのノミニーをその年度の会長に指名または週拳することはでき
ないものとする｡会長はこれを委員会の委員長に通知するものとし､委貝会は被選
資格を有する他のロータリアンを会長ノミニーとして選出しなければならない｡こ
のような場合、次の手続を使うものとする。

11.050.4.1．委員会手続

委員会は、このような不測の事態が生じた場合に傭えて、委員長に､委員会に代わ
り、直ちに手続を開始する権限を与えるものとする。

11.050.4.2．委員会の投票手続

このような手続には､郵便もしくは他の速やかな通信手段､または会長が理事会に

代わって定める時と場所における緊急委員会のMllIliなどがありうる。

11.050.4.3．対抗候補者

前述の､指名委員会が改めて会長ノミニーを選出しなければならないような場合に
は、クラブは､理事会の決定により、対抗する会長ノミニーを選ぶための期IMIとし
てできる限り十分な日数が与えられるものとする。対抗候補者の指名については、

智類の提出期限に関するものを除き、第11.070節の規定に従うものとする。

11.050.4.4細則に規定されていない不測の事態

委貝会があらかじめ取り決めておかなかったような不測の躯憩が生じた場合には、
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曰

理事会が、とるべき措圃を決定するものとする。

11.060．委員会報告。

11.060.1．すべてのクラブに郵送

クラブ宛の委凰会報告は、委員会の閉会後１０日以内に、委員長から事務総長に瞥
式証言されなければならない。事務総長はこの報告を受けてから10日以内に、そ

の報告轡を各クラブに郵送しなければならない。

11.060.2．候補者のリスト

委員会は､会合の閉会後､第11.050.3.項の下にクラブから正式に推薦された全候補
者のリストを事務総長に瞥式証言するものとする。

11070．クラブによる追加指名

指名委員会によって行われる指名のほかに、対抗という形で指名することができる。

11.070.1．以前審鯛され、同意を得た候補者

クラブは､先に指名委員会に正式に推脳された適格のロータリアンの氏名を対抗候
補者として提案できる｡対抗候補者の氏名は､例会において正式に採択された決繊
に従って提出されるものとする。その決議は、地区大会または郵便投票によって、
地区内クラブの少なくとも過半数の同意を得なければならない｡同意は､ガバナー
から事務総長に窃式証旨きれなければならない｡このような決繊には､被推繭ロー
タリアンがクラブの承鯉を得るために自己の氏名がクラブに提出きれてもよい旨し
たためた対抗候補者の書面を添付しなければならない。前述の条件は当該年の１２
月１日までに完了しなければならない。

11.070.2．対抗候補者をクラブに通知

事務総長は､このように推關された対抗候補者の氏名をクラブに通知し､このよう
な対抗候補者を支持したいクラブが使う公遡の轡式を用意するものとする｡事務総
長は、このような通知と瞥式を１２月１日直後に用意するものとする。

11.070.3．対抗候補者がいない場合

対抗候補者がいない場合､会長は､指名委員会遡出のノミニーを会長ノミニーと宣
言するものとする。

11.070.4．対抗候補者が支持された鰡合

１月１５日の時点において、このような対抗候補者が、前年の７月１日現在ＲIに加
盟しているクラブの少なくとも1パーセントの支持(支持の少なくとも半分は対抗
候補者の所属ゾーンのクラブ以外から寄せられなければならない）を受けたなら、
このような対抗候補者および指名委員会選出のノミニーは、第11.100.節の規定に
従って投票に付されるものとする。１月１５日の時点において、対抗候補者が､所定
の支持を受けていなければ､会長は､指名委員会迦出のノミニーを会長ノミニーと
宣言するものとする。
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11.070.5．支持の有効性

第11.110.1.項に規定されている選挙管理委員会は､返送されてきた支持盤が正当な

ものかどうか調べ、数え、証明し、会長に報告する。この遇挙管理委貝会は、対抗

候補者に対する支持笹Fが十分集まったものの､その支持１１ｷの正当性に疑義を抱く然
るべき理由があると思ったなら､その旨､会長に報告しなければならない｡会長は、

何らかの発表をする前に､RI選挙審査委員会を招集し､この支持密の有効性を決定

きせるものとする。その決定後に選挙管理委貝会が会艮に報告するものとする。

11.080．第11.070.節に規定されていない不測の甑態

第11.070.節の規定に定められていないような不測の事態が生じた珊合には、理事
会が委員会のとるべき措置を決定するものとする。

11.090国際大会への指名の提出

11.090.1．会長ノミニーの氏名を選挙のため国際大会へ提出

事務総長は､指名委員会によって正式に指名された者の氏名を、遡挙のため、国際

大会に提出するものとする。このようなノミニーは､郵便投禦が行われていない場

合、遡拳後、次の暦年の７月１日に就任するものとする。

11.090.2．会長エレクトの空席

会奨エレクトに空席を生じた場合､事務総長は､その空席を埋めるためにノミニー
の氏名を選挙のため国際大会に提出するものとする。ノミニーには､指名委員会が
指名した者およびクラブが正式に指名した対抗候補者が含まれる｡事悩により必要
な場合は、第11.080.節の定めるところにより、国際大会の縦場においてクラブ代議

貝が対抗候補者を指名することができる。

11.100．郵便投票

会奨選挙が第11.070.節で規定されるように郵便投票で行われることになった場合、
その手続は次のように行われる。

11.100.1．選挙管理委員会

会長は、投票用紙の準備を監督するために、また、クラブの行った投票を受理し、
これを数えるために選挙管理委員会を任命するものとする。

11.100.2．投票用紙の書式

選挙管理委員会は投票用紙を用意する｡単一移識式投票による場合には､その様式
の投票用紙を準iilIする｡投票用紙には､正式に推薦きれた全候補者の氏名を列記す
る。指名委員会選出の候補者の氏名に次いで、他の候補者の氏名をアルファベッ
ト順に投票用紙に列記する｡指名委員会選出の候補者の氏名には､指名委員会選出
と投票用紙に明記する。

11.100.3．投票用紙の郵送

選挙管理委員会は、次の２月１５日までに、投票用紙を各クラブに郵送させなけれ
ばならない。この投票用紙は、投票を記入して４月１５日までにRIllt界本部内の選

挙管理委員会に必藩するよう返送する旨指示して郵送きれなければならない｡投票
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用紙に候補者の写真とlin歴薔を添えるものとする。

11.100.4．クラブの投票

各クラブは、少なくとも’票を投じる権利を有する。会員数が5o名を超えるクラ
ブは、５０名ごとにｌ票、蝋数が26名以上の場合、さらに１票を投じる権利を有す
る。投票数はＩ直前の半期人頭分担金支払時現在の会貝数に基づくものとする。

11.100.5．選挙管理委員会の会合

選挙管理委風会は、会畏の決定する時と場所に会合を開くものとする。委員会は、
投票用紙を審査し、これを数える。会合は４月２０日までに、開かなければならな
い。選挙管理委興会は、その投票の結果の報告を、その後５日以内に事務総長に対
して瞥式証冒しなければならない。

11.100.6．投票の築計

過半数の投票を獲得した候補者が会長エレクトとして公表きれるものとする｡必要
であれば、第２選択票および第３以下の選択票をすべて算入するものとする。

11.100.7．会長エレクトの発表

会長は、４月２５日までに会長エレクトの氏名を発表しなければならない。

11.100.8．同数の賜合

郵便投票が同数となった場合､次の手続を使うものとする｡同数となった候補者の
1人が指名委員会遡出の人であった場合､この人が会鎚エレクトとして公表される。
同数となった候補者のいずれも指名委員会選出の人でない場合は、理事会が､その
1人を会長エレクトに選ぶものとする。

第１２条

12.010. 

12.020. 

12.030. 

12.040. 

理駆の指名と選挙

ゾーン制の理事の指名

指名委員会手続による理事ノミニーの選出
郵便投票--手続
RIBI役貝の指名

12010．ゾーン制の理顛の指名

理事の指名は、以下に定めるところにより、ゾーンによってこれを行う：

12.010.1．ゾーンの数

12.0102．指名日程

里砺会の定める日程に縦

０．３．－ン

ゾーンの当初の境界は、規定審議会の_決識によって承腿されるものとする｡
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12.010.7．ゾーン内のセクション

ゾーン内で公平に理事を指名するために、理取会は、ゾーン内にセクションを新

股､変更､廃止することができる。セクション内のロータリアン数はほぼ同数とな

るようにし、理事会の定める日程に基づいてIRI理事を指名するものとする。ゾー

ン内クラブの過半数の反対を押して、このようなセクションが新股､変更､廃止き
れることはない。

12.010.8．RIBlのゾーンからの理事

RIBIのゾーン内の理事１名は、RmI年次大会において、またはRIBI将殿会の定め
る方法および時期による郵便投票によって､遡挙されるものとする。このようなノ

ミニーの氏名はＲｍｌの幹事から事務総長に轡式柾目するものとする。

12.010.9．第12010.節に関する暫定規定

12.010.9.1．新ゾーンの実施

1”5年７月１日後のできるだけ早い時期にこの改正を実行に移す椎限を理事会に与

星と1

12.010.9.2．ゾーン内の当初のセクション

ゾーン内の当初のセクションは理事会が作成し､l”5年審鎚会で配布された地図に
掲げられている通りとする。

12.010.9.3．理駆の指名

1”9年６月３０日まで、新ゾーンには含まれていないが、再綱成前の旧ゾーンに含
まれていたクラブは､新ゾーンにおける理耶指名委員会に適格のロータリアンを提

案することができる。

12.010.9.4．ゾーン内で地区を移動させる理恵会の轤限

1996年６月３０日までに、新ゾーン内の地区内クラブの過半数の採択した地区決議
によって申禰すれば、理事会は、当該地区を別の地区に移すことができる。但し、
その変更は､本制定案の意図する公平で平等な再編成を持続できるものでなければ
ならない。
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12.020．指名委員会手続による理事ノミニーの選出。

12.020.1．指名委員会手続の一般規定

理事ノミニーは､RIBIを除き、指名委員会手続によって選出されるものとする。理
事指名委員候補者を指名できるゾーン内の区域を限定できるという細則の規定や非
公式の了解事項があるが、指名委員は、ゾーン全域から集めるものとする。

12.0202．指名委員会の棡成

指名委員会は7名の委員から榊成されるものとする。各委貝は、当該ゾーン内のク
ラブの会員で、パストガバナーでなければならない。委貝は1年の任期をもって
選挙されるものとする。会長、会長エレクト、元会焚、理事、元理事は、指名委貝
会の委員となることはできない。この委員を２回務めたロータリアンは、再びこの

委員を務めることはできない｡各委員はそれぞれl繋の投票権を有するものとする。

12.020.3．ゾーン内の区域から委員の選出

理事会は､指名委貝会を榊成するために､すべてのゾーンを七つの区域に等分して

これを指定しなければならない｡理事会は､ゾーンが理取ノミニーを選出すべき年
度の前の年度の第１回会合において、この指定をするものとする。区域は、ゾーン
から選ばれる委貝が､数年間の期間を通して均騨にそのゾーンの各部分に配分され
るようにするため、ゾーン内のクラブの選挙人の数をおおよそ7等分にするために

毎年変更することができる。このようにして指定された各区域内のクラブは、１名
の委員を選挙するものとする。

12.020.4．指名委員候補者の推蕊

このような年度の９月１日までに、事務総長はそのゾーン内のクラブに、指名委貝
会委員の配分を通告し､以下定められているような委貝会委員候補者推薦の方法に
ついてクラブに通告しなければならない。

12.020.5．クラブから指名委員会に候補者を推鰯

指名委員会委凰は､ゾーン内の各区域のクラブによって､郵便投票で選挙されるも
のとする｡理事指名委貝会委員候補者を推薦しようとするクラブは､候補者を指名
するクラブ決麟を駆務総長のもとに提出することによってこれを行うことができ
る。その決議は、クラブ例会で採択され、クラブ幹事によって正式に証明されなけ

ればならない。この決議には、推薦されたロータリアンが任務につく意思があり、
就任が可能であるということを本人がしたためた密面､理事会が定めた様式に経歴
の明細を記入したものおよび股近の写真を添付することを要する｡前述の規定は理
事が国際大会で避挙される年度の前の年度の１２月１日までに、完了していなけれ
ばならない。

12020.6．指名委員として公表された候補者

前記12月１日において、事務総長が一つの区域から正式に推薦された候補者の氏
名を１名のみ受理していたときは､会長は、当骸候補者をその推薦区域からの指名
委員会委員とすることを公表するものとする。
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12020.7．投票用紙の密式

前記'２月１日において、事務総長が一つの区域から正式に推醐された候補者の氏
名を２名以上受理していたときは、馴務総奨は、投票用紙(単一移餓式が適用され
る場合にはその様式による投票用紙)を作成して､関係区域のクラブに郵送しなけ
ればならない｡その投票用紙には､事務総鎚が当該区域のクラブから受理している
すべての正式に推繭された候補者の氏名を列記するものとする。但し、前記１２月
’日までに、候補者が、自分の氏名を投禦用紙から除外することを要請する書面を
事務総長の手元に提出した場合、その候補者の氏名は除かれる。この投票用紙は２
月１日までにクラブに郵送しなければならない。

12.020.8．履歴翻

各投票用紙には､各候補者の写真と職歴癖が添付きれなければならない｡そしてそ
の履歴書は記載事項が画一で､理事会が定めた瞥式に記入して提供された資料に基
づいてつくられたものでなければならない。

12.020.9．クラブの投票

各クラブはその会且数50名ごとに１票またはその鏑数が26名以上の場合はさらに
1票を投じる椛利を有するものとする。その数は、 亙前の半期人頭分担金支払鵬 現

在の会員数とする。各クラブは少なくとも１票を投じる施利を有するものとする。

12.020.10．投票用紙を受け取り、審査する

クラブが記入した投票用紙は､世界本部内の墾務総長宛に送られることを要し､次
の４月１５日までに郵務総長に到達しなければならない。 会踵は選挙管理委員を任

命し、､選挙管理委貝会は旦月１日までに、投票用紙を審盃し、これを数えて、投票
の結果を事務総佳に通知しなければならない。

12.020.11．投票の集計

選挙管理委員会は､投票結果を判定するために､投票用紙を各区域別に数えなけれ
ばならない｡そうして､各投票において股獅の票を得た候補者が委員会委員として
公表されるものとする｡2番目に多い票を得た候補者がその同じ投票で選ばれた委
員の補欠として公表されるものとする｡補欠委貝は､選挙きれた委員がその任務を
務めることができないか任務につくことを拒否した場合にのみ､任務につくものと
する。

12.020.12．第12.020.節に定められていない不測の事態

票決に当たって、本節の前述の規定に定められていない不測の鞭態が発生した場
合、理事会が、従うべき手続を決定するものとする。

12.020.13．指名委員の欠員

理事会が､指名委貝の欠貝を埋めるために委員を任命するものとする。この場合の
委員は､欠貝の生じたゾーン内の区域と同じ区域内のクラブから優先的に任命され
るものとする。

12.020.14．招集者、会合の日時と場所、餓長の選挙

理事が指名される年度の前の年度の６月１５日までに、理事会は委凰会委員の中か
－ 
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ら指名委員会の招巣者を指名しなければならない｡理耶会は､会合を開くべき場所

を指定しなければならない。このような会合は、次の９月１５日から30ｑまでのあ
いだに開かなければならない｡委員会はその会合の際委貝の1人を議長に選ばなけ
ればならない。

12.020.15．委員会へクラブの提案

７月１日までに、１１Ⅲ務総髭は当該ゾーン内のクラブに指名委貝会の櫛成について報
告しなければならない｡事務総長は、そのゾーン内のクラブに対して、そのゾーン
からの理事に関してクラブとしての提案を委員会の審繊に付すために提出すること
を促すものとする｡事務総長は､提案替の送付先である招集者の住所をクラブに提
供しなければならない｡この提案は､理事会が定めた轡式を用いて指名委員会に提

出されなければならない｡そしてその提案譜には､候補者のロータリーその他にお

ける活動に関するあらゆる資料および最近の写真を含めなければならない｡その提

案書が９月１日までに招集者気付指名委員会に到達することを要する。

12.020.16．指名委員会の会合

委員会は､翌９月中に、理事会によって定められる時と場所において会合するもの
とする。委貝５名をもって定足数とする。議邪はすべて多数決によって決する。但
し、委員会の理聯ノミニーの選出には、少なくとも５名の委員がそのノミニーに賛
成票を投じることが必要である。

12020.17．委員会の指名

委貝会は当該ゾーンまたはセクション内のクラブの会貝で､クラブからその氏名が
提出された人の中から理事を指名するものとする。このように提出きれた氏名が３
名未満の鰯合､理駆指名委員会は､ゾーンまたはセクション内の他の適格のロータ
リアンも選考対象として審議することができる｡委貝会は､求め得る最も有能な人
を指名する責任を有する。

12020.18．委員会の選出報告

委員会がゾーンから理事を指名するに当たっては、委貝会会合後１０日以内に事務

総長にその報告を提出しなければならない。１０月１５日までに、事務総長は指名委
員会の選出についてゾーン内の全クラブに通知しなければならない。

12020.19．ノミニーが任に就くことができない場合

委員会の会合において選出された理事ノミニーが任につくことができない場合は、
委員会は郵便投禦､またはこのような緊急時に対処できる何らかの方法のいずれか

によってノミニーをもう１名選出しなければならない。このような緊急の場合の方
法については９月に開かれる委員会の会合において決定されるものとする｡委貝会
が予測していないような緊急事態が発生した場合､理事会が､理事ノミニー選出に
際して委貝会がとるべき手続を決定しなければならない。

12020.20．対抗候補者の推薦

そのゾーンまたはセクション内のクラブは対抗候補者を推薦できる。対抗候補者
は､既に指名委員会に対して正式に提案されている者でなければならない｡対抗候
補者の氏名は､例会で正規の手続を経て採択されたクラブ決議に従って提出するも
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のとする。決議は地区内クラブの少なくとも過半数の同意を得なければならない。
この同意は地区大会または郵便投票で得るものとする｡同意は､ガバナーから事務
総長に証明されなければならない。この決織には､任務につく意思があり、その用
意があるという対抗候補者の書面による意思表示､経歴(理事会が定めた脊式に記
入）および最近の写其の添付を必要とする。前述の手続は当該年の12月１日まで
に完了しなければならない。

12.020.21．理事ノミニーの公表、郵便投票による選出

事務総長が１２月１日までに所定の報告轡を受け取ることができなかった場合、会
長は､指名委員会迎出のノミニーをそのゾーンからの理事ノミニーとして公表する
ものとする。その公表は、１２月１５日までに行わなければならない○１２月１日まで
に､事務総長が対抗候補者の推關と同意癖を受理した場合、この対抗候補者と指名
委員会の選出した候補者の中から１名の理躯ノミニーを選ぶことは、第12.040.節
に従って郵便投禦で行われるものとする。

12.030．郵便投票--手続

第12.030.節の規定によって､郵便投票によって理事ノミニーの選出をする場合､そ
の手続は次に規定する通りとする：

12.030.1．投票

理事指名委貝候補者を指名できるゾーン内の区域を限定できるという細則の規定や非
公式の了解ﾕ１１項があるが、郵便投票には、ゾーン内の全クラブを含めるものとする。

12.030.2．選挙管理委員会

会長は、投票を審議し、これを数えるために選挙管理委員会を任命するものとする。

12030.3．投票用紙の書式

事務総長陸投票用紙(単一移諌式投票による場合には､その梯式の投票用紙)を準
備する｡各投票用紙には､推臘クラブから提供された各候補者に関する経歴資料を
公平に要約して記入したものを添える｡その要約は理事会が定めた密式に記載する
ものとする｡投票用紙には､クラブが正規の手続を経て推爾した対抗候補者全員の
氏名を記載するものとする｡指名委貝会選出の候補者の氏名に次いで､他の候補者
の氏名をアルファベット順に投票用紙に列記する｡指名委員会選出の候補者の氏名
には、指名委員会遡出と投票用紙に明記するものとする。

12.030.4．投票用紙の受理締切日

事務総長垈､投票用紙に写真と胆歴轡を添えて、次の12月３１日までに、当該ゾー
ン内の各クラブ宛に郵送しなければならない。この投票用紙は、投票を記入して３

月１日までに世界本部の墾塗鐘量に必藩するよう返送する旨の指図とともに郵送さ
れなければならない。

12030.5．クラブの投票

各クラブは、会員数50名ごとに１票またはその嫡数が26名以上の場合は、さらに
1票を投じる椎利を有するものとする。その数は､直前の半期人頭分担金支払時現
在の会員数とする｡各クラブは､少なくとも1票を投じる椎利を有するものとする。
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12.030.6．選挙管理委員会と報告

選挙管理委貝会は、会長の決定する時と場所に会合して､投票用紙を審査し、これ
璽狸ものとする｡この会合は身月5ELまでにM1催しなければならを囚~選挙管
理委員会は、その投累の結果の報告を、その後５日以内に事務総長に対して証明し
なければならない。

12030.7．投票の蕊計

過半数を得た理事候補者がノミニーとして公表されるものとする｡集計に当たって
は､必要であれば第２遡択票および第３以下の逝択熱をすべて算入するものとする。

12.030.8．理駆ノミニーの発表

会長は､３月10日までにこのような郵便投票によって選出された理事ノミニーの氏
名を発表しなければならない。

12.030.9．同数の鯛合

理事ノミニーの郵便投票の結果､最高得票が同数の塒合､再度の郵便投票が必要と
される｡墾迩塗量は投票用紙の準備と郵送を監督する｡投票用紙には､第１次郵便
投票で最高得票を得た候補者達の氏名を記戦する｡投票用紙に､候補者の写真と腿
歴瞥を添付する。投票用紙その他の資料は､３月15日までに当該ゾーン内の各クラ
ブに郵送しなければならない。このような投票用紙は、記入のうえ、次の５月１日
までに世界本部内の墾鐘｣童に必着するよう返送する旨の指図とともに郵送されな
ければならない。遡挙管理委員会は、会長の決定する時と場所において会合して、
投票を審査し、これを数える。そのような会合は５月５日までに開くものとする。
選挙管理委凰会はその投票の結果の報告を､その後5日以内に事務総長に対して証
明しなければならない。会長は、５月１０日までに当該ゾーン内の全クラブに対し
て、理醜ノミニーを通知しなければならない。

12.030.10．期間の延長

特別な事１Wがある場合､理事会は､ゾーン内のクラブに適用する本節の期日を変更
できる権限を有するものとする。

12.040．RIBI役員の指名

Rmlの会長､副会長および名誉会計のノミニーは､RmIの細則に従って選ばれ､推
薦きれ、そして指名きれるものとする。

第１３条
13.010. 

13.020. 

13.030． 

13.040. 

13.050. 

13.060. 

13.070. 

13.080. 

ガバナーの指名と選挙

ガバナー・ノミニーの選出
ガバナーの指名手続

例外：郵便投票によってガバナーを遡出
郵便投票の轡式

ガバナー・ノミニーの証明
有効な指名がないとき

ガバナー・ノミニーを拒否または一時保翻
特別遇挙
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13.010．ガバナー・ノミニーの選出

ガバナー・ノミニーが国際協議会で研修を受け､ＲI国際大会で選挙される年度の直前
の年度内にその地区がガバナー・ノミニーを選出するものとする。例外的な事澗およ
びやむを得ざる理由のある場合､国際協識会で研修を受け､IRI国際大会で選挙される
年度の２年前に当たるロータリー年度中にノミニーを選出しても差し支えない。

13.020．ガバナーの指名手続

13.020.1．ガバナー指名委員会

(本節の規定はRIBI内の地区を除く全地区に適用される)。各地区は、指名委員会
手続によってガバナー・ノミニーを選ぶものとする。但し、地区の規模､財政的理
由､その他やむを得ない理由等の例外的剛IIWのため､RI理事会から特に免除された
場合はこの限りでない。ガバナー指名委貝会は、ガバナーノミニーとして求め得
る最上の候補者を探し出し､推薦する任務を負うものとする｡指名委貝会選出方法
を含む指名委貝会の職務権限は､地区大会に出席し､投票するクラブ選挙人が採択
した決議により決定される。但し、このような職務権限は､細則と矛盾してはなら
ない。

13.0202．指名委員会手続を採択できなかった場合
地区指名委員会避出方法を第13.0201.項に定める通りに採択できなった地区は､現
在も当該地区内のクラブ会員である､岐近の5人の元ガバナーを指名委員として活
用するものとする。このように憐成された委員会は、第13.020.節に従ってその務
めを果たすものとする。このような元ガバナーが5名いない期合､ＲI会長が､委員
の数を５人とするために、その地区の適任者を指名委員に任命するものとする。

13.020.3．クラブからガバナー・ノミニーを提案
ガバナーは､クラブに対して､指名委貝会にガバナー指名案を提出するよう要論す
るものとする。この提案は、ガバナーの定め､通知する期日までに指名委員会に受
理されたなら、審識されるものとする。この通知は､提案が指名委員会に受理され
る期日の少なくとも２カ月前に地区内クラブに送付きれていなければならない｡そ
の通知には､提案の送付先が記載されていなければならない。この提案は､候補者
を椎繭するクラブの例会で採択された決縦という形式で提出されなければならな
い｡この決議は､クラブ幹事によって正式に証明されなければならない｡クラブは、
別のクラブの会貝であっても､所属クラブの同意をあらかじめ得てあれば､この人
をガバナー・ノミニーに推聴できる。

13.020.4．委員会は最適任のロータリアンを指名
ガバナー指名委貝会がその選択を行うに当たっては､その逃択の範囲は地区内クラ
ブによって提案きれた氏名に限定きれるものではない。しかし、ガバナー職の任務
を遂行するのに得られる限りの殿適任の候補者を指名するものとする。

13.020.5．指名の公表

指名委員会は、選出した候補者をガバナーに報告する。ガバナーは、次に、そのノ
ミニーの氏名と所ルバクラプを地区内クラブに公表するものとする。

1995年手続要覧228 



RI細則13条

13.020.6．委員会がノミニーを選出できなかった鰯合
指名委員会が候補者選出において合意に達することができない場合、第13.040.節
に規定されているように、郵便投票でガバナー・ノミニーを選挙するものとする。
あるいは、指名委員会に推薦されている候補者の中から第15.050.節に従って地区
大会でガバナー・ノミニーを選ぶものとする。

13.020.7．対抗候補者

地区内クラブは、ガバナー・ノミニーの対抗候補者を推凋することができる。対抗
候補者は､既に指名委員会に正式に推臘されていたことがなければならない｡対抗
候補者の氏名は、クラブ例会で採択ざれ決議に従って提出しなければならない｡ク
ラブは、ガバナーの定める期日までに、決鍍をガバナーに提出しなければならな
い。その期日は、指名委員会によるガバナーノミニー避出公表から少なくとも２
週間後とする。

13.020.8．対抗候補者への同意

前記のように対抗候補者が提案きれた場合､ガバナーは､ＲI所定の瞥式によって全
クラブに対抗候補者の氏名を通知する。ガバナーは､この対抗に同意するかどうか
クラブに尋ねるものとする。対抗者に同意する場合、クラブは、例会で採択したク
ラブ決齪を提出しなければならない。この決識轡は、ガバナーの定める日までに、
ガバナーに提出しなければならない｡地区内の少なくとも他の五つのクラブによっ
て同意された対抗だけが有効とみなされる。

13.020.9．対抗候補者がいない場合

定められた期限までにそのような対抗候補者の指名を受理しなかった場合には､ガ
バナーは地区指名委貝会の選んだ候補者をガバナー・ノミニーと宣言するものと
し、締切期限より１５日以内に地区内全クラブにその旨宣言しなければならない。

13.020.10対抗候補者の指名

定められた期限までに対抗候補者の指名を地区内のクラブからガバナーが受け取っ
ており、そして対抗候補者指名がその期限当日を含み期限当日から１５日の期間が
満了するまで有効である場合､ガバナーは地区内の全クラブにその旨を通達しなけ
ればならない。この通達には、各対抗候補者の氏名とその資格条件が含まれ､候補
者について郵便投票または地区大会で選ばれる旨明記されていなければならない。

13.020.11．対抗候補者の指名が有効でない鰯合
上述の１５日が経過したときに､対抗候補者の指名が全部効力を失っていたならば、
ガバナーは地区指名委員会の選んだ候補者をガバナー・ノミニーと宣言する。ガバ
ナーは、１５日以内にこのノミニーを地区内全クラブに通達しなければならない。

13.020.12．地区大会においてガバナー・ノミニーを選挙
地区大会における投票は、できるだけ郵便投票の規定に沿うことになる。

13.030．例外：郵便投票によってガバナーを選出

事情がそれを必要とし、理事会の貯可を得た鯛合は、地区は､指名委員会の力を借
りずに、ガバナー・ノミニーを郵便投票によって遡ぶことができる。
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13.030.1．手綿

ガバナーは､地区内クラブの幹事に対して､ガバナー指名の公式要鮒を郵送しなけ
ればならない｡すべて指名は響面によることとし､クラブの会長および幹事の署名
がなければならない｡いずれかのクラブから推蘭された候補者がそのクラブの会員
でない場合は､その候補者が所属するクラブの同意をあらかじめ得るものとする。
その脊面は､ガバナーの定める期限までにガバナーに受理されることを要する｡但
しその期限は公式婆輔発行日より少なくとも１カ月後でなければならない｡クラブ
から推薦された候補者が1名のみの場合は投票を要しないものとし､ガバナーはそ
の候補者をガバナー・ノミニーとして公表するものとする。

13030.2.2人以上の候補者がクラブから指名された場合
候補者が2名以上ある期合、ガバナーは、このような候補者ひとりひとりの氏名と
資格条件を地区内の全クラブに通知し､ガバナー･ノミニー候補者全員が郵便投票
において票決に付されることになる。

13.040．郵便投票の将式
ガバナーは､理事会の定める瞥式の投票用紙を単価する。投票用紙には､地区指名
委凰会の選出した候補者がいる期合はその候補者名を記す。次にクラブからガバ
ナーが受け取った候補者の氏名をアルファベット順に列記する｡候補者が3名以上
ある場合､投票は単一移狼式投票方式によるものとする。ガバナーは、その際､投
票用紙にクラブの投票を記入したうえ､ガバナーの許に届くよう返送することを要
する旨の指図を添付して各クラブに対して1部郵送しなければならない｡投票用紙
は、ガバナーの定める期限までに返送しなければならない｡その期限は、ガバナー
が各クラブに投禦用紙を発送した日から15日以上30日以内のあいだに定めること
を要する。

13.040.1．クラブの投票

各クラブは、会風数25名ごとにｌ票またはその端数が13名以上の場合は、さらに
1票を投じる権利を有するものとする.会且数は、選出の行われる月の直前の半期
人頭分担金支払時現在におけるクラブの会回数とする｡但し､遡出の行われる前、
６カ月以上にわたり、ＲＩに対する支払を怠っていた場合を除く。

13.040.2．選挙管理委員会
ガバナーが､投票集計の場所、期日、時l川を決定、発表し、選挙管理委員会を任命
するものとする。委貝会は３人の委貝によって綱成され､投票場の手配をし、その
他､投票用紙の有効性の有無と集計の責任を負う。投票用紙の有効性の確認は､投
票用紙の染計とは別個に行うものとする。遡挙管理委員会は、投蕊用紙の守秘等、
必要とされる他の手配をする。また、候補者またはその代理人が､投票の集計に立
ち合えるよう手配するものとする。

13040.3．過半数の投票

投票の過半数を得た候補者が､その地区のガバナー・ノミニーと宜目きれるものと
する。
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13.040.4．選挙管理委員会の報告

選挙管理委員会は、候補者の１人が過半数の票を獲得すると、直ちに、この投票結
果を、ガバナーに報告しなければならない｡報告轡には､各候補者の得票数も記戦
されなければならない｡ガバナーは投票結果を各候補者に速やかに連絡するものと
する。選挙管理委員会は、ガバナーから候補者に投票結果が告げられてから１５日
間､投じられた投禦すべてを保管するものとする。その111J、クラブ代表者がいつで
も点検できるようにするものとする。その後､同委員会の委凰長が､この投票用紙
を破棄するものとする。

13.050．ガバナー・ノミニーの証明

ガバナーは、ノミニーの宣言後１０日以内にガバナー・ノミニーの氏名を事務総長
に醤式証言するものとする。

13.060．有効な指名がないとき

国際協議会の３カ月前までのあいだに、有効な指名が一つもない場合、そのとき、
ガバナーは、第13.030.1項以下の手続を再度踏むものとする。

13.070．ガバナー・ノミニーを拒否または一時保留

13.070.1．資格条件に欠ける

所定の資格条件に欠けるガバナー・ノミニーの指名は拒否されるものとし､事務総
長はこれを選挙のため国際大会に提出しないものとする。

13.070.2．指名の一時保留

ガバナー・ノミニーから署名ある声明瞥を受理したにもかかわらず､理事会に、そ
のノミニーが細則に定める任務と責任を十分に果たすことができないと信じる理由
があれば､理事会はその指名を一時保留することができる｡保留の旨ガバナーとそ
のノミニーに通告しなければならない｡そしてノミニーは､ガバナーおよび事務総
長を経由して､ガバナーとしての任務と責任を取り、忠実にこれを遂行することが
できることについての再度の申し立てを理事会に提出する機会を与えられるものと
する。かかる申し立てを含め、すべての関迎駆１Wを審繊したうえで、理事会は3分
の2の多数をもってそのノミニーの指名を拒否するか､あるいは保留を解除するも
のとする。

13.070.3．ノミニーを拒否

ノミニーの指名が理事会によって拒否された場合は、事務総長は関係地区のガバ
ナーにその旨通告しなければならない｡事務総長は、その拒否の理由を述べ、ガバ
ナーはこれを当駿ノミニーに通告しなければならない。そこで時間力籍すならば、
ガバナーは、細則の規定に従い、ガバナー・ノミニーをもう１度選ぶために郵便投
票を実施しなければならない｡地区がガバナー・ノミニーとして理事会の満足する
ような適任者を避出することができなかった場合は、ノミニーは第13020.節の規
定に従って遡出されるものとする。

13080．特別週挙

地区がガバナー・ノミニーを選出できなかった期合、もしくはガバナー・ノミニー
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が選挙される資格を喪失した場合、そして国際大会における役風の年次選挙に先
立って、その地区が別のノミニーを過出しなかった場合、理事会が、第15.070.節

の資格条件を揃えたロータリアンをガバナーに選挙するものとする。その票決に
は、理事会のメンバーの過半数の票を必要とする。

管理上の築団と管理上の区域単位

理事会の椛限
監督

管理上の区域単位（RIBI）

第１４条
14.010. 

14.020. 

14.030. 

14.010．理事会の椎限

地区に編成されている地区において､クラブがガバナーの直接監督の下に管理きれ
る場合､理事会は理事会が必要かつ得簸と考える委員会､審議会またはその他のガ
バナー補佐を認可することができる。

14.020．監督

地理的に隣接する二つ以上の地区から成る区域内のクラブについて､ガバナーの管

理のほかに、他の管理方法を理事会が追加股定することができる。理事会は､その

ような管理の設定に当たって､理駆会が適切と考える手続規則を定めなければなら

ない｡この手続規則は､１１０係地区内クラブと国際大会の承認を得なければならない。

14.030．管理上の区域単位（RIBl）

RIBIに所在するクラブは、ＲＩの管理上の区域単位として組織、運営されるものと
する。RIBIは、ＲＩの規定審議会または国際大会によって承認された定款の定める
ところに従って迎営するものとする゜RIBIはまた、Ｒｍｌ内において、理事会に代
わって、クラブの加盟を承認し､ＲI地区綱成委凰会としての役を務め、さらに細則
の規定に従い､かつまた理事会の委嘱によって､ＲＩの財務事項を処理するものとす
る。

14.030.1．RIBlの定歌

RIBIの定款は、常にＲI定款・細則の籾神および規定に合致しなければならない。
RlとＲ皿Iの定款･細則は､域内管理に関する特定の規定を含まなければならない。

14.030.2．RIBIの定歓の改正

地域単位がその椛限、目的および機能を遂行するについての城内管理を規定する
RIBI定款の規定は、ＲＩの規定審議会または国際大会の承認を得てRIBI年次大会の
決定によってのみ改正することができる｡域内管理に関する事項を除き､RIの規定
審議会または国際大会がRI組織規定を改正したときは、RIBIの定軟および細則を
RI組織規定と一致させるために必要な改正は､RIBIの定款および細則において､事
実上自動的に発効するものとする。

14.030.3．RIBlの細則の改正

RIBIの細則は、RIBIの定軟またはＲＩの組織規定に定める通り、これを改正するこ
とができる。このような改正は、RIBIの定軟およびRIの組織規定と矛盾してはな
らないものとする。
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第１５条
15.010. 

15.020. 

15.030. 

15.040. 

15.050. 

15.060． 

15.070. 

15.080. 

15090. 

15.100． 

1５．１１０． 

１５．１２０． 

地区

創設

地区協識会

会長エレクト研修セミナー（PETS）
地区大会

地区大会の投票
地区の財務

ガバナー・ノミニーの資格条件
ガバナーの資格条件
ガバナーの任務

RIBIのガバナーの任務

解任

地区の郵便投票

15.010．創股

理事会はクラブの所在する地域を地区に分甑する梅限を有する｡会長は地区の一覧
表をそれら地区の各境界とともに公表するものとする｡このような決定は理事会の
指示によるものとする｡細則の後段にこれと異なる規定のある場合を除き､関係地
区内クラブの過半数の反対ある場合は既存地区の境界を変更してはならない。

15.010.1．同一地域内のクラブ

同一の市､区、自治体地域または都市部に数クラブが存在する場合、この数クラブ
の過半数の承誕なしに､これらのクラブが異なる地区に綿入されることはないもの
とする。同一地域にあるクラブは、同一地区に細入される権利を有する。このよう
なクラブの過半数が理事会に申請することによって､この権利を行使できる｡理事
会は、このような申繭を受理後、この共存するクラブを２年以内に同一地区に網入
するものとする。

15.020．地区憾鰡会

地区協議会は､ロータリー教育とロータリー悩報を供与し､地区の活動を統括する
ために、３月１日から７月１日までのあいだに、毎年ＩＨＩ脳されるものとする。地区
協議会は、ガバナーと協力して次期ガバナーが立案，実施するものとする。ガバ
ナーは、地区協齪会参加者がRI国際大会に出席できなくなるような時と場所を避
けなければならない｡特別の事情があれば理事会は､ここに定める時期以外の時期
に地区協識会をMlIMiすることを認可できる。地区協磯会に出席を要謂きれるのは、
地区内全クラブの次期会長と次期幹事並びに次期ガバナーおよび理事会の指定する
者である。

15.030．会長エレクト研修セミナー（PETS）
理事会が決定した通り地区内クラブ会長エレクトを指導・訓練するために、毎年
PEIBを開くものとする。PEI5は､国際協議会終了後1カ月以内に開くものとする。
PEISは、ガバナーと協力してガバナー・ノミニーが計画･実施する。さらに､ＰEIS
は、地区協識会と同じ時期に開いてはならない。距離､気候、費用の点で別個に予
定を組むことが実際的でない地区は､地区協織会と研修セミナーを同一の場所で銃
けて開縦することができる。
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15.040．地区大会

15.040.1.時と場所

ガバナーと地区内クラブ過半数の会長の合意によって定められる時および場所にお
いて､地区内ロータリアンの大会を毎年開催するものとする｡地区大会の開ＩＭＩ時期
は､地区協議会､国際協議会､規定審識会または国際大会の時期と同じであっては
ならない｡理事会は二つ以上の地区が合同して関係地区の境界内で迎合大会を開く
ことを誕可できる｡例外的な場合に､当該地区の区域外で地区大会を１１Mくことも遡
可できる。

15.040.2．開催地の選択
ガバナー・ノミニーが選出され、事務総是にこれが証明されたならば、そのガバ

ナー・ノミニーが､ガバナーを務める年度のその地区の大会をあらかじめ計画する
ことができる。その開催地は、そのガバナー・ノミニーと地区内クラブのその時点
における会長の過半数との合意によって決定することができる｡理躯会の承認を得
て、地区は、ガバナー・ノミニーと、同年にクラブ会長を務める者の過半数との投
禦によって､当該ガバナー・ノミニーがガバナーを務める年度の地区大会の開催地
を遡定し、合意することができる。クラブがかかる会長を選出していない場合は、
そのクラブの現在の会長がかかる大会開催地の投票を行うものとする。

150403．地区大会の決定

地区大会はその地区内の重要な事柄について勧告を採択することができる｡但しこ
のような勧告は､定款および本細則と一致し、ロータリーの籾神と本質に沿うもの
でなければならない｡各地区大会は､理事会が当該大会の審識に付したすべての事
項を審議、決定するものとし、また、これに関する決瓢を採択することができる。

15040.4．地区大会幹事

ホストクラブの会長と相談のうえ､ガバナーは大会幹Lliを任命しなければならな
い｡大会幹事の任務は､大会の計画を策定し、大会記録の作成についてガバナーに
協力することである。

15.040.5．地区大会報告

地区大会終了後３０日以内にガバナーまたは議長代行者は、大会幹事とともに、啓
面によって、大会記録の報告を行わなければならない。そしてこの報告轡は３部を
事務総長に、1部をその地区の各クラブ幹事に送らなければならない。

15.050．地区大会の投票

15.050.1．選挙人

地区内の各クラブは､会員数25名ごとに1名またはその端数が13名以上の場合は、
さらに、１名の選挙人を選び、それを証明し、そしてこれをその地区の年次大会に
送るものとする｡会員数は､地区大会の闇値される月の

壁現在のそのクラブの会員数とする｡地区内各クラブは､その大会の開かれる月の
前月までの６カ月を超える期間にわたりＲＩに対する支払を怠っていたものでない
限り、少なくとも１名の選挙人を送る権利を有する。各選挙人はそのクラブの会員
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でなければならない｡選挙人が1票を投じるためには地区大会に出席しなければな
らない。

15.050.2．地区大会の投票

地区大会に出席しているクラブの理疵なき会員は､ガバナー指名委貝会の榊成およ
び職務梅限並びに規定審議会の地区クラブ代表繊貝の選挙を除き､地区大会に提出
されたその他の案件のすべてについて投票権を有するものとする。しかし､選挙人
は､誰でも大会に提出されたいかなる案件についても票決を求めることができるも

のとし、この場合の投票は選挙人に限りこれを行うことができるものとする。

15.050.3．委任状による代理者

所属地区の大会がMII11iされる国と異なる国に所在するクラブは､そのクラブの欠席
選挙人の委任状による代理者を指定することができる。このようなクラブは､この
ような委任状による代理者についてガバナーの承諾を得なければならない｡委任状
による代理者には自分のクラブの会員もしくはクラブの所在する地区の他のクラ
ブの会員が含まれる｡その代理は､当該クラブの会長および幹事によって証明きれ
なければならない。その委任状による代理者は、既にもっている投票椎のほかに、

自分が委任状による代理者となっている欠席週挙人に代わってその投票権も行使す
ることができるものとする。

15.060．地区の財務

15.060.1．地区資金

各地区は、「地区資金」という基金を設けて差し支えない。その目的は、地区提唱
プロジェクトおよび地区内におけるロータリーの管理･開発の資金を調達すること
である。地区資金は地区大会の決議によって設けるものとする。

15.060.2．地区資金の承閲

地区資金は、地区内クラブの会員に均一の賦課金を割り当てるという方式によっ
て、調達されるものとする。１人当たりの賦課金の額は、地区協識会に出席した次

斧+書の４チリ・の可０ 罪て】突占 ｊＬ－今Iｉ

15.060.3．地区資金負担金

地区資金負担金の支払は、地区内全クラブの義務である。この負担金未払が6カ月
以上に及ぶという証明啓類をガバナーから受理した理事会は､直ちに､未納中のク
ラブへのＲI事務局のサービスを停止するものとする。

15.060.4．地区財務の監査報告

ガバナーは、ガバナーとしての年度終了後３カ月以内に地区内全クラブに対し、地
区財務の年次監査報告を行わなければならない｡この監査報告轡は､次の地区大会
に提出きれ、必要であれば討議に付され、正式に採択ぢれなければならない。
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15.070．ガバナー・ノミニーの資格条件

理事会によって特に許されない限り、選出の時点で､次の資格条件に達していなけ
ればガバナー・ノミニーに選ばれることはない。

15,070.1．瑠疵なきロータリアン

本人が指名を受ける地区内のクラブの暇疵なき会風であることを要する。

15.070.2．完全に会員資格を有する者

会員規定の厳格な適用に照らして、完全に会且資格を有する者でなければならな
い。そしてその職業分類の正当性が疑問の余地のないものでなければならない。

15.070.3．瑠疵なきクラブに所属していること

本人がガバナー･ノミニーの候補者として推臓される年の前の年度の最終日におい
て､RIに対して負価残高を持たない､義務機能を果たしている暇疵なきクラブの有

資格会員でなければならない。

15.070.4．クラブの元会長であること

クラブ会畏を全期務めたことのある者でなければならない。

15070.5．ガバナーの任務を遂行できる能力

第15.090.節に規定するガバナーの任務と責任を果たす意思があり、身体的にもそ
の他の意味においてもこれを果たすことができる者でなければならない。

15.0706．資格条件を満たしていることを胚明

ロータリアンは､細則に定められているガバナーの資格条件､任務および責任を熟
知していることを示し、事務総長を通じてＲＩに、細則に列記されたガバナーの涜
格条件､任務および資任を明確に理解している旨の声明轡に署名して提出しなけれ
ばならない。この声明響には、ガバナーとしての涜格条件を備えており、ガバナー
の任務と資任を引き受け､これを忠実に果たす意思をもち､それができる状態にあ
るということを明記するものとする。

15.080．ガバナーの資格条件

理聯会によって特に許可きれない限り、ガバナーは､就任の時点で､国際協職会に
全期ｉＭを通して出席していて、－つまたはいくつかのロータリー・クラブで通算７
年以上会貝であり、ざらに、前述の第15.070.節に述べる資格条件を、引き続き保
持していなければならない。

15.090．ガバナーの任務

ガバナーは理邪会の一般的な指揮、監仔の下に職務を行うその地区におけるＲＩの

役員である。ガバナーは､担当地区のクラブに対する直接監督の責任を果たすに当
たってＲＩの綱領を推進する特別の任務を課せられている。ガバナーは、自ら次の
諸項の責務を負うものとする。

（a）新クラブ結成。
（b)既存クラブの強化助成。
に）クラブ相互ilIlの友好関係およびクラブとRImの友好関係の増進。
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(｡)地区大会を計画・主宰すること。会長エレクト研修セミナーと地区協議会の
計画・準備に当たる次期ガバナーに協力すること。

に)できるだけ年度の早い時期､なるべく前半6カ月間に全クラブを自ら公式訪問
すること。

(、地区内の各クラブの会長、幹事に月信を発行すること。
(9)会長または理事会の要諦があれば、速やかにＲＩに報告を提出すること。
(h）ガバナー･ノミニーに対して､国際協議会の前にクラブの状況について詳細な
情報を提供し、併せてクラブ強化策の勧告案を提供すること。

(i）地区で保存すべき文書をガバナー・ノミニーに引き継ぐこと。

O）役員としての職責に属するその他の任務を遂行すること。

15.100．RIB|のガバナーの任務

RIBIのガバナーの任務は、審議会の指図の下に、RmI定款および細則と一致する
この地域の伝統的,慣行に従って､遂行されるものとする。また会長または理事会の
要請があれば速やかにRIに報告を提出しなければならない。また、ガバナーは､地
区におけるRI役員としての職責に属するその他の任務を遂行しなければならない。

15.110．解任

ガバナーがその任務と責任を忠実に遂行しなかったと会長が信じる十分な理由があ
るときには､会長は、ガバナーをその戦から解任することができる。このような場
合､会長は当該ガバナーにその旨通告し当該ガバナーに対して､解任を不当と思う
なら、３０日以内に釈明するよう勧告するものとする。３０日以内に、当該ガバナー
が、会長を納得させるだけの十分な理由を提出できなかったときは、会長がガバ
ナーを解任できる。本節の下に解任されたガバナーは､パストガバナーとみなき
れない。

15.120．地区の郵便投票

細則に明記する諸決定や選挙は地区大会または地区協議会で行うものではあるが、
地区内のクラブが郵便投票を通じて行うこともできる｡その郵便投票は､第13.040.
節の手続にできる限り沿った方式で行うものとする。

第１６条
16.010. 

16.020. 

16.030． 

16.040. 

16.050. 

16.060. 

16.070. 

16.080. 

16.090. 

委員会

定数と任期

委員

会合

指名委員会
任期

委員会の幹事

定足数

通信による議事の処理

権限

16.010．定数と任期

藤盃、匡l際大会に関する諮問委圓会を設冊

迎鍋今力Y打了に閂Ihれ劃I断l7P-季圓睾
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委員長の継続性を図るものとする。委員の定数と任期は、後述の第16.050.節の規

》》》

ある。

16.030．会合

唇貝会と小委員会は、会長の決めた時と場所で通知を受けて開催されるものとす

16.040．指名委員会

第16.010.節から第16.030.節までの規定は指名委員会には適用されない。

16.050．任期

何人も３カ年を超えてＲＩの同一委員会の委員を務めることは許されない。但し本
細則によって別段の定めある場合はこの限りでない｡ある委員会に既に3カ年務め
た者は､再びその同じ委員会に任命される資格をもたないものとする｡本節の規定
は､職権上の委員およびアド・ホック委員会の委員には適用きれない｡前述の規定
にかかわりなく、会長は、国際大会委員会の委員を2年間務めたことがあるが委員
長を務めたことのないロータリアンを､国際大会委員会の委員長に任命することが
できる。

16.060．委員会の幹事

本細則によって､あるいは委員会設置に当たって､理事会の別段の定めのある場合
のほか､事務総長がすべての委員会の幹事となる｡事務総長は自分を代行する幹事
を指名することができる。

16.070．定足数

委員会委員の過半数をもってその委員会のあらゆる会合における定足数とする｡但
し、本細則に別の規定のある場合、または、委員会設世に当たって、理事会でこれ

と異なる決定のあった場合は、この限りでない。

16080．通信による繊甑の処理

委員会は議事の処理を､理事会の定める手続規則に従って､適切な通信方法によっ
て処理することができる｡但し､本細則によって別段の定めのある場合はこの限り
でない。

16.090．権限

会長指名委員会の決定を除き､すべての委員会決定は理事会の承認によって初めて
効力を生じるものとする。
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第１７条

17.010. 

17.020. 

17.030. 

17.040. 

17.050. 

17.060. 

17.070. 

17.080. 

財務事項

会計年度
クラブ報告

会費

支払時期

予算

財務見通し５カ年計画

監査

報告

17.010.会計年度

RIの会計年度は７月１日に始まり６月３０日に終わるものとする。

17.020．クラブ報告

毎年７月１日および１月１日に各クラブは同日におけるそのクラブの会員数を理事
会に証明しなければならない｡この証明轡はクラブ会長とクラブ幹事によって署名
されて事務総長に送付されなければならない。

17.030．会費

17.030.1．人頭分担金

各クラブは､そのクラブの会員のおのおのにつき､次のように人頭分担金を支払う
ものとする。1992-93年度は半力年米貨１４ドル50セント、1993-94年度は半力年米
貨１５ドル50セント、1994-95年度は半力年米貨１６ドル50セント、1995-96年度は
半力年米貨１７ドル50セント。人頭分担金は、規定審議会によって改正されるまで
半力年米貨１７ドル50セントとする。

17.030.2．追加会賢

規定審議会が開催される予定の年には､あるいは､審議会臨時会合後のできるだけ
早い時期には必ず、各クラブは、会員それぞれにつき、吾らに米貨1ドルをＲＩに
支払わなければならない｡この追加会費は､規定審議会に出席するクラブ代表議員
のための費用に充てるものとする。その方法については理事会が定めるものとす
る。さらに、前述の費用を全額支払った後､残金があれば､審議会の費用を賄うも
のとする。理事会は、この収支についてクラブに報告するものとする。

17.030.3．会闘の返還

理事会は、会費の中の適正と思われる部分をクラブに返還することができる。

17.030.4．RIB|の支払う会iH

RIBI内の各クラブは、ＲＩの代行者としての、RIBIを通じて第17.030.1.項の規定す
る人頭分担金をＲＩに支払わなければならない．毎年、RIBI内のクラブから、第
17.030.1.項の規定に従ってＲＩに支払われる人頭分担金のうち、ＲＩによって保有さ
れる部分の総額は、ＲＩが年IIllRIBI内のクラブのために支出する金額の半分を下
回ってはならない。クラブが支払った人頭分担金の残りは､RIBIに配分きれ､保有
されるものとする。
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17.030.5．ＲＩの保有するパーセンテージ

半年ごとにRIBI内クラブによって支払われる、第17030.4.項の規定する人頭分担
金のうちＲIによって保有される額は、毎年理事会によって決定され、次年度クラ
ブによって支払われる人頭分担金に適用されるものとする｡理事会は､Rml内のク

ラブに代わってＲＩ力揃年度支出した金額に基づいて、ＲＩの保有額を決定するもの

とする。この金額には、ロータリーのプログラムを世界的に推進するためのＲＩの
一般運営費の比例分担額が含まれる。このように決定きれた金額に､RIの未充当基

金残高への拠出金として米貨50セント（＄５０）を加えるものとする。この加算額
は、直前の年度の経験､現況､予測しうる将来の情勢を考慮して少なくとも６年ご
とに検討を加え、増額、現状維持、減額を決めるものとする。

17.030.6．支払額の調整

ある国の通貨の平価が切り下げられて､その国のクラブが､ＲＩに対する悩務を支弁

するために､自国通貨を過剰に支払わなければならなくなった場合､理事会はその
国のクラブが支払う金額を調整することができる。

17.040．支払時期

17.040.1．人頭分担金の支払期日

毎年７月１日および１月１日を会費支払期日とし、第17.0301項に定められた基準

に基づいて支払われるものとする。但し、第17.030.2.項の下に支払う会費は、７月

１日を支払期日とし、支払うものとする。

17.040.2．四半期人頭分担金

会費を支払う半期の７月１日もしくは１月１日より後にクラブ会員に選ばれた会員

のおのおのにつき、各クラブは、比例人頭分担金を次のように支払うものとする。

1992-93年度は米貨７ドルおセント、1993-,4年度は米貨７ドル75セント、1994-95

年度は米貨８ドル25セント、1995-96年度および規定審議会によって改正されるま
では米貨８ドル75セント。４半期人頭分担金は10月１日と４月１日に支払うものと
する。その金額は、規定審識会だけが改正できる。

17.040.3．通貨

会費は米国通貨をもってＲＩに支払われるものとする。しかしながら、米国通貨を
もって会費を支払うことが不可能であるか､実際的でない場合は、理事会は、他の

通貨による支払を認可することができる｡理事会はまた､非常事態のためそうする
ことが適切である場合は、会費支払時期の繰り延べを許容することができる。

17040.4．新クラブ

クラプは、加盟が承誕された日付後の半期まで会費支払の義務を課せられないも

のとする。

17.050．予算

17.050.1．理率会の採択

毎年､理事会は､次の会計年度に対するIRIの収支予算を採択しなければならない。
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総支出の予算額は、総収入見積額を上回ってはならないものとする。

17.0502．予算の改訂

このような予算は、理事会がいつでも改訂できる。但し、総支出見欄額は、総収入
見積額を上回ってはならない。

17.050.3．事務総長の支払承認“

事務総長は､理事会承認の予算の範囲内においてだけ､支払を認める権限を有する。

17.050.4．収入見稲額を超える支出

理事会は、非常事態と不測の事態に限り、全理事の４分の３の投票により、収入見
祇額を上回る支出を灘める権限を有する｡但し､理事会は､ＲＩの純資産を上回る負
債を生じるような支出を招いてはならない｡超過支出とそこに至るまでの経過は、
会長が６０日以内に全RI役員に報告したうえ次の国際大会で報告するものとする。

17.060．財務見通し５カ年計画

17.060.1.5カ年計画を毎年見直す

毎年、理事会は、財務見通し５カ年計画を審議するものとする。その見通しには、
RIの総収入と総支出の予測を記戦するものとする｡その見通しには、ＲＩの資産と
負債と残高の予測をも記載するものとする。

17.060.2.5カ年計画を規定審磯会に提出

財務見通し5カ年計画は､財務に関する立法案の背景梢報として理事会から規定審
議会に提出されるものとする。

17.060.3.5カ年計画の最初の年は規定審艘会開催年

財務見通し５カ年計画の第１年月は、規定審議会が開かれている会計年度とする。

17.070．監査

理事会は、少なくとも年１回ＲＩの監査を行う。このような監査は、免許をもつ会
計士､公認会計士または税理士、もしくは監査の行われる国､州または県において
一般にその権威を認められている監査人が実施する｡事務総長は理事会の要求があ
ればいつでも帳簿類と伝票類を提出しなければならない。

17.080．報告

会計年度終了後の12月末までに、事務総長は、監査済みの年次報萱を公表するも
のとする。この報告には、会長、理事会、年次RI国際大会、事務局の主要な各管
理運営部門の費用を含めるものとする。支出が､それぞれの部門で､承認された予
算と10パーセント以上異なるときは、報告瞥に詳細な彌報と事情を記述するもの
とする。この報告瞥は､ＲＩの現および元役員それぞれに配布されるものとする。ク

の罪魁呰 田規定琴I3If会の直前の年の刷

ｍＥ 
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RI細則18条、１９条

第１８条
18.010. 

18.020. 

名称と徽章

RIの知的所有権の保全

RIの知的所有権の使用の制限

18.010．ＲＩの知的所有権の保全

理事会はRIの徽章、バッジその他の記章をもっぱら全ロータリアンのみの使用と、
その利益のために確保し保全するものとする。

18.020．ＲＩの知的所有権の使用の制限

RI並びにクラブの名称､徽章､バッジその他の記章を、クラブまたはクラブの会員
が商品の商標または特別銘柄として使用しあるいはその他商業上の目的のために使
用することは一切できない。これらの名称､徽章､バッジその他の記章を他の名称

または徽章と組み合わせて使用することはＲＩの承認しないところである。

第１９条
19.010. 

19.020. 

19.030. 

19.040. 

その他の会合

国際協識会

RIの地域大会＊

元会長審議会

会議運営手続規則

19.010．国際憾鰹会

19.010.1．目的

毎年国際協議会を開催するものとする。その目的は、ガバナー・ノミニーに、ロー

タリー教育を行い、運営上の任務を指導し、鼓舞激励し、さらに、出席しているノ

ミニーや他の人に､次年度のロータリー・プログラムや活動の実施方法を討議･計

画する機会を与えることである。

19.010.2.時と場所

理事会は国際協議会の会合する時と場所を決定するものとし､プログラム決定の責
務を負うものとする。国際協議会は２月１５日から３月３１日の間に開催されるもの

とする。理事会は、国際協議会開催地を選ぶに当たり、ロータリアンが国籍だけを
理由として参加できないことのないようあらゆる努力を払わなければならない。

19010.3．参加者

国際協識会に出席する権限のある参加者には次の人が含まれる：会長､理事､会長

ノミニー、理事エレクト、理事ノミニー、事務総長、ガバナー・ノミニー、Ｒｍｌ役
員ノミニー、ＲI各種委員会委員長、およびその他理事会の指定する者。

19.010.4．特別、または局地的、協餓会

非常事態または特別の事悩に対応するために､理事会は二つまたはそれ以上のこの

ような特別協議会もしくは局地的協議会を開催する手配をすることができる。

*地域大会は理事会の指定する地域で開催きれる。
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19.020．ＲＩの地域大会

理事会は､ＲI地域大会として知られるクラブ会員の大会を招集することができる。
理事会は､地域大会に参加するクラブを指定するものとする｡理事会は大会の招集
方法､その組織と運営およびその手続規則を含むその他の詳細について定めなけれ
ばならない。

19.020.1．開催地

RIの準備する地域大会または研究会は､全ロータリアンが､国籍､人種または宗教
にかかわりなく、その開催予定地に現実に行くことができる、という書面による保
証を理事会が､ホスト国の政府または他の関係当局から得られなかったなら､開催
されないものとする。

19.020.2．目的

地域大会の目的は､地域内のクラブ会員間の知り合いと理解を育成･推進し､また、
ロータリーの綱領の範囲内の議題について意見を交換し､話し合う場を提供するこ
とである。

19.020.3．理事会への決鍛

ロータリーの目的に合致する範囲内で､地域大会は理事会に対する勧告として決議
を採択することができる。

19.030．元会長審譲会

19.030.1．構成

クラブの会員籍を有する元会長をもって櫛成される元会長審議会を常設するものと
する。会長は本審議会の職権上のメンバーとなるものとし、その会議に出席し、識
事に参加する特典を有するものとする。しかしながら､議事に関する投票権はもた
ないものとする。

19.030.2．役員

直前会長の前の元会長を審議会の議長とし､さらにその前の元会長をその副議長と
する。事務総長は審議会の幹事となるが審議会のメンバーではない。

19.030.3．任務

元会長審議会は､会長または理事会から付託された事項を通信によって考察するも
のとし、これについて理事会に進言し勧告することができる。

19.030.4．会合

会長または理事会は､元会長審議会の合議とその進言を必要と考える場合､元会長
審議会を招染することができる。このように招集された場合､会長または理事会が
付託した事項を議題として審議するものとする。審譲会議長は､会合後､必ず理事
会に報告するものとする｡理事会が報告の一部または全部を発表しない限り、この
報告を公表してはならない。
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19.030.4.1．国際大会での会合

審議会は､国際大会において､その大会に出席している審議会メンバーの非公式会
合を開くものとする。

19.040．会識運営手続規則

あらゆるロータリーの会合、協識会、大会または国際大会において、定款、細則、
もしくはＲＩ採用の特別識事規則によって特に定められていない手続上の問題は、
当該会合の議長が決定するものとする。このような手続上の問題については､公正
さを基本として配慮する。但し、提訴は認められるものとする。

機関雑誌

機関雑誌出版の権限
鰕説料

雑誌の鱗読

第20条

20.010. 

20.020. 

20.030. 

20010．機関雑誌出版の権限

理事会は､Ｒ'の機関雑誌発行の資任を負うものとする。機関雑誌は､理事会が題可
するいくつかの異なった版で出版されるものとする｡そのうち､基本的な版は英語
で出版されるものとし、これをロータリアン誌と称する。機関雑誌の目的は､Ｒ'の
目的とロータリーの綱領の推進について理事会を助ける仲介役を務めることであ
る。

20.020．麟読料

20.020.1．鯛読料

各機関雑誌の鱗読料は、すべて理事会がこれを定めるものとする。

20.020.2．鰡読義務

米国およびカナダ内の各クラブ会員は､会員籍にある限り、すべて機関雑誌の有料
鱒読者とならなければならない。かかる騨読料は、クラブが会員から徴収し、会員
に代わってＲＩに送金しなければならない。

20.020.3．雑誌収入

年度内の雑誌収入は､その一部分といえども雑誌の発行およびその改善以外の目的
のために充当させてはならない｡支出を上回る収入剰余金は､理事会による別段の
規定がある場合を除き、年度末にＲＩの一般剰余金に繰り入れられるものとする。

20.030．雑誌の賄読

20.030.1．剛競義務

米国およびカナダ以外のクラブの各会員が､ＲＩの機関雑誌またはIRIの理事会が承
認し､当該クラブに対して指定したロータリーの雑誌の有料騨説者とならなければ
ならない。本人が会員となっている限り、その聯読を続けなければならない。
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20.0302．剛読義務免除

会員が機関雑誌およびクラブ用に定められた理事会承認の公式雑誌に用いられてい
る言語を読めない場合は､理事会によって､そのクラブに対する本節の規定の適用
が免除される。

第21条

21.010. 

21.020. 

21.030. 

21.040. 

21.050. 

21.060. 

21.070. 

ロータリー財団

財団の目的

管理委員会

管理委員の任期

第２L020.節と第21.030.節に関する暫定規定
管理委員の報酬

管理委員会の経費
管理委員会の報告

21.010．財団の目的

RIのロータリー財団は､財団の法人設立定款および細則に従って、ロータリー財団
管理委員会が人道的、教育的目的のためにのみ運営するものとする。法人設立定款
と細則は､管理委員会が理事会の同意を得て改正できるが､そのほかの方法はない。

21.020．管理委員会

会長が､理事会の承認を得て､任命した13名の管理委員がいなければならない｡管
理委員のうち４名は、ＲＩの元会長とする。すべての管理委員は、財団細則に挙げた
資格条件を満たさなければならない。

21.030．管理委員の任期

管理委員の任期は生年とする。管理委員は再選されることができる｡

〕30.節に関する唖壼規忘

】４０－１１９９４

エ、Ｊ１オP会

111定期間中の元RI会長の数が一時【
△に第21-020-節と露

21.050管理委員会の報酬

管理委員は無報酬でその任を務めるものとする。

21.060管理委員会の経賀

管理委員会は、理事会の承認があった場合にのみ、財団資産から支出する。但し、
次の２種類の支出は、管理委員会の承認だけで差し支えない。(1)財団の管理運営
に必要な経費｡(2)贈与または遺附という条件で指示された財団寄付の収益または
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RI細則21条、２２条、２３条

元金からの支出。

21.070．管理委員会の報告

管理委貝会は、財団のプログラムと財務について少なくとも年１度ＲIに報告する
ものとする。

第22条補償

理耶会は､ＲＩ理ﾐﾘﾄﾞ､役員、従業員、代行者の補償方針を設定､実施することができる。

第23条改正

本細則は、第7.050.8.項、第7.060.節、第8.130.5項を除き、
た人の過半数によってのみ改正することができる。

審餓会に出席し投票し
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1983年５月３１日申騎の

国際ロータリーのロータリー財団

法人設立定款抜粋

名称。当法人の名称は：国際ロータリーのロータリー財団である。

目的｡本法人は、人道的かつ教育的目的、または1154年国内歳入法第501項(c)(3)
もしくは以後の連邦租税法の関連規定に定められ、かつ、法人会員の承認した他
の目的と目標のためにのみ組織され､常に運営されるものとする。この目的の中

には次のものが含まれるが、これに限定されるものではない：博愛、慈善、教育
または人道的という特質をもつ明確かつ効果的なプロジェクトの促進を通じて、
さまざまな国の国民のあいだに理解と友好関係を助長すること。

収入と資産の用途

（a）当法人の資産または純収益の一部といえども当法人の理事、管理委員または
役員、私人の利益に帰してはならないものとする。但し、当法人は、なきれた
奉仕の適正な報酬の支払を含め､前述の目的を助長する場合は､支払と分配を

行うことができる。当法人は、本条の他の規定にもかかわらず、(i)1954年国
内歳入法501項(c）（３）（または将来の米国国内歳入法の関係規定）の下に、

連邦所得税を免除された法人によって、(ii)1154年国内歳入法第170項(c)(2)
（または将来の米国国内歳入法の関係規定)の下に、寄付金を控除できる法人
によって､遂行することが認められていないような他の活動を遂行しないもの
とする。

(b)当法人は活動の一部といえども立法に影響を及ぼそうとする宣伝その他を行
うものではない｡当法人は､公職の候補者に代わって政治的キャンペーン(声
明の発表、配布も含まれる）に参加してはならない。

(c)当法人が解散､終結すると直ちに、その借金および負債を支払うか、支払う
準備をしたあと、その資産のすべて(当法人が解散するような場合､返還､誠
与、諌渡を条件として本財団に譲渡された資産を除く）は、1954年国内歳入
法501項に)(3)または以後の連邦租税法の関連規定に述べる単一または複数
の団体を律する法律に従って､当法人の法人会員が決めた前述の一つまたはそ
れ以上の目的のために鍍与、繊渡されるものとする。

法人会員。当法人の榊成は1種類とし、これは、「法人会員」として指定された唯
一の柵成員から成るものとする｡法人会員の選出方法は細則に定めるものとする。
法人会員は、規則によって必要とされる事項に加えて、当法人の理事（管理委員
を指す）を任命するという権限を有する。法人設立定款および細則は、法人会員
の承認なしに変更されないものとする｡法人会員の承認を得るために提出しなけ
ればならない他の事項については細則に定められている。
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ロータリー財団細則１条、２条

国際ロータリーの

ロータリー財団細則

第１条当法人の目的

第1.1項目的。当法人の目的は、法人設立定款に記載されている通りとする。

第２条構成員

第2.1項楢成員。当法人の櫛成員は１種類とし、これは「法人会員」として指定

された唯一の櫛成員から成るものとする。初めの法人会員は、イリノイ州の非営

利法人の国際ロータリー、または、合併、商号変更によるその後継者とする。何

らかの理由で､法人会員の地位に欠員が生じた場合は、当法人の管理委員会が新
たに法人会員を選ぶものとする。

第2.2項選挙と任命｡毎年､法人会員は､任期の満了した管理委員の後任委員と、

欠員が生じた場合それを埋める管理委員を任命するものとする｡法人会員による、
このような決定は、年次会合において行われるものとする。

第2.3項決鍛方法･法人会員は、本項にこれと異なる規定のある場合を除き、そ

の理事会の過半数の投票によって決議を行うものとする。法人会員の1名の役員
により署名された､投票事項が明記された瞥面を法人の委員長または事務総長に
通達して行う。

第2.4項法人会員の承認を必要とする寵項｡法人会員は管理委員会の次のような
決定を承認しなければならない：

（a)財団の財産の全支出。但し、次のものを除く：

（i）財団の管理運営に必要な経費

（ii)贈与または逝剛という条件で指示されている財団寄付の収益または元
金の支出、

両者とも管理委員会の承認のみで十分とする；

（b)法人設立定款または細則の改正または修正；

に)当法人の実質上あらゆる資産の合併､解散､売却、リース、交換､抵当、質入
れ；

（｡)設立定款に掲げた目的のため、提案された当法人のプログラム、プロジェク
ト、活動のすべて。

第２５項法人会員の責務。法人会員は次の資務を負うものとする：

（a）国際ロータリーの役員とすべてのロータリアンに、直接参加と財政的貢献
を通じて､財団のプログラム、プロジェクト、活動を支援するよう奨励するこ

と。さらに、クラブ、地区、国際レベルの会合、指導力養成、教育プログラ

ム、出版物を通じて､財団のプログラム、プロジェクト、活動を推進すること；
（b)財団の新プログラム、プロジェクト、活助を管理委員会に提案すること。
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ロータリー財団細則３条

第３条管理委員会

第3.1項総括的権限。当法人の理事は、管理委員とする。当法人の全業務は、管

理委員会によって処理される。但し､特定の事項は、第2条第2.4項に述べられて

いるように法人会員の承認を受けなければならない｡当法人の業務を処理するに

当たっては､管理委員会は、1186年のイリノイ州の一般的非営利財団法または米

国イリノイ州の採択する継承法によって現在､または以後翅められるすべての極

限を行使することが認められている；但し、この柑限は、法人定款に述べられて

いる法人の目的を遂行する場合において、また、1986年の米国国内歳入法の第

501項に)(3)とその改正において記述される法人の身分に合致したうえで、初め

て行使することができる。管理委員会は、次の具体的任務を負うものとする：

（a)財団のあらゆる資金と財産を保管し、投資し、運用し、管理すること。この
賀務の遂行に当たって､法令または本細則によって別に醒められている樋能の

ほかに管理委員会は、次のことをする権限を有する：

（i）これら財産の全部または一部を、管理委員会が鹸善と考える価格およ
び条件で売却し、賃貸し、額渡し、もしくは交換すること；

（ii)管理委員会が必要または適切と考える、そして法律上IHFきれる、委任
状の発行、代理権の賦与、または契約の締結を行うこと；

（iii)管理委員会が財団資金の投資として適当と考える貸付、証券、または
不動産に投資、再投資すること；

（iv)管理委員会によって受け入れられる金銭または財産が財団の全般的目
的を達成するための、使途を指定されていない資金として保管される

べきか、または、特定の目的を達成するための、使途を指定された資

金または基金資金として保管されるべきかを決定し、支出または損失

を管理委員会が正当かつ公正と考えるところに従って使途の指定され

た、または指定されていない資金に負わせ割り当てること；

（v)適当な代理人を選びこれを筋用すること－これには当法人の資金の
管理と投資について管理委員会が適切と考えかつ管轄の法が許容する

権限を委任される投資マネージャーを含む。そして、それに対して適
正な手当および報酬lを支払うこと；

（Ⅶ)財団のプログラム、プロジェクト、活動の予算、割当額を採択するこ
と；

（vii)法人会員の理事会から経費を支給されない場合､管理委貝会の費用を
含む､財団運営に必要とされる全経費を財団の資金から支出すること；
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れらに関して拒否、許可、保留すること

且

lgL財団のあらゆるプログラム、プロジェクトまたは活動を、管理すること。但

し､管理委員会と法人会員が､財団の特定のプログラム、プロジェクトまたは

活動を､管理委員会の代行者としての法人会員によって、または､両者の協力

によって、管理すると合意した場合を除く；

上L財団が資金を調達しているプログラム、プロジェクト、活動をすべて継続的

基準で評価すること｡財団が授与する奨学金と補助金すべてについて年１回法

人会員に報告すること；

血ロータリー財団を推進し､それに関する悩報を配布すること｡財団を支援した

個人、ロータリー・クラブ、その他に対して、適切な形で表彰すること；

19L財団の新プログラム、プロジェクトまたは活動を開発・創始する一次的な貿
任を負うこと；

世界のいかなる国または地域においても、関係下部組織、他の慈善法人、財lhl 

団、信託または同種の組織を設立または提携すること

１，法人会員理事会の提出した、財団に関するＲI定款細則の改正案と財団に関す
る決議案を､法人会員の国際大会または規定審議会で審識する前に､審議､承

認すること｡他の関係者がこのような改正案と決議案を提出したならば､法人

会員理事会と管理委員会は､RI国際大会または規定審議会の審議に先立って、

このような改正について合同で審議するものとする。

ｑｌ管理委員会が必要または適切と考える財団管理の追加規定と規則を採択､改正

すること。但し、このような規定と規則は、ＲＩの定款細則または法人設立定

款および本細則に矛盾してはならないものとする。

第3.2項人数､任命､任期。管理委員の数は13名とする。管理委員は、法人会員

の理事会の同意を得て、法人会員の会長が任命するものとする。管理委員のうち

４名は、法人会員の元会長とする。管理委員の任期は4年とする｡管理委員は、管

理委員として任期満了後再任命されることができる｡但し､本条本項および第3.3

項に掲げた、管理委員の資格条件を満たしていなければならない。死亡、辞任、

解任、資格欠如を除き、各管理委員は、自分が選ばれた任期中または後任の人が

選ばれ、適格となるまで在任するものとする。

第３３項資格条件。管理委員は、ロータリー・クラブの名替会員以外の会員でな

ければならない。

の支援している活動分野に燈いて管理職および方針決定の経験あるロータリアン

でなければならない｡管理委貝は、」些墨量』些上選ばれなければならない。
第3.4項辞任。管理委員は、管理委員会の会合で口頭で辞任してもよいし、当法

人の事務総長宛に辞表を提出してもよい。その辞任は、正式に受理きれなくとも

意思表示したときに発効するものとする。

第3.5項解任。本条第３３項に掲げる資格を満たすことのできなかった管理委員

は、その時点で自己の地位を失うものとする。そして、その失格を発効させるた
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めに、法人会員または残りの管理委員の決議をざらに必要としない｡本項に従っ

て自己の地位を失った管理委員は、本条第3.6項により後任者と交代する。管理

委員会と法人会員の判断で､管理委員がその任務を十分遂行できないとされたと

き、その判断を下した時点で、その管理委員は、管理委員としての役職を失い、

本条第3.6項に規定きれるように後任が任命されるものとする。然るべき十分な

理由がある場合､全管理委員と当該管理委員(聴聞の機会を与えられるものとす

る）に通知後､法人会員理事会の4分の３の票によって、管理委員を罷免できる。

このような罷免は､IRIの次期国際大会における過半数の投票によって理事会決定

が承認された後、効力を発する。

第3.6項欠員。死亡、辞任、資格欠如、任務遂行不能、罷免により管理委員に欠

員が生じた場合は、本条第3.2項に明記された手続により、法人会員が残存任期

を務める人を任命する。後任の管理委員は、すべての権限と自由裁赴を有し、前

任者に与えられている任務と同一の任務を負うものとする。

第3.7項委員長｡管理委員会は､毎年､管理委員の1人を次年度の委員長に選ぶ。

委員長の死亡、辞任、任務遂行不能、罷免の場合は、管理委員会が残存任期を務

める委員長を選ぶものとする。

第3.8項報酬。管理委員は無報酬でその任を務めるものとする。

第４条管理委員会の会合

第4.1項年次会合｡財団管理委員会の年次会合は、管理委員会の定める、イリノ

イ州内外の場所と時で開かれるものとする。管理委員会と法人会員理事会は、必

要かつ望ましければ、相互に都合のよい時と場所で、合同会合を開いてもよい。

第4.2項他の会合｡管理委員会の委員長によって、または管理委員の過半数が残

りの管理委員に瞥面で通知することによって、随時､管理委員会の会合を招集す～

るものとする。

第4.3項会合の通知｡瞥面によって放棄しない限り、管理委員会のすべての定例

会合の時（期日と時刻）と場所の瞥面によるまたは印刷された通知香は、会合の

日付の少なくとも30日前までに､各管理委員の住居または通常の事業所に郵送さ

れるか、会合の日付の少なくとも２ｏ日前までに、直接配達、電信、また趣話の方

法によって伝えられるものとする。臨時会合の通知は、会合の日付の少なくとも

１０日前までに郵送するか、会合の少なくとも６日前までに、直接配達、電信、趣

話によって伝えられるものとする。会合に管理委員が出席することは、通知の放

棄に相当する。但し、会合が合法的に招集、開催されていないという理由で事務

処理に反対するという明示した目的のために特に出席した場合はこの限りでない。

第4.4項定足数と決職方法｡その時点において資格を術え活動している管理委員

の過半数が､管理委員会のどの会合においても業務処理の定足数となる。管理委

員会の決議を必要とする事項は､出席する管理委員の過半数の投票で決定するこ

とができる。但し、規則や本細則にこれと異なる規定がある場合はこの限りでな

い。定足数に不足している場合、出席している管理委員の過半数で、さらに通知
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することなく､定足数が出席するまで会合を延会することができる｡延会の場合、

会合の通知を出すには及ばない。

第4.5項非公式な決餓｡管理委員会の会合でどのような決議をすることもできる

が、決議は、その件について投票資格のある管理委員全員が、その事項が記戟き

れている脅面による同意響に署名したならば､会合がなくても決定することがで

きる。事務総長は、主題が既存の方針の範騨に属すときは郵便投票の瞥式を送る

権限を有するものとする。主題が既存の方針以外のものの場合､管理委員会の委

員長は、その件を郵便投票で処理するか､次の管理委員会の会合まで持ち越すか

決定する権限を有するものとする。

第4.6項電話による会合｡管理委員会は、会合に参加している全員が互いに意見

を交換できるような電話または他の通信手段を使って、その会合で発言し、決定

することができる。このような会合への参加は、参加している人または人達が会

合に直接出席しているものとみなされる。

第4.7項殿長｡管理委員会の委員長は、管理委員会のすべての会合の議長を務め

る。委員長または副委員長が不在の場合は、管理委員会は、管理委員の中から暫

定委員長を選ぶことになる。

第５条当法人の役員

第5.1項役職。当法人の役員は、管理委員会の委員長（｢委員長｣)、副委員長､事
務総長とする。

第５２項選挙、任期、報酬。委員長と副委員長は、１年を任期として毎年管理委

員会によって選ばれるものとする。事務総長は、法人会員の理事会によって選ば

れ､法人会員の事務総長と同一人とする。死亡､辞任､任務遂行不能､資格欠如、

解任を除き、各役員は、自己の任期または後任の人が選ばれ、適格となるまで在

戦する。委員長と副委員長は無報酬とし、事務総長の報酬は法人会員が決めるも
のとする。

第5.3項辞任.役員は、委員長宛の瞥面で辞任することができる。その辞任は、
正式に受理きれなくとも意思表示したときに発効するものとする。

第5.4項解任｡委員長または副委員長は、管理委員会の会合で管理委員によって

理由の有無にかかわりなく解任できる。事務総長は、法人会員の理事会によって
解任できる。

第5.5項欠員。いずれかの役職に欠員があった場合、このような役員を選出また

は任命する権限のある人が後任者を選出または任命し､この後任者が残存任期を
務めるものとする。

第5.6項委員長。委員長は、当法人の最高の役員であり、

当法人のあらゆる運営と活動を定期的に監督､指揮しなければならない。委員長
は､自己の権限の一部を当法人の他の管理委員または役員に委任することができ

る。委員長は、すべての常任委員会と臨時委員会の委員を任命するものとする。

第６部ご組織規定 253 



ロータリー財団細則５条、６条

委員長は､すべての委員会の委員であり､可否同数のときのみ投票権を行使する。

管理委員会または執行委員会が開かれていないとき、または、容易に招集でき

ないときで､その決定がRI定款細則および財団の法人設立定款､本細則に合致し

ている場合は委員長が管理委員会に代わって緊急事項に対処できる。

第5.7項副委員長｡副委員長は､委員長によって権限を委任きれたとき、または、

何らかの理由で､委圓長が任務を遂行できないとき、管理委員会の会合と会合の

あいだ委員長に代わって行動するものとする。

第5.8項事務総長｡事務総長は､管理委員会と委員長の道丞の下に、当法人の萱
理並びに財務を担当する最高責任者とする。 また、管理委員会の方針を実行し、

法人の全般的運営と管理の責任を負うものとする。

第5.9項他の任務。当法人の数名の役員は、先に列記した任務のほかに、管理委

員会が随時委任、決定するところの、または、委員長または他の上級役員の委任

するところの任務を本細則に沿って実施し、権限を遂行するものとする。管理委

員会に代わって行動した役員は、誰であれ、次回の会合で、その行動を管理委員

会に報告するものとする。

第６条委員会

第6.1項人数と任期｡当法人の管理委員会は､各釦委員会を設立するものとする。

さらに、当法人の股もためになる、と管理委員会が随時決定するところの委員会

の任務と権限を定めるものとする。委員の人数と任期は、管理委員会の決定する

通りとする。但し、いかなる委員会も、当該委員会の委員の過半数が管理委員で

ある場合を除き、法人の迎営において、管理委員会の権限を有することも、これ

を行使することもできない。

第6.2項委員会棡成｡委員長がこのような委員会の委員とその小委員会を任命す

る。そして、各委員会と小委員会の委員長を指名する。各委員会は、少なくとも

２名の管理委貝によって榊成される。

第6.3項会合｡委員会と小委員会は､管理委員会の委員長の決定した時と場所で、

通知後、会合を開く。委員の過半数を定足数とする。定足数の出席している会合

に出席している委員の過半数による決識が委員会の決議ときれる。

第6.4項常任委員会｡年次会合または他の会合に出席している管理委員の過半数

によって、これと異なる規定がある場合を除いて、当法人は、執行委員会、財務

委員会、プログラム委員会、増進委員会を有する。各委員会は、管理委員会が随

時定める櫛成と任務をもつものとする。

第6.5項臨時委員会。管理委員会の委員長は、随時、臨時のアド・ホック委員会

を設囮し、その委員会の委員長と委員を任命する。この委員会には管理委員と管

理委員以外の人の両方またはいずれかが属す。管理委員は投票権を有し、管理委

員以外の人は､管理委員会委員長の裁迅で投票権を有する委員であってもなくて

もよい。
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第７条管理委員会と法人会員理事会との合同委員会

第7.1項委員構成と任期｡管理委員会と法人会員理事会との相互理解と協力を維

持する手段として、管理委員会と法人会員理事会の合同委員会が設置きれ､継続

されるものとする。この委員会は、法人会員の理事３名ないし５名と同数の管理

委員によって柵成されるものとする｡合同委員会の柵成員となる理事は法人会員

の会長によって任命され、同管理委員は管理委員会委員長によって任命される。

合同委員会の委員は、１年を任期とし、再任されることができる。

第7.2項権限｡委員会は、管理委員会と理事会相互に関心のある事項を審議でき

る。そして、管理委員会と法人会員理事会との承認を求めて、勧告意見を提出す
る権限を有する。

第7.3項会合。委員会は、法人会員の会長と管理委員会委員長との合同招集に

よって開催される。

第7.4項欠員。管理委員会の委員長と法人会員の会長は、それぞれ、自分の任命

した委員の死亡、辞任、任務遂行不能、解任、資格欠如によって生じた欠員を埋

める権限を有するものとする。

第7.5項通知｡書面によって放棄しない限り、すべての委員会の時(期日と時刻）

と場所の通知轡は､会合の少なくとも30日前までに､各管理委員の自宅または通

常の事業所に郵送されるか、または､会合の少なくとも20日前までに､直接配達、

電信、電話によって伝えられるものとする。委員が会合に出席することは、通知

の放棄に相当する。但し、会合が合法的に招集、開催きれていないという理由で

事務処理に反対するという明示した目的のために特に出席した場合はこの限りで
ない。

第7.6項定足数と決繊方法｡合同委員会委員に任命された財団管理委員と法人会

員理事のそれぞれの過半数がどの会合においても業務処理の定足数となる｡定足

数に達している会合に出席している委員の過半数の決議が合同委員会の決議とさ

れる。定足数に不足している場合、出席している委員の過半数で、定足数が出席

するまで随時会合を延会することができる。延会の場合､会合の通知を出すには
及ばない。

第８条財務報告

第8.1項帳簿と会計記録｡管理委員会は当法人の受理したすべての財産が法人設
立定款に掲げられている目的にのみ使われるように財団の領収脅、支出、投資、

財産、他の資産の正確な帳簿および記録をつけるようにしなければならない。

第8.2項報告。管理委員会は、法人会員の理事会に対し、財団割当額の状況、並

びに、財団の目的助長に利用できる金額を定期的に通知しなければならない。

第8.3項監査。当法人は、運営費として、毎年、法人会員の会計監査に扇われた

会計監査役を、財団の会計監査に従事きせるものとする。事務総長は、管理委員
会と法人会員理事会に監査報告を配布しなければならない｡さらに､この報告を、

事務総長が適切と考える方式で公表、配布させるようにしなければならない。
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第8.4項保証番｡管理委員会は、財団の活動に従事する人に対する保証番の必要

性と金額を決め、このような保証香の費用について、財団の運営予算の中で配慮

しておかなければならない。

第8.5項会計年度。当法人の会計年度は、法人会員の会計年度と同一とする。

第8.6項予算｡毎年､管理委員会は､次の会計年度の予算を採択するものとする。

管理委員会は、その予算を必要に応じて、次の会計年度において改訂することが

できる。

第8.7項法人会員による業務に対する支払｡財団は、管理委員会が法人会員に要

請したすべての運営および他の業務に要した費用を法人会員に支弁する｡管理委

員会が財団の年間予算を採択したとき、事務総長は、このような業務の費用見薇

瞥を提出する。管理委員会は、この見積書に従って、会計年度中、随時、その費

用を前払いする。余剰または不足のいずれにせよ、見稲と、業務遂行によって生

じた実費とのあいだに差のあることが判明した場合､会計年度末における財団と

法人会員の会計監査と検査の後に、適宜調整する。

第９条雑則

第9.1項補償。1186年イリノイ州一般的非営利財団法、または米国イリノイ州の

採択する継承法があれば、その法律、すなわち、同法の関係補償規定により認め

られた限度まで､財団は現および元管理委員と役員のすべてに補償するものとす

る。苔らに、財団は、管理委員会の承認を得て、上記の一般的非営利財団法の下

に認められた限度まで､財団の委員会委員または代理人にも補償できる｡財団は、

財団管理委員会の随時定める限度まで､その役員と管理委員の補償をするために

保険にも加入するものとする。

第９２項印章。当法人の印章は、管理委員会が随時採択するような形をとるもの

とする。

第9.3項補助金授与の方針。次の人は、財団からいかなる奨学金も補助金も授与

される資格はない：

(a）ロータリアン、

の限りでない；

（b）クラブと地区と他のロータリー関係の組織と国際ロータリーの職員；

（c)前記(a)項と（b)項の配偶者、直系卑属（血縁による子または孫、入籍して

いる養子)、尊属（血縁による両親または祖父母)。

第9.4項細則改正。本細則は、管理委員会が必要に応じて、タイムリーに改正で

きるように随時検討することができる｡管理委員会によるこのような改正の承認

を得ると、法人会員理事会の承認を得るために同理事会に提出するものとする。

細則の改正は､法人会員理事会の承誕を得次第効力を発するものとする。しかし、

法人会員の定款または細則の規定と矛盾する細則は､RIの規定審議会または国際

大会から承誕されるまで効力を発しないものとする。
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定款細則の番号の付け方
ＲＩ定款と標準ロータリークラブ定款においては､規定の従属関係を次のように

定める：

第４条

第２筋

（a）（サプセクシヨン）
（１）（サプサプセクション）
６（パラグラフ）

0Ｖ）（サプパラグラフ）

従属する文節は、それぞれ文章全体を下げ、全体の位置付けを分かりやすくし

た。

文章が直接バラグラフやサプパラグラフに分けられている場合もある。例えば、
RI定款16条第３節第１パラグラフ、標準ロータリー・クラブ定款第５条第３節第１

パラグラフ（i）サプパラグラフというようになっている。

標準ロータリー・クラブ定款
題目頁

名称…………………………………..……………………………………………………………259

区域限界………………….…………………………….……....……....………..……………259

綱領…………………………………….…….……..........….……………………….…………259

会合….…………………………………….….………………….………………….……………259

会員身分….….………………………………..……………………..………….…………..…260

職業分類………………….….........……………………….………………..…………….….263

出席..……………….…………………………………….……….…………………….…….….263

理事および役員..…………………………….……………………………..………………２６５

入会金および会費….………………………………………………………………………２６５

会員身分の存続………..……………………………………………………………….……266

地域社会、国家および国際問題.………..…………………………….…………….268

ロータリーの雑誌….……….………………………………………………………..….…268

綱領の受諾と定款・細則の遵守……………………………………..………………269
仲裁.……..………………………………………..………………………….……..……………269

細則...………………….…………………………………………….……………………………269

解釈の仕方……………………..…..………………………………………………...…….…269

改正……….…………………………………………....……….…………….………………….261

条
ｌ
２
３
４
５
６
７
８
９
０
ｌ
２
３
４
５
６
７

ｌ
１
１
１
１
１
１
Ｉ
 

＊l”5年規定審議会は「実質的変更なしにＲＩ細則をiii素化する件」という制定案95-148を採
択した。その本文は、他の審議会決定を加え、本要覧に戦っている。その提案には、本条項
中のクラブ会風身分の簡素化も含まれていた。しかし、1995年規定審議会は95-63を否決し
た｡，5-63は、ＲI定款を改正し、クラブ会貝身分の種類をＲＩ細則に含めるという規定を削
除し、標準ロータリー・クラブ定款においてのみ規定しようというものであった。このよう

なわけで、クラブ会且身分の規定はＲＩ細則にも標準ロータリー・クラブ定款にも残ること
になった。この二つの書類の規定は実質上同一であるが､IRI細則の簡素化された文章は､標

準ロータリー・クラブ定款の第５条と異なるものとなった。
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クラブ定款１条、２条、３条、４条

＊ロータリー・クラブ定款

第1条名称

本会の名称は、 ロータリー・クラブとする。(国際
ロータリー加盟会員）

第2条区域限界

本クラブの区域限界は、次の通りとする

第3条綱領

ロータリーの綱領は、有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓吹し、これを育成
し、特に次の各項を鼓吹育成することにある：

第１奉仕の機会として知り合いを広めること；

第２事業および専門職務の道徳的水準を高めること；あらゆる有用な業務は尊

重きれるべきであるという認識を深めること；そしてロータリアン各自が､業務を
通じて社会に奉仕するために、その業務を品位あらしめること；

第３ロータリアンすべてが､その個人生活､事業生活および社会生活に常に奉
仕の理想を適用すること；

第４奉仕の理想に結ばれた､事業と専門職務に携わる人の世界的親交によって、
国際間の理解と親善と平和を推進すること。

第４条会合

第１節

」本クラブは、毎週１回、細則に定められた日および時間に、定期の会合を
開かなければならない。

２但し、非常の場合または正当な理由ある場合は、本クラブ理事会は、例会

を､前回の例会の翌日から次の例会の前日までのあいだのいずれかの日ま

たは定例日の他の時間または他の場所に変更することができる。

３また､例会日が法定休日に当たる場合、または本クラブ会長が死亡した場

合、または全地域社会にわたって流行病もしくは災害が発生した場合､理

＊国際ロータリー細則は、ＲＩに加盟したロータリー・クラブが所定の標準ロータリー．クラ
ブ定款を採択することと規定している。
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クラブ定款４条、５条

事会は、例会を取りやめることができる。本クラブの理事会は、本項に明

記されていない理由であっても、その裁量で、１ロータリー年度に２回ま

で例会を取りやめることができる。但し、クラブが３回以上続けて例会を

開かないようなことがあってはならない。

第２節

本クラブの役員を選挙するための年次総会は､本クラブ細則の定めるところに従
い、毎年１２月３１日までに開催されなければならない。

第5条会員身分

第｜節全般的資格条件

本クラブは、善良な成人であって、職業上良い世評を受けている者によって榊成
されるものとする。

第２節種類

本ロータリー・クラブの会員の種類は次の４種類、すなわち、正会員、シニア・
アクチブ会員、パストサービス会員および名誉会員とする。

第３節正会員

」本クラブは、次の資格条件を有する人を正会員に選ぶことができる。

（i）一般に認められた有益な事業または専門職務の持主、共同経営者
（パートナー)、法人役員または支配人であるか；または

（ii)一般に認められた有益な事業または専門職務において、裁量の権限あ
る管理職の愈要な地位にあるか；または

（iii)一般に認められた有益な事業または専門職務の地方代理店または支店
を管理権をもって担当する地方代理人または支店代理人または支店代
表者を務めていること；そして

以上いずれの場合も､同人がクラブにおいて分類きれる事業または専門職
務に、自らかつ現実に携わっており、そしてその事業場またはその住居が
本クラブの区域限界内もしくはクラブの存在する市の行政区域内または直
接に隣接するクラブの区域限界内、

にあることを要する。

を除き、そして、本条第４節に定
に含まれない直接に隣接する地域社会匹

２報道機関、宗教および外交官の職業分類を除き、そして、本条第４節に定
められているアデイシヨナル正会員の規定を除き、各職業分類ごとに１名

より多くの正会員があってはならない。

第４節アディショナル正会員

（a)本クラブの正会員は､いずれも､自分と同じ職業分類の事業または専門職務に
現実に従事している者をもう1人正会員に推薦することができ、クラブはこれ
を正会員に選ぶことができる｡この場合､その正会員の職業分類は推薦者の職
業分類と同一とする。このアデイショナル正会員の資格条件は､本条第１筋お
よび第３節において正会員について定められているものと同一とする｡このア
ディショナル正会員は､本項に基づくアデイショナル正会風を椎蘭することが
できないことを除いてすべて正会員と同じとする。

（b)本クラブは、その職業分類の保持者の承諾を条件として
（i）かつて他のロータリー・クラブの正会員であった者と
（ii）ローターアクトクラプの会員であった者で、それぞれがその現実に
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携わっている事業の場所またはその住居がクラブの区域限界内にあり、

かつ会員となるべきその他の資格条件が備わっている者を、アデイ
ショナル正会員に選ぶことができる。但し：

（１）いかなる場合でも､一つの職業分類について本項の下に上記のカテ
ゴリーのそれぞれから選ばれるアデイショナル正会員の数は1名を
超えないものとする。

（２）カテゴリー(i〕の下に会員に選ばれるためには、かつて屈していた
クラブを退会した理由が､本人がそのクラブの区域限界内でそのク
ラブにおいて本人が分類きれていた職業分類の下に現実に職業活動
に従事しなくなったということでなければならない。

（３）カテゴリー（ii）の下に会員に選ばれるためには、少なくとも４年
間一つまたはいくつかのローターアクトクラプの会員であったこ

とがあり、退会した理由が、ローターアクト・クラブ会員の年齢の
上限に達したか､そのクラブの区域限界外に移転したということで
なければならない。

（４）このアデイシヨナル正会員は、第４節(a)項に基づくアデイシヨナ
ル正会員を推薦することができないことを除いては､すべてその資
格は正会員に同じである。

に)職業分類の保持者の正会員身分が終結したか、または､その保持者がシニア・
アクチブ会員になった場合､あるいは､何らかの理由で､職業分類を保持しな
くなった場合、第４節(a)項および(b）項の下に選ばれたアデイショナル正
会員の会員身分は次のように扱われるものとする。
（i）このようなアデイシヨナル正会員が1名しかいない場合、この人は自
動的に正会員となり、戦業分類の保持者となるものとする。

（ii）アデイシヨナル正会員が２名以上いる場合、そのとき、クラブはその
うち１名を選挙して、正会員とし、職業分類の保持者とするものとす
る。

（iii)前述の（ii）項の規定に従って、アデイショナル正会員の１人が正会貝
に選ばれたとき､他のアデイシヨナル正会員の地位は元のままとする。

第５節シニア・アクチブ会員

（a)本クラブの正会員またはバスト･サービス会員で､その－つまたはいくつかの
クラブにおける正会員およびバストサーピス会員としての経歴が次の各項に
定める要件のいずれかに合致している者は､自動的にかつ直ちにシニア･アク
チブ会員となるものとする。

（i）－つまたはいくつかのクラブで通算１５年以上会員であった者。
（ii）現在60歳以上で、一つまたはいくつかのクラブで通算10年以上会員
であった者。

（iii)現在65歳以上で､一つまたはいくつかのクラブで通算5年以上会員で
あった者。．

（iv)現在ＲI役員であるか、またはかつてその役員であった者。
(b)本クラブは､かつてどこかのクラブの会員であった者で､会員でなくなった時
点においてシニア･アクチブ会員であった者またはシニア･アクチブ会員にな
りうる条件を備えていた者を､本クラブのシニア･アクチブ会員に選ぶことが
できる。

(c)」シニア・アクチブ会員は、次に掲げる事項を除き、すべて正会員と同一の
権利、特典および責任をもつものとする。
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（i）シニア・アクチブ会員は職業分類を代表しないものとし、また、
（ii)本条第４節(a)項によるアデイシヨナル正会員を椎臆する権利をもた

ない。

２本クラブは､シニア･アクチブ会員の従事している事業または専門職務の
職業分類の下に、有資格者を入会させることができる。

第６節パストサーピス会員
見職から引退したが､その他の点では､適格の地位にあったことなど､本クラ(a） 

《ストサーピス会員これをパストサーピス会員に選挙 することができる。ノ

が、本クラブの元正会員でなければ入会金の支払を要するものとする。

（b)本人に落度がないのに他の事情により職業分類を失ってしまう正会員は､本ク
ラブの理事会の決定によって、パストサーピス会員に選ぶことができる。

（c)パストサービス会員は､事業または専門職務の戦業分類を代表しないこと、
シニア・アクチブ会員になることができないこと（但し本条第５節(a）項に
規定されている場合を除く）および本条第４節(a）項によるアデイショナル
正会員を推繭する権利をもたないことの3点を除き､正会員のもつすべての権
利、特典および責任を有するものとする。

第７節二重会貝

いかなる人も、本クラブと別のクラブにおいて、正会員、シニア・アクチブ会員、
バスト・サービス会員の資格を同時に保持することはできない。いかなる人も、

本クラブにおいて、正会員、シニア・アクチブ会員、バスト・サービス会員、名
誉会員の資格を同時に保持することはできない。
第８節名誉会員

」ロータリーの理想推進のために称賛に値する奉仕をした人を､本クラブの

名誉会員に選挙することができる。
２名誉会員は、入会金および会費の納入を免除されるが、投票権をもたな
い｡本クラブのいかなる役職にもつくことができない｡職業分類を代表し
ない。しかし、クラブのあらゆる会合に出席することができ、その他クラ
ブのあらゆる特典を享受することができる。本クラブの名誉会員は､他の
クラブにおいては、いかなる権利または特典も認められないものとする。

第９節宗教、報道機関および外交官
二つ以上の宗派の各代表者､二つ以上の新聞および／またはその他の報道機関の
各代表者および二つ以上の国の政府を代表する各外交官は､これらの職業分類の
下に正会員となる資格を有するものとする。但し、これらの代表者が本定款に定
められた資格条件を備えていることを要する。

第１０節公職

」一定の任期を限って選挙または任命によって公職にある者は､当該公職の
職業分類の下に本クラブの正会員となる資格を有しないものとする｡これ
は学校､大学その他の教育施設に奉職する者または裁判官に選挙もしくは
任命きれた者には適用されない。

２本クラブの正会員で一定の任期をもった公職に選挙または任命された者
は、その公職に在任中､前記の選挙または任命の直前に同人がクラブにお
いて代表していた職業分類の下に､引き続き正会員としての身分を保持す
ることができる。

第11節国際ロータリーの職員

本クラブは､IRIと雇用関係に入ったクラブ会員の会員身分を、その雇用関係の続
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<限り、保持せしめることができる。

第６条職業分類

第１節職業分類

（a)本クラブの各正会貝は､その事業または専門職務に従って分類されるものとす
る。

（b)本クラブの各正会員の職業分類は本人の所属する商社､会社または団体の主要
かつ一般世間がそのように認めている事業活動を示すものか､または､本人の
主たるかつまた一般世間がそのように認めている事業または専門職務を示すも
のでなければならない。

（c)修正｡理事会は、もし事情がこれを必要とする場合は、その裁斌によって､在
籍中の会員の職業分類を是正または修正することができる｡かかる是正または
修正の提案については当該会員に対して然るべき予告を与えなければならな
い｡そしてその会員には､これに対して聴聞の機会が与えられなければならな
い｡

第２節制限

正会員は、各職業分類から１名ずつとする。但し、２名以上の正会員が認められ
ている３種の職業分類、すなわち、宗教、報道機関および外交官の職業分類並び
にアデイシヨナル正会員については、この限りでない。

第7条出席

第１節

本クラブの各会員はクラブ例会に出席しなければならない。会員が､本クラブの
例会に出席したものとみなされるには、例会に充当された時間の少なくとも６０
パーセントに出席するか、または、次のような方法で欠席をメークアップしなけ
ればならない。

(a)本クラブの例会の定例の時の に、

(i）他のロータリークラブまたは仮クラブの例会に充当された時間の少
なくとも６０パーセントに出席すること、または、

(ii）本クラブの指示によって、ローターアクト、インターアクトクラプ、
またはロータリー村落共同隊､仮ローターアクト、仮インターアクト
クラプまたは仮ロータリー村落共同隊の例会に出席すること､または、

(iii)ＲI国際大会、規定審議会、国際協議会、ＲＩ元並びに現役貝のための
ロータリー研究会､ＲI理事会を代行するＲI会長の承認を得て招集され
たRI元､現並びに次期役員のためのロータリー研究会または（RI理事
会の承認を得た）他の会合、ロータリー合同ゾーン大会、ＲI委員会会
合、ロータリー地区大会、ロータリー地区協議会、ＲI理事会の指示の
下に開催された地区会合、地区ガバナーの指示の下に開催きれた地区
委員会、または正式に公表されたロータリー・クラブの都市連合会に
出席すること。

(W)他クラブの例会に出席の目的をもってそのクラブの例会定刻に定例会
場に赴いたとき、当該クラブが、定例の時間と場所に例会を開いてい
なかった場合。
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（v)会員が１４日以上にわたり海外で旅行している場合｡会員が旅行中他国
で例会に出席するならば､本項で決められているメークアップ期間に

拘束されない。このような出席は、会員の海外旅行中本クラブに欠席
した例会のメークアップとして有効とみなされる。

（b)例会のときに、
（i）本節(a）項の（iii）に挙げた会合の一つに出席のため、適切な直行日
程による往復の途次にある場合。

（ii)ＲＩの役員、委員、ロータリー財団管理委員がロータリーの用務に携
わっている場合。

（iii)地区ガバナーの特別代表として、新クラブ結成中、ロータリーの用務
に携わっている場合。

（iv)IRIに雇用きれている者が、ロータリーの用務に携わっている場合。
（v)メークアップする機会が全く得られないような僻遠の地で、地区、ＲＩ
またはロータリー財団の提唱する奉仕事業に直接かつ現実に従事して
いる場合。

（vi)本クラブ理事会が正当に承認したロータリー用務に従事していて、本
クラブの例会に出席できない場合。

第２節メークアップの通知

本条第１節(a)項の（ii〕､（a)項の（iii)、（b)項に記述されているような場合、会
員が自らクラブにその事実を報告すれば､それだけで出席とみなされるものとす

る。(a)項の(i)および(iv）に記述きれているような場合、会員が自らその旨報
告するか、または、訪問先のクラブ幹事が、通知を送ることができる。

第３節免除

次のような場合、出席規定の適用は免除されるものとする。

（a)．１長期にわたる健康不良／傷害のため、または、ロータリー・クラブのない
国に2週間以上滞在するため､例会出席が現実に不可能であり、理事会が、
その欠席を承認している場合。この場合、この人の欠席は、クラブの出席
記録に算入されないものとする。

．zロータリー・クラブのない国に滞在していて欠席することを予定する場

合、会員は、旅行に出発する前に、あるいは、出発前が不可能なら、その

国から瞥面で､本クラブ幹事にその旨報告するものとする。このような欠
席を承認する前に、理事会は、この旅行のため会員が本条第１節(a)項に
従って欠席をメークアップできないことを確認するものとする。

（b）シニア・アクチブ会貝の場合。
（i）一つまたはいくつかのロータリー・クラブで通算20年以上会員であっ
て、６５歳に達していること。

（M)－つまたはいくつかのロータリー・クラブで通算15年以上会員であっ
て、７０歳に達していること。きらに

出席規定の適用を免除されたい希望を､香面をもって､クラブ幹事に通告して
いること。このような場合､理事会が承認すれば､その会員の欠席は本クラブ
の出席記録に算入きれないが､出席はもし本人が希望すれば算入してもよい。
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第8条理駆および役員

第１節

本クラブの管理主体は､本クラブの細則の定めるところによって榊成される理事
会とする。

第２節

別段の規定によってここに特に定められた場合を除き、クラブのあらゆる事項に
関する理事会の決定は股終であって､クラブに対して提訴する以外にはこれを覆
す余地はない｡理事会は全役員および全委員会に対して総括的支配力をもつもの
とし、正当な理由ある場合は、そのいずれをも罷免することができる。理事会は
あらゆる役員の決定およびあらゆる委員会の決定に対する提訴の裁定者となるも
のとする。理事会のいかなる決定についても、クラブに対して提訴することがで
きる。このような提訴の場合、提訴の対象となった決定は、理事会が指定した例
会において、定足数の出席を得て、その出席会員の３分の２の投票によってのみ
潤すことができるものとする。そして、当該例会の少なくとも５日前に、当該提
訴の予告が､幹事により､本クラブの全会員に対して与えられなければならない。
第３節．

本クラブの役員は、会長、会長エレクト、1名または数名の副会長、幹事、会計、
および会場監督とする。このうち、会長、会長エレクトおよび副会長は、全員理
事会のメンバーとする。また、幹事、会計および会場監督は、本クラブ細則の定
めるところに従って、その全員または一部が理事会のメンバーであっても、また
はそうでなくても差し支えない。

第４節

」各役員は本クラブ細則の定めるところに従って選挙きれるものとする｡別
段に規定されている会長を除き、各役員は選挙きれた直後の７月１日に就
任し､選挙された任期中または後任者が選挙されかつ適格となるまで在任
するものとする。

２会長は､本クラブ細則の定めるところに従って､会長に就任する日の直前
１８カ月以上2年以内の期間内に、選挙するものとする。会長に選ばれた者
は､会長に就任する年度直前の年度に理事会のメンバーとなり会長エレク
トを務めるものとする。会長は、選挙により会長を務めることになった
ロータリー年度の７月１日に就任し、会長として選挙された年度中、また
は後任者が選挙されて就任するまで、その職務に当たるものとする。

３各役員および各理事は、いずれも、本クラブの暇疵なき正会員（アデイ
シヨナル正会員を含む)、シニア・アクチブ会員、またはバスト・サービ
ス会員のいずれかでなければならない｡クラブ会長の任務と責務をより深
く理解するために、会長エレクトは､次期ガバナーから特に免除されない
限り､会長エレクト研修セミナーと地区協議会に必ず出席しなければなら
ない｡免除された場合は､所属クラブによって指名された代理を必ず派遣
しなければならない｡この代理人は会長エレクト本人に対し結果報告しな
ければならない。

第9条入会金および会費

本クラブの正会員、シニア・アクチブ会員、およびパストサービス会員は、すべ
て入会金および年会費として､本クラブ細則の定める金額を納入しなければならな
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し､。但し、本クラブの正会員からシニア・アクチブ会ロまたはバスト・サービス会
貝になる者は、２度目の入会金の納入を要しないものとする。

第10条会員身分の存続

第１節期間

会員身分は､次に定めるところによって終結しない限り、本クラブの存するiⅢ存
続するものとする。

第２節終結する喝合

（a)会員が､会員身分の維持に必要な条件に欠けるようになったとき､会且身分は
自動的に終結するものとする。但し、

（i）本人に落度がないのに他の事'wにより職業分類を失ってしまう正会員
は、本クラブの理事会の決定によって、パストサービス会員に選ば
れることができる；または

（ii)理事会の承認を得て正会員が本クラブの区域限界外に移転する場合、
その移転して行く先の市町村にあるロータリー・クラブをiljlillHして知
り合いになってもらうために１カ年を超えないlUillUを限って、出席義
務規定の特別免除を与えてもらうことができる。但し、この粉合、同
人は引き続き同じ職業分類の職業に現実に従耶しており、かつ、引き
続き出席その他すべてのロータリー会員たる条件をliwたしていること
が前提である；または

(iii） 

ljZL自己の資に帰すべからざる事由によって、その職業分類を失うことと
なった正会員は、その職業分類を引き続き保持することができ、そし
てその職業分類または新しい職業分類の職業に改めてつくために必要
な期IMIとして､1カ年を限り出席義務規定の特別免除が与えられるもの
とする。但し、出席その他すべてのロータリー会ロとしての資格条件
を引き続き満たしていなければならない。その会風身分終結は許きれ
た免除期間終了後初めて発効するものとする。

（b)バスト･サービス会員が再び現実に事業または専門戦務活動に復帰した場合、
戦業分類に空席があれば、自動的に正会員になるものとする。空席がなけれ
ば、パストサービス会員身分のままとする。

（c)名誉会貝の会員身分は、本人が選挙きれた日の直後の６月30日をもって自動
的に終結する。しかしながら、理事会はその裁肚により、決躯をもって、毎年
このような名誉会員身分を次年度に緋銃することができる。

第３節再入会

正会貝の会員身分が前掲第２筋の規定によって終結した場合、同人は、同じ職業
分類または別の職業分類の下に、新たに入会申込をすることができる。もし同人
が会貝に選ばれた場合、２度目の入会金を納めることを要しない。

第４節終結一会費不払

．】所定の期限後30日以内に会費を納入しない会貝に対しては､その分かって
いる般新の宛先に、幹事が､轡面をもってIMi告しなければならない。他告
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の日付後10日以内に会費が納入されなければ､当該会員の会員身分は自動
的に終結する。

２このような元会員は､その喚願がありかつクラブに対する同人のすべての

負債が完済されれば､理事会の裁量をもって､会員身分に復帰させること
ができる。但し、同人の以前の戦業分類が既に充填されている場合は、い

かなる元会員も正会員に復帰させることはできない。

第５節終結一欠席

（a)本クラブの名誉会員を除く会員は：

111 
プ例会出席率が少なくとも60パーセントに達していなければな
らない。

(2)ロータリー年度の各半期間に開かれた所属クラブの例会総数の
うち少なくともその30パーセントに出席しなければならない。

会員が前記の規定通り出席できない場合､その会員身分は､理事会が正当かつ
十分な理由があると認めない限り、自動的に終結するものとする。
本クラブの名誉会員を除く他の会員の会員身分は､理事会が正当かつ十分な理q2１ 
釘があると認めない限り、連続4回例会に出席せず、またメークアップもして

いない場合、自動的に終結するものとする。

第６節他の原因による終結

（a）いずれの会員も､会員としての資格条件に欠けるようになった場合は､特にそ

の目的のために招集きれた理事会の会合において､理事会全員の3分の2を下

らない賛成投票によって、その会員身分を終結せしめることができる。
（b)会員は資格条件を備えていても､理事会が十分と認める理由があれば､特にそ
の目的のために招集された理事会の会合において､理事会全員の3分の2を下
らない賛成投票によって、その会員身分を終結せしめることができる。

に)前項（a）または(b)のいずれの場合も、当該会員は、かかる懸案案件につい
て、少なくとも10日間の予告を瞥面によって与えられて、理事会に対して書
面による答弁を提出する機会を与えられなければならない｡また､理事会に出
頭して、自分の立場を釈明する権利をもつものとする。かかる予告の通達は、
対人配達便または書留郵便によって､分かっている最新の宛先に送付されなけ
ればならない。

（｡)会員身分を終結させる決定が行われた場合、幹事は、理事会決定後７日以内
に、その理事会の決定を、瞥面をもって、当該会員に通告しなければならな
い｡当該会員はかかる通告の日付後１４日以内に､幹事に対する書面をもって、

本クラブに提訴するか、もしくは本定款第14条に定める仲介に訴えるか、い
ずれかの意思のあることを通告することができる｡提訴する場合は､提訴を通
告する書面を受理してから21日以内に行われるべき本クラブの例会において、
当該提訴の聴聞を行うために、理事会はその日取りを決定しなければならな
い｡このようなクラブ例会およびその例会で行う特別案件について､少なくと
も５日間の予告が､書面をもって､本クラブの全会貝宛に与えられなければな
らない｡そしてこのような提訴が審議される例会には､本クラブ会員のみが出
席を許される。

に)本節の規定によって理事会が正会員の会員身分を終結せしめた場合､もし提訴

があれば､これに対する聴聞の期限が切れて本クラブの決定または仲裁者の決
定が発表されるまでは､本クラブは､当該会員のもっていた職業分類の下に新
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い､会員を選挙してはならない。

（f）もしクラブに対する提訴も行われず､仲介も要求されなかった鯛合は､理事会
の決定はlit終決定となる。もし提訴が行われた場合は､本クラブの決定が股終
決定となる。

第７節退会

いかなる会貝も、本クラブからの退会申出は轡面をもって行い（会長または幹事
宛)、理事会によって受理されなければならない｡但し、当該会貝の本クラブに対
するすべての負債が完済されていることを前提とする。

第８節資産関与権一その放棄

いかなる理由によるにせよ、本クラブの会貝身分を終結した者は、すべて、本ク
ラブに属するいかなる資金その他の財産に対しても､あらゆるＩＨＩ与椛を喪失する
ものとする。

第11条地域社会、国家および国際問題

第１節

地域社会､国家および世界の一般福祉は､本クラブの会凰にとって1111心馴である。
そしてこのような福祉にかかわる公共問題の功罪は､会風各自が自己の意見をま

とめるうえの啓蕊手段として、クラブ会合における公正かつ理知的研究および討

搬の対象として適切な課題というべきである。しかしながら、本クラブは、いか

なる係争中の公共問題についても意見を表明してはならない。

第２節

本クラブは、公職に対するいかなる候補者も支持または椎jMJしてはならない。ま
た本クラブはいかなるクラブ会合においても､かかる候補者の長所または短所を

誠識してはならない。

第３節

（a)本クラブは､政治的性質をもった世界問題または国際政策に111Jして､討議ない
し見解を､採択したり配付したI)してはならない｡またこれに閲して団体行動
を起こしてはならない。

（b)本クラブは､政治的性質をもった特定の国際問題の解決のために、クラブ､国
民､政府に対して唾願してはならない。また替状､減税､提案を配付してはな
らない。

第４筋ロータリーの発祥を記念して

、1本クラブは、ロータリーの創立記念日に始まる特別祝賀週１mの期間中、

ロータリーの奉仕活動を強調しようとするものである。この週IHIは、毎

年、２月２３日に始まる１週間で、世界理解と平和辺1111と呼称する。
２この特別週間は、これまでの業績を振り返る機会となる一方､地域内と世

界中で、平和、理解、親善のためのプログラムに菰点を低く股適の機会と

なる。

第12条ロータリーの雑誌

第１節

本クラブがRI理事会によって、ＲI細則と合致する本条規定の適用を免除されて
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いない場合、本クラブの正会員、シニア・アクチブ会員またはパストサービス

会員となることを受諾することにより、その会員は、会員身分を保持する限りＲＩ
の機関雑誌またはRI理事会から本クラブに対して指定されている地域的なロータ
リー雑誌を有料で鱗説しなければならない。嚇読の期間は、６カ月を１期として
取り扱い､本クラブの会員となっている限り継続し､1期の中途で会員でなくなっ
た場合にはその期の末日をもって終わるものとする。

第２節

離読料は、半年ごとに、クラブが、その前払金を各会員から徴収し、ＲＩの事務局
またはRI理事会の指定によって職説することとなった地域的出版物の発行所に送
金しなければならない。

第13条綱領の受諾と定款・細則の遵守

会員は､入会金と会費を支払うことによって､綱領の中に示されたロータリーの原
則を受諾し、本クラブの定款･細則に従い、その規定を遵守し、これに拘束される
ことを受諾するものとする。そしてこれらの条件の下においてのみ､会員は、本ク
ラブの特典を受けることができる。いかなる会貝も、定款･細則の印刷物を受け取
らなかったことを理由として、定款・細則の遵守を免れることはできない。

第14条仲介

会員身分の問題その他定款･細則の述反に関連して、もしくは会員のクラブからの
除名に関連して、もしくはその他何事によらず､これらの場合のために規定されて
いる手続によっては満足に解決できない意見の食い違いが､会員または元会員と本
クラブまたは本クラブの役員または理事会とのあいだに起こった場合は､その問題
は､仲介によって解決されるものとする。両当事者はそれぞれ1名の仲介人を指定
し、両仲介人は1名の裁定人を指定しなければならない。裁定人または仲介人には
ロータリー・クラブの会員のみが指定されることができる｡仲介人によって到達さ
れた決定もしくは両仲介人が一致点に達し得なかった場合の裁定人による決定が、
最終であって、当事者すべてを拘束するものとする。

第15条細則

本クラブは､ＲＩの定款･細則（および地域管理が認められている場合には地域管理
の手続規則）および本定款と矛盾しない細則を採用しなければならない。細則は、
本クラブの管理のために、さらに追加規定を設けるものとする。同細則は､細則中
に定められているところに従って時々改正することができる。

第16条解釈の仕方

本クラブ定款の全部を通じて男性代名詞（he,his,him） または女性代名詞が使われ
を含むものとする。

第17条改正

第１節時

本条第4節に規定されている場合を除き、本定款は、規定審議会またはＲＩ国際大
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会によってのみ改正できる。その方式については、ＲI細則の改正について同細則

で定めているものと同じとする。

第２節提案者

本定款の改正は、本条第４節に定める場合を除き、クラブ､地区大会、グレート

プリテンおよびアイルランド内Ｒ1審識会もしくは大会、規定審議会またはＲＩ理

事会のみが提案することができる。

第３節手続

」本定款を改正しようとする提案は、すべて規定審議会の開かれるロータ

リー年度の前年度の５月１日までに、ＲI事務総長のもとに提出されなけれ
ばならない。

ZRIの事務総長は､適法に提案されたすべての改正案の写しを､規定審議会
が開かれる日の少なくとも120日前までに､規定審識会の全構成員と各ク

ラブの幹事宛に郵送しなければならない。

、３審識会は､適法に審議会に提案された改正案､並びに適法に審議会に提出

きれたその修正案をひとつひとつ審議して､これに対する採否の決定を行

わなければならない。

第４節

本定款の第1条（名称）および第２条（区域限界）は、定足数を満たした数の会

員が出席した本クラブの例会においていつでも､投票する出席会員の過半数の賛
成投票によって、改正することができる。但し、当該改正案の通告が、これを識
する例会の少なくとも１０日前に､各会員に郵送されなければならない｡そしてさ

らに、かかる改正は、ＲI理事会に提出してその承認を求めなければならない。そ

の承認があって初めてその改正は効力を発するものとする。アデイシヨナル・ク
ラブ結成のための区域の割譲もしくは共有を拒否した決定を､地区ガバナーある
いはＲＩ理事会の指示により、再審議する場合、ＲＩ細則旦020.4項に規定するよう
に、３分の２の投票が前回の否決決識を支持するために必要である。

EX3-Ol2A-JA-(895） 
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クラブ細則１条、２条、３条

ロータリー・クラブ細則

第１条理事および役員の選挙

第１節

役員を選挙すべき会合の１カ月前の例会において、その議長たる役員は会員に対
して、会長(次次年度)、副会長、幹事､会計および名の理事を指名するこ

とを求めなければならない。その指名は、クラブの決定するところに従って指名
委員会または出席全会員のいずれか一方または双方によって行うことができる。
もし指名委員会を設けるように決定されたならば､かかる委員会はクラブの定め
るところに従って設置きれなければならない｡適法に行われた指名は各役職ごと
にアルファベット順に投票用紙に記較されて年次総会において投票に付せられる
ものとする。投票の過半数を獲得した会長、副会長、幹事および会計がそれぞれ
該当する役職に当選したものと宣言されるものとする｡投票の過半数を得た
名の理事候補が理事に当選したものと宣言されるものとする。前記の投票に
よって選挙された会長は、その選挙のあと、７月１日に始まる年度に、会長エレ

クトとして理事会のメンバーを務め､会長エレクトとして理事会のメンバーを務
めた年度直後の７月１日に、会長に就任するものとする。

第２節

選挙された役員および理事に直前会長を加えて理事会を榊成するものとする｡選
挙によって決定した次年度理事会は、１週間以内に会合してクラブ会員の中から
会場監督を務める者を選任しなければならない。

第３節

理事会またはその他の役職に生じた欠員は残りの理事の決定によって補填すべき
ものとする。

第４節

役員エレクトまたは理事エレクトの地位に生じた欠員は残りの被選理事の決定に
よって補填すべきものとする。

第２条理事会

本クラブの管理主体は本クラブの会員名より成る理事会とする｡すなわち本
細則第1条第１節に基づいて選挙された名の理事、会長、副会長、会長エレ
クト、幹事、会計および直前会長である。

第３条役員の任務

第１節会長

本クラブの会合および理事会の会合において識長を務め､その他通常その職に付

注：本細則は単に推奨されるにすぎない。従ってロータリー・クラブは、クラブ定款または
国際ロータリーの定軟、細則と矛盾しない限り、クラブ自身の事惰に応じて変更すること

ができる。もし疑問ある場合は、その変更案をＲＩ事務総長に提出してRI理事会の
審議を乞わなければならない。

第６部一組織規定 273 



クラブ細則３条、４条

随す任務を行うことをもって会長の任務とする。

第２節会長エレクト

会長エレクトは理事会のメンバーとしての任務およびその他会長または理事会に
よって定められる任務を行うものとする。

第３節副会長

会長不在の場合は本クラブの会合および理事会の会合において瓢長を務め､その
他通常その職に付随する任務を行うことをもって副会長の任務とする。
第４節幹事

幹事の任務は、会員の記録を整理保管し、会合における出席を記録し、クラブ、
理事会および委員会の諸会合の通知を発送し､これらの会合の蛾`I録をつくって
これを保管し、毎年１月1日および７月１日現在をもってIRI事務総長に対して行
わなければならない半期会員報告、半期報告を提出した７月１日または１月１日
よりも後にクラブ会員に選ばれた正会貝、シニア・アクチブ会員、パストサー
ビス会貝について10月１日と４月１日に事務総長に提出する四半期会員報告、ＲＩ
事務総長に対して行うべき会員資格変更報告、毎月の股終例会の直後地区ガバ
ナーに対して行わなければならないクラブ例会の月次出席報告を含む､諸樋の義
務報告をRIに対して行い、ロータリアン臆の鱗醜料を徴収してこれをIRIに送金
し、その他通常その職に付随する任務を行うにある。

第５節会計

会ifの任務は、すべての資金を管理保管し、毎年１回およびその他理事会の要求
あるごとにその説明を行い、その他通常その職に付随する任務を行うにある。そ
の職を去るに当たっては会計はその保管するすべての資金､叶算吸繍、その他あ
らゆるクラブ財産を、その後任者または会艮に引き継がなければならない。

第６節会過監督

会期監督の任務は通常その職に付随する任務､およびその他会長または理事会に
よって定められる任務とする。

第４条会合

第１節年次総会．

本クラブの年次総会は毎年一

に開倣きれるものとする｡そしてこの年次総会において次年度の役

風および理事の選挙を行わなければならない。

(注：標邸ロータリー・クラブ定款第４条第２節は、“本クラブの役貝を週拳するための年次

総会は、本クラブ細則の定めるところに従い、毎年１２月３１日もしくはそれ以IMIにIlW11jiされ

なければならない”と規定している）

第２節

本クラブの毎週の例会は晒日時に開催するものとする｡例会に関す

るあらゆる変更または例会の取梢はすべてクラブの会貝全部に然るべく通告され

なければならない。本クラブの暇疵なき会凰はすべて、名襟会貝（または標準
ロータリー・クラブ定款第７条第３節の規定に基づき、本クラブ理醐会によって

出席を免除された会員）を除き、例会の当日、その出席または欠席が記録され、
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その出席は、本クラブまたは他のロータリー・クラブにおいて、その例会に充当
された時間の少なくとも60パーセント出席していたことが実証されなければなら
ない。

第３節

会且総数の３分の１をもって本クラブの年次総会および例会の定足数とする。
第４筋

定例理事会は毎月

に開催されるものとする｡露時理事会は会長がその必
要ありと翅めたとき、または理事会のメンバー２名の要求あるとき、会長によっ
て招集されるものとする｡但しその場合然るべき予告が行われなければならない。
第５節

理事会のメンバーの過半数をもって理事会の定足数とする。

第５条入会金および会費

第１節

入会金はとし、 入会承認に先んじ納入すべきものとする。
第２節

会費は年額とし、各半年ごとの各支払額のうち米貨６ドルは各会
貝のロータリアン誌の餓読料に充当するという鯨解の下に、毎年２回７月１日お
よび１月１日に納入すべきものとする。

(注：ロータリアン誌の鱗読科は年額米貨１２ドルとする）

第６条採決の方法

本クラブの議事は､役員および理事を投票によって選挙する場合を除き、口頭によ
る採決をもって処理されるものとする。

第７条委員会

第１節

（a)会長は理事会の承認の下に次の常任委員会を股世しなければならない。
クラブ奉仕委員会

職業奉仕委員会
社会奉仕委員会
国際奉仕委員会

（b)会長はまた、理事会の承誕の下に、クラブ奉仕､噸業奉仕､社会奉仕および国
際奉仕について､必要と考える特定分野を担当する委貝会を股樋するものとす
る。

に）クラブ奉仕委員会、職業奉仕委員会、社会奉仕委員会および国際奉仕委員会
は､それぞれ会長が理事の中から任命する委員長および少なくとも2名以上の
他の委員から成るものとする。

(｡)会長は､職栖上すべての委員会の委員となるものとし､その資格において委貝
会に付随するあらゆる特典をもつものとする。

(．)各委凰会は本細則によって付託された戦務およびさらにこれに加えて会及また
は理事会が付託する事項を処理すべきものとする｡理事会によって特別の樒限
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を与えられた場合を除き､これらの委員会は､理事会に報告してその承認を得
るまでは行動してはならない。

（f）会長は､その必要ありと認めたＭＩＩ合､青少年活動の諸特定分野を担当する委員
会を－つまたは二つ以上設世することができる｡これらの委只会は､それぞれ
の資務によって､職業奉仕委員会､社会奉仕委員会､国際奉仕委貝会のいずれ
か、あるいは、すべての所管するところとなる。可能かつ実際的である限り、
1名または数名の委員を再任するかまたは1名または数名の委員を２カ年の任
期をもって任命することにより委貝会に継鏡性をもたせる規定を設けるものと
する。

第２節クラブ奉仕委員会

（a）クラブ奉仕委貝会委員長は､クラブ奉仕の諸活動全部に対して責任をもち､か
つクラブ奉仕の各特定分野について波１Ktされたあらゆる委貝会の仕事を監督、
調整する任務をもつものとする。

（b）クラブ奉仕委員会は､クラブ奉仕委貝会委員長とクラブ奉仕の特定の分野を担
当するすべての委員会の委員長によって榊成されるものとする。

に)会長は理事会の承認の下にクラブ奉仕の中の特定分野を担当する次の各委員会
を設皿するものとする：
出席委貝会
クラブ会報委員会

親睦活動婆貝会

雑誌委員会
会員避考委員会
会貝地強委貝会
プログラム委員会

広報委貝会

次の委員会に毎年１名ずつの委貝を任命するものとする。
職業分類委凰会
ロータリー悩報委員会

（｡)会長は、会長エレクトまたは副会躍に命じ、職業分類、会員遡考、会員増強、
ロータリー憤報委員会の仕事を監督、調整させるものとする。

（e）クラブ諸委員会の設圃について､可能かつ実際的である限り、１名または数名
の委員を再任するかまたは1名または数名の委員を2カ年の任期をもって任命
することにより委貝会に継続性をもたせる規定を設けるべきものとする。

（f）職業分類委回会およびロータリー悩報委員会は､各々3名の委員をもって榊成
きれるものとし、それぞれ毎年1名の委貝を3年の任期をもって任命するもの
とする。本規定に基づく最初の任命は次のごとく行うものとする：１名は１
年、１名は２年、１名は３年の任期をもって、それぞれ任命する。

(9)雑誌委鳳会は､可能である限りクラブ会報編集および地元新聞または広告関係
の会員を委貝の中に含めなければならない。

第３節社会奉仕委員会

（a)社会奉仕委貝会委貝長は､社会奉仕の諾活動の全部に対して責任をもち､かつ
社会奉仕の各特定分野について股侭きれたあらゆる委貝会の仕事を監督､調整
する任務をもつものとする。

（b)社会奉仕委興会は､社会奉仕委風会の委貝長と社会奉仕の特定分野を担当する
すべての委貝会の委員長によって榊成されるものとする。

（c)会長は､理噸会の承誕を受け､社会奉仕の特定分野について次の委員会を設世
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するものとする：

人間尊重委貝会
地域発展委貝会

環境保全委員会

協同奉仕委員会

第８条委員会の任務

第１節クラブ奉仕委員会

この委員会は、本クラブの会員が、クラブ奉仕に関する事柄においてその諸責務
を遂行するうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実施する
ものとする。クラブ奉仕委員会委員長は委貝会の定例会合に責任をもち、クラブ
奉仕の全活動について理躯会に報告するものとする。
（a）出席委員会｡この委貝会は､すべてのクラブ会同があらゆるロータリーの会合
に出席すること－これには､地区大会､都市迎合会､地域大会および国際大
会への出席も含まれる－を奨励する方法を考案するものとする｡この委員会
は特に本クラブの例会への出席と､本クラブの例会に出席できない場合の他ク
ラブ例会への出席とを奨励し､全会員に出席規定を周知せしめ､出席を良くす
るためのよりよき奨励策を識じ､そして出席不良の原因となる諸事補を確かめ
てこれを除去することに努めるものとする。

（b)職業分類委員会。この委員会は、毎年できるだけ早く、遅くとも８月３１日以
前にその地域社会の戦業分類調査を行わなければならない｡その醐査から､職
業分類の原則を適用し､充填未充填職業分類表を作成しなければならない｡必
要な場合は本クラブの現会員のもっている戦業分類を再検討しなければならな
い｡そして､あらゆる職業分類の問題について理事会と協議しなければならな
い｡

（c）クラブ会報委員会｡この委員会は、クラブ週報の刊行によって､関心を促して
出席の向上を図り､近づく例会のプログラムを発表し､前回の例会の亟要事項
を報告し、親睦を墹進し、全会員のロータリー教育に寄与し、クラブ、会員、
および世界各地のロータリー･プログラムに閥するニュースを伝えるべく努め
なければならない。

(｡)親睦活動委員会｡この委員会は､会且lUの知り合いと友誼を墹進し､用意され
たロータリーのレクリエーションおよび社交的諸活動への参加を会員に奨励
し､本クラブの一般目的の遂行上会長または理事会が課する任務を果たすもの
とする。

(e)雑誌委員会｡この委凰会は、ロータリアン肱に対する読者の関心を喚起し;雑
誌月間を主仙し､クラブの例会プログラムにおいて毎月雑誌のiii単な紹介を手
配し;新会員の教化に雑鱗を利用することを奨励し;ロータリアンでない講演
者に雑誌をNII呈し；図替館､病院､学校、その他の図書閲覧室のために国際奉
仕並びにその他の特別蝉読を取り計らい;ニュース資料と写真を雑鰭綱築者に
送り;その他あらゆる方法によって雑紘を本クラブ会員およびロータリアン以
外の人々に役立てるものとする。

(、会員選考委員会｡この委貝会は､会員に推簡されたすべての者を個人的の面か
ら検討して､その人格､職業上および社会的地位並びに一般的な適格性を徹底
的に調査しなければならない｡そしてすべての申し込みに対する委貝会の決定
を理事会に報告しなければならない。
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(9)会員増強委員会bこの委員会は､絶えず本クラブの充填未充填職業分類表を検
討し､未充填の職業分類を充填するために適当な人物の氏名を理事会に推薦す
るよう穂極的に努めなければならない。

（h）プログラム委員会。この委貝会は、本クラブの例会および臨時の会合のため
のプログラムを準側し、手配しなければならない。

（i）広報委員会.この委員会は、（１）広く一般世1111に、ロータリー、その歴史､綱
領および規模に関する悩報を提供し､そして（２）本クラブのために適切な宣
伝を行う方策を考案しこれを実施するものとする。

Ｏ）ロータリー摘報委員会。この委員会は、(1)会員候補者にロータリー・クラブ
会員の特典と責務に関する愉報を提供し、(2)会員､特に新会員に、会員の特
典と責務に関する適切な理解を与え、（３）会鳳にロータリー、その歴史、綱
領、規模、活動に関する悩報を提供し、（４）会員にＲＩの管理運営の動向につ
いての悩報を提供する方策を考案しこれを実施するものとする。

第２節職業奉仕委員会

この委員会は、本クラブの会員が、その戦業関係における諸資務を遂行し、各会
貝それぞれの職業における慣行の一般水準を引き上げるうえに役立つ指導と援助
を与えるような方策を考案しこれを実施するものとする｡この委員会の委員長は、
本クラブの醜業奉仕活勤に責任をもち､職業奉仕の諸特定分野について股世され
るあらゆる委員会の仕駆を監督しこれを調整するものとする。

第３節社会奉仕委員会

この委員会は､本クラブの会員がその地域社会に対する諸責務を遂行するうえに
役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実施するものとする。この
委貝会の委員長は、本クラブの社会奉仕活動に資任をもち、社会奉仕の諸特定分
野について設極される次の委員会の仕事を監督しこれを調整するものとする：
（a)人間尊重委凰会｡この委員会は､按助を必要とする人々に力を貸し､支援する
ことによって､すべての人が生涯にわたり幸福に藤らせるように心を配るもの
とする。

（b)地域発展委員会。この委員会は、地域とその諸施股の現状を改善することに
よって住みやすい場所を築くよう心を配るものとする。

に)環境保全委員会｡この委員会は､地域の環境の質を鋼盃､改善するよう心を配
るものとする。

（｡)協同奉仕委員会｡この委員会は､地域内のロータリー提唱の団体との関係を強
化し、その奉仕活Iibに協力することに心を配るものとする。

第４筋国際奉仕委員会

この委員会は、本クラブの会員が､国際奉仕に関する取柄においてその諸責務を
遂行するうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実施するも
のとする。この委員会の委員長は、本クラブの国際奉仕活動に資任をもち、国際
奉仕の諸特定分野について設悩されるあらゆる委風会の仕事を監督しこれを調整
するものとする。

第９条出席義務規定の免除

理班会に対して瞥面をもって、正当かつ十分な理由を具して申論することによっ

て､会員は出席義務規定の免除が与えられ､一定期間を限り本クラブの例会出席を

免除される。
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(注:このような出席義務規定の免除は会且身分の喪失を防ぐためのものである。しかし本ク
ラブに対してその会貝を出席同様にみなすためのものではない。その会貝が他のクラブの例
会に出席しない限り、出席を免除された会貝は欠席と記録きれなければならない。但し標準
クラブ定紋第７条第３筋の規定に基づいて趣められた欠席は本クラブの出席記録に算入され
ない）．‘

第１０条財務

第１節

会計は本クラブの資金をすべて理事会によって指定きれる銀行に預金しなければ
ならない。

第２節

すべての勘定響は役員２名の署名する伝票に基づき、会叶の署名する小切手を
もってのみ支払われるものとする｡本クラブのすべての会計事務については毎年
１回公翅会計士または他の有資格者によって全面的な監在が行われなければなら
ない。

第３節

資金を預りあるいはこれを取り扱う役貝は､本クラブの資金の安全保管のために
理事会が要求する保証を提供しなければならない｡保証の費用は本クラブが負担
するものとする。

第４節

本クラブの会計年度は７月１日より６月30日に至る期間とし、会費徴収の目的の
ために、これを７月１日より１２月３１日に至る期間および１月１日より６月３０日
に至る期Illlの二半期に分けるものとする｡RIに対する人頭分担金と雑誌購説料の
支払は、毎年７月１日および１月１日に、それぞれ当日の本クラブ会員数に選づ
いて行われるものとする。

(注：半期の途中に入会した会貝の雑麓醗魏科はRIUJ務局からの仕切り状に基づいて支払わ
れるものとする）

第５節

各会計年度の初めに理事会はその年度の収支の予算を作成し､または作成せしめ
なければならない。その予算は、理事会によって承認された後、各費目ごとに支
出の限度となるものとする。但し、理事会の鎚決によって別段の指示がなきれた
場合はこの限りでない。

第１１条会員選挙の方法（すべての会員身分について）
第１節

本クラブの正会員、シニア・アクチブ会風もしくはパストサーピス会員によっ
て推醐された会員候補者の氏名は、瞥面をもって、本クラブ幹事を通じ、理醐会
に提出されるものとする。この推聴は、本条に別な定めのある場合を除き、覗前
に漏らしてはならない。
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篁旦塾
理事会は、

ものとすろ。していることを砿慨する

蔓旦璽
理事会は、 その承翅または不承翅を決定し、これを

クラブ幹事を通じて、推薦者に通知しなければならない。

第４節

理事会の決定が脚定的であった場合は､被推薦者に対し、ロータリーの目的およ
特典と義務について説明しなけれぴ会員

ぱならない｡この税明の後､被推繭者に対し､会員申込用紙に遡亀を求め、また、
本人の氏名および本人に予定されている職業分類(正会員の勘合）をクラブに発

表することについて承諾を求めなければならない。

第５節

被推薦者'二ついての発表後Ｚ日以内に、理叫会がクラブ会貝堕萱金具迄途4-Ｌ
の誰からも、推簡に対し、理由を付記した番面による異議の申し立てを受理しな

かった場合は、その人は、名替会風でないなら－本細則に定める入会金を納める
ことによ'〕、会Ijlに選ばれたものとみなされる。

理事会に対し異拙の申し立てがあった場合は､理歌会は､次の理事会会合にお
いて、この件について票決を行うものとする。

被推臘者はＩ名誉会員でないなら、所定の入わらず《入会が力 認された場合は、

会金を納めることにより、クラブ会ロに遊ばれたものとみなされる。

蔓旦璽
当該会貝の入会式とオリエンテーションをこのよう塵選挙i型三､クラブ全遅垈_当蓬塗旦旦△菫二望ﾆｰzLu-＝ﾖｰZ二

五とﾕ､クラブ幹１Fは当該会員に対して会fl征を発行し､その逃塵をRIに報告しな
ければならない。

第１２条決蝋

事のいかんを1111わず本クラブを拘束する決縦または提案は､理Ｉｌｌ会によって審議さ
れた後でなければ本クラブによって審畿きれてはならない｡もしかかる決議または
提案がクラブの会合で提起されたならば､討識仁付することなく理211会に付託しな
ければならない。

第１３条躯率の順序

開会宣言

来訪ロータリアンの紹介

来信および告示ZIlnm

委員会報告（もしあれば）

謙譲未終了識馴
新規議事

スピーチその他のプログラム

閉会
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第１４条改正

本細則は、定足数の出席する任意の例会において、出席会興の３分の２の賛成投票
によって改正することができる｡但し､かかる改正案の予告は当該例会の少なくと
も10日前に各会員に郵送されていなければならない｡クラブ定款およびRIの定款、
細則と背馳するごとき改正または条項迫力Ⅱを本細則に対して行うことはできない。

EX3-Ol2B-JA--(895） 

Ｉ｡ 

第６部一組織規定 281 




	1995年手続要覧
	目次
	第１部 管理 (Administration)
	第１章 ロータリー・クラブ (The Rotary Club）
	第２章 地区 (The District）
	第３章 国際ロー タリー (Rotary International）

	第２部 プログラム (Program）
	第４章 ロータリーのプログラム一般 (General Program of Rotary）
	第５章 職業奉仕 (Vocational Service）
	第６章 社会奉仕 (Community Service）
	第７章 国際奉仕 (International Service）
	第８章 青少年への奉仕 (Service to Youth）

	第３部 国際的会合 (International Meetings）
	第９章 国際大会 (Convention）
	第10章 地域大会 (Regional Conferences)
	第11章 協議会 (Assembly)
	第12章 研究会(institutes）
	第13章 規定審議会(Council on Legislation）
	第14章 会議運営手続規則(Rules of Procedure)

	第４部ロータリー財団(The Rotary Foundation)
	第15章 組織および目的(Organization and Purpose）
	第16章 ロータリー財団のプログラム(Programs of The RotaryFoundation）
	第17章 財務に関する事項、財団支援、寄付者表彰(Fiscal Matters, FoundationSupport, and Donor Recognition）

	第５部 雑則 (Miscellaneous Policy Matters)
	第18章 ロータリーの名称と徽章

	第6部 組織規定(ConstitutionalDocuments)
	国際ロータリー定款
	国際ロータリー細則
	国際ロータリーのロータリー財団法人設立定款抜粋
	国際ロータリーのロータリー財団細則
	標準ロータリー・クラブ定款
	推奨クラブ細則


